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序言 

 

序言 

 

2010 年は国際生物多様性年で、しかも日本の愛知県名古屋市で生物多様性条約の第 10 回

締約国会議が開催される。まさに、日本にとっても、世界にとっても生物多様性の問題に

ついての大きな節目に当たる年といえるだろう。生物多様性に関する科学も大きく進展し、

私たちの日常生活にとって、生物多様性が欠かせないものであることという事実が、いろ

いろな局面で明らかになっている。一方では、1992 年に生物多様性条約が採択されてから、

20 年になろうとしているが、いまだに社会の認識は大きくひろがったとはいえない。2010

年を機会に、この状況を大きく変え、生物多様性を保全し、持続的に利用するという考え

方にたった行動を、さまざまな立場から起こしていただきたい。そういう思いから、生物

多様性総合評価検討委員会の座長をお引き受けした。 

日本の生物多様性は、おそらく最近 50 年間で、これまでの歴史にないくらい大きな変化

をした。その変化を引き起こしたのは、紛れもなく私たち人間の社会経済活動である。そ

の結果として、日本の人たちは物質的には豊かで便利な生活を築き上げた。しかし、一方

では、それと引き換えに日本固有の生き物や身近な生き物を失い、いろいろな弊害もひき

起こしつつある。また、外国からも自然の恵みを大量に輸入することで、国外の人たちが

享受すべき恵み（生態系サービス）を奪うような形になった場合もあったと思う。こうし

た変化をきちんと見直すことで、今後とるべき道を考えたい。その基礎となるのが、この

生物多様性総合評価だと考えている。 

このような総合的な評価は、生物多様性条約の事務局が公表している生物多様性概況

（GBO）のほか、EU、英国、オーストラリアなどいくつかの例があり、この報告書はそれ

らに次ぐ先進的な試みである。しかし、2 年間にわたる検討でようやく公表にこぎつけたも

のの、内容としては十分に満足しているわけではない。検討に必要な科学的データが少な

いことや、生態系サービスの評価が十分でない、必ずしも具体的な行動オプションを十分

示せていないなど、今後に残された課題は多いが、生物多様性の大まかな状況とその問題

点は示せたのではないかと思っている。この報告書をもとに、日本の生物多様性について

考える時間を増やし、可能な行動に活かしていただければ幸いである。 

最後に、この報告書を作成するにあたり、さまざまなデータの収集や委員会資料の準備

などに奔走していただいた環境省自然環境局および自然環境研究センターの各位、データ

の提供にご協力いただいた行政機関、研究者、企業、NGO の方々に感謝します。 

 

2010 年 5 月 10 日 

生物多様性総合評価検討委員会座長 
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評価の概要 
 

生物多様性総合評価の主要な５つの結論 

 

1． 人間活動にともなうわが国の生物多様性の損失は全ての生態系に及んでおり、全

体的にみれば損失は今も続いている。 

 

2． 特に、陸水生態系、沿岸・海洋生態系、島嶼（とうしょ）生態系における生物多

様性の損失が大きく、現在も損失が続く傾向にある。 

 

3．損失の要因としては、「第 1 の危機（開発・改変、直接的利用、水質汚濁）」、とり

わけ開発・改変の影響力が最も大きいが、現在、新たな損失が生じる速度はやや緩

和されている。「第 2 の危機（里地里山等の利用・管理の縮小）」は、現在なお増大

している。また、近年、「第 3 の危機（外来種、化学物質）」のうち外来種の影響は

顕著である。「地球温暖化の危機(地球温暖化による生物への影響)」は、特に一部

の脆弱な生態系で懸念される。これらに対して様々な対策が進められ、一定の効果

を上げてきたと考えられるが、間接的な要因として作用しているわが国の社会経済

の大きな変化の前には、必ずしも十分といえる効果を発揮できてはいない。 

 

4．現在、我々が享受している物質的に豊かで便利な国民生活は、過去 50 年の国内の

生物多様性の損失と国外からの生態系サービスの供給の上に成り立ってきた。2010

年以降も、過去の開発・改変による影響が継続すること（第 1 の危機）、里地里山

などの利用・管理の縮小が深刻さを増していくこと（第 2 の危機）、一部の外来種

の定着・拡大が進むこと（第 3 の危機）、気温の上昇等が一層進むこと（地球温暖

化の危機）などが、さらなる損失を生じさせると予想され、間接的な要因も考慮し

た対応が求められる。そのためには地域レベルの合意形成が重要である。 

 

5．陸水生態系、島嶼生態系、沿岸生態系における生物多様性の損失の一部は、今後、

不可逆な変化を起こすなど重大な損失に発展するおそれがある。 
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背景 

 生物多様性とは、様々な生態系が存在すること、また生物の種間および種内に様々な差

異が存在することをいう。例えば、森林、河川、湿原、干潟、サンゴ礁などの異なるタイ

プの生態系があり、そこには多くの異なる動物や植物が生息・生育し、同じ種の中でも地

域や個体によって異なる性質を有している。 

 人間は、生物多様性のもたらす恵沢がなければ生存できず、また豊かな暮らしを営むこ

とができない。われわれの生活や文化は、生物多様性がもたらす食料や木材、医薬品など

の供給、作物の授粉や病害虫の制御などの調節的効果、地域独自の文化の多様性などに支

えられている。 

 しかし、現在、世界各地で熱帯林の減少、サンゴ礁の劣化、外来種の影響などが報告さ

れ、生物多様性の急速な損失が懸念されている。1992 年には、「生物の多様性に関する条約

（生物多様性条約）」が採択され、「生物多様性の保全」、「生物多様性の構成要素の持続可

能な利用」、「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」を目的として掲げた。

各国の努力に関わらず、生物多様性の損失は続き、2002 年に開催された同条約の第 6 回締

約国会議では、「2010 年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」という生物多様

性条約 2010 年目標が掲げられた。 

 わが国は、ユーラシア大陸に隣接して南北に長く、海岸から山岳までの標高差があり、

数千の島嶼からなる国土を有している。陸域では、大陸との接続と分断を繰り返した地史

を反映して、狭い国土の割には豊かで、かつ固有種の多い生物相がみられる。また、海域

は、赤道太平洋の辺縁に位置しており、南北方向の海流、長く複雑な海岸線、浅海から海

溝に至る深度勾配などが相まって、先進国の中では傑出した海洋の生物多様性を有してい

る。 

 わが国は、1993 年に生物多様性条約を締結し、1995 年から 4 次にわたり生物多様性国家

戦略を策定した。こうした中で、わが国における「生物多様性の危機」が認識されるよう

になった。近年では、2008 年の生物多様性基本法の制定、2010 年の同法に基づく生物多様

性国家戦略 2010 の策定、愛知県名古屋市における同条約第 10 回締約国会議（COP10）の開

催決定などの動きが相次ぎ、生物多様性の損失を緩和する重要性が認識されるようになっ

てきた。 

 

 

生物多様性を評価する 

 生物多様性の損失を緩和するには、様々な主体がただちに具体的な行動を起こす必要が

ある。そのためには生物多様性に何が起こっているのか、それがどんな原因で起こったの

か、それに対してどのような行動がありうるのかを評価することで、損失の全体像と対策

の方向が示されなければならない。 
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 こうした評価は国際的取組としてすでに進められており、2001 年から 2005 年にかけて行

われたミレニアム生態系評価（MA）は、1,000 人を超える専門家の参加のもと、地球規模

で生物多様性や生態系を評価した。また、生物多様性条約事務局が作成して 2006 年に公表

された地球規模生物多様性概況第 2 版（GBO2）は、2010 年目標の達成に向けた取組の状況

を評価した。その後、地球規模生物多様性概況第 3 版（GBO3）が本報告書と同じ 2010 年 5

月に公表され、2010 年目標は達成されず、生物多様性への圧力が増加して損失が続いてい

ることが示された。 

 わが国でも、生物多様性基本法が生物多様性の状況と恵沢を評価するための指標の開発

について定め、生物多様性国家戦略 2010 が「わが国の生物多様性の状況を、社会経済的な

側面も踏まえて総合的に評価し」とするなど、生物多様性の評価が求められるようになっ

た。 

 

 

生物多様性総合評価 

 生物多様性総合評価の目的は、生物多様性の状況を国民に広く認識してもらうとともに、

環境行政その他における政策決定の判断材料を提供するため、生物多様性の状況や変化に

関わる既存の科学的、客観的な情報等を総合的に分析することによって、わが国の生物多

様性の損失の状況を評価することである。 

 環境省が設置した生物多様性総合評価検討委員会は、2008 年度から生物多様性総合評価

を実施した。本報告書（生物多様性総合評価報告書）は、いまだ十分な評価とはいえない

が、2 カ年の検討の結果をとりまとめて、2010 年 5 月に公表したものである。 

 生物多様性総合評価は、1950 年代後半から現在までを評価期間として、日本全国の生物

多様性の損失の要因（影響力の大きさ）と状態（損失の大きさ）等を 30 の指標と 104 のデ

ータ等を用いて評価した。損失の要因は、生物多様性国家戦略 2010 が挙げる「第 1 の危機

（開発・改変、直接的利用、水質汚濁）」、「第 2 の危機（里地里山等の利用・管理の縮小）」、

「第 3 の危機（外来種・化学物質）」、「地球温暖化の危機」に区分した。また状態について

は、わが国の生態系を「森林生態系」、「農地生態系」、「都市生態系」、「陸水生態系」、「沿

岸・海洋生態系」、「島嶼生態系」の 6 つに区分して評価した。 

 評価にあたっては、わが国の生物分野の専門家の意見を聴取した。評価の開始にあたっ

て 208 名の専門家の、評価報告書のとりまとめにあたっては 54 名の専門家の意見を参考に

した。 
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2010 年までの生物多様性の損失 

 生態系における損失の状態、その要因、それらの傾向を理解することは、対策の優先順

位の決定、効果的な対策の検討のために重要である。1950 年代後半からの損失の要因と、

2010 年における生物多様性の損失の状態は以下のように評価できる（表 2010 年までの生

物多様性の損失）。 

 2010 年までのわが国の生物多様性の損失は全ての生態系に及んでおり、全体的にみれば

損失は今も続いている。 

 「第 1 の危機」とりわけ開発・改変は、過去において最も大きな損失要因であった。こ

れは主に高度経済成長期などの社会的要請によるもので、全ての生態系に影響力を及ぼし

ている。現在、新たな損失を生じさせる速度は緩和する傾向にあるが、小規模な開発や地

域的な開発は依然としてみられる。また、過去の開発・改変によって失われた生態系にお

いてはその影響が継続し、また一定の時間が経過した後で影響が生じることも懸念される。

従来の保護地域の指定などに加えて、近年は事業実施時の配慮などの対策が講じられてい

るが、必ずしも十分といえる効果を発揮できておらず、また、過去に生じた大きな損失は

回復していない。 

 「第 2 の危機」は、森林生態系と農地生態系の一部にあたる「里地里山」において、エ

ネルギー供給構造の変化、農業・農法の変化、農村部の過疎化・高齢化などにともなって

生物資源の利用が縮小し、植生遷移が進むことなどである。この要因の影響については今

後の研究を待つ部分も多いが、要因そのものは現在もなお変わらず、影響力は増加してい

ると懸念される。生物資源の持続的利用・管理を促進する取組などが検討されているが、

抜本的な対策は容易でない。 

 「第 3 の危機」のうち、外来種の影響力は近年顕著である。とりわけ外来種に対して脆

弱な陸水生態系や島嶼生態系における影響が懸念される。近年、外来種の輸入や飼養等に

対する規制が導入されたが、一方では既に定着した侵略的外来種が急速に分布を拡大して

いる。  

 「地球温暖化の危機」は、気温の上昇等と具体的な生物多様性への影響との因果関係に

ついて議論があるものの、森林生態系（高山）、沿岸生態系（サンゴ礁）、島嶼生態系で影

響力が大きいとみられている。 

  これらの要因による生物多様性の損失は、全ての生態系に及んでいるが、とりわけ陸水生態

系、沿岸・海洋生態系、島嶼生態系における損失は大きく、現在も損失が続く傾向にある。

これらの生態系では「第 1 の危機（開発・改変）」と「第 3 の危機（外来種）」が複合的に

作用している。森林生態系、農地生態系における損失も大きく、特に「第 1 の危機（開発・

改変）」と「第 2 の危機（利用・管理の縮小）」の両方が作用してきた。 

 上述の「第 1 の危機」、「第 2 の危機」、「第 3 の危機」、「地球温暖化の危機」といった損

失の要因は、それぞれが別個に影響力を及ぼすのではなく、各生態系において複合的に作

用して損失を生じさせている（表 各生態系における損失の状態の評価）。 
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表 2010 年までの生物多様性の損失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

評価
対象 

状態 要因 

現在の損失の大きさ 損失の現在の傾向 
評価期間における影響

力の大きさ 
要因の影響力の現在

の傾向 

凡例 

損なわれて
いない 

 回復  弱い  減少 
 

やや損なわ
れている 

 横ばい  中程度  横ばい 
 

損なわれて
いる 

 損失  強い  増大 
 

大きく損な
われている 

 急速な損失  非常に強い  急速な増大 
 

 
注：影響力の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではない事を示す。 
注：「＊」は、当該指標に関連する要素やデータが複数あり、全体の影響力・損失の大きさや傾向の評価と

異なる傾向を示す要素やデータが存在することに特に留意が必要であることを示す。 
＊1：高山生態系では影響力の大きさ、現在の傾向ともに深刻である。 
＊2, ＊3：化学物質についてはやや緩和されているものの、外来種については深刻である。 

 

 

 損失の状態と傾向 損失の要因（影響力の大きさ）と現在の傾向 

本来の生態

系の状態か

らの損失 

1950 年代後

半の状態か

らの損失と

現在の傾向 

第 1 の 

危機 

第 2 の 

危機 

第 3 の 

危機 地球 

温暖化 

の危機 

その他 開発・改変 

直接的利用

水質汚濁 

利用・管理

の縮小 

外来種 

化学物質 

森林生態系 

   

 

   

 

 

 

農地生態系 － 

     ・農作物や家畜

の地方品種等

の減少 

都市生態系 － 

  

－ 

   

陸水生態系 

   

 

 

 

  

沿岸・海洋

生態系 

   

－ 

 

 

 ・サンゴ食生物の

異常発生 

・藻場の磯焼け 

島嶼生態系 

   

－ 

   

*1

*2

*3
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表 各生態系における損失の状態の評価 

生態系区分 各生態系における損失の状態の評価 

森林生態系 
 
 
 
 

 

森林生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において損なわれており、長

期的には悪化する傾向で推移している。 
○森林全体の規模に大きな変化はみられないが、人工林への転換等によって自然性の高い

森林が減少した。森林の連続性も低下している 【第 1 の危機】。 
○評価期間後半を通して、自然性の高い森林の減少速度は低下したものの、二次林や人工

林の生態系の質が低下する傾向にある 【第 2 の危機】。 
○近年、シカの個体数の増加、分布の拡大による樹木や下層植生に対する被害が顕在化し

ている。また、地球温暖化によると思われる高山植生への影響等が報告されている 【第 2 の

危機、地球温暖化の危機】。 
○現在、社会経済状況の変化によって、森林における開発や改変の圧力は低下しているが、

継続的な影響が懸念される。 

農地生態系 農地生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において損なわれており、長

期的には悪化する傾向で推移している。 
○主に評価期間前半に進んだ、宅地等の開発や農業・農法の変化によって、農地生態系の

規模の縮小や質の低下がみられた 【第 1 の危機】。 
○主に評価期間前半に進んだ草原の利用の縮小、主に評価期間後半に進んだ農地の利用

の縮小によって、農地生態系の規模の縮小や質の低下がみられた 【第 2 の危機】。 
○現在、社会経済状況の変化によって、開発・改変や農業・農法の変化による圧力は低下し

ているが、継続的な影響が懸念される。また、農地等の利用・管理の低下による影響が増大

することが懸念される。 

都市生態系 都市生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間においてやや損なわれてお

り、長期的には悪化する傾向で推移している。 
○評価期間前半の高度経済成長期における農地や林地などの都市緑地の減少や河川の水

質の悪化などにより、生息地・生育地の減少や質の低下がみられた【第 1 の危機】。 
○評価期間の後半には、新たな都市緑地の整備や河川等の水質の改善などが進んでおり、

こうした環境に生息・生育する一部の生物の分布が拡大している。 

陸水生態系 
 
 
 
 
 
 
 
 

陸水生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において大きく損なわれてお

り、長期的には悪化する傾向で推移している。 
○評価期間前半からの砂利採取、河川の人工化、湖沼や湿原の埋立等は、全国的な規模で

陸水生態系の規模の縮小、質の低下、連続性の低下につながった 【第 1 の危機】。 
○その一方で、湖沼等の水質は、評価期間前半に悪化した可能性があるものの後半には改

善傾向にある 【第 1 の危機】。 
○現在、社会経済状況の変化によって、陸水生態系への開発・改変の圧力は低下している

が、継続的な影響が懸念される。これに加えて、観賞用の捕獲・採取や外来種による影響が

増大することが懸念される 【第 1 の危機、第 3 の危機】。 

沿岸・海洋
生態系 

沿岸・海洋生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において大きく損なわれ

ており、長期的に悪化する傾向で推移している。 
○特に評価期間前半の開発や改変によって、干潟や自然海岸など一部の沿岸生態系の規模

が全国規模で大幅に縮小した 【第 1 の危機】。 
○現在、社会経済状況の変化によって、沿岸域の埋立等の開発・改変の圧力は低下している

が、継続的な影響が懸念される。これに加えて、海岸浸食の激化や外来種の侵入、地球温

暖化の影響が新たに懸念されている 【第 3 の危機、地球温暖化の危機】。 

島嶼生態系 島嶼生態系の状態は現在大きく損なわれている。評価期間前半を評価する十分な資料は存

在しないが、少なくとも評価期間の後半（1970 年代後半）を通して長期的に悪化する傾向で推

移している可能性がある。 
○開発や外来種の侵入・定着によって、固有種を含む一部の種の生息地・生育地の環境が悪

化している 【第 1 の危機、第 3 の危機】。 
○サンゴ礁生態系等では、地球温暖化の影響も懸念されている 【地球温暖化の危機】。 
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生物多様性の損失と生態系サービス 

生態系サービスとは、人間が生態系から受ける恵沢・便益のことである。人間の生活は、

生態系サービスに依存している。一般に、生物多様性の損失により生態系サービスの低下

が生じるが、評価期間中には、多様な生態系サービスの中の一部が重視されたことによっ

て逆に生物多様性の損失が生じたことや、生態系サービスの海外依存が大幅に進んだこと

が目立っている。 

例えば、高度経済成長期の社会的な要請により、森林生態系や農地生態系では建材や食

料などの生態系サービスを大量に効率的に供給することが求められたため、農地開発や森

林転換、農薬や肥料の大量使用などにより生物多様性が損なわれた。 

また、高度経済成長期以降、次第に、わが国は木材・食料などの生物資源を大量に輸入

するようになり、生態系サービスの多くを国外の生態系に依存することになった。森林な

どでは、国内の生態系がサービスを供給するポテンシャルがあっても、実際には全てが供

給されているわけではない。そのため、国内では「第 2 の危機」を招く一方、国外の生物

多様性を損なってきたという指摘もある。 

 

 

2010 年以降の生物多様性の損失 

生物多様性国家戦略 2010 の中長期的な目標年次である 2050 年頃をめどに、現在想定さ

れている将来の社会経済の推移を前提とした場合、予想される損失とそれに対する長期的

な対応の方向は以下のとおりである。 

｢第 1 の危機」については、人口減少、低成長、住宅・産業施設や社会資本整備の充足な

どを前提にすると、開発・改変の速度はさらに低下すると考えられるが、過去に行われた

開発・改変の影響は継続すると予想される。このため、引き続き、保護地域などによって

新たな開発・改変の抑制を図るとともに、過去の大きな損失を回復することが重要な課題

であり、自然再生や事業実施時の配慮についての技術的な検討とともに、全国・地域の様々

なスケールでの生態系ネットワークを構築していくことが重要である。また、既存の住宅・

産業施設や社会資本の維持・更新のための原材料採取等の開発・改変が継続すると予想さ

れ、影響評価、影響の回避や修復の手法・技術の開発が期待される。さらに、沿岸・海洋

の保全や、小規模でも重要な生息地・生育地の保全など、既存の対策の強化が求められる

分野での手当てが必要である。 

「第 2 の危機」については、農山村の人口減少と高齢化の進行にともなって、里地里山

（農地・二次草原・二次林・人工林等）などの管理・利用の不足が深刻さの度合いを増す

ことが懸念され、地域の合意形成を基礎として持続可能な利用・管理を図ることが重要で

あり、その上で里山バイオマスなど新たな利用方法を模索する一方、都市住民や企業など

多様な主体の参加を促すことなどが考えられる。また、狩猟者の減少による捕獲圧の低下



評価の概要 
viii 

 

などにより、中大型哺乳類の個体数増加・分布拡大が急速に進むことが見込まれ、広域的

な視点からの鳥獣の個体群管理が求められる。さらに、一部の二次林を積極的に自然林に

移行させるなど、今後の社会経済状況をにらんだ総合的対応が検討されてよい。 

「第 3 の危機」については、非意図的なものを含む外来種の侵入の機会や既に定着した

種の分布拡大の傾向はある程度継続すると考えられ、移動の制限を引き続き行うとともに、

新たな侵入の予防と既に定着した種の防除（捕獲・採取、殺処分、被害発生の防止措置な

ど）の重点化と技術開発が重要な課題となる。 

「地球温暖化の危機」については、予測されるような気温上昇等の傾向が継続し、脆弱

な生態系では不可逆的な影響が生じるおそれもある。モニタリング体制の強化および脆弱

性の評価、それらに基づく適応策の具体化と実施が求められる。 

2010 年までの損失の大きさからすると、将来において、特に、陸水生態系における河川

の連続性の低下（第 1 の危機）、河床低下の影響の継続（第 1 の危機）、湧水などの小規模

な生息地・生育地の破壊（第 1 の危機）、陸水生態系や島嶼生態系における侵略的外来種の

影響の拡大（第 3 の危機）、沿岸生態系における干潟・藻場・サンゴ礁・自然海岸などへの

各種影響の継続・拡大（第 1 の危機、地球温暖化の危機）、人工林の管理不足やシカによる

植生被害の影響の拡大（第 2 の危機）などは、不可逆的で大きな損失へと発展するおそれ

がある。これらについては、モニタリングの継続・充実と予防的な対策が必要である。 

こうした対策の基盤として、「生物多様性の主流化」が重要であり、国や地方公共団体の

政策だけでなく民間活動のあり方に生物多様性の保全と持続的利用の考え方を生かす必要

がある。特に、生物多様性のもつ地域固有性は重要であり、地域が主体となった対応が効

果的な場合も多いことから、市町村や集落などの地域社会において、自らの地域の生物多

様性のあり方についての合意形成がなされることが期待される。 
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序章 
 

第 1 節 生物多様性の評価が求められる背景 

 

生物多様性とは、様々な生態系が存在すること、また生物の種間及び種内に様々な

差異が存在することである。 

生命の誕生以来、生物は四十億年の歴史を経て様々な環境に適応して進化し、今日、

地球上には多様な生物が存在している。これらの生物間、及びこれを取り巻く大気、

水、土壌等の環境との相互作用によって多様な生態系が形成され、多様な機能が発揮

されている。 

人間は、生物多様性のもたらす恵沢、すなわち生態系サービスを享受することによ

り生存しており、生物多様性は人類の存続の基盤となっている。われわれの生活や文

化は、生物多様性がもたらす大気中の酸素や土壌、食料や木材、医薬品、地域独自の

文化の多様性などに支えられている。また、生物多様性は、地域における固有の財産

として地域独自の文化の多様性をも支えている。 

しかし、現在、世界各地で熱帯林の減少やサンゴ礁の劣化、外来種の影響などが報

告され、生物多様性の急速な損失が懸念されている。1992 年には、「生物多様性の多

様性に関する条約（生物多様性条約）」が採択され、「生物多様性の保全」、「その

構成要素の持続可能な利用」、「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配

分」が目的として掲げられた。各国の努力に関わらず生物多様性の損失は続き、2002

年に開催された同条約の第 6 回締約国会議で、「2010 年までに生物多様性の損失速度

を顕著に減少させる」という生物多様性条約 2010 年目標が掲げられた。 

生物多様性の損失を緩和するには、様々な主体がただちに具体的な行動を起こす必

要がある。そのためには生物多様性にどのような損失が生じているか、その損失はど

のような要因や背景によって生じているか、損失に対してどのような対策がありうる

のかを評価し、損失の全体像と行動の方向が示されなければならない。生物多様性に

ついて、こうした情報は必ずしも十分ではないが、それらを集約して損失の全体を総

合的に評価することが求められている。 

こうした評価は、地球全体、国、地方など様々な空間スケールの階層別に行われる

べきである。空間スケールの違いに応じて、要因やその背景の大きさや、対策に動員

すべき資源の多さなどが異なるからである。 

既に国際的な取組が進められており、2001 年から 2005 年にかけて行われたミレニア

ム生態系評価（MA）は、1,000 人を超える専門家の参加のもと地球規模で生物多様性

や生態系を評価した。また、生物多様性条約事務局が作成して 2006 年に公表した地球
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規模生物多様性概況第 2 版（GBO2）は、2010 年目標の達成状況を評価し、15 の指標

のうち 12 が悪化傾向であるなど生物多様性の損失が進んでいることを示した。さらに、

2010 年の第 10 回締約国会議に先立ち「地球規模生物多様性概況第 3 版（GBO3）」が

本報告書と同じ 2010 年 5 月に公表され、2010 年目標は達成されず、生物多様性への圧

力が増加して損失が続いていることが示された。また、ヨーロッパなど、いくつかの

国や地域では国レベルでの評価も進められている。 

わが国においても、1993 年に生物多様性条約を締結してから、現在まで 4 次にわた

り生物多様性国家戦略が策定され、生物多様性の損失を緩和する必要性が認識される

ようになった。近年では、第三次環境基本計画（2006 年決定）において「生物多様性

の保全のための取組分野における指標」として 9 つの指標が定められ、また、生物多

様性基本法（2008 年制定）では、国が取り組むべき事項として「生物の多様性の状況

およびその恵沢を総合的に評価するため」の指標の開発等が定められた。生物多様性

基本法を受けて策定された生物多様性国家戦略 2010（2010 年 3 月決定）は、第三次生

物多様性国家戦略に続いて、わが国における生物多様性の損失を「生物多様性の危機」

として位置づけ、目標を明らかにした上で「わが国の生物多様性の状況を、社会経済

的な側面も踏まえて総合的に評価」し、「多数の専門家の参加により生物多様性の総

合評価を実施し、わかりやすく取りまとめ、発表します」とした。 

こうした中で、愛知県名古屋市における生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）

の開催（2010 年 10 月）が決定され、わが国には生物多様性の保全と持続可能な利用等

について、より一層の責任が求められている。わが国は、農林水産物などの生物資源、

化石燃料、鉱物資源などを国外に大きく依存していることによって、世界の生物多様

性に多大な影響を及ぼす可能性がある。この点を十分に認識し、将来にわたる地球規

模の持続可能な資源利用の実現に向けて国内外の取組を進める必要がある。 

 

以上のような背景のもと、環境省が設置した生物多様性総合評価検討委員会は、

COP10 に向けて、2008 年度から 2 カ年をかけて「生物多様性総合評価」を実施した。

本報告書（生物多様性総合評価報告書）は、この検討を受け、いまだ十分な評価から

は遠いが、現時点で可能な水準の評価結果をとりまとめて 2010 年 5 月に公表したもの

である。 
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第 2 節 生物多様性総合評価の実施 

 

1．評価の目的 

生物多様性総合評価の目的は、日本の生物多様性の状況を国民に広く認識してもら

うとともに、環境行政その他における政策決定に判断材料を提供するため、生物多様

性の状況や変化に関わる既存の科学的、客観的な情報等を総合的に分析・評価するこ

とによって、わが国における生物多様性の損失を評価することである。 

なお今回の評価は、今後、生物多様性条約に関する国際的な議論の動向や、生物多

様性国家戦略における目標設定、新たな知見の集積等により見直されることがありう

る。 

 

2．評価の対象 

「生物多様性の損失」は、その生態系における生物間の相互作用、生物と環境との

相互作用もしくはその生態系を構成する種が保たれなくなることによって、生態系の

多様性や種・遺伝子の多様性が減少もしくは劣化することととらえる。 

生物多様性の損失の評価として、具体的には損失の要因、損失への対策、損失の状

態を評価することにする。損失の要因と損失への対策は「生物多様性の危機」別に、

また損失の状態は生態系別に評価する。なお、わが国の 2010 年目標の達成状況につい

ても評価する。 

 

3．評価の枠組 

（1）損失の要因の区分（生物多様性の危機） 

「生物多様性の危機」は、生物多様性の損失の直接的な要因を表す。生物多様性国

家戦略 2010 に基づき、第 1 の危機（人間活動や開発による危機）、第 2 の危機（人間

活動の縮小による危機）、第 3 の危機（人間により持ち込まれたものによる危機）、

地球温暖化の危機の 4 つとした。 

 

第 1 の危機（人間活動や開発による危機） 

生物多様性国家戦略 2010 は、「人間活動ないし開発が直接的にもたらす種の減少、

絶滅、あるいは生態系の破壊、分断、劣化を通じた生息・生育空間の縮小、消失」を

第 1 の危機と定義している。この評価においても、これを踏襲し、具体的には開発・

改変、直接的利用、水質汚濁による影響を含むものとする。 
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第 2 の危機（人間活動の縮小による危機） 

生物多様性国家戦略 2010 は、「生活様式・産業構造の変化、人口減少など社会経済

の変化にともない、自然に対する人間の働きかけが縮小撤退することによる里地里山

などの環境の質の変化、種の減少ないし生息・生育状況の変化」を第 2 の危機と定義

している。この評価においてもこれを踏襲し、里地里山等の利用・管理の縮小をいう

ものとする。 

 

第 3 の危機（人間により持ち込まれたものによる危機） 

生物多様性国家戦略 2010 は、「外来種など人為的に持ち込まれたものによる生態系

の撹乱（かくらん）」を第 3 の危機と定義している。この評価においてもこれを踏襲

し、具体的には外来種、化学物質による影響を含むものとする。 

 

地球温暖化の危機 

生物多様性国家戦略 2010 によると、「地球温暖化によりもたらされる種の減少、絶

滅、あるいは生態系の変化を通じた生息地・生育地の縮小、消失」を地球温暖化の危

機と定義している。この評価においてもこれを踏襲する。 

 

（2）生態系の区分 

生態系別の状態の評価に用いる区分は、生物多様性条約における生態系の区分を参

考にして、森林生態系、農地生態系、都市生態系、陸水生態系、沿岸・海洋生態系、

島嶼（とうしょ）生態系の 6 つとした。これらは空間的には重複しうる区分である。 

 

森林生態系 

この評価において、森林生態系とは亜寒帯常緑針葉樹林、冷温帯落葉広葉樹林、暖

温帯落葉広葉樹林、暖温帯照葉樹林などの森林と、そこに生息・生育するその他の動

植物等からなる生態系をいう。なお、この評価では、本州では標高約 2,500ｍの森林限

界以上にみられる高山の生態系も、森林生態系に含める。 

わが国の森林生態系は、歴史的に様々な形で利用されてきた。このため本来の森林

生態系である自然林をはじめ、薪炭の採取等に利用されてきた二次林、建材採取等の

ために造成された人工林など人為の関わり方の異なる森林がみられる。二次林や人工

林は人為的につくりだされた生態系であるが、その利用や管理のあり方によっては、

もともとあった自然林などに依存していた動植物等の生息地・生育地となる。 
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農地生態系 

この評価において、農地生態系とは農地（水田・畑）やその周辺の森林・陸水と、

そこに生息・生育するその他の動植物等からなる生態系をいう。野生生物に限らず農

作物や家畜等の動植物も、この生態系の一部を構成している。 

わが国の農地生態系は、稲作をはじめとする長い農業利用の歴史を経て形成されて

おり、集落を取り巻く水田や畑等の農地、水路・ため池、農用林等の森林、採草・放

牧地等の草原などがモザイク状に分布する里地里山の生態系を典型とするものである。 

人為的につくり出された生態系であるが、その利用・管理のあり方によっては、過

去の寒冷・乾燥気候化で日本列島に定着した種や、もともと氾濫原などで撹乱に依存

していた動植物の生息地・生育地となる。 

 

都市生態系 

この評価においては、都市生態系とは都市の内部にみられる森林、農地、都市公園

等の緑地、河川、海岸などと、そこに生息・生育する動植物等からなる生態系をいう。 

もともと宅地や工業・交通用地などの高度に改変された都市的土地利用の中に形成

された生態系であるが、周辺の農地生態系、陸水生態系、沿岸・海洋生態系と連続し

た動植物相が基礎となって構成されている。 

 

陸水生態系 

この評価においては、陸水生態系とは河川・湖沼、湿原といった陸水と、そこに生

息・生育する動植物等からなる生態系をいう。なお、この評価では、農地の利水のた

めの水路やため池は、農地生態系の一部として位置づけ、陸水生態系には含めていな

い。わが国の陸水環境は、古くから治水や利水のため改変されてきており、長い年月

にわたる人間の働きかけを受けている。 

 

沿岸・海洋生態系 

この評価においては、沿岸を海岸線を挟む陸域及び海域、海洋を沿岸をとりまく広

大な海域とし、それらに生息・生育する動植物等からなる生態系を沿岸・海洋生態系

とする。沿岸については、浅海域にみられる干潟、藻場、サンゴ礁といった生態系が

含まれる。わが国の沿岸・海洋生態系は、歴史的に漁労の場として利用され、魚類等

の生物は食料資源として利用されてきた。 

 

島嶼生態系 

この評価において、島嶼生態系とは北海道・本州・四国・九州の主要 4 島以外の小

島嶼における森林等の生態系と、そこに生息・生育する動植物等からなる生態系をい

う。わが国の島嶼は、生物多様性の観点からは、大陸との分離・結合を繰り返して形
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成された南西諸島や、海洋島として形成された小笠原諸島などに代表され、固有種が

多い特徴的な生物相がみられる。また、古い時期から人が居住している島嶼も多い。 

 

（3）評価の範囲 

評価は、わが国の国土全体と周辺の海域（概ね排他的経済水域の範囲）を対象とし

た。 

評価期間は、わが国の自然環境への影響が大きかったとされる高度経済成長期を含

めて、過去 50 年程度（1950 年代後半～現在）とした。必要に応じて評価期間の前半（1950

年代後半～1970 年代前半）と後半（1970 年代後半～現在）を区別した。 

 

（4）評価の枠組 

生物多様性の損失の要因、生物多様性の損失の状況、生物多様性の損失への対策の

それぞれについて、以下のように評価を行った。 

生物多様性の損失の要因については、評価期間中（1950 年代後半～現在）の損失を

直接的に引き起こした要因による「影響力の程度」と「その傾向」を評価する。要因

は、①第 1 の危機（開発・改変、直接的利用、水質汚濁）、②第 2 の危機（里地里山

等の利用・管理の縮小）、③第 3 の危機（外来種、化学物質）、④地球温暖化の危機

（地球温暖化による生物への影響）に区分し、それぞれの要因について影響力の程度

と傾向を表現する指標（8 指標）を設けて指標ごとの評価を総合して評価する。指標ご

との評価は、適切と考えられるデータを検討し、これらを総合して評価する。評価の

結果は以下のような視覚記号で表記する。指標の評価に適切なデータが十分に得られ

ない場合や、データによって異なった傾向を示す場合もあるなど、この視覚記号にま

とめる過程で捨象される要素があることに注意が必要である。 

 

表 要因の評価 

 

 

 

 

 

 

注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：影響力の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 
注：「＊」は、当該指標に関連する要素やデータが複数あり、全体の影響力の大きさや傾向の評価と異なる

傾向を示す要素やデータが存在することに特に留意が必要であることを示す。 

 

生物多様性の損失への対策の評価は、対策実施の傾向について、上述の①～④の要

因別の対策の指標（4 指標）と各要因に共通する対策の基盤の指標（2 指標）を設けて、

評価対象 凡 例 

評価期間における
影響力の大きさ 

弱い 中程度 強い 非常に強い 

 
 

   

影響力の長期的傾
向及び現在の傾向 

減少 横ばい 増大 急速な増大 
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指標ごとの評価を総合して評価する。指標ごとの評価は、適切と考えられるデータを

検討し、これらを総合して評価する。評価の結果は以下のような視覚記号で表記する

が、要因の場合と同様に、視覚記号としてまとめる過程で捨象される要素があること

に注意が必要である。 

 

表 対策の評価 

 

 

 

 

注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：「＊」は、当該指標に関連する要素やデータが複数あり、全体の傾向の評価と異なる傾向を示す要素や
データが存在することに特に留意が必要であることを示す。 

 

生物多様性の損失の状態については、評価期間当初（1950 年代後半）の生態系の状

態を基本として、「損失の大きさ」と「その傾向」を評価する。損失の状態は、その

生態系における生物間、生物と環境との相互作用やその生態系を構成する種が保たれ

るのに必要な、以下の①～⑤の視点から、損失の程度と傾向を表現する指標（16 指標）

を設け、指標ごとの評価を総合して評価する。①生態系の規模（生態系の物理的な広

がり）、②生態系の質（生態系の構造や機能）、③生態系の連続性（生態系のまとま

りや相互のつながり）、④種の個体数や分布（生態系を構成する種等の個体数や分布）、

⑤生物資源の状況（特に資源として利用されている生態系や種についての①～④の視

点）。評価結果は以下のような視覚記号で表記するが、要因や対策の場合と同様に、

視覚記号としてまとめる過程で捨象される要素があることに注意が必要である。 

 

表 状態の評価 

 

 

 

 

 

 

注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：損失の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 
注：「＊」は、当該指標に関連する要素やデータが複数あり、全体の損失の大きさや傾向の評価と異なる傾
向を示す要素やデータが存在することに特に留意が必要であることを示す。 

 

 

評価対象 凡 例 

対策の傾向 

増加 横ばい 減少 

 

 
  

評価対象 凡 例

損失の大きさ 
損なわれていない

やや 
損なわれている 損なわれている 

大きく 
損なわれている 

   
 

 

状態の傾向 
回復 横ばい 損失 急速な損失 
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これらの要因、対策、状態を表現する計 30 の指標のもとに、生物多様性に関する既

存のデータ（計 104 のデータ）や事例等を集約して評価を行った（図 本評価におけ

る指標群）。使用するデータは、客観性を保つため、原則として、行政の統計資料ま

たは科学的な手続を経て公表されたものとした。できる限り全国を対象とし、評価期

間の全体をカバーする時系列データによったが、特定の地域や評価期間の一部の時期

におけるデータや具体的な事例も活用した。 
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図 本評価における指標群 

対
策

損
失
の
要
因

第1の危機の
指標

（6指標）
1 生態系の開発・改

変
2 野生動物の直接的

利用
3 水域の富栄養化
4 絶滅危惧種の減少

要因

5 保護地域
6 捕獲・採取規制、

保護増殖事業

第2の危機の
指標

（3指標）
7 里地里山の利用

4  再掲 絶滅危惧
種の減少要因

8 野生鳥獣の科学
的な保護管理

第3の危機の
指標

（4指標）
9 外来種の侵入と

定着
10 化学物質による

生物への影響

4 再掲 絶滅危惧
種の減少要因

11 外来種の輸入規
制、防除

地球温暖化の
危機の指標
（2指標）

12 地球温暖化によ
る生物への影響

4   再掲 絶滅危惧
種の減少要因

対策の基盤の指標（2指標）
13 生物多様性の認知度
14 海外への技術移転、資金供与

種の個体数や分布

生態系の連続性

生物資源の状況

生態系の規模・質

森林生態系の指標
（4指標）

15 森林生態系の規模・質

16 森林生態系の連続性
17 森林生態系に生息・生育する

種の個体数・分布
18 人工林の利用と管理

農地生態系の指標
（3指標）

19 農地生態系の規模・質

20 農地生態系に生息・生育す
る種の個体数・分布

21 農作物・家畜の多様性

沿岸・海洋生態系の
指標（3指標）

27 沿岸生態系の規模・質

28 浅海域を利用する種の個体
数・分布

29 有用魚種の資源の状況

島嶼生態系の指標
（1指標）

30 島嶼の固有種の個体数・
分布

都市生態系の指標
（2指標）

22 都市緑地の規模

23 都市生態系に生息・生育す
る種の個体数・分布

陸水生態系の指標
（3指標）

24 陸水生態系の規模・質

25 河川・湖沼の連続性
26 陸水生態系に生息・生育す

る種の個体数・分布種の個体数や分布

生態系の連続性

生物資源の状況

生態系の規模・質

種の個体数や分布

生態系の連続性

生物資源の状況

生態系の規模・質

要因の評価（14指標）

状態の評価（16指標）
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（5）本報告書の構成 

以上の枠組のもと、この報告書は、評価の前提となるわが国の自然環境や社会経済

の概要（第Ｉ章）、要因の指標等に基づく生物多様性の損失の要因の評価（第 II 章）、

状態の指標に基づく生物多様性の損失の状態の評価（第 III 章）、第 II 章と第 III 章の

評価を総合した評価の総括（第 IV 章）及び今後の課題（第 V 章）から構成される（図 

本報告書の構成）。 

評価に用いたデータについては、一覧を巻末資料に示し（巻末資料 3）、このうち一

部を本文中（第 II 章と第 III 章）に図表として掲載した。図表として掲載しなかった

データは巻末資料に収録した（巻末資料 4）。 
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図 本報告書の構成（太枠は評価部分） 

評価の総括（第 IV 章） 

 

＜2010 年以降の生物多様性の損失への対応＞ 
 

生物多様性の損失の要因の評価（第 II 章） 

 

生物多様性の損失の状態の評価（第 III 章） 

 

損失の要因の評価 
 

第 1 の危機 
第 2 の危機 
第 3 の危機 
地球温暖化の危機 

要因の指標（8 指標） 

 
評価の理由 データ 

わが国の自然と社会経済（第 I 章） 

評価の前提となる自然環境、社会経済の状況 

今後の課題（第 V 章） 

今後、生物多様性総合評価が役割を果たすために、取組が必要な課題 

損失への対策の 

評価 

要因別の対策の指標等（6 指標） 

 
評価 評価の理由 データ 

＜2010 年までの生物多様性の損失＞ 

2010 年までの生物多様性の損失の評価（総括） 

生物多様性の損失と生態系サービス 

2010 年以降の生物多様性の損失、損失の要因別の対応など 

＜2010 年目標の達成状況の評価＞ 
 

2010 年目標の 
達成状況 

21 の目標 

4 つの危機と 6 つの生態系

評価 

損失の状態の評価 
 

森林、農地、都市、

陸水、沿岸・海洋、

島嶼 

生態系別の指標（16 指標） 

 
評価の理由 データ 評価

他のデータや事例損失への対策の 

評価 

他のデータや事例

目標 

 
評価 指標 データ 

他のデータや事例
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4．評価の体制 

環境省が設置した生物多様性総合評価検討委員会において、国内の多数の専門家の

意見を踏まえて評価を実施した。 

 

表 生物多様性総合評価検討委員会の構成             （五十音順） 

委員 所属 
加藤 真 
竹中 明夫 
中静 透（座長） 
中村 太士 
松田 裕之 
三浦 慎悟 
矢原 徹一 
鷲谷 いづみ 

京都大学大学院地球環境学堂教授 
独立行政法人国立環境研究所生物圏環境研究領域長 
東北大学大学院生命科学研究科教授 
北海道大学大学院農学院教授  
横浜国立大学大学院環境情報学府教授 
早稲田大学人間科学学術院教授 
九州大学大学院理学研究院教授 
東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

 

2008 年度には、評価に先立ち、評価期間における生物多様性の損失の要因とその状

況に関して、環境省関連の検討会の委員等、及び生物分野における国内主要学術団体

の自然保護関連委員・役員等、国内の生物分野の専門家 581 名にアンケートを実施し、

208 名から回答を得た（下表、巻末資料 1）。それらの意見を参考にして損失の要因や

状態などの整理を行い、その整理をもとに指標の選定を行った。また、2009 年度の評

価報告書のとりまとめ作業に際しては、上述の 208 名の専門家に報告書の案を送付し

て意見を求め、54 名から回答を得、それらの意見を記述にあたっての参考とした（下

表、巻末資料 2）。 

このほか、2009 年度に日本学術会議保全再生分科会からヒアリングを受けた際の議

論を参考とした。また、2008 年度と 2009 年度の日本生態学会大会においてシンポジウ

ムを開催し、そこでの議論を参考とした。なお、16 名の専門家に、一部のデータの提

供や解析について協力を得た。 

 

表 意見を求めた生物分野の専門家 

右の環境省関連検討

会の委員等 
絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会、同分科会 
自然環境保全基礎調査検討会植生分科会、同植生調査作業部会

鳥類標識調査検討会 
重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイ

ト 1000）検討会、同分科会 
右の生物分野におけ

る国内主要学術団体

の自然保護関連委

員・役員等 

日本生態学会、日本森林学会、日本草地学会、日本陸水学会、

日本海洋学会、日本動物分類学会、日本植物分類学会、日本哺

乳類学会、日本鳥学会、日本爬虫両棲類学会、日本魚類学会、

日本昆虫学会、日本ベントス学会、日本植物学会 
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第 I 章 わが国の自然と社会経済 
 

本章では、生物多様性の損失の要因と状態を評価するための前提として、わが国の

生物多様性とその基礎を構成する自然環境の概況と、損失の間接的な要因等として作

用する社会経済の概況を述べる。 

 

第 1 節 わが国の自然環境と生態系 

 

1．わが国の自然環境 

（1）総説 

わが国は、ユーラシア大陸に隣接して南北に長い国土を有すること、海岸から山岳

までの標高差や数千の島嶼（とうしょ）を有すること、モンスーンの影響を受け明瞭

な四季の変化のある気候条件、火山の噴火、急峻な河川の氾濫、台風等の様々な撹乱

（かくらん）があること等を要因として、多様な生物の生息・生育環境を有している。

また、大陸との接続・分断という地史的過程により、多くの固有種等を含む生物相を

形成しており、渡り鳥の行き来等を含め、わが国の生物多様性はアジア・ユーラシア

地域とのつながりが大きい。 

 

（2）位置・面積等 

わが国の国土はユーラシア大陸の東側、日本海を隔て大陸とほぼ平行に連なる弧状

列島で構成されている。列島は北緯 20 度 25 分から北緯 45 度 33 分までの間、長さ約

3,000km にわたって位置する。列島は約 6,800 余りの島嶼から構成され、総面積は約 38

万 km2 である。 

 

（3）気候 

日本列島は、気候帯として亜熱帯から亜寒帯までを含み、周辺の海域には南から黒

潮、北からは親潮等が流れている。気候は湿潤で季節風が卓越し、一般に四季が明瞭

である 1)。夏と秋の雨や冬の降雪は、世界の平均を大きく上回る降水量をもたらしてい

る。本州では脊梁山脈を境に降水量の季節配分の違いが顕著で、太平洋型、日本海型

の 2 つの特徴的な気候がみられる。 

 

（4）地形 

日本列島は世界で最も新しい地殻変動帯の 1 つで、種々活発な地学的現象がみられ

る。地形は起伏に富み、火山地・丘陵地を含む山地の面積は国土の 4 分の 3 を占める。 
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山地の斜面は一般に急傾斜で、谷によって細かく刻まれ、山地と平野の間には丘陵

地が各地に分布する。平野・盆地の多くは小規模で、山地の間及び海岸沿いに点在し、

河川の沖積作用で形成されたものが多い。 

 

（5）生物地理区と地史 

日本の植物相は、6 つに区分される世界の植物区系のなかで、旧熱帯区系界と全北区

系界の 2 つに属する。旧熱帯区系界では、タコノキやヤシ類等が特徴的であり、全北

区系界にはクリやヤナギ属等が特徴的に分布する。また、わが国の動物相は、6 つに区

分される世界の動物地理区において旧北区と東洋区の 2 つに属し、トカラ海峡に引か

れる渡瀬線がその境となっている。 

渡瀬線より南の動物相は台湾や東南アジアとの近縁種が多い。渡瀬線より北はユー

ラシア大陸との類縁性が高く、津軽海峡に引かれるブラキストン線で 2 亜区に区分さ

れ、北側はシマフクロウ、ヒグマやナキウサギなどシベリア・ロシア極東との共通種・

近縁種が多く、南側はツキノワグマなど朝鮮半島との共通種が多い。これらは、新生

代第四紀に繰り返された氷期と間氷期を通じて大陸と日本列島をつなぐ海峡部で陸地

化と水没が繰り返され、様々な経路で大陸から動植物が侵入し、再び分断・孤立化す

るという過程を経て形成された。 

 

（6）植生 

自然植生 

南北に長く、多様な立地を持つ日本列島には、様々な自然植生が成立している。湿

潤な気候下にあるため、自然条件のもとに成立する植生（自然植生）は、大部分が森

林である。主な植生として、南から順に、亜熱帯常緑広葉樹林（南西諸島、小笠原諸

島）、暖温帯常緑広葉樹林（本州中部以南）、冷温帯落葉広葉樹林（本州中部から北

海道南部）、亜高山帯常緑針葉樹林（北海道）が発達し、垂直的森林限界を超えた領

域では高山植生（中部山岳と北海道）が成立し、それぞれに大陸と共通する植物種や

固有種が多くみられる。 

土壌条件、水文環境等による制限のある特殊な立地には、湿原植生、砂丘植生、マ

ングローブ林等が成立している。 

 

現存植生 

日本列島の現実の植生は、その多くが人為による撹乱を受けた代償植生に置き換わ

っている。この他にも自然によって撹乱を受けた遷移途上の植生など、さらに多様な

植生が分布する。 

環境省の第 5 回自然環境保全基礎調査の植生調査から植生の現状をみると、自然林

は国土の 17.9%で、自然草原を加えた自然植生は 19.0%である。一方、自然植生以外で
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は、二次林（自然林に近いものを含む）が 23.9%、植林地 24.8%、二次草原 3.6%、農

耕地（緑の多い宅地を含む）22.9%、市街地 4.3%、その他（開放水域等）1.5%となっ

ている。 

主に急峻な山岳地、半島部、島嶼等、人為が及びにくい地域に自然植生が分布し、

平地や小起伏の山地では二次林や二次草原などの代償植生や植林地、農耕地の占める

割合が高い。 

森林は国土の 67%を占め、農地の開発に加え採草地・焼畑などの利用が進んだ過去

500 年程度でみると、現在の森林面積は最も高い水準にあるとされている 2)。これはス

ウェーデン（70%）等の北欧諸国並みに高く、イギリス（12%）、アメリカ（33%）等

と比べても先進国の中では圧倒的に高い 1)。 

 

（7）生物種数や固有種等 

日本の既知の動植物の生物種数は 9 万種以上、未分類のものも含めると 30 万種を超

えると推定されており 1)、約 38 万 km2 という狭い国土面積（陸域）にもかかわらず、

豊かな生物相を有している。固有種の比率が高いことが特徴で、陸生哺乳類、維管束

植物の約 40%、爬虫類の約 60%、両生類の約 80%が固有種である 1)。なお、小笠原諸

島では、陸生鳥類のほとんど全て、陸産貝類の 93%が固有種・固有亜種であり、また

南西諸島では、アマミノクロウサギやノグチゲラ等、大陸では絶滅した種が遺存種と

して残るなど 1)、固有種への分化が進む等の現象が生じており 1)、これらの島嶼は特に

注目される地域である。 

先進国で唯一野生のサルが生息することをはじめ、クマやシカなど数多くの中・大

型の野生動物が生息する。 

 

沿岸・海洋の生物相 

海域においても、黒潮、親潮、対馬暖流等の海流と、列島が南北に長く広がること

から、多様な環境が形成されている。また沿岸域には、地球の 4 分の 3 周に相当する

約 35,000km の長く複雑な海岸線や、豊かな生物相を持つ干潟・藻場・サンゴ礁・砂浜・

砂堆・岩礁・海草帯・マングローブ林など多様な生態系がみられる。日本近海には、

亜寒帯から亜熱帯を含む広い水温帯と多様な生息環境がみられ、同緯度の地中海や北

アメリカ西岸に比べ海水魚の種数が多いのが特徴である 1)。 

日本近海には、世界に生息する 112 種の海生哺乳類のうち 50 種、世界の約 15,000 種

といわれる海水魚のうち約 25%にあたる約 3,700 種が生息しており、沿岸域の固有種も

多い 1)。生物多様性が非常に豊かな赤道付近の太平洋海域の辺縁部として、先進国の中

では傑出して豊かな種数を誇る 1)。 
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広域を移動する生物の繁殖地・中継地 

渡り鳥、ウミガメや海生哺乳類など一部の野生動物は、アジアや北アメリカ、オー

ストラリアなどの環太平洋諸国の国々から国境を越えて日本にやってきている。夏に

主にロシア極東北部で繁殖するマガンやオオハクチョウ、朝鮮半島や中国の離島で繁

殖するクロツラヘラサギなどの一部は日本で越冬する 1)。また、夏鳥として日本に渡来

するツバメは、主に東南アジアで越冬する 1)。シギ・チドリ類では、日本の干潟を渡り

の中継地として春と秋に利用するだけでなく、冬季越冬に利用する種や数も少なくな

い 4)。 

日本で孵化したアカウミガメは、北アメリカ沿岸まで回遊して成長し、日本に戻っ

て産卵している 1)。また、日本で孵化したサケはベーリング海等を回遊し 1)、日本で繁

殖するザトウクジラは北アメリカ沿岸を餌場としている等 1)、多くの回遊魚や海生哺乳

類が生活史の一部で日本周辺の海域を利用している。 

 

2．生態系の概要 

（1）森林生態系 

日本列島には、温暖湿潤な気候のため海岸・風衝地などを除いた地域で広く森林が

成立している。それぞれの地域の特性を反映して、南から北へ、また低標高地から高

標高地にかけて常緑広葉樹林、落葉広葉樹林、針葉樹林が優占し、多くの動植物の重

要な生息地・生育地となっている。また、本州では概ね標高 2,500ｍ以上に高山植生が

みられる。例えば、哺乳類では約 70%が、また鳥類では日本で繁殖する 251 種のうち

約 70%に相当する 170 種が森林に依存している。 

日本列島の多くの森林は、山火事や伐採などの撹乱を受けても、最終的には森林に

戻る。このため、焼畑耕作の場、キノコ・木の実等の食料、薪炭等の燃料、木材など

の採取・生産の場として歴史的に利用されてきた。焼畑、燃料・生産の場としての森

林は、物資運搬の利便上、居住地近くに形成され、定期的にこうした撹乱を受けて二

次林として独特の景観を形成してきた。 

植林による用材の主要な生産地は、運搬能力が限られていたころまでは大消費地の

近くか水運の発達した地域（青梅、北山、天竜など）に立地していた。 

 

（2）農地生態系 

大陸から稲作が伝わってから、日本列島には、集落を取り巻くように、水田や畑等

の農地、河川等と連続して農地に水を供給する水路・ため池、落葉・落枝等の肥料な

どの採取に用いられる農用林等の森林、採草・放牧などに用いられる二次草原などが

モザイク状に成立してきた。また、稲作における水利用等が、谷津田や棚田などの特

異な景観を形成することになった。日本には、氷期に大陸から分布を拡大して定着し

た大陸系遺存種が数多く存在するが、これらの多くは、河川の氾濫原などにみられた



生物多様性総合評価報告書  
 

第 I 章 第 1 節 わが国の自然環境と生態系 
17 

 

自然湿地・自然草原ばかりでなく、人間による定期的撹乱を受ける森林生態系・農地

生態系を生息地・生育地としてきた。 

 

（3）都市生態系 

急峻な山地・丘陵地が多い日本では、農地や居住地は河口部、扇状地などの平野部

や台地を中心に発達した。かつての内湾河口域にはヨシ原や河口干潟が広がっていた

が、江戸時代（17～19 世紀前半）にはすでに三大都市圏の基礎が形成されていた。明

治大正時代（19 世紀後半～20 世紀初頭）の都市の多くは藩政期の城下町で、地域の中

心的都市として発展した。このほかにも、中小の都市が海岸部や平野部に成立した。 

さらに、江戸時代からは治水・利水などの目的で河川の改修が進み、1850 年～1950

年までに国土の都市的利用は 3%から 6%へと倍増し、道路・鉄道網の整備も飛躍的に

進んだ 5)。しかし、高度経済成長期以前の都市では、アスファルトに覆われた土地は一

部であり、屋敷林、農用林、社叢（しゃそう）なども各地の都市内に多く残されてい

た。 

 

（4）陸水生態系 

日本では、国土が狭く山地が多いため、河川は流域面積が狭く急流になる特徴があ

る。また、台風や梅雨によって降水量が季節的に集中する傾向があるので、地質的に

複雑であることともあいまって流出土砂が大量に発生しやすい。このため、日本の河

川には玉石河原が発達しており、広大な氾濫原が形成されやすく、海から遡上する動

物（アユ、サケ科等）や汽水域を利用する生物が多いという特徴がある。また、日本

の陸水域に生息する淡水魚類には固有種が多く、湿原や周辺の河畔は大型ツル類、コ

ウノトリ類をはじめ、多くの渡り鳥、両生類や昆虫類などの陸生動物の生息地として

も重要である。 

日本の陸水環境では古くから治水や利水が試みられており、陸水環境は長い年月に

わたる人間の働きかけと自然の営みの両者によってかたち作られてきた。大規模な干

拓、平野部の氾濫原での新田開発などによる農地への転換も行われてきたが、1950 年

代以前までは、田沢湖での強酸性水の導水によるクニマスの絶滅 6) といった一部の事

例を除き、人為による環境への働きかけも劇的な変化をともなうようなものではなく、

多くの動植物が人為的に管理された環境に棲みついていた。1950 年代に入ると大規模

なダムの建設が始まり、河川環境の大規模な改変が生じ始めた。また同じ頃、河川・

湖沼における排水などによる水質汚濁や富栄養化が問題になり始めた。 

  

（5）沿岸・海洋生態系 

日本は北から南まで約 3,000km にわたる島々から成り、オホーツク海、日本海、東

シナ海、太平洋の 4 つの海に囲まれた列島である。海底地形も複雑で、勾配の緩い大
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陸棚から、すぐに深海へ落ち込む急峻な海域まで様々な海洋環境を有する。また、北

からは寒流（親潮）の南下があり、南からは暖流（黒潮）の北上がある。これら複雑

な環境は、寒帯性から熱帯性の魚類、あるいは沿岸性から深海性の魚類など 3,500 種を

超える豊富な魚類相をもたらしている。 

こうした豊かな海に囲まれた日本では古くから魚介類を主な蛋白源とし、また、海

藻を食物や緑肥として用いるなど、沿岸・海洋の生態系を様々な形で利用してきた。 

干潟・藻場・サンゴ礁・砂浜・砂堆・岩礁などの沿岸・浅海域の生態系は生物の生

息地・生育地、繁殖場所などとして非常に重要な位置を占めると同時に、人間活動に

も古くから利用され、特に内湾などは居住地や経済活動の場として盛んに利用された。

高度経済成長期以前の沿岸・浅海域は、埋立や護岸などの人工物も少なく、良好な干

潟や藻場などが多く残されていたと考えられる。1950 年代までは水産物の自給率は

100%を超えており 7)、深刻な富栄養化や汚染などの問題もまだみられなかった。 

 

（6）島嶼生態系 

日本には主要 4 島のほかに、小笠原諸島や南西諸島など、海によって隔離された長

い歴史の中で、独特の生物相がみられる 6,800 あまりの大小の島嶼がある。多くの島嶼

は、渡り鳥の中継地として、特に無人島は海鳥の繁殖地としても重要である。 

南西諸島は、約 1,500 万年前までユーラシア大陸と陸続きであったが、約 200 万年前

に東シナ海が形成されて、島嶼として隔離された。そのため大陸から取り残された遺

存種や、島嶼間で種分化した固有種などの独特の生物相が成立した。小笠原諸島は、

一度も大陸と陸続きになったことのない海洋島である。約 15 万年前に海底火山の活動

により群島が成立したのち、偶然に移入・定住した生物種が独自の進化を遂げ、多く

の固有種が成立した。小笠原諸島では明治時代以降に開拓が奨励され、農地が拡大し

森林が減少してきた。
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第 2 節 わが国の社会経済状況の推移 

 

わが国は、農業や林業、沿岸域での漁業の長い歴史を通じて、多くの生き物や豊か

な自然と共存した日本固有の文化を作り上げてきた。しかし、近年の西洋文明との融

合や科学技術の発達の中で、日本人と自然との関係は薄れ、それぞれの地域の自然と

文化が結び付いた特有の風土が失われつつあるとされている。 

わが国は、明治維新（19 世紀後半）の後、そして第二次世界大戦後に経済的に発展

した。その一方で、本来豊かであるはずの日本の生物多様性は失われてきた。経済的

な発展の重要性に比べると、生物多様性の豊かさが暮らしの豊かさにつながるという

ことは忘れられがちであった。 

こうした認識を踏まえて、評価期間である 1950 年代後半（昭和 30 年頃）から現在

までの約 50 年間について、わが国の社会経済状況の推移を概観する。 

 

1．1950 年代後半～1970 年代前半（昭和 30 年代～40 年代） 

＜高度経済成長と国土の開発＞ 

この時期に、わが国は、第二次世界大戦からの復興を終えて高度経済成長期を迎え

た。1956 年度の経済白書は、経済が戦前の水準を回復し、戦後復興による経済成長か

ら「近代化」による新たな成長局面を迎える状況を「もはや『戦後』ではない」と表

現した。総人口が年率 1～2%と急速に増加するとともに、農村から都市へと人口が移

動した 1)。重化学工業を中心とする産業構造に変わり、実質国内総生産（実質 GDP）

の増加は年率 10%前後で推移した 2)。 

国外から安価な石油が大量に輸入されるようになり、これまで石炭、水力発電、薪

炭などに依存していたエネルギー供給の構造が石油中心に変わった（「エネルギー革

命」）。一次エネルギーの輸入依存度は 1950 年代半ばには 20%程度であったが、1970

年頃には約 80%に上昇した 3)。 

同時に、核家族化による世帯員数の減少、いわゆる「三種の神器」などの耐久消費

財の普及、自動車の普及などによってライフスタイルが変化し、大量生産・大量消費

の社会が到来した。 

総人口の増加や人口移動、エネルギー供給構造や産業構造の変化に応じて、国土の

全域で住宅や産業施設の整備が進み、また経済成長の基盤として社会資本の整備が進

められた。1962 年に全国総合開発計画が、1969 年には新全国総合開発計画が策定され、

国土の全体で「日本列島改造ブーム」と呼ばれるほどの大規模な開発が進められた。

全国の宅地面積は急速に拡大したものの、1 人当たりの宅地面積（民有地）は第二次世

界大戦前と低位または同程度の水準で推移していた 4)。工業用地や住宅用地の立地のた

め、「太平洋ベルト地帯」などの平野部では都市が拡大し、沿岸部では埋立が進めら
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れた。1960 年から 1975 年にかけて人口集中地区（DID）の居住人口は約 1.5 倍に増加

し、面積は倍増した 1)。他方で、山間地などの過疎が深刻となり、1970 年には過疎対

策緊急措置法が制定された。 

水需要の増大や都市等での洪水被害に対応して、河川ではダムの整備、河岸の人工

化や直線化が進められ、一部では大規模な砂利採取が行われた。また、沿岸部では台

風時の高潮などの被害などに対応して、海岸の人工化が進められた。 

 

＜農林水産業＞ 

 第一次産業就業人口の割合は、1955 年には約 40%であったが、1970 年には約 20%に

低下した 1)。農地の面積は 1960 年代初頭の約 6.1 万 km2 をピークに増加から減少に転

じ 5)、農薬・化学肥料の普及、農地の整備、農業の機械化などによって農業のあり方が

変化した。1960 年代から数次にわたって農産物の自由化が進められ、食料自給率（供

給熱量ベース）は 1960 年度の 79%から 1970 年の 60%に低下した 6)。 

高度経済成長にともなって建材や紙・パルプ材などの木材需要が激増し、これをま

かなうため、エネルギー革命によって経済的価値を失った二次林などが、スギ・ヒノ

キの人工林に転換された（拡大造林）。その後、1960 年代の木材の輸入自由化にとも

なって外材の供給量が急増し、用材自給率は 1960 年の 87%から 1970 年には 45%に低

下した 7)。漁業生産は、遠洋漁業の拡大などにより増加した 8)。 

 

＜公害の発生＞ 

この頃には、公害の発生が社会的な問題となった。1950 年代には東京の隅田川が悪

臭を発するようになるなど、産業排水や家庭排水により河川・湖沼や海域で水質の悪

化もしくは富栄養化が進んだ。1960 年代頃からは、工業地帯などで大気汚染が問題に

なった。1960 年代には水俣病の発生も確認された。 

 

2．1970 年代後半～1980 年代（昭和 50 年代～60 年代前半） 

＜安定成長とバブル経済＞ 

1970 年代半ばに、石油危機（1973 年）をきっかけにして高度経済成長が終わり、実

質 GDP の増加は年率 5%前後で推移した 2)。総人口の伸びは緩やかになり、農村から都

市への人口移動は鈍化した 1)。1 人当たりの宅地面積（民有地）は第二次世界大戦前の

水準を大きく上回るようになり、宅地面積の増加も高度経済成長期に比べて緩やかに

なった 4)。「国土の均衡ある発展」の考え方のもと、国土の開発は地方にも及び、道路、

鉄道、港湾、河川・海岸などにおける社会資本の整備が進展した。 

1980 年代の前半に実質 GDP の増加は 3～5%前後で推移したが 2)、後半には、バブル

経済が発生した。産業や人口が首都圏に集中し、「東京一極集中」と表現された。都
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市部では地価が急上昇するとともに、都市周辺部では、1987 年の総合保養地域整備法

などに促されるなどしてリゾート開発が進められた。 

 

＜農林水産業＞  

 農村部では過疎と高齢化が問題となった。第一次産業就業人口の割合は引き続き減

少し、1980 年代には約 10%に低下した 1)。コメの需給不均衡が生じ、1970 年代から本

格的なコメの生産調整が行われて稲の作付面積は減少した。林業の採算性は悪化し、

国内の森林が利用されなくなった。食料や木材の輸入はやや増加し、食料自給率（供

給熱量ベース）は 50%台、用材自給率は 30%台で推移した 6)。漁業生産は、1980 年代

にピークを迎え、沖合漁業を中心に高い水準で推移した。 

 

3．1990 年代～現在 

＜低成長と人口減少＞ 

 実質 GDP の増加は一時的なマイナス成長も含めて年率 3%未満で推移した 2)。東京圏

への人口の移動は継続しているが、総人口の伸びは鈍化し、2000 年代前半には減少に

転じた 1)。今後、2050 年には、総人口が 1 億人を切るとともに、65 歳以上の高齢者が

40%にも上るという人口減少・高齢化社会が予測されている 9)。 

経済・社会のグローバル化が進み、人・物の国を越えた出入りが増加した。貨物の

輸入量は 1950 年に約 1,050 万トンであったが、1975 年には約 5.5 億トン、1995 年には

約 7.6 億トン、2005 年には約 8.2 億トンに増加している 10)。 

社会資本の整備は依然として継続しているが、高度経済成長期から増加傾向にあっ

た建設投資額は、1990 年代に減少に転じた 11)。 

 

＜農林水産業＞ 

農村部の過疎化と高齢化が一層進んだ。第一次産業就業人口の割合は引き続き減少

し、1990 年代以降は 10%を下回ってなお減り続けている 1)。 

 食料や木材の輸入はなお進み、食料自給率（供給熱量ベース）は 40%台、用材自給

率は 20%前後で推移した 6),7)。魚介類についても輸入量が増加し、自給率（重量ベース）

は 60%前後で推移している 6)。 

 

＜地球環境問題など＞ 

 2000 年代後半には一時的に石油価格が高騰し、エネルギーや食糧の供給の不安が高

まった。また、1990 年代以降、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出にともなう地球

温暖化の進展など、地球規模の環境問題への認識が急速に広がり、国際的な対応が求

められるようになった。世界の二酸化炭素の人為的な排出量は、1950 年代以降増加し

ており、1990 年代以降も引き続き増加傾向にある 12)。わが国の二酸化炭素の排出量は
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そのうちの 4%を占めており（2006 年）、二酸化炭素を含む温室効果ガス排出量は 2007

年度には 13 億 7,400 万トン（二酸化炭素換算）で、1990 年の水準と比べて 9%上回っ

ている 12)。総排出量のうち最も大きい割合（36%）を占める産業（工場等）部門の排出

量は、1990 年比で 2%減少しているが、運輸（自動車・船舶等）部門は 15%増、業務そ

の他（オフィスビル等）部門は 44%増、家庭部門は 41%増となっている 12)。 
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12) 環境省（編）, 平成 21 年度環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書.

 



第 II 章 第 1 節 第 1 の危機の評価 
25 

第 II 章 生物多様性の損失の要因の評価 

 

本章では、評価期間中（1950 年代後半～現在）に生物多様性の損失を直接的に引き起

こした要因について、その影響の程度と傾向を評価する。また、要因別に対策実施の傾

向について評価し、最後にそれらの実施の基盤となる国民の理解や資金・技術について

評価した。 

 

第 1 節 第 1 の危機の評価 

 

本節では、評価期間中（1950 年代後半～現在）に生物多様性の損失を引き起こした要

因である「第 1 の危機」について、影響力の程度と傾向を 4 つの指標を用いて評価し、

あわせて関連する対策実施の傾向についても評価する。 

 

1．第 1 の危機 

○「第 1 の危機」は、開発など人が引き起こす生物多様性への影響である。開発・改

変や水質汚濁は、生態系の規模の縮小、質の低下、連続性の低下を引き起こす要因

となり、野生生物の直接的な利用（狩猟・漁労、観賞目的などによる野生生物の捕

獲・採取）は、種の分布や個体数の減少の要因となる。 

 

2．第 1 の危機に含まれる損失要因の評価 

○「第 1 の危機」の影響力は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において非常に

強く、長期的には増大する方向で推移している。 

○評価期間前半の高度経済成長期には、急速で規模の大きな開発・改変によって、自

然性の高い森林、農地、湿原、干潟といった生態系の規模が著しく縮小した。いっ

たん生態系が開発・改変されると、その影響は継続し、あるいは一定の時間が経過

した後で影響が発生する可能性がある。 

○狩猟などの野生生物の直接的な利用は、長期的にみれば、明治時代以降の高い狩猟

圧が続いた時期と比べれば減少しているものの、利用自体は継続してみられる。 

○高度経済成長期やバブル経済期と比べると、現在、社会経済状況の変化によって開

発・改変による圧力は低下しているが、小規模な開発・改変や一部の動植物の捕獲・

採取は継続しており、すでに生息地・生育地が縮小している種ではその影響がより

大きい可能性がある。 
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3．評価の理由 

本評価において「第 1 の危機」に含まれる損失の要因を示す指標と、指標別の評価

は以下のとおりである。 

 

表 II-1 「第 1 の危機」に含まれる損失の要因を示す指標と評価 

 

凡例 

評価対象 凡 例 

評価期間における
影響力の大きさ 

弱い 中程度 強い 非常に強い 

 
 

   

影響力の長期的傾
向及び現在の傾向

減少 横ばい 増大 急速な増大 

 

 

   

 
注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：影響力の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 
注：「＊」は、当該指標に関連する要素やデータが複数あり、全体の影響力の大きさや傾向の評価と異なる傾
向を示す要素やデータが存在することに特に留意が必要であることを示す。 
＊1： 指標 1 の評価参照 
＊2： 指標 3 の評価参照 

 

 

指標 1 生態系の開発・改変 

指標の解説 

○わが国にみられる森林、干潟などの生態系の開発・改変は、「第 1 の危機」に関す

る損失の要因を示す指標であり、直接的に生態系の規模を縮小させる要因である。 

*1

*2

 

 

 

 

評 価 

影響力の 

長期的傾向 

評価期間中の影響力の大きさと 

現在の傾向 

評価 
期間 
前半 

評価 
期間 
後半 

第 1 の

危機 
第 2 の

危機 
第 3 の 
危機 

地球 
温暖化

の危機 
指標 1 生態系の開発・改変  

 
 

 
  

   

指標 2 野生動物の直接的利

用 
 

 
 

 
 

 
   

指標 3 水域の富栄養化 
 

  

    

   

指標 4 絶滅危惧種の減少要

因（第 1 の危機） 
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指標別の評価 

○生態系の開発・改変の影響力は非常に強く、全体の傾向として長期的に損失が進む

方向で推移してきた。 

○主に評価期間前半の高度経済成長期に、全国的な開発・改変の進展によって一部の

生態系の規模は大幅に縮小したが、近年は、全国的に開発・改変の速度は低下して

いる。ただし、かつてに比べれば小規模ではあるが、生態系に影響を与えうる開発・

改変が地域的には継続している。 

○要因としての性質上、過去の開発・改変によって失われた生態系においてはその影

響が継続する。また一定の時間が経過した後で影響が生じることも懸念される。 

＊1（表 II-1 参照）： 全国で評価するとバブル経済期に比べ現在は影響力が減少する傾向がみられ

る一方、地域的な開発・改変の継続による影響はこれと異なる傾向を示す場合があることに特に留

意が必要である。 

 

評価の理由 

主に、評価期間の前半の高度経済成長期（1950 年代後半～1970 年代前半）において、

GDP（国内総生産）の拡大、総人口の増加、都市部への人口集中、工業化などが急速

に進み、これにともなう社会経済や国土管理の必要から全国的に大規模な開発が行わ

れた。1980 年代後半のバブル経済期においても、リゾート施設などの大規模な開発が

みられた。 

 

＜土地利用の概況＞ 

評価期間中の土地利用の推移をみると、陸域の 67%を占める森林全体の面積は維持

されているが、自然性の高い森林（自然林・二次林）、草原、農地などが減少し、他

方で都市が拡大している（データ 1－①:図 II-1）。 
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自然林・二次林
（注1）

人工林

41% 38% 36% 35% 35%

21% 25% 27% 27% 27%

5% 4% 4% 4% 4%
3% 2% 1% 1% 1%

9% 8% 8% 7% 7%

7% 6% 6% 6% 6%

4% 6% 7% 8% 8%

3% 3% 3% 3% 4%

7% 8% 7% 8% 8%

1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代

その他森林
草原 （注2）

田

畑・樹園地

都市 （注3）
水面等（注4）
その他（注5）  

注 1：以下に示す出典（農林水産省）において、天然林に相当。 
注 2：以下に示す出典（国土交通省）において、原野と採草放牧地に区分されたものの合計。 
注 3：以下に示す出典（国土交通省）において、道路と宅地等の合計値。 
注 4：以下に示す出典（国土交通省）において、住宅地、工業用地、その他の宅地を含む。 
注 5：以下に示す出典（国土交通省）において、一般道路、農道、林道の合計値。 
出典：国土交通省, 土地白書、農林水産省, 森林資源現況調査、同, 耕地及び作付面積統計、同, 土地

利用基盤整備基本調査. 

図 II-1 土地利用の推移 （データ 1－①） 

 

 

＜森林の開発・改変＞ 

 主に高度経済成長期に、自然性の高い森林（自然林・二次林）が減少し、人工林が増

加した。1960 年代から 2000 年代にかけて、自然林・二次林のうち当初の 14%にあたる

約 2.1 万 km2 が減少し、人工林のうち当初の 31%にあたる約 2.4 万 km2 が増加した（デ

ータ 1－①:図 II-1、1－②:図 II-2）。自然性の高い森林（自然林・二次林）は、経済性

に優れたスギ・ヒノキなどの人工林に転換されるなどして減少、分断化した 1)。特に，

二次林を除く自然林の減少はこの統計で示される以上に大きかったと考えられる。人

工林への転換は高度経済成長期に急速に進み、1980 年代以降も進んでいる（データ 1

－⑤:巻末、15－②:図 III-2）。 

 また、平野部などでは、都市の拡大にともない森林が宅地や工業用地に改変された

（データ 1－⑤:巻末、 1－⑦:巻末）。国土地理院の地形図のデータをもとに土地利用

転換をみると、1950 年頃から 1980 年頃までに、かなりの森林が都市や農地に変化して

いる（約 2 万 km2）（データ 1－④:巻末）。バブル経済期には、森林がゴルフ場やレジ

ャー施設へと転用された（データ 1－⑦:巻末）。 

 現在では、人為的に改変されていない植生（ここでは自然度 10（自然草原）・9（自

然林））は国土の約 20%に満たない（データ 1－③:巻末）。自然草原・自然林（自然
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度 10・9）のメッシュの割合をみると、明治時代以降に土地改変が進んだと考えられる

北海道と、島嶼からなり大規模な開発が困難な沖縄県において、県土の 40％以上を占

める。飯豊・朝日山地を始め鳥海山・月山などの奥深い山地を擁する山形県、北アル

プスがある富山県、屋久島・甑島・奄美群島など島嶼部と霧島山地を含む鹿児島県の 3

県では県土の 20％以上を占めている。歴史的に土地利用が進んだ北九州から西日本、

関東までは、未改変地は県土の 10％未満となっており、人為的な影響に脆弱な生物に

とっては、生息・生育可能な地域は少なくなっている。 

 

 

1960
年代

1980
年代

2000
年代

森林 2,517 2,526 2,510

自然林・二次林(注１） 1,551 1,367 1,338

人工林 793 1,022 1,035

原野・採草放牧地 105 41 36

農地 600 537 471

田 339 295 258

（うち整備済水田） 27 124 155 

畑・樹園地 261 242 213

都市（注2) 167 258 314

宅地等(注3) 85 151 183

道路(注4) 82 107 131

0 50 100 150 200 250

減少

増加

1960年代を100とする指数

100

86

34

79

76

188

215

160

131

単位：百㎞2

82

100

 
注 1：以下に示す出典（農林水産省）において、天然林に相当。 
注 2：以下に示す出典（国土交通省）において、道路と宅地等の合計値。 
注 3：以下に示す出典（国土交通省）において、住宅地、工業用地、その他の宅地を含む。 
注 4：以下に示す出典（国土交通省）において、一般道路、農道、林道の合計値。 
出典：国土交通省,土地白書、農林水産省,森林資源現況調査、同,耕地及び作付面積統計、同,土地利用基盤

整備基本調査、同,農用地建設業務統計調査.

図 II-2 陸域における生態系の規模等（データ 1－②） 

 

 

＜草原や農地の開発・改変＞ 

 里地里山の構成要素でもある草原（原野・採草放牧地）は、評価期間以前から大き

く減少したが、評価期間中も大幅に減少した。この背景としては人工林、農地などへ

の改変（データ 1－④:巻末）とともに高度経済成長期における二次草原の利用の減退

（第 2 の危機）が作用している。 

同じく里地里山の構成要素でもある水田などの農地も、評価期間を通じて減少し、

1960 年代から、当初の 21%にあたる約 1.3 万 km2 が減少した（データ 1－①:図 II-1, １

－②:図 II-2）。北海道など一部の地域では農地が増加したが、特に高度経済成長期に
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は農地から宅地・工場用地などへの改変が著しく、バブル経済期にも開発の対象とな

った（データ 1－④:巻末, １－⑥:巻末）。また、1960 年代以降、農業の生産性の向上

を促進するため、農地の大区画化、用水路・排水路の整備などの農地整備が進められ

た。現在までに全国の水田の 60%以上で農地整備が実施されている（データ 1－②:図

II-2,巻末）。 

 

＜都市の拡大＞ 

 都市の拡大は、評価期間の前半において急速であり、全国の人口集中地区の面積は

1960 年代の約 3,900km2 から 1970 年代の約 8,200km2 に倍増し、その後も拡大している
2)。国土地理院の地形図のデータをもとに土地利用転換をみると、1950 年頃から 1980

年頃に、平野部を中心に森林、農地、その他（草地、荒地、砂礫地、湿地など）から

都市への変化がみられる（約 1 万 km2）（データ 1－④:巻末）。評価期間後半にも、森

林や農地から宅地、工業用地などへの転換は継続している（データ 1－⑥:巻末, １－⑦:

巻末）。 

 

＜陸水域の開発・改変＞ 

 高度経済成長期以降、治水・利水の社会的な要請から、河川の人工化が全国的に進

んだ 3)。一級河川等 113 河川の中下流部の延長約 1.1 万 km の河岸のうち約 20%が人工

化（水際線が人工構造物に接している）され（データ 25－③:図 II-3,III-16）、水際移行

帯との連続性の分断や、直線化による瀬や淵といった河川の基本構造の消失が進行す

る傾向にある 3), 4)。また、高度経済成長期以降にダムや堰などの河川を横断する工作物

も増加した（データ 25－①:図 III-14）。2000 年頃には、上述の一級河川等 113 河川の

うち魚類が遡上可能な範囲が延長の 50%に満たない河川数が、約 40%に達している（デ

ータ 25－②:図 II-3,III-15）。 

湖沼も、埋立・干拓などによって減少した。また湖岸の人工化が進み 5)、2000 年頃

には、全国の主要な 478 湖沼の湖岸のうち約 40%が人工化（水際線とその周辺が人工

化）された（データ 25－④:図 II-3,III-17）。評価期間前からのデータしかないが、湿

原の減少も著しい（データ 24－①:図 II-3,巻末）。 

 

＜沿岸域の開発・改変＞ 

 沿岸域は宅地や工業用地に適しており、社会的要請から大きく開発・改変が進んだ
6)。1945 年以降、主に高度経済成長期において、埋立などの改変によって干潟の面積の

約 40%が消滅した（データ 27－⑤:図 II-3,巻末）。藻場やサンゴ礁も埋立・浚渫等によ

って減少している（データ 27－⑦:巻末,27－⑧:巻末）。また、災害の防止などの社会

的要請から、高度経済成長期以降、海岸の人工化が全国的に進み、現在、海岸の総延

長の約 50%が人工化（汀線に人工構造物がある）され（データ 27－④:図 II-3,巻末）、

自然海岸が減少した。現在は規制が進む傾向にあるが、瀬戸内海などを中心に海砂利
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が採取され、評価期間の後半には、全国で約 3 万 t/年が採取されていた（データ 27－

②:図 III-21）。 

 
 

1960
年代頃

1980
年代頃

2000
年頃

陸水域

人工化された河岸の割合
(注１) 19% 24%

遡上可能範囲の低い河川の割合
(注２) 41% 41%

人工化された湖岸の割合 (注３) 39% 43%

消滅した湿原の割合
（1900年頃から）（注４） 61%

沿岸域

消滅した干潟の割合
（1945年から）(注５) 34% 41%

人工化された海岸の割合
(注６) 40% 46%

年間の埋立面積（km2) 26 19 9 

24%

41%

43%

61%

41%

46%

0 20 40 60 80 100

2000年頃の開発・改変割合(%)

注 1：「1980 年代頃」は 1978 年度調査のデータ、「2000 年頃」は 1998 年度調査のデータ。全国の一
級河川等（113 河川）において、調査区間（原則として主要河川の直轄区間）に占める自然河岸
以外の河岸の割合。 

注 2：「1980 年代頃」は 1985 年度調査のデータ、「2000 年頃」は 1998 年度調査のデータ。魚類の遡
上可能な区間が調査区間（同上）の延長の 50%を下回る河川の割合を示す。 

注 3：「1980 年代頃」は 1979 年度調査のデータ、2000 年頃は 1991 年度調査のデータ。自然湖岸以外
の湖岸の割合を示す。 

注 4：「1900 年頃」は 1886 年-1924 年頃に作成された地形図に基づくデータ、2000 年頃は 1975 年-1997
年に作成された地形図に基づくデータ。 

注 5：「1980 年代頃」は 1978 年度調査のデータ、「2000 年頃」は 1995-96 年度調査のデータ。 
注 6：「1980 年代頃」は 1978-79 年度調査のデータ、「2000 年頃」は 1995-96 年度調査のデータ。自然

海岸以外の海岸の割合を示す。 
出典：環境庁, 自然環境保全基礎調査河川調査（第 2 回,第 3 回,第 5 回）、同湖沼調査（第 2 回,第 4 回）、
同干潟・藻場・サンゴ礁調査（第 2 回）、同海辺調査浅海域環境調査（第 5 回）、同海岸調査（第 2 回）、
同海辺調査海辺環境調査（第 5 回）、国土地理院, 湖沼湿原調査（1996～99 年度実施）、同, 国土面積
調. 

図 II-3  陸水域・沿岸域における生態系の規模等 

（データ 24－①、25－②、25－③、25－④、27－①、27－④、27－⑤） 
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BOX 1 人為的な改変のない生態系からの乖離度による河川環境評価 

物理的環境要素を用いた河川環境の簡便かつ総合的評価を目的とし、人為改変の小さ

い「リファレンス」との相違の程度（乖離度:かいりど）によって任意の地点の評価

を行った事例を紹介する。 

評価対象は、リファレンスの設定が可能な北海道標津川（しべつがわ）流域とし、68

の調査サイトを設定した。「人為改変」「生息場の多様性」「河川及び氾濫原の構造」

を評価の観点に設定し、各観点を表す具体的事象を指標に設定した。設定した評価観

点ごとの主成分分析結果から対象区域を類型区分し、最も人為改変が小さい類型をリ

ファレンスとした。各調査サイトの乖離度を算出した結果、人為改変が大きく、淵・

州の出現頻度など生息場の多様性や蛇行度が小さいなど、複数の指標でリファレンス

と異なるサイトは乖離度が大きかった。また、生物指標も同時に調査した結果、乖離

度と生物相の組成・構造は、ある程度対応していることが明らかになった。 

これより、乖離度は概ねリファレンス環境との相違を表し、人為的影響による生態系

の劣化をうまく表現していると考えられた。この評価手法は対象区域に特化したもの

でなく、また、生物指標による評価と比べて容易に広域な範囲を対象に評価すること

が可能であり、河川環境の「集団検診」の手法として有効であると考えられる。 

 

 

 

＜現在の開発・改変の傾向＞ 

 高度経済成長期と比べると、現在は、経済成長の鈍化、国外の生物資源への依存、

産業立地の需要減など社会経済状況の変化を背景として、上述のような各生態系にお

ける開発・改変の速度は緩和しているとみられるが、相対的に規模の小さな改変は続

いている（データ 1－②:図 II-1、 1－⑥:巻末、 １－⑦:巻末、24－①:巻末、25－③:

図 III-16、 27－①:図 II-3、 27－④:巻末、 27－⑤:巻末）。いったん開発・改変が行わ

れると、その場所では生態系が物理的に消失するため回復は困難であり、また開発・

改変や水質汚濁などの負荷が具体的な影響として顕在化するまでには時間差があるこ

とが指摘されており 7)、引き続き影響が懸念される。 

 

指標 2 野生動物の直接的利用 

指標の解説 

○過剰な直接的利用（狩猟・漁労、観賞目的などによる野生動物の捕獲）は、種の分

布を縮小させ個体数を減少させるため、「第 1 の危機」に関する損失の要因を示す

指標となる。ここでは、陸域の野生動物の捕獲について扱う（海域については指標

29 を参照）。 
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指標別の評価 

○野生動物の直接的利用の傾向を示す長期的なデータはないが、陸域における鳥獣の

乱獲が大きな影響を与えたのは、評価期間よりも前であった。 

○評価期間前半には、レジャーとしての狩猟が普及し、開発の影響などと相まって鳥

獣の減少が懸念されていた。評価期間後半において狩猟による影響は減少し、むし

ろ捕獲圧の縮小による一部の種の個体数の増加は、生物多様性の保全上の問題とな

っている。 

○近年は観賞用の捕獲による影響が指摘されている。 

 

評価の理由 

毛皮や肉を利用するための鳥獣の乱獲は、主に、評価期間である 1950 年代後半より

も前の時期にみられた。いくつかの種は絶滅・野生絶滅（トキ、コウノトリ、ニホン

オオカミなど）や絶滅寸前（ニホンカワウソ、アホウドリなど）に追い込まれた 8), 9)。

評価期間においては既に、需要の減少や捕獲規制等の対策が進み、鳥獣の乱獲はみら

れなくなった。ただし、その後状況が回復したものと（ニホンカモシカ、アホウドリ

など）、状況が回復していないもの（ニホンカワウソなど）がある 8), 9)。 

評価期間前半には、いわゆる「レジャー狩猟者」が増加し、狩猟の普及や狩猟技術

の発達等に加えて高度経済成長にともなう生息地・生育地の改変などにより、野生動

物（鳥獣）の減少が懸念されるようになった。評価期間後半には、狩猟圧は低下する

傾向にある。評価期間中、狩猟者数は、1975 年には 50 万人を超えていたが、1995 年

までにその数は半減し、狩猟者に占める 60 歳以上の割合も増加するなど高齢化が進ん

でいる（データ 2－①:図 II-4）。 

シカやイノシシなど一部の中大型哺乳類への恒常的な狩猟圧が減少したことによっ

て、1990 年代頃には、これらの個体数増加を抑えられなくなったとも指摘されている
10)。現在では、直接的な利用が低下したことによって、逆に、増加・分布拡大したシカ

が植生に被害を及ぼすなどの損失が生じている 11), 12),13)。 

観賞用の一部の爬虫類、両生類、淡水魚類、昆虫類などの捕獲は、現在も問題とな

っている。14), 15),16) 
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出典：林野庁, 環境庁, 環境省, 鳥獣関係統計．

図 II-4 狩猟者数の推移（データ 2－①） 

 

 

指標 3 水域の富栄養化 

指標の解説 

○人間活動によって排出される窒素・リンによって閉鎖性海域や湖沼が富栄養化し、

藻類等が異常繁殖することで発生する赤潮や青潮等は生態系の質を悪化させるため、

「第 1 の危機」に関する損失の要因を示す指標となる。 

 

指標別の評価 

○評価期間の前半についての全国的なデータはないが、この時期に水域の富栄養化が

社会的な問題となった。評価期間後半に、全国的には改善された。 

＊2（表Ⅱ-1 参照）： 評価期間中の富栄養化の影響力は、地域的には強く作用した可能性があり、

特に留意が必要である。 

 

評価の理由 

 全国データのある範囲で、湖沼は 1980 年代半ば以降、海域は 1990 年代半ば以降、

窒素・リンによる富栄養化は改善する傾向にある。全窒素濃度は、湖沼では 1980 年代

以降約 0.6mg/l で横ばいであるが、海域では 1990 年代後半に約 0.8mg/l から約 0.3mg/l

へと改善した。全リン濃度は、湖沼では 1980 年代以降 0.05mg/l を超える水準から

0.04mg/l を下回る水準に改善し、海域では 1990 年代後半に同様の改善がみられた（デ

ータ 3－①:図 II-5）。 
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 海域、湖沼や湿原に窒素やリンが集積する主な要因は、食料、飼料、肥料などに由

来する窒素・リンおよび有機物が生活排水や産業排水として環境中に過剰に排出され

ることであるとされる。当初の悪化は、高度経済成長期以降に人口が増加し都市に集

中したこと、また食料や家畜の飼料等の輸入によって国外から持ち込まれる窒素やリ

ンの量が増加したことなどにもよるとされている。このほかにも、水質の浄化に寄与

する干潟やヨシ原の大規模な消失も富栄養化の要因として挙げられている 17), 18)。 

流入した有機物、ダム湖においては自然由来の有機物が各水域の底泥に蓄積し、蓄

積した有機物の分解に起因する内部負荷の原因となった。有機物の底泥への蓄積はと

りわけ閉鎖性海域や湖沼において富栄養化をもたらしたと指摘されている 19), 20), 21)。 

窒素は、大気を経由して負荷をもたらすこともある。例えば、北海道と東北以外の

地域の河川では、50 年前の中下流域よりも、人為的影響がないはずの現在の渓流域の

方が窒素の濃度（硝酸態窒素濃度）が高いなど、大気を経由した窒素の影響が懸念さ

れている（データ 3－②:巻末）。 
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出典：環境省, 公共用水域水質測定結果.

図 II-5 湖沼・海域における全窒素濃度および全リン濃度の推移（データ 3－①） 
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指標 4 絶滅危惧種の減少要因 （第 1 の危機関係） 

指標の解説 

○わが国に生息・生育する動植物種のうち、既に絶滅した種または絶滅のおそれがあ

る種が占める割合は、当該種の減少要因によって「第 1 の危機」、「第 2 の危機」、

「第 3 の危機」、「地球温暖化の危機」のいずれの状況も指標する。ここでは、「第

1 の危機」に関わる要因について評価する。 

 

指標別の評価 

○多くの分類群で「第 1 の危機」とりわけ開発・改変が最大の減少要因として影響し

ているが、評価期間の前半に比べ、現在は緩和される傾向にある。 

 

評価の理由 

＜絶滅危惧種の状況＞ 

最新の環境省レッドリスト 22), 23), 24), 25), 26),27) によれば、わが国に生息・生育する哺乳

類の 26%、鳥類の 15%、爬虫類の 32%、両生類の 34%、汽水・淡水魚類の 37%、維管

束植物の 25%が絶滅したか、絶滅のおそれがあるとされている（データ 4－①:巻末）。  

環境省レッドリストとレッドデータブックを参照すると、哺乳類、鳥類、両生類、

爬虫類、汽水・淡水魚類、コウチュウ目の昆虫において、19 世紀初頭から現在までに

絶滅（野生絶滅を含む）が確認されているのは 26 種で、1950 年代後半からの評価期間

中に絶滅が確認されているのは 7 種である（これらの他に絶滅は確認されていないも

のの、数十年にわたって信頼できる記録がない種も多い）（データ 4－②:表 II-2）。 

また、環境省レッドリストのデータを用いて維管束植物の年代別の絶滅種数をみる

と、1920 年代以降、40 種が絶滅・野生絶滅、22 種がほぼ絶滅状態であり、過去の 50

年の平均絶滅率は 8.6 種/10 年であった。絶滅・野生絶滅が年代別に確認された種数は

評価期間後半に年代を追って減少しているが、「ほぼ絶滅」を含めると減少傾向にあ

るとはいえない（データ 4－③:図 II-6、データ 4－④: 表 II-3）。 

分布データのある維管束植物の絶滅危惧種についてみると、固有種の多い鹿児島県、

沖縄県、北海道などにおいて種数が多い（データ 4－⑦:巻末）。 

沿岸・海洋の絶滅危惧種の情報は多くないが、1988 年の水産庁データブック 28) では

海産貝類 6 種、海産魚類 15 種、海産藻類 8 種などを含む 118 種の水生生物を絶滅危惧

種または危急種としている。1996 年の WWF－J のレポート 29) は、わが国の干潟環境

に生息する無脊椎動物（貝類、甲殻類など）のうち 389 種を絶滅のおそれがある種と

している。 
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表 II-2 絶滅種、野生絶滅種の年代と種名（動物）（データ 4－②） 

 

年代 日本固有種・日本固有亜種 広域分布種（注 1） 

1801 年～ 
1900 年 

オガサワラアブラコウモリ（哺乳類）
オキナワオオコウモリ（哺乳類）  
オガサワラガビチョウ（鳥類）  
オガサワラカラスバト（鳥類）  
オガサワラマシコ（鳥類）  
ハシブトゴイ（鳥類） 
ミヤコショウビン（鳥類）  

 

1900 年代 ニホンオオカミ（哺乳類）  エゾオオカミ（哺乳類）  

1910 年代  カンムリツクシガモ（鳥類）  

1920 年代 ダイトウウグイス（鳥類）  
ダイトウヤマガラ（鳥類）  
マミジロクイナ（鳥類） 

キタタキ（鳥類）  

1930 年代 ダイトウミソサザイ（鳥類）  
ムコジマメグロ（鳥類）  
リュウキュウカラスバト（鳥類） 

 

1940 年代 クニマス（汽水・淡水魚類）  

1950 年代 コゾノメクラチビゴミムシ（昆虫類）  

1960 年代 キイロネクイハムシ（昆虫類） 
スワモロコ（汽水・淡水魚類） 
ミナミトミヨ（汽水・淡水魚類） 

 

1970 年代 カドタメクラチビゴミムシ（昆虫類）   

1980 年代  トキ（鳥類）  
トキウモウダニ（クモ形類）  

1990 年代以降    

環境省レッドリストより、哺乳類、鳥類、両生類、 爬虫類、昆虫類、汽水・淡水魚類、甲殻類、クモ形類多足類

等の分類群から絶滅・野生絶滅を抽出した。抽出したリストから絶滅年代を環境省レッドデータブックの記述に

より区分した。 

注 1:チョウザメ（汽水・淡水魚類）の絶滅年代は不明（広域分布）。 

出典：環境庁, 環境省, 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物、環境省, 日本の絶滅のおそれのある野

生生物の種のリスト. 
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過去に 40 種が絶滅または野生絶滅、22 種がほぼ絶滅状態である。 過去の 50 年の平均絶滅率は 8.6 種／
10 年であった。  
注 1:過去の生育地がはっきりしていて、その集団の絶滅を確認し現時点で他の自生地が確認されていない種

のこと。今後別の生育地が発見される可能性を考慮して絶滅と判定されていない。 
出典：藤田ら未発表 （環境省版第二次レッドリスト見直し調査として実施され、全国の 527 名の調査

員の協力の下で得られたデータに基づく） 

図 II-6 年代別の絶滅種数（維管束植物）（データ 4－③） 

 

 

表 II-3 絶滅種、野生絶滅種の年代と種名（維管束植物）（データ 4－④） 

 

年代 絶滅種、野生絶滅種の種名（注 1） 

1920 年代 オオミコゴメグサ マツラコゴメグサ

1930 年代 サガミメドハギ タチガヤツリ チャイロテンツキ 
トヨシマアザミ  ムニンキヌラン  

1940 年代 イシガキイトテンツキ コブシモドキ
1950 年代 キノエササラン コウヨウザンカズラ ソロハギ 

タカノホシクサ  ナルトオウギ ヒュウガホシクサ 
ミドリシャクジョウ

1960 年代 カラクサキンポウゲ ツクシカイドウ ヒトツバノキシノブ
ホソスゲ リュウキュウベンケイ  

1970 年代 オオイワヒメワラビ キリシマタヌキノショクダイ ジンヤクラン 
タイヨウシダ タカネハナワラビ ハイミミガタシダ 
ヒメソクシンラン  

1980 年代 オリヅルスミレ シビイタチシダ ツシマラン 
1990 年代 コシガヤホシクサ ホクトガヤツリ
年代不明 イオウジマハナヤスリ ウスバシダモドキ クモイコゴメグサ 

タイワンアオイラン オオアオガネシダ  
ホソバノキミズ  ツクシアキツルイチゴ  

注 1：近年生育が確認された種は除外しており、環境省レッドリストとは異なる。 

出典：藤田ら未発表 （環境省版第二次レッドリスト見直し調査として実施され、全国の 527 名の調査員の協力

の下で得られたデータに基づく） 
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＜絶滅危惧種の減少要因としての「第 1 の危機」＞ 

 最新の環境省レッドデータブック 8), 9), 14), 15), 16) をもとに哺乳類、爬虫類、両生類、淡

水魚類、維管束植物の絶滅危惧種等の減少要因をみると、「第 1 の危機」に相当する

ものが多い（データ 4－⑤:図 II-7）。 

全ての分類群において森林伐採・湖沼開発・河川開発・草原開発・ゴルフ場・土地

造成などの「開発」によって生息域が減少したことの影響が大きく、哺乳類、爬虫類、

両生類、汽水・淡水魚類の絶滅危惧種の約 90～100%、維管束植物の絶滅危惧種の約 50%

が「開発」を減少要因としている。また、陸水に依存する分類群については、両生類

の絶滅危惧種の約 40%、汽水・淡水魚類の絶滅危惧種の約 60%が「水質汚濁」を減少

要因としている。さらに、爬虫類や維管束植物などでは観賞・園芸用や薬用の「捕獲・

採取」も減少要因として作用している。科ごとにみた際に最も多い 200 種が絶滅のお

それがあるとされているラン科では、開発による危険が指摘されている種が 110 種

（55%）に対し、採取による危険が指摘されている種が 120 種（60%）にのぼり、園芸

採取の深刻さを示している。その一方、120 種があげられているカヤツリグサ科では、

開発による危険が指摘されている種が 63 種（55%）あるが、採取による危険が指摘さ

れている種はなく、分類群により採取圧の程度は異なっている。 

前述の、哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類、汽水・淡水魚類、コウチュウ目の昆虫で

現在までに絶滅が確認されている 26 種について絶滅要因をみると、全ての分類群にお

いて、開発、捕獲・採取、水質汚濁といった「第 1 の危機」によるものが多い（デー

タ 4－⑥:巻末）。 

前述のWWF－Jの 1996年のレポートでは干潟環境に生息する生物を絶滅に導く要因

として、埋立、人工護岸、富栄養化、汚染、赤土の流入など「第 1 の危機」に関する

ものが多く挙げられている（データ 4－⑧:巻末）。 
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58%
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汽水・淡水魚類
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両生類

開発（注１）

水質汚濁（注２）

捕獲・採取（注３）

遷移等（注４）

外来種（注５）

開発（注１）

水質汚濁（注２）

捕獲・採取（注３）

遷移等（注４）

外来種（注５）

開発（注１）

水質汚濁（注２）

捕獲・採取（注３）

遷移等（注４）

外来種（注５）

53%

3%

24%

28%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

維管束植物

開発（注１）

水質汚濁（注２）

捕獲・採取（注３）

遷移等（注４）

外来種（注５）
 

絶滅危惧種の個体数の減少要因を大きく「開発」、「水質汚濁」、「採取・捕獲」、「自然遷移」、「外来種（移入

種）」に区分した。絶滅危惧種全種数うち、それが減少要因として挙げられている種の割合を示した（1 種に対

して複数の要因が挙げられているため合計は 100%とはならない）。 
絶滅危惧種の個体数の減少要因を大きく「開発」、「水質汚濁」、「採取・捕獲」、「自然遷移」、「外来種（移入

種）」に区分した。絶滅危惧種全種数うち、それが減少要因として挙げられている種の割合を示した（1 種に対

して複数の要因が挙げられているため合計は 100%とはならない）。 
注 1：森林伐採、湖沼開発、河川開発、海岸開発、湿地開発、草原開発、石炭採掘、ゴルフ場、スキー場、 

土地造成、道路工事、ダム建設を含む。 
注 2：水質汚濁、農薬汚染を含む。 
注 3：園芸採取・観賞用捕獲、薬用採取、その他不法採取などを含む。 
注 4：管理放棄、遷移進行・植生変化を含む。 
注 5：捕食者侵入、帰化競合、異種交雑・放流を含む。 
出典：環境庁, 環境省, 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物レッドデータブック. 

図 II-7 生物分類群ごとの絶滅危惧種の減少要因（データ 4－⑤） 

 

 

 

 



第 II 章 第 1 節 第 1 の危機の評価 
41 

BOX 2 絶滅のおそれのある維管束植物種の絶滅確率集中地域の特定 

保全の優先順位を決めるうえでは、

絶滅危惧種が集中する地域や、絶滅

リスクの高い地域を特定すること

が有効である。こうした保全上重要

な地域は「ホットスポット」と呼ば

れ（Myers, 1989, 1990 など）、これ

までホットスポットを特定するた

めの様々な手法が提案されている。 

例えば日本では矢原ら（未発表）が、

維管束植物レッドリスト作成のた

めに 2 次メッシュ単位で収集され

た絶滅危惧植物の分布・個体数・減

少率のデータを用いて、短期的保全

指数（C 指数）、長期的保全指数（D

指数）を提案している。C 指数は、

将来 10 年間そのメッシュに生育す

る全ての絶滅危惧種を保全した場

合に、全国的な絶滅リスクをどのく

らい低減させるかを示す（図 a）。D

指数は、そのメッシュに生育する全

ての絶滅危惧種を消失させた場合、

全国的な絶滅リスクがどれだけ増

えるかを示す（図 b）。この手法に

はデータの不足や 2 次メッシュ単位での評価の問題点、日本固有種の価値の評価な

ど課題も挙げられているが、戦略的環境アセスメントや、保護地域の選定などに当

たって、こうした手法の発展が期待されている（種生物学会, 2002）。 
 
（出典：Myers N, 1989: Threatened biotas: ‘Hotspots’ in tropical forests, Environmentalist, 
8, 1-20.; Myers N, 1990: The biodiversity challenge: expanded hotspots analysis, 
Environmentalists, 10, 243-256.; 種生物学会（編）, 2002: 保全と復元の生物学, 文一
総合出版, 260pp.） 
 

 

 

 

 
図 a. C 指数（短期的保全指数）による絶滅確率
集中地域の分布 （■：上位 150 位の 2 次メッシ
ュ） 
 

 
図 b. D 指数（長期的保全指数）による絶滅確率
集中地域の分布 (■：上位 150 位の 2 次メッシ
ュ） 
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4．損失への対策 

（1）対策 

「第 1 の危機」による生物多様性の損失について、生物多様性国家戦略では「対象

の特性、重要性に応じて、人間活動にともなう影響を適切に回避、又は低減するとい

う対応が必要であり、原生的な自然の保全を強化するとともに自然生態系を改変する

行為が本当に必要なものか十分検討することが重要」とされ、また「既に消失、劣化

した生態系については、科学的な知見に基づいてその再生を積極的に進めることが必

要」とされている。 

開発・改変や捕獲・採取などによる「第 1 の危機」については、従来から、保護地

域の指定、個体の捕獲等の規制などが講じられてきた。 

しかし、評価期間を通じて、保護地域制度や野生生物の捕獲規制、自然の再生、事

業実施時の環境配慮などについて、新たな制度的枠組の構築・充実が進むとともに、

保護地域の面積や保護対象種が拡大されることによって「第 1 の危機」への対応が強

化されてきたといえるが、全体の傾向として、絶滅のおそれのある種の現状を大きく

改善する等の状況には至っていない。 

 

＜保護地域＞ 

 評価期間を通じて、様々な保護地域制度が国や地方公共団体により新たに設けられ、

実際に指定されたことで、保護地域の面積は大幅に拡大した。環境省関連の陸域の保

護地域についてみると、1960 年頃には国立公園（自然公園法）、国定公園（自然公園

法）、鳥獣保護区（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護法））を合

わせて、延べ約 3.2 万 km2 程度であったが、その後、都道府県立自然公園（自然公園法）、

原生自然環境保全地域（自然環境保全法）、自然環境保全地域（同）、都道府県自然

環境保全地域（同）、生息地等保護区（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律（種の保存法））が新たに設けられ、2005 年頃には 2.8 倍の延べ約 9.1 万

km2 に拡大した。 

現在では、脊梁山地部を中心として各種の保護地域等が国土の約 20%をカバーする

ようになった。一方海域のカバー率は 10%未満であり、しかも、そのほとんどが規制

の緩やかな区域である。生物多様性の保全と持続可能な利用の手段としての海洋保護

区のあり方について検討が進められている。
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＜捕獲等の規制・保護増殖＞ 

一部の野生生物については、評価期間の前半から鳥獣保護、天然記念物の保護、漁

業調整・水産資源保護等の観点から捕獲等の規制があった。例えば野鳥を捕獲するた

めの猟具であるカスミ網については、1947 年より許可のない者の使用が禁止され、1991

年以降は販売、頒布、捕獲目的の所持も禁止された。また、評価期間の後半にも種の

保存法等の規制が新設され、全国的に捕獲等が制限されている種は大幅に増加した。

例えば、動物に関して、文化財保護法による天然記念物（種指定。特別天然記念物を

含む。）、種の保存法による国内希少野生動植物種、水産資源保護法施行規則によっ

て採捕等が禁止されている種の数は、1960 年頃には天然記念物として 35 種が指定され

ているだけであったが、2010 年にはこれら 3 つの制度に基づき合計 131 種が指定され

ており、約 3.7 倍に増加した。一部の種については種の保存法等に基づく積極的な保護

増殖の取組が進んでいる。また、地方公共団体が条例によって同様の規制を行う取組

も拡大している。 

 絶滅の危険性が極めて高く、本来の生息域内における保全施策のみで種を存続させ

ることが難しいと思われる種（ツシマヤマネコ、ヤンバルクイナなど）については、

体系的な生息域外保全の取組が進んでいる。また、本来の生息域内で絶滅してしまっ

た種（トキ、コウノトリ）や、ツシマヤマネコなどについては、野生復帰の取組が、

それらの生息環境の保全・再生などとともに進められている。 

また、近年、自然再生や環境に配慮した事業など、国、地方公共団体、NGO、地域

住民などの多様な主体の連携・協働による取組が新たに進められている。 

 

 

BOX 3 ヤンバルクイナの交通事故（ロードキル）防止の取組 

ヤンバルクイナは沖縄島の固有種で、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律（種の保存法）」で国内希少野生動植物種に

指定されている。マングースやノネコによる捕食に加

え、近年は交通事故の増加が死亡要因として挙げられ

る。このような現状を受け、2003 年に自然保護、道路

管理等に関係機関によって「やんばる地域におけるロ

ードキル発生防止に関する連絡会議」が設置された。

2007 年には交通事故は年間 23 羽に達し「ヤンバルクイ

ナ交通事故非常事態宣言」が発表された。連絡会議に

は 25 機関が参画し、現在ボックスカルバートや道路侵

入防止柵の設置等の道路環境改善、注意看板の設置や

「ヤンバルクイナ交通事故防止キャンペーン」等の普

及啓発等により交通事故防止対策を図っている。 

 

 
ヤンバルクイナを 
モチーフにした標識 
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＜生態系ネットワーク＞ 

保護地域の指定だけでは生息地・生育地の連続性を十分に確保できない場合がある。

現在、生息地・生育地のつながりや適切な配置を確保した生態系ネットワークの重要

性が指摘され、国有林の「緑の回廊」や都市の「水と緑のネットワーク」など一部で

取組が進んでいる。 

 

＜自然再生＞ 

開発によって改変された湿原や河川等の一部については、人為による積極的な再生

が図られている。2002 年に自然再生推進法が制定され、全国各地で自然再生協議会が

発足しており、現在、関係省庁、地方公共団体、NGO、専門家、地域住民などの連携・

協働により自然再生事業が実施され始めている。 

 

＜環境に配慮した事業等＞ 

近年、生態系や生息地・生育地の改変をともなう国や地方公共団体の事業にあたっ

て、生物多様性に配慮した工法や技術が取り入れられるようになり、生物多様性への

影響を低減するための具体的な取組が試みられている。 

一定規模以上の開発事業の実施にあたっては、環境影響評価法などに基づき、事業

者によってあらかじめ環境への影響について調査・予測・評価が行われ、その結果に

基づき、環境の保全について配慮が行われている。事業の早期段階における環境影響

の回避・低減を図るための戦略的環境アセスメント導入ガイドラインが 2007 年に取り

まとめられ、その後 2008 年には国土交通省において「公共事業の構想段階における計

画策定プロセスガイドライン」が、2009 年には環境省において「最終処分場における

戦略的環境アセスメント導入ガイドライン（案）」が取りまとめられるなど導入に向

けた取組が始められている。 

 

＜持続可能な利用＞ 

農林水産業については、生物多様性をより重視した持続可能なものとするため、農

薬・肥料の適正使用など環境保全型農業の推進、生物多様性に配慮した農業の生産基

盤整備が進められ、森林でも、地球環境の保全への貢献と様々な将来のニーズに応え

るために国有林を中心に人工林の長伐期化、複層林化、針葉樹・広葉樹混交林化の取

組が始まっている。また森林認証の取得、水産認証の取得などの取組が進められてい

る。 

企業活動においても、原材料の調達地を対象とした国際的な自然保護プロジェクト

への支援、エコラベルの添付された産品の流通、環境報告書における生物多様性関連

の取組の記載など、生物多様性の視点の組込みが進められている。 
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＜その他＞ 

工場・事業所等から海域・湖沼への窒素やリンの排出については、概ね評価期間の

後半から水質汚濁防止法やその他特別措置法などによって総量規制がなされた。食料

や飼料の輸入により依然として国外から持ち込まれる窒素やリンの量は多いが、都市

域を中心に、人口の割合で 80%を超える地域において、汚水処理施設等が整備されて

いる。 

また、これらの対策の効果を検証するためのモニタリングについても、自然環境保

全基礎調査や重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイト 1000）

などによる調査・情報整備が始められている。 
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（2）関連する指標 

本評価において「第 1 の危機」に含まれる損失への対策を示す指標と、指標別の評

価は以下のとおりである。 

 
 表 II-4 「第 1 の危機」に関する損失への対策を示す指標と評価 

 

 

 

 

評 価 

対策の 

長期的傾向 

対策の現在の傾向 

評価 
期間 
前半 

評価 
期間 
後半 

第 1 の
危機 

第 2 の
危機 

第 3 の
危機 

地球 
温暖化
の危機 

指標 5 保護地域  

 

     

指標 6 捕獲・採取規制、保護

増殖事業 

 

 

     

 

 

凡例 

評価対象 凡 例 

対策の傾向 

増加 横ばい 減少 

 

 
  

 

注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 

 

 

指標 5 保護地域 

指標の解説 

○保護地域の面積・カバー率は、「第 1 の危機」への対策を指標する。 

○わが国の保護地域は、自然環境保全法や自然公園法など複数の法令によって設けら

れており、主として森林の伐採や土地の改変などの開発行為を制限している。これ

らによって、区域内の生態系や生息地・生育地の消失や減少を防ぐことが期待され

ている。 

 

指標別の評価 

○保護地域の指定面積は、長期的には面積が拡大する方向で推移しており、現在、国

際的比較においては一定の程度に達しているが、カバー率については生態系によっ
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てばらつきがある。特に海域は、陸域に比べてカバー率が低く、行為制限の強い保

護地域の割合も少ない。 

○評価期間の前半に比べて、近年では、陸域でも新たな指定等の増加傾向は緩やかに

なっている。 

 

評価の理由 

 国土の開発が進んだ高度経済成長期（1960 年代頃）に、従来から指定されてきた国

立・国定公園や鳥獣保護区などが急速に面積を拡大し、現在の保護地域の配置の骨格

が形成された（データ 5－①:図 II-8）。その後、1970 年代や 1990 年代に自然環境保全

を目的とする新たな保護地域制度がもうけられたが、相対的に面積は小さい（データ 5

－①）。 

現在では、自然公園は国土の陸域の 10%強、鳥獣保護区は国土の陸域の 10%弱を占

め、これらとともに自然環境保全地域等、生息地等保護区、森林生態系保護地域の各

種保護地域を合わせると国土の陸域の 20%弱がカバーされている（データ 5－②:図

II-9）。 

この 20%弱のうち国が指定するものと都道府県が指定するものはほぼ同じ面積であ

る（データ 5－③:巻末）。また、行為制限の強い保護地域（開発・改変等に国や地方

公共団体の許可を要する保護地域等）は国土の陸域の 10%程度である（データ 5－②）。 

 陸域では、自然林・自然草原・自然林に近い二次林は約 30%がカバーされており、

一方で二次林や人工林のカバー率は 10～20%程度、農耕地のカバー率は 10%弱と相対

的に少ない（データ 5－②）。 

 対照的に、海域（概ね 12 海里内）は、陸域に比べてカバー率が低く（10%に満たな

い）、とりわけ行為制限の強い保護地域のカバー率は 1%未満である。干潟、藻場、サ

ンゴ礁など沿岸の生態系に限っても、行為制限の強い保護地域は海域の 10%に満たな

い（データ 5－②）。従来、国立・国定公園を始めとする海域の保護地域の多くは、陸

域の保護地域の緩衝地帯として指定されてきたことなどが背景にあると考えられる。 
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注 1：原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の合計。 
注 2：特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区、緑地保全地域及び近郊緑地保全区域の合計。特別緑地

保全地区と緑地保全地域は 2004 年の都市緑地法改正で設けられた制度だが、それ以前のデータは特
別緑地保全地区の前身の緑地保全地区の面積について示している。 

出典：環境省資料、林野庁資料、国土交通省資料.

図 II-8 主な保護地域の面積の推移 （データ 5－①） 

 

2005年
の面積
(km2)

国土面積
に対する

割合（%）

自然環境保全
地域等（注１）

272 0.1

都道府県自然
環境保全地域

763 0.2

国立・国定公園 34,097 9.0

都道府県立
自然公園

19,590 5.2

生息地等保護区 9 0.0

鳥獣保護区 36,471 9.7

保護林 6,580 1.7

緑地保全地域等
（注２）

1,024 0.3
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行為制限の強い保護地域 その他の保護地域 規制地域外

各種の生態系について保護地域のカバー率を算出した。保護地域は、行為制限の強い保護地域（開発行為

等の許可制）と、その他の保護地域（届出制など）を区別した。重複する場合は行為制限の強い保護地域とし

た。ここでいう保護地域とは以下を指す。原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保

全地域、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園、国指定鳥獣保護区、都道府県指定鳥獣保護区、生息

地等保護区、森林生態系保護地域。 

注 1：各保護地域、各生態系のそれぞれと重なる 3 次メッシュの中心点の数を集計した。その他は、環境省内

部資料等を元にポリゴンデータを作成し、集計した。 

注 2：重要湿地 500 の境界線は曖昧な為、値は参考値である。 

注3：干潟、藻場、サンゴ礁（本州沿岸部等のサンゴ群集含む）は第4-5回自然環境保全基礎調査で調査対象

とした地域（消滅地含む）。   

出典：環境省資料、国土交通省, 国土数値情報. 

図 II-9 各生態系の保護地域カバー率（データ 5－②） 
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指標 6 捕獲・採取規制、保護増殖事業 

指標の解説 

○わが国において捕獲・採取規制や保護増殖事業等は種の保存法等の法令に基づいて

実施されており、その実施状況は主に「第 1 の危機」への対策を指標する。 

○大幅な減少がみられた生物について、保護や資源管理などの対策が講じられるなど

して状況が改善した場合もあるが、絶滅に至る場合や、個体数の回復がみられない

場合もある。 

 

指標別の評価 

○種の保存法などによる捕獲・採取規制の対象や保護増殖事業の実施については、長

期的には対策が拡充される方向で推移し、引き続き対策が拡充される傾向にある。

現在、環境省レッドリストによる絶滅危惧種 3,155 種のうち、種の保存法によって

82 種が国内希少野生動植物種に指定されている。都道府県でも県別にレッドデータ

ブックが作成されるなど取組が順調に広がっている。 

 

評価の理由 

捕獲・採取規制は評価期間以前から行われてきた。高度経済成長期（1960~70 年代）

には天然記念物の指定が急増し、現在 96 種類（2010 年）の動物が種指定され、その捕

獲等が制限されている（データ 6－①:図 II-10）。例えばカモシカなどでは現在、生息

域と個体数が増加している。 

その後、1993 年には、種の絶滅を防ぐ観点から種の保存法が施行され、国内希少野

生動植物種として当初 48 種が指定された。現在までに、82 種（2010 年）の動植物種

が指定され、その捕獲等が制限されている（データ 6－①）。国内希少野生動植物種に

指定されると、保護増殖事業の対象とすることが可能であり、現在 47 種（2010 年）に

ついて事業が実施されている（データ 6－①）。今後、国内希少野生動植物種の保護の

効果を評価し、十分な効果が上がっていない場合はその要因を分析するなど効果的な

対策を講じていくことが求められている。 

都道府県版のレッドリストやレッドデータブックは既に全都道府県で作成されてい

る（データ 6－②:図 II-11）。また、種の保存法のように、絶滅のおそれのある種を指

定して捕獲等の規制、生息地・生育地等の保護地域の指定、保護増殖事業の実施につ

いて定めるなどの仕組みを有する条例は、29 都道府県で制定されており（2009 年）、

特に捕獲等の規制については成果が上がっている（データ 6－②）。 
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図 II-10 「種指定天然記念物」と「国内希少野生動植物種」の指定数の推移 

（データ 6－①） 
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出典：各都道府県の公表資料.  

図 II-11 都道府県版レッドリスト・レッドデータブックと希少種条例を作成・制定し

た都道府県数の推移（データ 6－②） 
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第 2 節 第 2 の危機の評価 

 

本節では、評価期間中（1950 年代後半～現在）に生物多様性の損失を引き起こした

要因である「第 2 の危機」について影響力の程度と傾向を 2 つの指標を用いて評価し、

あわせて関連する対策実施の傾向についても評価する。 

 

1．第 2 の危機 

○「第 2 の危機」は、「第 1 の危機」とは逆に、自然に対する人間の働きかけが縮小

撤退することによる影響である。具体的には、生態系の規模や質を低下させるよう

な、里地里山の森林生態系や農地生態系の利用・管理の縮小である。なお、ここで

は、いわゆる「里海」は扱わない。 

 

2．第 2 の危機に含まれる損失要因の評価 

○「第 2 の危機」の影響力は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において森林生

態系や農地生態系で強く作用しており、長期的には増大する方向で推移している。 

○評価期間前半の社会経済の構造的な変化にともなって、従来の里地里山の利用が縮

小した。こうした利用の縮小は、評価期間の前半において草原の規模を縮小させた

ものの、評価期間の後半においては、森林生態系の一部と農地生態系からなる里地

里山全体の規模を顕著に縮小させるには至っていない。 

○評価期間後半以降、国外の生物資源への依存は高まる傾向にあり、国内の農地や森

林における人間活動は減少傾向にある。 

○利用の縮小によって植生の遷移が進むことなどにより、里地里山を形づくる水田等

の農地や二次林・二次草原などによるモザイク性が失われつつある。 

○里地里山は、自然撹乱（かくらん）や氾濫原などに依存してきた生物に生息・生育

環境を提供していたため、遷移の進行などによる具体的な影響については議論があ

るものの、生態系の質の低下やそこに生息・生育する生物の個体数や分布の減少が

懸念される。 
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3．評価の理由 

本評価において「第 2 の危機」に含まれる損失の要因を示す指標と、指標別の評価

は以下のとおりである。 

 

表 II-5 「第 2 の危機」に含まれる損失の要因を示す指標と評価 

 

 

 

 

評 価 

影響力の 

長期的傾向 

評価期間中の影響力の大きさと 

現在の傾向 

評価 
期間 
前半 

評価 
期間 
後半 

第 1 の

危機 
第 2 の

危機 
第 3 の

危機 
地球 

温暖化

の危機
指標 7 里地里山の利用  

 
     

指標 4 再掲 絶滅危惧種の 
減少要因（第 2 の危機） 

 
 

     

 

 

凡例 

評価対象 凡 例 

評価期間における
影響力の大きさ 

弱い 中程度 強い 非常に強い 

 
 

   

影響力の長期的傾
向及び現在の傾向

減少 横ばい 増大 急速な増大 

 

 

   

 
注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：影響力の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 

 

 

指標 7 里地里山の利用 

指標の解説 

○里地里山の利用は、「第 2 の危機」に関する損失の要因を示す指標である。 

○里地里山を構成する農地やその周辺の草原や二次林等の生態系は、もともと撹乱さ

れた環境に依存していた生物の生息地・生育地であり、長期間にわたり人が薪炭採

取や、採草・放牧などで利用することによって安定的に維持されてきた。具体的な

影響については議論があるものの、里地里山の利用が縮小することによって、これ

らの生態系の規模が縮小し質が低下することが懸念される。 
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指標別の評価 

○評価期間を通じて、里地里山を構成する草原や農地は減少しており、その背景には

「第 1 の危機」（開発・改変）とともに「第 2 の危機」（利用の縮小）が作用して

いる。 

○評価期間後半においては、「第 2 の危機」による、二次林を含む里地里山全体の規

模の減少は顕著ではないが、二次林・人工林の利用縮小や耕作放棄は進行しており、

具体的な影響については議論があるものの、植生遷移等によって特定の生物群の多

様性を低下させているとみられる。 

 

評価の理由 

＜里地里山＞ 

里地里山は、わが国の長い歴史のなかで様々な人の働きかけを通じて特有の自然環

境が形成されてきた地域で、集落を取り巻く農地、水路・ため池、二次林と人工林、

草原などがモザイクを構成してきた。里地里山は、本評価では森林生態系と農地生態

系の一部に相当し、二次林約 8 万 km2、農地等約 7 万 km2 で国土の 40%程度を占める。 

 

＜薪炭林や農用林などの二次林の利用・管理の縮小＞ 

評価期間の前半の高度経済成長期（1950 年代後半～70 年代前半）には、エネルギー

供給の化石燃料への依存、工業化の進展、地方から都市への人口移動、農薬・化学肥

料の普及など、社会経済状況が大きく変化した。このことは薪炭やたい肥・緑肥など

の経済価値を減少させた。1970 年以降に薪炭の生産量は急激に減少しており（データ

7－①:図 II-12）、国内で薪炭林・農用林として使われてきた二次林の多くの利用・管

理が低下した可能性がある。管理の行き届かなくなった二次林はタケ類もしくはササ

類の繁茂等によりヤブ化し、また常緑広葉樹林へと遷移することで林床が暗くなるた

めに明るく開放的な環境を好む生物を減少させることが指摘されている 1)。マツ林の利

用・管理の低下にともない、枯死木が放置されることで、マツノザイセンチュウによ

るマツ枯れの被害を促進させたといわれているほか、利用・管理の低下による林床環

境の変化をもたらした可能性がある。また、垣根用材などの需要が減少し利用・管理

されなくなった竹林の拡大も、環境が単調になり生物の生息・生育の場としての質が

低下するとして懸念されている（BOX 4 参照）。 
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図 II-12 薪炭の生産量（データ 7－①） 

 

 

＜茅場（かやば）や放牧地等の二次草原の利用・管理の縮小＞ 

長期にわたって日本の植生の主要な構成要素であったススキ草原（茅場）や放牧地

等の二次草原は、評価期間前期の高度経済成長期などによる社会構造や農業・農法の

変化によって減少したとされている。例えば農業用に使役される牛が放牧されること

によって二次草原は維持されてきたが、使役牛の減少は（データ 7－②:巻末）、二次

草原の遷移を促進した可能性がある。二次草原の減少や外来牧草の導入は、例えば鳥

類ではオオジシギ、チョウ類ではオオウラギンヒョウモン、オオルリシジミなどの草

原性の生物を大幅に減少させる要因として挙げられている 2), 3)。 

 

＜人工林の管理の低下＞ 

人工林は、評価期間の前半における大規模な造林によって大幅に面積を拡大し、国

土の 27%に達している（データ 1－①:図 I-1）。人工林は自然性の高い森林（自然林・

二次林）には及ばないものの森林性の野生生物の生息地・生育地であるが、拡大造林

後の林業の採算性の低下や林業生産活動の停滞から間伐等の管理が十分に行われなく

なった。計画的な人工林の間伐は、生息する生物の種や個体数の増加をもたらし、生

物多様性保全にある程度貢献することが指摘されており 3), 4), 5)、間伐の減少は人工林に

おける生物の生息地・生育地としての質をさらに低下させると考えられる。 

 

 

 



第 II 章 第 2 節 第 2 の危機の評価 
58 

＜農地やため池、水路等の利用の縮小＞ 

水田、水路、ため池などは、氾濫原など自然の撹乱を受ける場所に生息していた生

物の代替的な生息地・生育地としても機能してきたことが指摘されている 6)。しかし、

主に評価期間の後半には耕作放棄が進み、また水路・ため池等の農業水利施設の利用

も低下した。例えば、耕作放棄地面積は 1985 年の約 1,300km2に対し、2005 年には約 3

倍の約 4,000km2 に増加した （データ 7－③:図 II-13）。これらの環境の生物の生息地・

生育地としての質の低下が指摘されている 7)。 
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注 1：耕地であったもので、過去１年間以上作物を栽培せず、数年の間に再び耕作するはっきりした意思のみ
られない土地を示す。 

出典：農林水産省, 農業センサス累年統計書.

図 II-13 耕作放棄地面積の推移 （データ 7－③） 

 

 

＜里地里山の質の低下＞ 

評価期間中、里地里山を構成する要素のうち農地や草原（原野・採草放牧地）の規

模は大幅に縮小した（データ 1－①:図 II-1、 1－②:図 II-2、19－①:図 III-6,巻末、 19

－④:図 III-6,巻末）。このうち、評価期間の前半における草原の減少には、人工林への

転換や里地里山の利用の縮小が影響したとされている。他方で、評価期間後半の 1980

年代から 1990 年代までの間には、例えば、農地（農耕地など）から二次林、また二次

林から自然林といった「第 2 の危機」にともなう変化は顕著ではなく（データ 1－⑤:

巻末）、二次林を含む里地里山にも顕著な減少はみられない（データ 7－④:巻末）。

里地里山の利用の縮小は、近年では、里地里山の規模を減少させる要因としてではな

く、生態系としての質を低下させる要因となっていることが懸念されている。 
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BOX 4 拡大する竹林 

近年、日本各地でタケが分布を拡げ、

里地里山の生物多様性保全上で大きな

問題となっている。例えば静岡県では、

1988 年から 2000 年までの間で、県全

体の竹林面積が約1.3倍増加している。

タケは昔から日本人に身近な植物で、

タケノコの収穫、農漁具や日用品の資

材等として植栽し、手入れしてきた。

しかし近年は、プラスチックなど竹の

代替材料が普及したことや、海外から

安価なタケノコや竹製品が輸入されたことで、国産のタケの利用は激減した。一

方で、里地里山では生活や農業の近代化にともない、管理放棄された二次林や人

工林、耕作地も同様に増加した。その結果、タケとの間で競争が起こり、成長の

速いタケが周囲の植生を飲み込みながら分布を拡大しており、伐採等の対策を施

さない限り、今後も分布の拡大が続くと予想されている。 

 

 

 

＜中大型哺乳類の分布拡大等による農林業被害や生態系の質の低下＞ 

評価期間の後半の 1980 年代以降、シカ、サル、イノシシなど一部の中大型哺乳類の

個体数や分布は拡大、増加する傾向にあり、例えば 1978 年から 2003 年の間にシカの

分布メッシュ数は約 70%、サルは約 50%、イノシシは約 30%拡大した。この背景とし

て、農山村地域の過疎化や高齢化による里地里山での人間活動の低下、例えば耕作放

棄地の増加などによって、野生動物と人の生活の緩衝帯となっていた管理された環境

の減少が指摘されている 8)。そのほか、少雪暖冬によるシカなどの鳥獣の死亡率の低下、

狩猟者の高齢化や減少による捕獲圧の低下なども複合的に影響しているとされる。近

年では中大型哺乳類の分布の拡大による農林業被害をはじめとした人との軋轢や植生

被害など生態系への影響が発生するようになり、現在もこの状況は継続している 9), 10)。

特に森林地帯などでは、ニホンジカの採食による植生への被害が深刻である 11), 12)。西

日本ではイノシシによる植生被害も発生している。 

 

指標 4 再掲 絶滅危惧種の減少要因（第 2 の危機関係） 

  指標の解説 

○わが国に生息・生育する動植物種のうち、既に絶滅した種または絶滅のおそれのあ

る種が占める割合は、当該種の減少要因によって「第 1 の危機」、「第 2 の危機」、

 
管理放棄され冬季の積雪で幹が折れた竹林 
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「第 3 の危機」、「地球温暖化の危機」のいずれの状況も指標する。ここでは、「第

2 の危機」について示す。 

 

指標別の評価 

○多くの分類群において種や個体数の減少は主に「第 1 の危機」の作用であるが、「第

2 の危機」も減少要因として影響している。 

 

評価の理由 

＜絶滅危惧種の減少要因としての「第 2 の危機」＞ 

里地里山は絶滅危惧種の生息地・生育地となっている。例えば、動物の絶滅危惧種

集中地域（2 次メッシュ（10km 四方）内に動物の絶滅危惧種が 5 種以上生息する地域）

の 49％、植物の絶滅危惧種集中地域（メッシュ内に植物の絶滅危惧種が 5 種以上生育

する地域）の 55％が里地里山 2 次メッシュの範囲に分布している。 

既に述べたとおり、最新の環境省レッドリスト 13), 14), 15), 16), 17), 18) によれば、わが国

に生息・生育する哺乳類の 26%、鳥類の 15%、爬虫類の 32%、両生類の 34%、汽水・

淡水魚類の 37%、維管束植物の 25%が絶滅したか、絶滅のおそれがあるとされている

（データ 4－①:巻末）。 

維管束植物の絶滅危惧種の約 30%が「自然遷移等」、すなわち「第 2 の危機」に相

当する管理放棄、遷移進行・植生変化を減少要因としている（データ 4－⑤:図 II-7）。

それらの種を科別にみると、リンドウ科、セリ科、シソ科、アブラナ科、タデ科、ゴ

マノハグサ科、ホシクサ科、キク科、カヤツリグサ科などの日常馴染みのある科の種

が多く含まれている。 

 

4．損失への対策 

（1）対策 

「第 2 の危機」による生物多様性の損失について、生物多様性国家戦略では「現在

の社会経済状況のもとで、対象地域の自然的・社会的特性に応じた、より効果的な保

全・管理の仕組みづくりを進めていく必要」があるとしている。既に各地で取組は始

まっているものの、地域における点的な取組に留まり、面的・全国的な展開には至っ

ていない。 

近年では過去に里地里山が広い面積にわたって利用されてきたような社会的経済的

な要請は低下しており、また人口の減少と高齢化が進む中で、全ての里山に人手をか

けてかつてのように利用・管理していくことは難しいとされている。 

里地里山を構成する二次林のあり方について、二次林としての適切な管理を推進す

る場合と、自然の遷移を基本として、森林の機能を維持発揮できる森林への移行を促

進する場合とを総合的に判断することなどの検討が必要とされている。特にミズナラ
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林やシイ・カシ萌芽林については、地域の状況に応じ、自然の遷移にゆだねることを

基本とした保全管理が適当とされている。 

このように、過疎化・高齢化をはじめとする社会経済状況の大きな変化を踏まえて、

人の自然に対する働きかけを強化する対策が講じられ、鳥獣の保護管理や二次的自然

の維持に対して一定の効果をあげてきたが、今後も、将来的な人口減少等の大きな社

会構造の変化を踏まえて、人と自然の関わり方を再構築するような新たな仕組みを構

築していくなど、幅広い対策の充実・強化が必要と考えられる。 

 

＜野生鳥獣の保護管理＞ 

近年、農林業被害を防止するため、都道府県が策定する特定鳥獣保護管理計画に基

づく個体数調整などの鳥獣の管理や、鳥獣被害防止特措法に基づく取組などが進めら

れている。また、人と鳥獣がすみ分けられる地域づくりを普及する取組、保護管理を

行う担い手の育成などが進められている。シカやイノシシなどの中・大型哺乳類や移

動性の高い動物など、広域に分布し、複数の都道府県で対策を実施しないと効果が望

めない鳥獣について、広域的な保護管理の推進が必要とされている （コラム「特定鳥

獣保護管理計画の現段階」参照）。 

 

＜保護増殖・自然再生＞ 

里地里山における絶滅のおそれのある種を対象に、生物多様性の保全に配慮した農

林業などによる保護増殖が進められている。また阿蘇における草原の再生など、二次

的自然における自然再生が進められている。 

 

＜生物多様性の視点に立った自然資源の利用・管理＞ 

近年、環境保全型農業の推進に加え、環境教育やエコツーリズム、バイオマスの利

用などの、生物多様性の視点に立った自然資源の利用促進を図るような利用・管理の

方策が検討されている。また、個体数調整のために捕獲されたシカ、イノシシなどの

有効活用も試みられている。里地里山等の維持管理のために、農林漁業者、NGO など

の地域のネットワークの構築、地方公共団体、企業、都市住民なども含めたネットワ

ーク化が進んでいる。都市近郊の里地里山でも NGO や都市住民による保全活動が行わ

れており、緑地保全制度などを活用した保全・管理が進められている。 

 また、日本を含む世界各地での経験を踏まえ、二次的自然環境における持続可能な

自然資源の利用・管理を世界的に推進するための取組を「SATOYAMA イニシアティ

ブ」として提唱している。 
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BOX 5 SATOYAMA イニシアティブ 

長い年月にわたる持続可能な農林水産業などの人間の営みを通じ形成・維持されてき

た、里地里山のような二次的自然環境は世界各地に存在するが、これらも都市化や産業

発展、地域の急激な人口の増加や減少などの様々な事情により危機にさらされている。 

自然資源の持続可能な利用・管理を行いつつ、同時に生物多様性の保全を実現してい

くためには、こうした二次的自然環境の維持・保全の重要性を共有するとともに、気

候・地形・文化・社会経済など地域の特性に則した対策を講じ、「自然共生社会」を

実現することが必要である。日本は、国連大学と連携し、国連環境計画（UNEP）を

はじめとする国際機関や関係諸国の支援も得ながら、「SATOYAMA イニシアティブ」

を提唱し、取組を進めている。 

 

 

 

＜農林水産業の振興と農村の活性化＞ 

農用林の利用の減少、耕作放棄地の増加、間伐など森林の整備・保全の不足などに

対応するため、生物多様性の保全をより重視した視点を取入れた農林水産業が進めら

れている。これらの対策は、行政、地域住民、農林漁業者、NGO、土地所有者、企業

など多くの主体が協働して、地域に根づいた方法で持続的に進められる必要があると

されている。 
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（2）関連する指標 

本評価において「第 2 の危機」に含まれる損失への対策を示す指標と、その評価は

以下のとおりである。 

 

表 II-6 「第 2 の危機」に関する損失への対策を示す指標と評価 

 
 

評 価 

対策の 

長期的推移 

対策の現在の傾向 

評価 
期間 
前半 

評価 
期間 
後半 

第 1 の

危機 
第 2 の

危機 
第 3 の

危機 
地球 

温暖化

の危機

指標 8 野生鳥獣の科学的な

保護管理 

 
 

     

 

 

 凡例 

評価対象 凡 例 

対策の傾向 

増加 横ばい 減少 

 

 
  

 

注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 

 

 

指標 8 野生鳥獣の科学的な保護管理 

  指標の解説 

○野生鳥獣の科学的な保護管理の実施状況は、主に「第 2 の危機」への対策を指標す

る。 

○1980 年以降、中大型哺乳類等の分布が拡大し、人為が縮小・撤退している地域等に

おいて農林業への被害が深刻化するなど、人と野生鳥獣との軋轢が発生している。

鳥獣保護法による野生鳥獣の科学的な保護管理によって、こうした軋轢を解消・軽

減することが期待される。 

 

指標の評価 

○野生鳥獣の科学的な保護管理に関する長期的な時系列データはないが、1990 年代末

に特定鳥獣保護管理計画制度が設けられてから対策が拡充される傾向にある。 

○現在、沖縄県を除く全ての都道府県に策定が広がっている。 
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評価の理由 

1960 年代に鳥獣保護法に鳥獣保護事業計画制度が設けられた。この時点では野生鳥

獣は減少傾向にあり人との軋轢は限られていたが、1980 年代頃から、野生鳥獣による

農林業や植生の被害が社会的な問題となり、近年ではシカなどの中大型哺乳類の全国

的な分布拡大も確認されている（データ 15－④:巻末）。ニホンジカは，一部で希少種

や高山植物などへの食害も引き起こしている。このような状況を受け、1999 年に、著

しく増加または減少した野生鳥獣の地域個体群の個体数管理等を行う特定鳥獣保護管

理計画制度が設けられた。主に農林業被害を生じさせているニホンジカ、イノシシ、

ニホンザルなどを対象として策定数が増加し、2009 年 4 月 1 日現在、6 種の鳥獣につ

き 46 都道府県で 104 計画が策定されている（データ 8－①:図 II-14）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：環境省資料. 

図 II-14 特定鳥獣保護管理計画の策定数の推移（データ 8－①） 
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コラム：特定鳥獣保護管理計画の現段階  

「特定鳥獣保護管理計画制度」は鳥獣保護法

の 1999 年改正時に創設された。それは、従

来国の責任で行われてきた野生鳥獣の保全

管理の大部分を地方公共団体に移管するた

めの措置の一環であったが、特に地域住民と

の軋轢（あつれき）が生じやすいニホンジカ

などの特定種を対象に、科学的で計画的な保

全管理を目指すことを目的につくられた。こ

の計画の作成数は年々増加し、これまでに、

ニホンジカ、イノシシなどを対象に合計 104

計画が策定された。このことは、野生鳥獣に

よる農林業被害が全国的な規模で増加し、な

お歯止めがかからないことを如実に示して

いる。 

この計画制度は、①対象種の保全管理の目

標、②生息環境の整備や被害防除、個体数調

整を含む総合的な対策、③個体数や被害など

のモニタリングに基づく検証と計画へのフ

ィードバック、④計画策定の透明化と合意形

成などを柱とし、目標から実施、評価にいた

るすべての段階において科学性を確保する

ことを骨子としている。それは対症療法的に

行われてきた従来の有害鳥獣捕獲に代わっ

て、野生動物の科学的な保全管理を目指した

点で大きな前進であった。この計画に沿って

目標の個体数や密度に誘導した成功例はい

まのところないが、それでもこの計画が有効

に機能し、被害を減少させている地域は少な

くない。その一方で、計画を策定したにもか

かわらずモニタリングやフィードバックが

まったく行われないままに形骸化している

地域もある。この理由には、予算や経費の不

足に加えて、生息数や効果測定に関する調査

技術の開発や標準化が不十分であること、さ

らには計画を継続的に進める専門家が決定

的に不足していることなどが指摘できる。 

こうした状況に対応して、いくつかの地方公

共団体では、新たな組織を整備して、モニタ

リングの充実や、専門家の配置や育成に努め

ていることは評価されてよい。したがって、

特定計画を策定するだけではなく、運用や技

術的、人的な基盤を充実させてこそ、科学的

な保全管理が定着したといえる。 

また、この計画制度は都道府県を単位として

策定されているが、対象としている鳥獣は複

数の地方公共団体をまたいで広域に分布し

ていることが多い。これに対しては、分権の

枠をこえた統合的な計画策定が求められる

が、国も積極的に関与できる共通の場の整備

や活動が十分ではないことは大きな問題点

といえよう。今後、過疎化と高齢化の進行と

ともに、耕作放棄地は拡大し、狩猟者は確実

に減少していく。鳥獣の分布域や個体数は増

加し、農林業被害は未曽有のレベルに達する

だろう。こうした中で、特定鳥獣保護管理計

画制度が果たす役割はますます重要である

ことはまちがいない。この制度が有効に機能

できるように、国もまた積極的に関与し、協

力できるようにしなければならない。 

そもそも野生鳥獣の保全管理は、特定計画の

策定の有無、さらにはその目標の達成状況と

いった基準のみに基づいて行われるべき性

格のものではない。定期的なモニタリングに

基づき、被害防除や個体数調整を継続的に展

開していく必要がある。それが本当の意味の

ワイルドライフ・マネジメントの定着であ

る。         

 

 

 

 

（委員 三浦慎悟）
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第 3 節 第 3 の危機の評価 

 

本節では、評価期間中（1950 年代後半～現在）に生物多様性の損失を引き起こした要

因である「第 3 の危機」について影響力の程度と傾向を 3 つの指標を用いて評価し、あ

わせて関連する対策実施の傾向についても評価する。 

 

1．第 3 の危機 

○「第 3 の危機」は、人間が近代的な生活を送るようになったことにより持ち込まれ

たものによる影響である。外来種や化学物質は、生態系の質の低下、生息・生育す

る種の個体数もしくは分布の減少などを引き起こす要因となる。 

 

2．第 3 の危機に含まれる損失要因の評価 

○「第 3 の危機」の影響力は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において、特に

外来種については強く、長期的には増大する方向で推移している。 

○外来種の一部は、捕食・競合などによって在来種の個体数や分布を減少させること

が指摘されている。評価期間を通じて外来種の侵入種数は増加し、特に近年は定着

して急速に分布を拡大する事例が報告されており、影響が懸念されている。 

○化学物質の影響については、環境中で分解されにくく、生物体内に蓄積しやすい残

留性の高い物質ではその影響が長期にわたる可能性があるものの、その影響につい

て未知である点も多いとされる。評価期間の後半である 1970 年代以降に化学物質に

関する規制が導入され、影響は軽減している可能性がある。 
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3．評価の理由 

本評価において「第 3 の危機」に含まれる損失の要因を示す指標と、指標別の評価

は以下のとおりである。 

 

表 II-7 「第 3 の危機」に含まれる損失の要因を示す指標と評価 

 
 
 

評 価 

影響力の 

長期的傾向 

評価期間中の影響力の大きさと 
現在の傾向 

評価 
期間 
前半 

評価 
期間 
後半 

第 1 の

危機 
第 2 の

危機 
第 3 の

危機 
地球 

温暖化

の危機

指標 9 外来種の侵入と定着  
 

     

指標 10 化学物質による生物

への影響 

 
 

     

指標 4 再掲 絶滅危惧種の減

少要因（第 3 の危機） 

 
 

     

 

  

 凡例 

評価対象 凡 例 

評価期間における
影響力の大きさ 

弱い 中程度 強い 非常に強い 

 
 

   

影響力の長期的傾
向及び現在の傾向

減少 横ばい 増大 急速な増大 

 

 

   

 
注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：影響力の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 

 

 

指標 9 外来種の侵入と定着 

指標の解説 

○国内に持ち込まれた外来種が、野外への逸出を経て生態系に侵入・定着すると、捕

食や競合等によって在来種の個体数や分布を減少・縮小させ、また生態系の質を低

下させる可能性がある。したがって、侵入する外来種数と国内における分布は、「第

3 の危機」に関する損失の要因を示す指標といえる。 
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指標別の評価 

○侵入する外来種の種数と分布は、20 世紀中を通して拡大する方向で推移してきた。 

○21 世紀に入り、新たな種の侵入の防止については対策が進む傾向にある一方で、既

に定着した一部の種の分布の拡大を抑制するには至っていない。 

 

評価の理由 

＜外来種の種数増加と侵入の要因＞ 

1900 年以降、国内に持ち込まれて定着した外来昆虫もしくは外来雑草の種数は年代

とともに増加する傾向にあり、特に 1950 年代以降急激に増加した（データ 9－①:巻末）。

外来種は、食用・愛がん用・観賞用・緑化・農業への利用等の目的での意図的な持ち

込み、または輸入貨物に混入・付着しての非意図的な持ち込みによって侵入している
1)。船の航行を安定させるために寄港の際に利用される船舶バラスト水も、非意図的な

導入経路の一つとして指摘されている 2), 3)。外来種の増加の背景には高度経済成長期以

降の国境を超えた人と物資の交流の増大がある。 

 

＜外来種の個体数と分布の拡大＞ 

生物が生きたまま国内に持ち込まれることは、外来種が、わが国の生態系に侵入す

る可能性を高める。「生きている動物」の輸入量についての評価期間を通じた時系列

のデータはないが、観賞用の魚では 1990 年代以降急激に増加し、それ以外の「生きて

いる動物」の輸入量も 1990 年代に増加する傾向がみられた。1990 年代後半になると輸

入される観賞魚の量は大きく減少し、その他の「生きている動物」も 2000 年以降緩や

かに減少している（データ 9－②:図 II-15）。2005 年に外来生物法が施行されるなどの

対策が進み、一部の分類群では輸入数が減少傾向にある（データ 9－③:図 II-16） 

外来種は、野外への逸出と繁殖を経て、生態系に侵入・定着する。一部の外来種に

ついては評価期間中の分布の拡大が顕著であり、在来種に大きな影響を与えている 1)。   

オオクチバスは、在来種の捕食等によって湖沼やため池の生態系に大きな影響を及

ぼす 4)。水産資源として導入され 1950 年代にはすでに 5 県において生息が確認されて

いたが、1970 年代には意図的な放流によって急速に拡大し、1990 年代には北海道を除

く都府県で生息が確認されるようになった。北海道では 2001 年に生息が確認されたが、

2007 年に駆除が終了した（データ 9－④:図 II-17）。 

つる性植物のアレチウリは、河原や林縁などで大繁殖し、在来種との競合などによ

って河川の生態系などに大きな影響を及ぼす 5), 6)。1952 年に静岡県清水港で野外での生

育が確認された。飼料として輸入される大豆などに混ざって日本に非意図的に侵入し

たとされている。1990 年代には 42 都府県で、2000 年代には 45 の都道府県で生育が確

認されている（データ 9－④）。 

アライグマは、在来種の捕食等によって、森林や農地などの生態系に大きな影響を

及ぼす 7), 8)。1962 年に愛知県の飼育施設より逃亡し、1979 年には北海道で、1988 年に
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は神奈川県で飼育個体が逃亡するなど、国内の各地で野外への逸出が相次いだ。その

後、各地を起点として急速に定着・拡大し、2000 年代には 36 の都道府県で生息が確認

されている（データ 9－④）。 

このほか、温室での授粉のために輸入され逸出・定着したセイヨウオオマルハナバ

チと在来種のマルハナバチの競合など、多数の影響事例が報告されている 1), 9)。なお、

国内の他の地域から生物が持ち込まれる場合にも同様の問題が生じる。北海道のクロ

テンと本州から移入されたホンドテンの競合、南西諸島や伊豆諸島に移入されたイタ

チによるトカゲ類等への影響などが知られている 10)。 

生態系への影響や農林水産業への被害がある種などでは防除が試みられているが、

小島嶼などを除いて、いったん拡大した外来種の分布を抑えることは容易ではない。

例えばアライグマの捕獲数は年々増加し、2006 年には年間 10,000 頭を超えている（デ

ータ 9－④参考:巻末）。 
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日本では関税法に基づき、輸出入を行なう者はその貨物について税関に申告しなければならないこととなって

おり、日本に輸入された貨物に関する統計である。ただし、少額貨物（20 万円以下の貨物）は、貿易統計に計

上されない。  
注 1：生きている動物（犬、サル、みつばちを除く）  
出典：財務省貿易月表.  

図 II-15 海外から輸入される「生きている動物」等の輸入量の推移（データ 9－②） 
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注 1：昆虫の単位は 100 匹とした。  
出典：財務省貿易月表. 

図 II-16 海外から輸入される「生きている動物」の近年の輸入数の推移（データ 9－

③） 

 

 

アレチウリ

アライグマ

オオクチバス
（注１）

1950年代 1990年代 2000年代

生息・生育の情報 駆除の終了  
注 1：北海道では 2001 年にオオクチバスの生息が確認されたが、2007 年に駆除を終了した。 
出典：金子陽春, 若林務, 1998: つり人ノベルズ、環境省, 自然環境保全基礎調査、国土交通省, 河川水辺の
国勢調査、淀太我・井口恵一朗, 2004: バス問題の経緯と背景, 水研センター研報, 第 12 号, 10-24. 

図 II-17 侵略的外来種の分布の拡大（データ 9－④） 
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指標 10 化学物質による生物への影響 

  指標の解説 

○多くの生態系が様々な化学物質に長期間さらされているとされ、一部の化学物質に

ついては生態系への影響が指摘されている。したがって、化学物質による生物への

影響は、損失要因としての「第 3 の危機」を示す指標と考えることができる。 

 

指標別の評価 

○化学物質による生物への影響に関して評価期間前半のデータは乏しいが、1970 年代

から改善する方向で推移してきた可能性がある。 

 

評価の理由 

科学技術の発達によって、新たな化学物質の数が増加し、また既存の化学物質の新

たな利用方法も考案され、化学物質は我々の生活において欠かすことのできないもの

となった。しかし、同時に分解されにくい性質の化学物質が人体や野生生物に与える

リスクも指摘されるようになった。1960 年代以降、それまで農薬や塗料などとして用

いられた PCB、DDT、HCH、ディルドリン、HCB、TBT（トリブチルスズ化合物）な

どについては、環境中に放出されても分解されにくく生物の体内に蓄積しやすい性質

から、1970 年代～90 年代にかけて「化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律（化

審法）」等の法令により製造・使用が規制された。主要汚染物質の魚類における検出

レベルは、1978 年以降、全般に減少する傾向にあるが、現在も検出されており（デー

タ 10－①:図 II-18）、化学物質の長期的な環境中における残留が認められる 11)。農地に

おいても、農薬や化学肥料の不適切な使用は農地やその周辺に生息する生物に影響を

与えてきた。1975 年以降はこれらの生産量等は減少しているものの（データ 19－③:

図 III-7）、現在も影響が指摘されている 12)。化学物質がもたらす影響は未解明な部分

も多いとされ、例えば世界各地で観察された野生生物の生殖異常について、化学物質

の暴露との関係が指摘され、その発現メカニズムとして内分泌撹乱作用がクローズア

ップされた例もある。 

 



第 II 章 第 3 節 第 3 の危機の評価 
74 

0 

30 

60 

90 

120 

150 

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

T
B

T
（
注

1
）
,P

C
B

総
量

(n
g/

g-
w

e
t)

TBT(貝類)

TBT(魚類)

PCB総量

(魚類)

(年度)

0 

2 

4 

6 

8 

10 

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

H
C

B
他

(n
g/

g-
w

e
t)

（年度）

HCB(魚類)

ディルドリン(魚類)

p，p’‐DDT(魚類)

α‐HCH(魚類)

PCB、DDT、HCH、ディルドリン及び HCB は 70 年代から 80 年代前半に法令等で製造・輸入及び仕様が原則
禁止された。TBT（トリブチルスズ化合物）は 88 年度に法律により製造及び輸入が規制された。 
注 1：TBT（トリブチルスズ化合物）については、魚類だけでなく貝類における検出状況も併せて示す。 
出典：環境省資料（化学物質環境実態調査）.

図 II-18 主要汚染物質の検出状況の経年推移（魚類・貝類）（データ 10－①） 

 

 

指標 4 再掲 絶滅危惧種の減少要因（第 3 の危機関係） 

指標の解説 

○わが国に生息・生育する動植物種のうち、既に絶滅した種または絶滅のおそれがあ

る種が占める割合は、当該種の減少要因によって「第 1 の危機」、「第 2 の危機」、

「第 3 の危機」、「地球温暖化の危機」のいずれの状況も指標する。ここでは第 3

の危機について示す。 

  

指標別の評価 

○多くの分類群で「第 1 の危機」が主な減少要因として作用しているが、「第 3 の危

機」も減少要因として影響している。 

 

評価の理由 

＜絶滅危惧種の減少要因としての「第 3 の危機」＞ 

最新の環境省レッドリスト 13), 14), 15), 16), 17),18) によれば、わが国に生息・生育する哺乳

類の 26%、鳥類の 15%、爬虫類の 32%、両生類の 34%、汽水・淡水魚類の 37%、維

管束植物の 25%が絶滅したか、絶滅のおそれがあるとされている（データ 4－①:巻

末）。生物分類群ごとの減少要因のうち、「第 3 の危機」に相当する外来種を示す「移

入種」はとりわけ爬虫類において約 70%と高く、他の分類群でも約 20%から 30%を
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占めている（データ 4－⑤:図 II-7）。外来種のうち、一部は侵略的外来種として、在

来種の捕食、在来種との競合、交雑等の種間関係、伝染病の媒介や、生息環境の破壊

等を通して生態系もしくは遺伝的な撹乱を生じさせ、結果として在来種の個体数の減

少や絶滅を引き起こす可能性がある 1)。とりわけ、島嶼の生態系は規模が小さく固有

種が多いため、侵略的外来種の影響が強く懸念され、実際に多くの事例が報告されて

いる 19), 20), 21)。例えば南西諸島では、ジャワマングースによるアマミノクロウサギや

ヤンバルクイナへの影響が懸念されている。 

 

4．損失への対策 

（1）対策 

「第 3 の危機」のうち外来種への対策としては、①侵入の防止、②侵入の初期段階

での発見と対応、③定着した外来種の駆除・管理の各段階に応じた対策を進める必要

がある。 

2005 年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物

法）」が施行され、地方公共団体や民間団体の取組が活発化するなど、外来種のうち

「特定外来生物」や「未判定外来生物」に指定された種の侵入を防ぐ輸入等の規制と、

定着した特定外来生物等の防除が推進されている。新たな侵入の防止策が強化され、

一部の島嶼では計画的な防除によって根絶や個体数の抑制に成功するなどの効果が上

がっているが、既に定着し、分布を拡大している種については、より効率的な捕獲技

術の開発等が必要と考えられる。 

化学物質については、評価期間の後半に化審法による規制が導入されるなど対策が

進められている。 

 

＜外来種等の輸入・飼養等の規制＞ 

2005 年に施行された外来生物法や、それ以前からある植物防疫法や感染症予防法な

どによって、外来種の一部の輸入は制限されている。特定外来生物の飼養、栽培、保

管、運搬や放出を制限する外来生物法にならい、地方公共団体では条例によりこれに

準ずる制度を設けている例がある。また、生物多様性に影響を及ぼす可能性のある遺

伝子組換え生物に関しては、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様

性の確保に関する法律（カルタヘナ法）」によって、その利用に対し事前に生物多様

性の影響についてのリスク評価を行うなどの措置が取られている。 

 

＜侵略的外来種等の防除＞ 

国内に定着して影響を及ぼしている外来種については、島嶼など保護上重要な地域

において自然再生や絶滅危惧種の保護増殖上の問題を取り除くという観点から、環境

省が防除を実施している。また河川管理や道路管理などの一環として外来緑化植物の

駆除等が関係省庁の取組によって進められている。全国各地の地方公共団体、NGO、
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地域住民によっても、例えば、アライグマやオオクチバスなどについて防除の取組が

進められている。 

 

＜化学物質の規制＞ 

1973 年に制定された化審法によって、主に人への影響の観点から、新たな化学物質

の届出や、分解しにくい化学物質の製造・輸入・使用の規制が設けられてきた。2009

年からは、動植物への影響も考慮され、分解されやすい化学物質も含めて規制の対象

とされるようになった。化審法のほか、1948 年に制定され、2003 年に改正された農薬

取締法、1999 年に制定されたダイオキシン類対策特別特措法などによる規制も行われ

ている。 

 

（2）関連する指標 

本評価において「第 3 の危機」に含まれる損失への対策を示す指標と、その評価は

以下のとおりである。 

 

表 II-8 「第 3 の危機」に関する損失への対策を示す指標と評価 

 
 
 
 

評 価 

対策の 

長期的推移 
対策の現在の傾向 

評価 
期間 
前半 

評価 
期間 
後半 

第 1 の

危機 
第 2 の

危機 
第 3 の

危機 
地球温

暖化の

危機 
指標 11 外来種の輸入規制、

防除 

 
 

     

 

 

 凡例 

評価対象 凡 例 

対策の傾向 

増加 横ばい 減少 

 

 
  

 

注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
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指標 11 外来種の輸入規制、防除 

指標の解説 

○侵略的外来種の国内への侵入もしくは定着は、地域固有の生物相や生態系に対して

大きな影響を及ぼす危険性があるため、侵入を水際で防ぐ輸入規制と定着した種に

対する防除が、対策として重要である。したがって、外来種の輸入規制、防除の実

施状況は、「第 3 の危機」への対策を指標する。 

 

指標別の評価 

○2005 年に、従来からの対策に加えて外来生物法が施行されるなど、対策が拡充され

る傾向にある。 

 

評価の理由 

国外からの生物の輸入についての規制は、従来、植物防疫法や感染症予防法等によ

って行われてきたが、生態系や農林水産業等に係る被害を防止する観点から、特定外

来生物等として指定された種への対策等を行う外来生物法が 2005 年に施行された。同

法により 97 種類の特定外来生物が指定され、飼養等及び輸入が禁止されているほか、

未判定外来生物の輸入も規制されている（データ 11－①:表 II-9）。さらに、特定外来

生物及び未判定外来生物に指定されないが生態系等に悪影響を及ぼしうる外来生物は、

要注意外来生物とされ、2009 年までに各分類群から 148 種類が公表されている（デー

タ 11－①）。 

既に定着した外来種の防除については、地方公共団体や民間団体（NGO、漁業協同

組合等）が中心となった取組が始まっている。外来生物法には、地方公共団体や民間

団体が行う防除を国が確認・認定する仕組みが設けられており、2010 年 2 月現在、400

件を超える防除が確認・認定を受けている（データ 11－②:巻末）。また、絶滅危惧種

が生息・生育する一部の島嶼等においては、国による防除の取組が推進されている。

島嶼の場合や分布の限られた種の場合には根絶や個体数の抑制に成功した例があるが、

既に分布を拡大した外来種の防除には、今後も様々な主体による継続した取組が必要

である。 
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表 II-9   特定外来生物、未判定外来生物及び要注意外来生物の種類数（データ 11－

①） 

カテゴリー 哺乳類 鳥類 爬虫類 両生類 魚類 昆虫類
無脊椎
動物
(注1)

植物 合計

特定外来生物 21 4 13 11 13 8 15 12 97

未判定外来生物 11 １ 5 10 14 1 10 2 54

要注意外来生物
（注2）

3 6 9 2 21 7 16 84 148

注 1：昆虫以外の無脊椎動物の合計。  
注 2：要注意外来生物は外来生物法に基づくものではなく、普及啓発目的で選定したもの。 

注 3：2009 年 2 月現在 
出典：環境省資料. 
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第 4 節 地球温暖化の危機の評価 

 

本節では、評価期間中（1950 年代後半～現在）に生物多様性の損失を引き起こした

要因である「地球温暖化の危機」について影響力の程度と傾向を 2 つの指標を用いて

評価し、あわせて関連する対策実施の傾向についても評価する。 

 

1．地球温暖化の危機 

○「地球温暖化の危機」は、地球規模で生じる地球温暖化による生物多様性への影響

である。地球温暖化は、生態系の規模の縮小、質の低下、種の個体数の減少や分布

の縮小を引き起こす要因となる。 

 

2．地球温暖化の危機に含まれる損失要因の評価 

○「地球温暖化の危機」は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において、長期的

には損失要因として作用したことが示唆される。 

○地球温暖化との因果関係について議論があるものの、一部の事例から、気候変動に

よる生物の分布の変化や、生態系への影響が示唆される。 

○今後も気温の上昇等の気候変動が拡大すると予測されており、現在、なお影響が進

む傾向にあるものと考えられる。 
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3．評価の理由 

本評価において「地球温暖化の危機」に含まれる損失の要因を示す指標と、指標別

の評価は以下のとおりである。 

 

表 II-10 「地球温暖化の危機」に含まれる損失の要因を示す指標と評価 

 
 
 

評 価 

影響力の 

長期的推移 

評価期間中の影響力の大きさと 

現在の傾向 

評価 
期間 
前半 

評価 
期間 
後半 

第 1 の

危機 
第 2 の

危機 
第 3 の

危機 
地球 

温暖化

の危機
指標 12 地球温暖化による生
物への影響 

 
 

     

指標 4 再掲 絶滅危惧種の減
少要因（地球温暖化の危機） 

 
 

 
 

    
 
 

? ? ?

 

  
 凡例 

評価対象 凡 例 

評価期間における
影響力の大きさ 

弱い 中程度 強い 非常に強い 

 
 

   

影響力の長期的傾
向及び現在の傾向

減少 横ばい 増大 急速な増大 

 

 

   

 
注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：影響力の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 

 

 

指標 12 地球温暖化による生物への影響 

指標の解説 

○地球温暖化による生物への影響は、種の分布やフェノロジー（生物季節）の変化を

含み、損失要因としての「地球温暖化の危機」を指標する。 

○地球温暖化が進むにともなって、高山植生やサンゴ礁など気候の変化に脆弱な一部

の生態系が損なわれることが懸念されている。 

○地球温暖化にともなう環境変化により、生物の繁殖や季節移動などフェノロジーの

変化等が引き起こされ、移動能力の高い生物の移動経路や分布の変化などが生じる

可能性がある。 
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指標の評価 

○地球温暖化と生態系の変化についての直接的な関連性を示すデータは乏しく、温暖

化を直接的影響として明確に分離することが難しい場合も多い。評価期間中の推移

は不明であるが、複数の分類群の長期的な時系列データから、種の分布やフェノロ

ジーの変化が顕在化する方向で推移しているといえる。 

○一部の生態系は地球温暖化に関連した現象によって影響を受け始めていることが報

告されており、影響が拡大する傾向で推移してきたことが示唆されている。 

 

評価の理由 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第 4 次評価報告書は、過去 50 年で平均気

温は急速に上昇し、その原因は人間活動による温室効果ガスの増加である可能性が非

常に高いとしている 1)。 

現在進行している温室効果ガスの人為的な増加による急速な気候変動は、生物種や

生態系が対応できるスピードを超えており、将来にわたる継続的な気温の上昇傾向に

よって生物の絶滅リスクは今後も高まると予測されている 1), 2)。 

地球温暖化によって、環境が変化し、もともとの種の生息・生育に適さなくなるこ

とが懸念されている。また、一つの生態系に生息・生育する生物でも温度変化に対す

る反応は種や分類群によって異なっていることが知られており 3), 4)、地球温暖化によっ

て、食う、食われるの関係や動物による植物の送受粉や種子散布、昆虫間の寄生など

様々な生物の種間相互作用に不一致が生じる可能性が指摘されている 3), 4)。 

このような生息環境の変化や種間の相互作用の不一致は、大規模な生物の死滅や関

わりのある生物の個体数の減少、また新たな種との置き換えなど生態系に変化を引き

起こす危険性がある 4)。 

わが国では、特に評価期間の後半に全国の平均気温の上昇が観測されており、地球

温暖化が生物多様性に及ぼす影響についての研究が進められている 3), 4)。その結果、い

まだ地球温暖化との因果関係について議論があるものの、主に評価期間の後半におけ

る高山帯やサンゴ礁など一部の生態系の規模の縮小、質の低下の事例が報告されてい

る 5)。後述するように、主に評価期間の後半において、一部の昆虫類や海水魚、底生生

物などの分布限界の北上、一部の鳥類における個体数の変化、一部の植物の開芽、開

花、落葉などフェノロジーの変化、一部地域における鳥類や両生類の繁殖時期などの

フェノロジーの変化が報告されている。 

この他、例えば積雪量の低下によるニホンジカの分布変化と狩猟者の減少による個

体数増加のように、地球温暖化による動植物への影響と地球温暖化以外の人為的影響

が相互に作用し、より大きな影響を生態系に与える場合も考えられる。 
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＜生態系の縮小・消失＞ 

生態系を構成する種が地球温暖化の影響を受けることにより、生態系の構造全体や

規模に変化をもたらす可能性がある。 

物質の循環への影響の事例として、オホーツク海では、1979 年から海氷の減少が確

認され、風上であるユーラシア大陸極東域の地上気温の変動との関連が示唆されてい

る（データ 12－①:巻末）。これによる海洋鉛直循環の弱化にともなう植物プランクト

ンの生産低下が生じており、海洋生態系への影響が懸念されている。鉛直循環への地

球温暖化の影響は池田湖や琵琶湖など湖沼でも懸念されている 6), 7)。 

生物の死滅や減少にかかわる事例として、南西諸島のサンゴ礁海域では、1980 年代

から地球温暖化に関連するとされる海水温の上昇によるサンゴの白化が報告されてい

る。沖縄県で最大のサンゴ礁面積を有する石西礁湖では、1998 年以降に深刻な白化現

象の発生頻度が増加し、サンゴの被度が低下している（データ 12－②:図 II-19）。一方、

一部のサンゴでは分布が北上する等の変化も報告されている 8)。 

生態系の縮小の事例として、北海道アポイ岳では、1970 年代から、木本植物の侵入

による高山草原の急速な減退が報告されており、やはり地球温暖化との関係が指摘さ

れている（データ 12－③:巻末）。同時に各地の高山帯では積雪量の低下等にともなう

シカ、イノシシやサルの侵入も指摘されており 9)、このことも高山植物群落の退行の一

因とされている 10), 11)。 
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注 1：気温 30.0℃を白化差引気温とし,30℃を超えた値の合計を白化気温指数と定義。 
注 2：1988 年も危険範囲にあるが、この年はオニヒトデの食害で気温の影響を受けるサンゴ自体がほとんどな

かった。 
出典：Okamoto M, S Nojima and Y Furushima, 2007: Temperature environments during coral bleaching events 

in Sekisei Lagoon, Bulletin of the Japanese Society of Fisheries Oceanography, 71 (2), 112-121. ほか． 

図 II-19 石西礁湖におけるサンゴの白化と温度の関係（データ 12－②） 
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＜生物の分布の変化＞ 

種はそれぞれの生態学的な特性によって分布が決まっているとされ、地球温暖化に

よる種の分布の変化は、近縁種の分布の重複や既存の種や他種との生物間相互作用に

影響を及ぼす可能性がある。 

評価期間の前半から現在までの間に、チョウ類、トンボ類、カメムシ類などの一部

の種において分布限界が北上していることが確認されており、地球温暖化との関係が

指摘されている。例えばナガサキアゲハは、1940 年代には山口県が北限であったが、

1950 年には広島県や四国で確認されるようになり、現在は東海・関東地方にも分布を

拡大している（データ 12－④:巻末）。タイワンウチワヤンマでも 1970 年代に四国か

ら瀬戸内海を超えて、淡路島、岡山県南端、紀伊半島西端に至り、1990 年代には大阪

平野を経て、琵琶湖に到達していることがわかっている（データ 12－⑤:巻末）。最寒

月の平均気温が低い地域では定着できないミナミアオカメムシの分布は、1960 年代初

めには九州や四国、近畿地方の一部の県のみであったが、2000 年代初めには九州全土

に、四国や近畿地方でも分布を拡大し、東海地方にも進出が確認されている。これら

の種の分布の拡大は平均気温の上昇と連動していることが指摘されている（データ 12

－⑥:巻末）。 

昆虫類以外にも、海域では一部の魚類、甲殻類、貝類などについて分布が北上して

いることが報告されている。例えば、筑前海沿岸の魚類相の調査から、1986 年以降魚

類相に南方系の種が増加していることが明らかになっている。筑前海沿岸域の冬季水

温は 1980 年代以降から年間約 0.1℃/年の速度で上昇していることがわかっており、最

低水温の上昇と南方系の種の加入、定着との関係が示唆されている（データ 12－⑦:巻

末）。 

 

＜個体数の変化＞ 

生物は生息地・生育地の環境収容力によって個体数が制限される。地球温暖化によ

って種の個体数が著しく増加した場合、種の生息地・生育地や移動に利用される地域

の環境に過大な負荷を与え、他の生物の生息・生育にも影響する可能性がある。 

例えば、全国規模で行われるガンカモ類の生息調査から、日本全国におけるコハク

チョウの個体数は評価期後半にあたる 1980 年代以降急激に増加していることが示され

た（データ 12－⑧:巻末）。この要因の一つとして、繁殖地や中継地、越冬地の気温の

上昇によって育つ雛数が増加し、また個体の生存率が上昇することが指摘されている。 

 

＜フェノロジー（生物季節）の変化＞ 

多くの生物はその生活環が気温や日照時間と関連しているとされ、植物の開花時期

は特に温度に敏感であるといわれている。地球温暖化によって植物の開花時期や鳥類

の繁殖時期が変化した場合、その種と生物間相互作用をもつ種のフェノロジーとの間

に不一致が生じ、生態系の維持に支障が生じる可能性がある。 
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評価対象期間の後半から現在までの間に、一部の植物について開花、開芽、落葉な

どフェノロジーの変化が確認されており、地球温暖化との関係が指摘されている。例

えば気象庁の生物季節観測から、1950 年代から現在までに、ソメイヨシノの開花日は

全国 81 か所のうち 31 か所で早まっている傾向がみられた（データ 12－⑨:図 II-20）。

同様に 1950 年代から現在までのウメの開花日も早まっていることが知られており、降

雪量よりも冬季（1 月～3 月）の気温の上昇が開花に影響を与えていることが指摘され

ている。イチョウでも開芽の早まりや落葉の遅延がみられ、いずれも気温の経年変化

との強い相関関係が示されている。また、植物と同様に鳥類や両生類の繁殖時期など

の変化が一部地域で確認されている。例えば 1978 年から 1998 年までに新潟市におけ

るコムクドリの産卵時期は、毎年平均して 0.73 日早まっており、地球温暖化の影響が

示唆されている（データ 12－⑩:巻末）。 

 

 

サ
ク

ラ
の

開
花

日
の

年
変

化
率

2～3月の気温の変化率  
気温の上昇程度と開花日の早期化の程度は、それぞれ年変化率で示している。年変化率は、気温と開花日を

それぞれ年に対して、直線回帰した場合の直線の傾き。 

出典：樋口ほか, 2009: 温暖化が生物季節、分布、個体数に与える影響, 地球環境, 14(2), 189-198.  

図 II-20 ソメイヨシノの開花日の変化と気温との関係（データ 12－⑨） 

 

 

指標 4 再掲 絶滅危惧種の減少要因（地球温暖化の危機関係） 

指標の解説 

○わが国に生息・生育する動植物種のうち、既に絶滅した種または絶滅のおそれがあ

る種が占める割合は、当該種の減少要因によって「第 1 の危機」、「第 2 の危機」、

「第 3 の危機」、「地球温暖化の危機」のいずれの状況も指標する。ここでは「地

球温暖化の危機」について示す。 
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指標の評価  

○地球温暖化による評価期間中の影響力の大きさと現在の傾向を判断するのに十分な

データが得られていない（コラム「地球温暖化の影響：見えるまで待っていてよい

か？」参照）。 

 

4．損失への対策 

（1）対策 

「地球温暖化の危機」に対応するには、第一に地球温暖化の緩和策、すなわち温室

効果ガスの排出削減、第二に地球温暖化への適応策、すなわち地球温暖化により生じ

る環境や生態系の変化への対応の両面が必要である。 

地球温暖化の影響に対する緩和策としては、生物多様性の保全と温暖化の緩和の両

面に役立つような施策が重要である。炭素を固定・貯蔵している森林や湿原・草原な

どの生態系の保全、温室効果ガスの排出を削減する農業の実施、草木質系バイオマス

の利用、住宅用資材としての木材の使用などが検討・実施されている。 

適応策としては、地球温暖化の影響を加速するような、他の人為的影響を抑えるこ

とが必要である。例えば、地球温暖化が生じた場合でも、生物が自然のプロセスとし

て移動できるようにするため、生態系ネットワークの形成などが検討・実施されつつ

ある。また、継続的なモニタリングの実施とデータの活用が進められている。例えば

地球温暖化によって生じる生態系への変化を素早く把握することを目的として、モニ

タリングサイト 1000 によって 2003 年からサンゴ礁で、2009 年からは高山帯などにお

ける定点観測が開始されている。気象庁で収集されている 1950 年代からの気象データ

と生物季節観測に関するデータは多くの研究者に利用され、地球温暖化による生物多

様性への影響が解明されつつある。 

 

（2）関連する指標 

 関連する指標は設けていない。 
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コラム：地球温暖化の影響：見えるまで待っていてよいか？  

地球の歴史のなかでは、たびたび大きな気

候変動が生じてきた。現在は、およそ 4,000

万年ほど前からはじまった氷河時代の最中

である。氷河時代のあいだにも、特に寒冷

な氷期と比較的温暖な間氷期とが繰り返さ

れ、最近数百万年は、4 万年から 10 万年の

周期で氷期と間氷期が交替している。もっ

とも最近の氷期は最終氷期と呼ばれるもの

で 1 万年ほど前に終り、今は間氷期にあた

る。地球上の場所によっても異なるが、最

終氷期のもっとも寒かったころは今よりも

数度は気温が低く、海水面は 100 メートル

以上低かったとされている。 

こうした環境の変化は、そのたびに生物に

大きな影響を与えてきた。氷河が拡大した

り消失したり、あるいは海底だったところ

が陸になったり、また海に飲み込まれたり

といった、物理的に生物の生活場所が変わ

ってしまうことのほか、気温や降水の変化

も大きな影響を与えてきた。化石や花粉の

分析から、気候の変化に応じて生物の分布

範囲が移動したことが確かめられている。 

人間活動によって排出される二酸化炭素な

どの温室効果ガスにより、これから 100 年

で数度という急速な気温上昇がおこると予

想されている。地球温暖化である。過去の

歴史をみるかぎり、予想されている温暖化

が生物に影響を及ぼさないはずはないだろ

う。 

ところで、季節ごとの生物現象をフェノロ

ジー（生物季節）と呼ぶ。たとえば春に桜

が咲くことや秋の紅葉は事例としてわかり

やすい。これらの時期は、その年ごとの気

候の影響を直接受ける。ある年の桜の開花

が早いと、ただちに温暖化の影響だと言わ 

れがちだが、正確にはその年の春が暖かい

ことの反映である。長期的にみて温暖化す

る傾向があるならば、平均的な開花時期が

早くなることも当然だが、ある年の開花時

期だけをみて温暖化の影響かどうかを議

論することはあまり適当ではない。 

一方、生物の分布は長期の気候変化の累積

的な影響を受ける。ただし、年ごとに暖か

かったり寒かったりというランダムな変

動があるために、短期的な観測データから

長期の傾向を検出するのは簡単ではない。

年と年のばらつきの大きさは、予想される

温暖化による 1 年間の温度変化率よりも 1

桁から 2 桁も大きい。もしも気候条件が生

物の分布の限界を決めているならば、分布

も年ごとに大きく動くかもしれないし、樹

木やカタツムリなどのようにそれほど素

早く移動できない生き物であれば、過去の

特に寒い年に暖かいところまで撤退した

状態からの回復途中かもしれない。いずれ

にせよ、長期的な温暖化傾向と対応した変

化がはっきりと観察されるとは考えにく

いといえる。 

温暖化の生物への影響がただちには検出

できないからといって、影響がないとか、

影響を無視してよいということにはなら

ない。数十年から数百年の時間スケールで

考えれば、影響がないはずがないだろう。

そのなかで、生態系サービスの変質のよう

に人間にとって不都合な事態や、種の絶滅

のように取り返しがつかない不可逆的な

変化を予想し、予防策を考えられるものに

ついては策を講じておくことが必要であ

る。 

（委員 竹中明夫）
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第 5 節 損失への対策の基盤 

 

本節では、生物多様性の損失への対策を講ずるにあたっての基盤として、生物多様性

に対する国民の認識の広がりと、生物多様性分野における海外への技術移転・資金供与

について評価する。 

本評価において損失への対策の基盤を示す指標と、指標別の評価は以下のとおりであ

る。 

 

表 II-11 「損失への基盤」を示す指標と評価 

 
 
 
 

評 価 

長期的推移 

現在の

状況と

傾向 

評価 
期間 
前半 

評価 
期間 
後半 

指標 13 生物多様性の認知

度 
   

 

 

指標 14 海外への技術移

転、資金供与 
   

?

*1

 

 

 凡例 

評価対象 凡 例 

対策の傾向 

増加 横ばい 減少 

 

 
  

 
注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：「＊」は、当該指標が評価する要素やデータが複数あり、全体の傾向の評価と異なる傾向を示す要素や
データが存在することに特に留意が必要であることを示す。 
＊1： 指標 13 の評価参照 
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指標 13 生物多様性の認知度 

指標の解説 

○「生物多様性」という言葉が社会に認知されている度合は、特定の損失要因への対

策を指標するわけではないが、損失への対策を行うための社会的な基盤の形成を指

標する。 

○損失への対策を行うためには、幅広く国民が生物多様性の保全の重要性について認

識し、社会全体で取り組んでいくことが必要である。 

 

指標の評価 

○生物多様性の認知度について、1990 年代以前のデータはない。2010 年目標が採択され

た 2004 年以降の「生物多様性」の認知度はわずかに増えている傾向がみられるものの、

依然として低い状況にある。 

＊1（表 II-11 参照）: 認知度の増加はわずかであり、対策の基盤が強化されていると評価するのが妥

当か特に留意が必要である。 

 

評価の理由 

2002 年の環境省のアンケート調査では、「生物多様性」の意味を知っている人は 10％、

意味は知らないが言葉を聞いたことがある人を含めても 30％であった。2009 年の内閣

府のアンケート調査では、「生物多様性」の言葉の意味を知っている人は 13％、意味

は知らないが言葉を聞いたことがある人を含めると 36％であった（データ 13－①:図

II-21）。 

 

 

12.8%

9.8%

23.6%

20.4%

61.5%

69.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009年

2002年

言葉の意味を知っている 意味は知らないが言葉は聞いたことがある 聞いたこともない  
出典：新・生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果（第 2 回）、内閣府大臣官房政府広報室, 2009: 環境問

題に関する世論調査.  

図 II-21 生物多様性の認知度（データ 13－①） 

 



第 II 章 第 5 節 損失への対策の基盤 
92 

 

指標 14 海外への技術移転、資金供与 

指標の解説 

○生物多様性分野における海外への技術移転、資金供与は、生物多様性条約の求める

ところでもあるが、わが国の生物多様性の損失への対策を間接的に指標する。 

○わが国の国民生活は国外の生物資源を利用して成り立っている。それによって国内

の生物多様性に与える「第 1 の危機」の負荷は軽減されているとみることができる。 

○渡り鳥などの移動性の高い動物は、わが国の生態系の一部を構成するが、これらは

国内で対策を講じるのみでは保全することができない。 

○地球温暖化がわが国の生物多様性に影響を及ぼすことが予測されているが、国内に

おける対策だけでは十分ではない。 

 

指標別の評価 

○海外への技術移転、資金供与の規模は、評価期間の後半において、次第に拡充され

ている。 

○海外への資金供与は環境 ODA に加えて、生物多様性の保全に関連する基金等に高い

割合で拠出しているなど、近年も取組が始められている。 

○海外への技術移転については、政府による技術協力プロジェクトが拡充され、アジ

ア・太平洋地域のほか中南米やアフリカなどで実施されている。近年、民間企業、

非営利団体、研究者等による取組も始められている。 

 

評価の理由 

＜生物多様性に関するわが国の政府開発援助＞ 

わが国は環境分野における政府開発援助（環境 ODA）を充実させてきた。このうち

一定の割合を生物多様性関係の援助が占めている。環境 ODA の金額は、1990 年代を通

じて増加する傾向にあり、その後、年間 3,000 億円～4,000 億円程度で推移している。

ODA 全体に占める割合も、1990 年代以降増加しており、近年は 30～40%程度で推移し

ている（データ 14－①:図 II-22）。2003 年から 2005 年までの、わが国の環境 ODA の

拠出額 673 百万ドルのうち、「生物多様性」を内容とするものが 160 百万ドル、「生

物圏の保護」を内容とするものが 77 百万ドルを占めている。 

環境 ODA の活動としては、相手国と協議を重ねて作成した計画に基づいて、わが国

からの機材供与、専門家の派遣及び相手国の研修員受入などを長期的に行う技術協力

プロジェクトや相手国の社会経済的発展に寄与する公共事業の計画策定を支援するた

めの開発調査などが行われている。 
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環境政策

管理運営
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生物多様性
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洪水防止

／抑制

１５８
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１

環境教育

／研修

４
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注 1：2003 年～2005 年の合計（約束額ベース）。   

無償資金協力、有償資金協力、技術協力を含む。 
日本は 2003 年から技術協力の実績を DAC（OECD 開発援助委員会）に報告している。 
四捨五入の関係上、合計は一致しない場合もある。 

      DAC 統計の一般的環境分野は他の分野に含むことが可能な環境案件は省かれている。 
出典：OECD/DAC 資料、OECD/DAC・CRS オンラインデータベース. 

図 II-22 日本の環境分野における ODA 金額の推移と生物多様性関係の占める割合 

（データ 14－①） 

 

 

＜主な基金へのわが国の拠出割合＞ 

生物多様性保全に関連する主な基金等に対し、わが国が拠出している割合は高い。

開発途上国における生物多様性ホットスポット（生物多様性が高いながらも絶滅危惧

種が数多く生息し、かつ危機的状態にある地域）で保全活動を行う民間団体への助成

を行う CEPF（クリティカル・エコシステム・パートナーシップ基金）については、わ

が国の拠出割合は総額の 38%にあたり、地球環境ファシリティーに次いで第 2 位（1999

～2009 年の合計）である（データ 14－②:図 II-23）。また、開発途上国などにおける

温室効果ガス排出削減事業を推進する FCPF（世界銀行の森林炭素パートナーシップ機

構）については、わが国の拠出割合は 9%でオーストラリアなどに次いで第 5 位（2009

年）である（データ 14－②）。さらに開発に整合する気候変動対策に取り組む途上国

を支援する CIF（気候変動投資基金）については、わが国の拠出割合は 19%で英米に次

いで第 3 位である（データ 14－②）。開発途上国における地球環境保全への取組を支

援するための多国間援助である GEF（地球環境ファシリティ）について、日本はパイ

ロットフェーズ発足時より拠出しており、GEF1～4 の全てのフェーズにおいて、拠出

額はアメリカ合衆国に次いで第 2 位である。 
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    途上国におけるホットスポットの保全プログラムの支援。  
注 2：地球環境ファシリティー：世界銀行、UNDP、UNEP 等の既存組織を活用した資金メカニズム  
注 3：FCPF; 世界銀行の森林炭素パートナーシップ機構（2009 年）  
    開発途上国の森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減を支援。  
注 4：CIF; 気候変動投資基金（2009 年） 
    追加協調融資を含む気候変動への適応、森林減少、クリーン技術の普及、低炭素経済への移行等の気

候変動対策に取り組む途上国を支援。 
拠出割合 6 位以下の国はオーストラリア 2%、スウェーデン 1%、オランダ 1%、ノルウェー1%、スイス 0.3% 

出典：Conservation International 資料、FCPF 資料、世界銀行資料. 

図 II-23  生物多様性の保全に関連する基金等へ日本の拠出割合（データ 14－②） 
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＜生物多様性分野の技術協力＞ 

 わが国は、生物多様性分野における技術協力を充実させてきた。国際協力機構（JICA）

による生物多様性分野の技術協力プロジェクトの実施件数は、2000 年代前半には年間 30 件

程度であったが、後半には年間 70～80 件程度で推移している（データ 14－③:図 II-24）。地

域別には、2000 年代前半には東南アジアの件数が多く、東アジア、南アジア、大洋州など

のアジア太平洋地域での実施が過半を占めていたが、後半には、主に中南米やアフリカで

の実施件数が増加している。 

 プロジェクトの内容は、生物多様性保全に関する政策整備や研究活動、絶滅危惧種の保

全、国立公園等の保護・管理強化など保全に関わるもの、アグロフォレストリーや環境保

全型農業など持続可能な利用に関わるもの、その他、温暖化対策、侵略的外来種対策、エ

コツーリズム、シードバンク、人材育成など多岐にわたる。例えば、1992 年から 2008 年ま

で 13 年間にわたって、インドネシア科学院と森林省に協力した「インドネシア生物多様性

保全計画」では、標本の保存体制とデータベース整備、国立公園の環境調査と管理計画作

成、公園周辺のコミュニティの地域振興、研究者・行政官の能力向上などの成果を上げて

いる。 
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注 1：①生物多様性の保護、②自然資源の持続可能な利用、③生物多様性への脅威の軽減（温暖化対策含

む）、④住民に対する財やサービスの維持、⑤地域社会の伝統的知識、慣習の維持、⑥遺伝資源による

平等な利益の共有、⑦生物多様性保全のための人的・科学的・技術的能力の向上の７分野に該当する

技術協力プロジェクト 
注 2：当該年の一部でも実施期間に含むプロジェクトの件数を集計した。 
出典：財団法人自然環境研究センター, 2010: CBD COP10 に向けた生物多様性分野の協力事例の分析と事

業展開の検討（プロジェクト研究）報告書. 

図 II-24  国際協力機構（JICA）による生物多様性分野の技術協力プロジェクトの地域

別件数（注 1、注 2）（データ 14－③） 
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第 III 章 生物多様性の損失の状態の評価 
 

本章では、評価期間中（1950 年代後半～現在）に生物多様性の損失の状態について生

態系ごとに損失の大きさと傾向を評価する。また生態系ごとに対策の実施についても評

価する。  

 

第 1 節 森林生態系の評価 

 

本節では、評価期間中（1950 年代後半～現在）の森林生態系における生物多様性の損

失の大きさと傾向を 4 つの指標を用いて評価し、あわせて対策についても評価する。  

 

1．森林生態系における損失の評価 

○森林生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において損なわれてお

り、長期的には悪化する傾向で推移している。 

○森林全体の規模に大きな変化はみられないが、人工林への転換等によって自然性の

高い森林が減少した。森林の連続性も低下している（第 1 の危機）。 

○評価期間後半を通して、自然性の高い森林の減少速度は低下したものの、二次林や

人工林の生態系の質が低下する傾向にある（第 2 の危機）。 

○近年、シカの個体数の増加、分布の拡大による樹木や下層植生に対するの被害が顕

在化している。また、地球温暖化によると思われる高山植生への影響等が報告され

ている（第 2 の危機、地球温暖化の危機）。 

○現在、社会経済状況の変化によって、森林における開発や改変の圧力は低下してい

るが、継続的な影響が懸念される。 
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2．評価の理由 

本評価において、森林生態系における生物多様性の損失の状態を示す指標と、指標別

の評価は以下のとおりである。 

 

表 III-1 森林生態系における生物多様性の損失の状態を示す指標と評価 

 

指 標 

評 価 

長期的推移 現在の

損失と

傾向 

評価 

期間 

前半 

評価 

期間 

後半 

森林生態系の指標 

指標 15 森林生態系の規模・質  
 

  
 

 

指標 16 森林生態系の連続性 

 

 
 

  
 
 

指標 17 森林生態系に生息・生育する

種の個体数・分布 

   
 

 

指標 18 人工林の利用と管理 

 

   
 
 

*1

*2

 

注：評価期間当初（1950 年代後半）の生態系の状態を基本として評価した。 

 

凡例 

評価対象 凡 例

損失の大きさ 
損なわれていない

やや 
損なわれている 損なわれている 

大きく 
損なわれている 

   
 

 

状態の傾向 
回復 横ばい 損失 急速な損失 

 
 

   

 
注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：損失の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 
注：「＊」は、当該指標に関連する要素やデータが複数あり、全体の損失の大きさや傾向の評価と異なる傾

向を示す要素やデータが存在することに特に留意が必要であることを示す。 
   ＊1： 指標 15 の評価を参照 
   ＊2： 指標 17 の評価を参照 
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指標 15 森林生態系の規模・質 

指標の解説 

○森林生態系の規模・質は、主に「第 1 の危機」と「第 2 の危機」に関係する損失の

状態を示す指標であるが、「第 3 の危機」、「地球温暖化の危機」にも関係する。 

○森林の開発・改変は、森林全体の面積や、地域を特徴づける林相や自然性の高い森

林の面積を縮小させる（第 1 の危機）。 

○人間活動の縮小による利用の低下や管理の不足は二次林の生態系としての質を低下

させる（第 2 の危機）。その一方で管理放棄された二次林が、植生遷移により自然

林に近づいていく場合もみられる。 

○外来種の侵入（第 3 の危機）や地球温暖化の影響（地球温暖化の危機）によっても

森林生態系の規模の縮小や質の低下がもたらされる。 

 

指標別の評価 

○森林全体の面積は維持されているが、自然性の高い森林（自然林・二次林）の面積

は減少傾向にある。 

○現在、「第 1 の危機」に関しては全国的に開発の圧力が低下しているものの、小規

模な、あるいは地域的な開発は継続している。長期的には、「第 2 の危機」による

二次林や人工林の生息地・生育地や生態系の質の低下が懸念される。 

＊1（表 III-1 参照）： 評価期間前半の自然林の規模については全体の評価と異なる傾向を示す可

能性があることに特に留意が必要である。 

 

評価の理由  

＜自然性の高い森林の改変＞ 

わが国の森林面積は約 25 万 km2 で、国土の 67%を占めている。評価期間前半の 1966

年における森林面積は、評価期間以前の 1943 年から増加し、その後評価期間中を通し

て維持されてきた一方で、1943 年から 1980 年代にかけて森林面積に占める自然性の高

い森林（自然林・二次林）の面積は大きく減少する傾向がみられた（データ 15－①:図

III-1）。この背景の一つとして第二次世界大戦直後からの木材需要の高まりによる大規

模な伐採とそれにともなってのスギ・ヒノキ等単一樹種による大規模な拡大造林が行

われたことが挙げられる（データ 15－②:図 III-2）。また、1960 年の高度経済成長期、

1980 年代後半のバブル経済期には森林から農地、宅地、工場、レジャー施設への転用

が進み、森林が減少した（データ 1－⑦:巻末）。歴史的に改変の進んだ西日本では自

然林（常緑広葉樹林）の面積はわずかしか残っておらず、こうした変化による平野部

の二次林等に依存する一部の希少種への影響が示唆されている 1)。 
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注 1：天然林は人工林以外の森林で自然林・二次林に相当する。  
出典：林野庁, 森林資源現況調査、同, 林野面積累年統計.

図 III-1  森林面積（天然林・人工林）の推移 （データ 15－①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：総務省統計局, 日本長期統計総覧、林野庁, 森林・林業統計要覧.

図 III-2 人工造林面積の推移（データ 15－②） 
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＜森林管理の低下＞ 

1960 年代以降、エネルギー革命による化石燃料への転換等を背景に、薪炭の生産量

が急減するなど（データ 7－③:図 II-12）、二次林の多くが経済的価値を失い、放置さ

れるようになった。 

二次林における人間活動の縮小は、評価期間の後半を通して、例えば薪炭林などと

して使われてきた明るい林床を有した二次林の多くを、高齢化した樹木やタケ・ササ

類が密生する暗い雑木林へ変化させてきた。二次林の適切な管理の縮小による継続的

な質の低下による、森林生態系の一部を構成する生物の生息・生育環境の質の低下が

示唆されている 2)。 

 

＜ニホンジカによる植生の被害等＞ 

ニホンジカが分布する 5km メッシュ数は、1978 年の 4,220 メッシュから 2003 年の

7,344 メッシュへと大幅に増加した（データ 15－③:図 III-3）。この背景としては、狩

猟者の高齢化や減少によるシカに対する捕獲圧の低下や、冬の積雪量の低下による冬

期の死亡率の低下が指摘されている 3)。シカの個体数と分布の急速な増加により、自然

林等の下層植生や樹木（樹皮）に過剰な採食圧がかかっており 4)、また人工林や農地に

おける同様の影響や、湿原に生育する植物や高山植物への影響が生じることも指摘さ

れている 5), 6)。さらに、シカの分布の拡大や過密化は、土壌の流出や斜面の崩壊 7), 8)、

森林樹木の更新や再生の阻害などの二次的な破壊や森林生態系の撹乱（かくらん）の

要因となることが指摘されるなど 9), 10)、全国的に大きな損失を引き起こすおそれがあ

る。 

BOX 6 シカによる植生への影響と対策 

ニホンジカは絶滅が心配された時期もあったが、近年は全国的に個体数が増加して

いる。この増加にともない各地の森で林床の植物が食い荒らされる問題が起きてい

る。 

そうした事例として神奈川県丹沢地域がある。ここでは 1980 年代にシカの被害が

出始め、1990 年代以降には高標高の自然林地域でも林床のササ類が消失したり、ク

ガイソウ等の植物が絶滅危惧種になったりといった被害が生じている。そのため

1990 年代と 2000 年代の 2 回にわたり総合的な環境調査が行われ、現在はそれらを

受けてシカを適正な生息数まで減少させる管理捕獲や一定の地域にシカの侵入を

防ぐ柵の設置等の様々な自然再生の取組みが行われている。そうした対策の結果、

柵内などの一部地域ではクルマユリ等の絶滅危惧種が復活するといった成果がみ

られるようになってきている。 
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注 1：年次は調査が実施された年度等を示しており厳密に当該年の実態を示したものとは限らない。 

「1978 年」は 1978 年度調査のデータ、「2003 年」は 2000-2004 年度調査のデータである。 
出典：環境庁, 自然環境保全基礎調査動物分布調査（第 2 回）、環境省, 自然環境保全基礎調査種の多
様性調査哺乳類分布調査（第 6 回）、林野庁, 環境庁, 環境省，鳥獣関係統計.

図 III-3  ニホンジカの分布変化と捕獲数の推移（データ 15－③） 
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＜森林病害虫による被害＞ 

利用・管理の縮小による二次林の高齢化や枯死木の放置は、カシノナガキクイムシ

によって媒介されるナラ菌によるナラ枯れ、1900 年代初めに北アメリカから非意図的

に持ち込まれた森林病害虫のマツノザイセンチュウによるマツ枯れの被害を拡大させ

ることが指摘されている 11)。マツ枯れの被害量は 1950 年以降、特に 1980 年頃に急激

に増加した。1980 年代後半以降は再び減少傾向にあるが、依然として 1980 年以前より

も高い水準で被害量は推移している（データ 15－④:巻末）。また、森林病害虫の被害

の拡大では地球温暖化の影響も指摘されており、既に温暖な地域への病原を持った媒

介昆虫の侵入、気温上昇による寒冷地側でのマツ枯れ危険地帯の拡大などが挙げられ

ている 12)。例えば、マツノザイセンチュウの被害は 1980 年には西日本で約 70%を占め

ていたが、1985 年以降は東北地方や北陸地方での被害が増加傾向にある（データ 15－

④:巻末）。 

 

＜地球温暖化＞ 

森林の中でも山地の生態系については、地球温暖化の影響が懸念されている。特に、

低標高に生息していた生物の高山帯への分布拡大、ブナ林等の冷温帯自然林や標高の

低い山地もしくは低緯度地方の高山植生の縮小・衰退、また高山に特徴的な種などに

対する影響が懸念されている 13), 14)。 

 

指標 16 森林生態系の連続性 

指標の評価 

○自然性の高い森林（自然林・二次林）、人工林のいずれについても、開発・改変に

よって森林のまとまりが分断されることは、その連続性を低下させて森林に生息・

生育する生物の移動や交流を妨げる。したがって，森林生態系の連続性は、主に、

「第 1 の危機」に関係する損失の状態を示す指標といえる。 

 

指標別の評価 

○現在、脊梁山脈の縁辺にある森林は他の土地利用によって分断されている。 

○本指標の傾向を示す長期的なデータはないが、悪化してきた傾向があると推測され

る。全国的な開発圧力の低下により、その傾向は緩和されている可能性がある。 

 

評価の理由 

森林の連続性の低下は生物の移動と交流を妨げるため、生物多様性への影響が懸念

されている。 

現在、脊梁山脈に沿って連続性の比較的高い森林があり、農地、市街地といった他

の土地利用や道路などにより分断された森林がこれを取り巻いている。北海道、東北、
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中部地方では分断度が低く、関西、中国、九州地方では連続性の低い傾向がみられる

（データ 16－①:図 III-4）。 

現在では、開発圧力の緩和にともない分断化の進行速度は緩やかになっているとい

われているが、高度経済成長期以降の森林伐採などの進展、人工造林の急速な進展に

よる大規模な人工林との置き換えは自然性の高い森林を分断してきた 1), 17)。 
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500x500m ピクセルの場合のピクセル内森林率の分布 

 
4,000x4,000m ピクセルの場合のピクセル内森林率の分布 
 
全国をピクセルと呼ばれる枡目に区切り、それぞれの森林率に応じてピクセルを色分けすることにより
作成したもの。森林の分断度が低いほど、ピクセルを大きくしてもピクセル内の森林率は高いまま保た
れる。 
出典：林野庁, 2009: 森林資源調査データによる動態変化解析事業報告書.

図 III-4  森林の分断状況（データ 16－①） 
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指標 17 森林生態系に生息・生育する種の個体数・分布 

指標の解説 

○森林生態系に生息・生育する種の個体数・分布は、「第 1 の危機」、「第 2 の危機」、

「第 3 の危機」、「地球温暖化の危機」に関係する損失の状態を示す指標である。 

○開発・改変による森林の縮小や分断化（第 1 の危機）、捕獲・採集等の野生生物の

直接的な利用（第 1 の危機等）、人間活動の縮小等による生態系の質の低下（第 2

の危機等）、外来種の影響（第 3 の危機）などは、森林に生息・生育する野生生物

の個体数や分布をしばしば減少・縮小させる。 

 

指標別の評価 

○一部の地域や一部の分類群については、森林に生息・生育する種の個体数は減少し、

または分布が縮小している。 

＊2（表 III-1 参照）： 分類群や種によって異なる傾向があり、損失の大きさや傾向の全体的な評価

と異なるデータがあることに留意が必要である。 

 

評価の理由 

＜森林の縮小、分断化にともなう変化＞ 

自然性の高い森林（自然林・二次林）の減少、質の変化や分断化は森林性の動物な

どの種の組成、分布、個体数に変化をもたらす要因の一つとなっている 18), 19), 20)。例え

ば評価期間の前半の高度経済成長期において自然性の高い森林（自然林・二次林）の

伐採にともなう大径木の減少や樹種の単純化は、自然の樹洞などを利用する森林性の

生物や 1), 21)、自然林に生育する着生・林床性コケ植物などの植物を減少させた要因と

して指摘されている 22)。生息のために広い森林を必要とするヒグマ・ツキノワグマで

は、1980 年代以降北海道や東北地方での分布が拡大している一方で、紀伊半島・四国

など個体群が孤立し人工林化が進んだ分布域では個体群の存続が危ぶまれている（デ

ータ 17－①:巻末）。評価期間後半には開発圧は低下しているが、生息に好適な落葉広

葉樹林等の自然性の高い森林（自然林・二次林）の減少や分断化による森林性の種の

分布の隔離や移動の制限 23)、繁殖率の低下や遺伝的多様性の損失は、依然として懸念

されている 24)。 

 

＜森林利用の縮小にともなう変化＞ 

利用・管理の縮小による二次林や人工林の環境の変化は、そこに生息・生育する生

物の分布状況に影響を与えることが指摘されている 25), 26), 27)。例えば、森林性鳥類につ

いて「生きている地球指数」（LPI ：Living Planet Index）28） を用いて 1978 年に対す

る 1997-2002 年の鳥類の分布範囲の変化をみると、遷移初期の環境を利用する種の分布

範囲は顕著な減少を示している（データ 17－②:図 III-5）。また、東南アジアなど国外

から渡来する種の分布範囲も減少傾向がみられる（データ 17－②）。また、人工林が
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定期的に伐採・更新されなくなったことはイヌワシの繁殖に影響をもたらしたと指摘

されている 29)。 
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1978 年における分布を基準点として「指数 100」とした。LPI は基準点に対する相対的な変化率を表す。
Yamaura et al. 2009 を改変。 
原図出典：Yamaura Y., Amano T., Mitsuda Y., Taki H. and Okabe K 2009: Does land-use change affect 

biodiversity dynamics at macroecological scale? A case study of birds over the past 20 years in 
Japan, Animal Conservation, 12, 110-119.

図 III-5 「生きている地球指数」（LPI ：Living Planet Index）  

1978 年に対する 1997-2002 年の鳥類の分布範囲の変化（データ 17－②） 

 

 

＜観賞目的の生物の乱獲・盗掘の影響＞ 

高度経済成長期以降、国民の生活が豊かになったことでペットや園芸の需要が急速

に増加し、希少種など一部の森林性動植物（昆虫類、ラン科植物など）の観賞目的の

乱獲・盗掘が問題となっている。 

 

＜山岳地域への影響＞ 

登山の対象となる一部の山岳において登山道周辺の裸地化の進行や、個体数が増加

したシカによる高山の植生への影響が指摘される一方で 5), 6)、地球温暖化による気温の

上昇や降水量の変化など複合的な影響にともない、高山植生が森林に変化する可能性

も懸念されている。 
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BOX 7 登山道の裸地化への対策―大雪山における登山道整備 

1990 年代からの日本百名山ブーム等で一部

の有名な山へ登山者が集中し、登山道の土壌

侵食や周辺植生の破壊・消失が問題となっ

た。また、利用集中と登山道荒廃への対処と

して登山道を整備した結果、周辺景観等にな

じまない過剰整備との批判が生じる例もあ

った。こうした状況に対し、環境省では平成

11 年度～13 年度に「登山道のあり方検討会」

を設置し、登山道整備・維持管理のレベル分

けの考え方や、自然環境に配慮した登山道整

備手法等を検討してきた。その結果、例えば

大雪山国立公園では、ROS （Recreation 

Opportunity Spectrum）* を用いた登山道の管

理水準の策定、近自然工法（伝統的な石組み

技術）を用いた登山道整備等の対策が進められている。 

 

*ROS: 利用者のレクリエーション体験を考慮し、空間の質の違いに応じて地域区分を行って、

それぞれの地域ごとに管理目標を設定するレクリエーション空間の計画・管理方法の概念 30) 

 

 

 

指標 18 人工林の利用・管理 

指標の解説 

○人間活動の縮小による人工林の利用の低下や管理不足は生態系としての質を低下さ

せ、森林の生物資源の状況に負の影響を及ぼす（第 2 の危機）。したがって、人工

林の利用・管理の状況は、森林生態系における「第 2 の危機」に関係する損失の状

態を示す指標と考えることができる。 

 

指標別の評価 

○拡大造林後の人工林における森林資源の利用の縮小や管理の不足は、これらの生態

系の質の低下につながった可能性がある。 

 

 

 

 
近自然工法を用いた登山道整備 



生物多様性総合評価報告書  
 

第 III 章 第 1 節 森林生態系の評価 
109 

評価の理由 

＜林業生産活動の停滞＞ 

森林内の材積を表す森林蓄積量は、とりわけ人工林での増加によって 1960 年代の約

18.9 億 m3 から現在の約 40.4 億 m3 に倍増した（データ 15－②:図 III-2、18－①:巻末）。

評価期間後半を通しての森林蓄積量の増加の背景には、人工林における樹木の成長量

が多い一方で、1960 年の木材輸入の自由化と併せて国内の二次林、人工林で生産され

た木材の利用が低下し、国外からの木材の輸入によって国内需要を満たしていること

がある。 

評価期間の当初（1950 年代後半）には、高度経済成長にともなって建材等の需要が

高まり、国内の針葉樹林・広葉樹林が大規模に伐採され、用材自給率は約 90%に達し

ていた（データ 18－②:巻末）。しかし、1960 年代の自由化を境に木材輸入量は急増し、

1980 年代後半以降は約 6～9 億 m3 の間で推移した（データ 18－②:巻末）。用材自給率、

素材生産量ともに 1960 年代を境に急減し、1990 年代後半以降はそれぞれ約 20％、約

50％に落ち込んだ（データ 18－②:巻末）。他方で、わが国の木材の輸入先国では森林

の減少が問題として指摘されており（データ 18－③:巻末）、違法伐採材の流通を含め

森林の伐採による木材輸出国の森林生態系への負の影響が指摘されるようになった 31)。 

国内の森林蓄積量の増加とともに、間伐を中心とした、植林、下刈、などの管理作

業を要する齢級の人工林は増加しているが、間伐等の森林施業は不十分であると指摘

されている 32)。人工林の管理放棄は下層植生を衰退させ、草食動物等や開けた土地を

好む種の生息域を狭めることが懸念されている 32)。管理の縮小の背景として林業の採

算性の低下等が指摘されている 32)。近年では生物多様性の保全を含めた森林計画の一

環として 2007 年度から 6 年間で 3.3 万 km2 の間伐の実施と多様な森林づくりを目標と

した「美しい森づくり推進国民運動」などが推進されており、2007 年度における間伐

の実施面積は約 5,210km2であった。 

 

3．損失への対策 

森林においては、保護地域の指定と管理による保護対策の強化、森林の連続性の確

保のための生態系ネットワークの構築に関する取組、野生生物の生息地・生育地とし

ての森林に着目した森林施業や保護増殖等が進められ、一定の効果をあげてきた。そ

の一方で低下した森林の管理水準を回復させるための施策のより一層の充実をはじめ、

引き続き取組を強化していくことが必要と考えられる。 

 

＜森林における保護地域等＞ 

わが国の森林生態系は、例えば脊梁山地を中心に分布するような特に自然性の高い

森林については、自然環境保全地域等、自然公園、鳥獣保護区、森林生態系保護地域

などの保護地域による一定程度の保護が 1960 年代から進められてきた。また、秋田県

の森吉山麓高原、紀伊半島の大台ヶ原などにおける森林の自然再生事業や、森林の連
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続性の確保にも力を注いでおり、国有林における「緑の回廊」の設定など、分断化さ

れた森林をつなぐ生態系ネットワークの構築などの対策が実施されている。その一方

で里地里山等の二次林や一部の自然性の高い森林、例えば沖縄本島北部や奄美大島の

照葉樹林などはその大部分が保護地域とされていない。 

 

＜森林に生息・生育する生物の保護と管理＞ 

森林に生息・生育する生物のうち、生息状況が懸念される一部の種については鳥獣

保護法、種の保存法などによる捕獲等の規制や保護増殖の取組が進められている。ま

た、個体数が過剰に増加した種による森林被害を防止するため、捕獲による個体数調

整や被害防止施設の設置などが行われている。 

 

＜生物多様性への配慮と持続可能な利用＞ 

保護林や緑の回廊の設定のほか、野生動植物の生息・生育環境に配慮した施業が国

有林野の管理経営で推進されている。また、生態系や生物多様性に配慮した林業技術

や森林施業の導入が始められている。例えば、森林の生物多様性の保全を含む多面的

機能を発揮させるため、森林・林業基本計画の区分に応じた複層林施業などの生物多

様性に配慮した林業技術の導入が進み、間伐の推進や、広葉樹林化、長伐期化などに

よる多様な環境を含む森林への誘導が開始されている。また施業の実施にあたっては、

適切な森林経営や持続可能な森林経営をしている森林であることを示す森林認証の取

得などの取組が始められている（BOX8 参照）。 

 

BOX 8  森林認証制度 

独立した第三者機関が、森林管理をある基準に照らし合わせ、それを満たしている

かどうかを評価・認証していく制度を「森林認証制度」という。森林環境保全に配

慮し、地域社会の利益にもかない、経済的にも継続可能な形で生産された木材を認

証する。認証された木材・木材製品には認証機関のロゴマークが付けられ、それら

を幅広く流通させることにより、認証機関のロゴマークが入った製品を購入した消

費者も森林管理者も、森林保全に間接的に関与できる仕組みである。代表的な森林

認証機関である FSC （Forest Stewardship Council、森林管理協議会） によれば、2009

年 9 月の時点で世界 82 カ国、991 カ所 1,156,056km2が同協議会による森林管理認

証を受けている。日本では、2010 年 3 月の時点で、32 カ所 3,667km2の森林が森林

管理認証を受けている。 

（出典：森林管理協議会, 2010: 日本の FM 認証状況、同, 2010: 世界の認証状況. 

http://www.forsta.or.jp/fsc/） 
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＜林業・山村の活性化等＞ 

林業・山村の活性化を通して林業生産活動の停滞などによる森林の管理水準の低下

などに対応するため、国産材の利用の促進、新規就業者の確保や都市と山村の交流・

定住の促進などが図られている。また、水源税や森林環境税などを導入する地方公共

団体も増え、それによって間伐などの人工林管理や生態系保全を促進しようとする動

きも顕著になってきた。 

 

＜森林生態系における調査・情報整備＞ 

自然環境保全基礎調査などにより、森林や高山帯における調査・情報整備が進めら

れている。わが国の代表的な生態系の長期的なモニタリングを行う「モニタリングサ

イト 1000」事業の「森林・草原」、「高山帯」の調査サイトで継続的なデータの収集

が始められている。
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第 2 節 農地生態系の評価 

 

本節では、評価期間中（1950年代後半～現在）の農地生態系における生物多様性の損

失の大きさと傾向を 3つの指標を用いて評価し、あわせて対策についても評価する。 

 

1．農地生態系における損失の評価 

○農地生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において損なわれてお

り、長期的には悪化する傾向で推移している。 

○主に評価期間前半に進んだ宅地等の開発や農業・農法の変化によって、農地生態系

の規模の縮小や質の低下がみられた（第 1 の危機）。 

○主に評価期間前半に進んだ草原の利用の縮小、主に評価期間後半に進んだ農地の利

用の縮小によって、農地生態系の規模の縮小や質の低下がみられた（第 2 の危機）。 

○現在、社会経済状況の変化によって、開発・改変や農業・農法の変化による圧力は

低下しているが、継続的な影響が懸念される。また、農地等の利用・管理の低下に

よる影響が増大することが懸念される。 
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2．評価の理由 

本評価において、農地生態系における生物多様性の損失の状態を示す指標と、指標別

の評価は以下のとおりである。 

 

表 III-2 農地生態系における生物多様性の損失の状態を示す指標と評価 

*1

*2

  

指 標 

評 価 

長期的推移 現在の

損失と

傾向 

評価 

期間 

前半 

評価 

期間 

後半 

農地生態系の指標 

指標 19 農地生態系の規模・質  
 

  
 

 

指標 20 農地生態系に生息・生育する種

の個体数・分布 

   
 

 

指標 21 農作物・家畜の多様性 

 

   

 

注：評価期間当初（1950 年代後半）の生態系の状態を基本として評価した。 

 

凡例 

評価対象 凡 例

損失の大きさ 
損なわれていない

やや 
損なわれている 損なわれている 

大きく 
損なわれている 

   
 

 

状態の傾向 
回復 横ばい 損失 急速な損失 

 
 

   

 
注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：損失の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 
注：「＊」は、当該指標に関連する要素やデータが複数あり、全体の損失の大きさや傾向の評価と異なる傾

向を示す要素やデータが存在することに特に留意が必要であることを示す。 
   ＊1： 指標 19 の評価を参照 
   ＊2： 指標 20 の評価を参照 
 

 

指標 19 農地生態系の規模・質 

指標の解説 

○農地生態系の規模・質は、主に農地生態系における「第 1 の危機」、「第 2 の危機」

に関係する損失の状態を示す指標であるが、「第 3 の危機」にも関係しうる。 
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○農地生態系を構成する農地や草原などの要素の開発・改変は、農地生態系の規模を

縮小させる。水路・ため池等における水質の悪化は、農地生態系の質を低下させる

（第 1 の危機）。 

○農地生態系における人間活動の縮小は、モザイク状の景観を構成する農地や草原な

どの生態系の構成要素の規模を縮小させ、質を低下させる（第 2 の危機）。 

 

指標別の評価 

○宅地等の開発・改変や利用の縮小による農地や草原等の面積の減少、農業・農法の

変化により、長期的には悪化する方向で推移している。現在、「第 1 の危機」に関

しては全国的に開発の圧力が低下しているが、小規模あるいは地域的な開発は継続

している。管理が行われなくなることにより、里地里山における農地や周辺の二次

林の質が低下する傾向にあることが懸念される。ただし、人間による利用の歴史が

浅い北海道では当てはまらない点が多い。 

＊1（表 III-2 参照）：農地生態系の要素である水路、ため池については全体的な評価より損失が大

きい可能性があり、特に留意が必要である。  

 

評価の理由 

＜農地の減少＞ 

 評価期間中に、農地の面積は大幅に減少した （データ 19－①:図 III-6,巻末）。1960

年頃には農地の面積は 6.1 万 km2 程度であったが、その後、北海道を除く地域で田を中

心に減少が続き 2000 年代には 5 万 km2 を下回った。1980 年代以降は畑も減少傾向に転

じ、1990 年代からは北海道でも農地の面積が減少する傾向にある。その背景には、高

度経済成長期やバブル経済期における宅地や工業用地等への転用、近年の農家数や農

業就業人口の減少があるとされている。 

 

＜農業・農法の変化＞ 

評価期間前半から、農業生産の経済性や効率性を高めるための農地や水路の整備が

進められた。水田では特に 1960 年代から 1970 年代後半に急速に整備面積が拡大し、

2000 年代には整備率が 60%に達した（データ 19－②:図 III-6,巻末）。整備面積は東日

本で大きい。経済性や効率性をより重視した農地や水路の整備は、例えば、河川、水

路、ため池、水田などを行き来していた生物の移動を妨げ 1), 2), 3), 4), 5)、区画の拡大は畔

や水路を減少させ生息・生育環境としての多様性を損ない 1), 3), 6), 7)、それらの影響によ

って栄養段階の上位の生物の餌資源の減少をもたらしたと指摘されている 8), 9)。また、

農薬や化学肥料の不適切な使用は農地やその周辺に生息する生物に影響を与えてきた。

特に 1990 年代以降はこれらの生産量は低下しているものの（データ 19－③:図 III-7）、

影響は現在も懸念され続けている 10)。 
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注 1：草原は林業センサス（2003）における、森林以外の草生地（野草地）の値を使用した。森林以外の土地で

野草地（永年牧草地、退化牧草地、耕作放棄した土地で野草地化した土地を含む）、かん木類が繁茂し

ている土地をいう。河川敷、けい畔、ていとう（堤塘）、道路敷、ゴルフ場等は草生していても含めない。 
出典：農林水産省, 耕地及び作付面積統計、同, 林業センサス累計統計書（昭和 35 年～平成 12 年）、同, 農

林業センサス、同, 土地利用基盤整備基本調査、同, 農用地建設業務統計調査. 

図 III-6  農地・草原の面積の推移（データ 19－①、19－②、19－④） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
注１：窒素肥料生産量の 1994 年度と 1995 年度のデータは、統計の変更のため連続しない。 
出典：財団法人農林水産業生産性向上会議, 日本農業基礎統計、日本植物防疫協会, 農薬要覧、農林水産

省, ポケット肥料要覧. 

図 III-7  農薬・化学肥料の生産量の推移 （データ 19－③） 
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＜農地等の利用の低下＞ 

評価期間全般を通じて、農地生態系の構成要素である水田や畑等の農地、水路・た

め池、農用林等の森林、採草・放牧地等の草原等が利用されなくなることによる生態

系の規模の縮小や質の低下によるモザイク性の消失が懸念されている 11) （コラム「里

地里山の生態系におけるモザイク性」参照）。 

堆肥の採取などのために利用されてきた農地周辺の二次林（農用林）は、評価期間

前半における化学肥料の普及などにより利用されなくなったと指摘されている 12)。 

草原は 20 世紀初頭には 2.5 万～4.5 万 km2 前後あったと推定されているが 13)、評価期

間前半の 1960 年代には約 1.2 万 km2 に、1980 年代には約 4,000km2 に急減した（データ

19－④:巻末）。草原の減少の背景としては、屋根葺き、牛馬などの放牧等に用いられ

ていた二次草原（ススキ草原、カヤ場など）の利用が、主に評価期間前半の農業・農

法の変化などによって縮小したことが指摘されている。使役牛は、1950 年代から 1960

年代にかけて大幅に減少した（データ 7－④:巻末）。 

評価期間後半には農地の利用も縮小し、耕作放棄地が増加するようになった（デー

タ 7－②:図 II-13）。 

ため池は、比較的小規模で、農業利用による定期的な減水・干出などの撹乱がある

ため、水草群落や水生昆虫の生息・生育場所として重要である 11)。ため池は 1950 年代

前半から 1980 年代後半にかけて約 4 分の 1 にあたる約 10 万箇所が減少している（デ

ータ 19－⑤:巻末）。また、ため池における水質・底質の富栄養化の影響も指摘されて

いる 15)。
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コラム：里地里山の生態系におけるモザイク性  

近代土木工事の技術が発達する近世以前に

は、水田は、河川がつくる谷筋や沖積平野の

氾濫原に、その自然的な条件を活かして開発

された。地形が変化に富み降水量の多い日本

では、氾濫原には大小の池沼、一時的な水た

まりなどの湿地や明るい空き地が氾濫に応

じて形成され、変化に富んだ環境が維持され

た。水田が作られたとき、魚貝類、水生昆虫、

水草などは水田・ため池・水路などにも生息

の場を拡大した。氾濫原には止水域に加え

て、河畔林や湿生草原が存在する。 

稲作が重要な生業（なりわい）となったのち、

水田や畑（ノラ）のまわりには水を得るため

のため池や水路だけでなく、多くは共有地と

して管理された肥料、燃料、建材などを調達

するための雑木林や草原（ヤマ）が配され、

多様な環境からなる複合的な農地生態系が

つくられた。氾濫原にみられた環境要素のセ

ットを管理しつつ利用する場合もあれば、丘

陵地の樹林やススキ草原がヤマとして利

用・管理された場合もある。平坦地の新田開

発では、各戸に割り当てられた田畑、草地、

樹林地が幾何学的な地割りで配置されるこ

ともあった。様々なバリエーションがありつ

つも、稲作を中心とする農業と生活に必要な

植物資源および水資源を確保するための場

所、すなわち、樹林、草原、ため池などが集

落・農地と近接して存在するモザイク的な土

地利用がいわゆる里地里山のランドスケー

プを特徴づけている。 

ヒトが必要とする資源の供給に適正な規模

をもつモザイク状の複合生態系である里地

里山は、ハビタット間の多様性が高いことが

期待される。樹林が水田を含む水辺や草原と

接する環境がふんだんに存在することから、

幼生は水中で、成体は樹林で暮らすトンボ類

や両生類、樹林に営巣し草原や水田付近で餌

をとる猛禽類など 2 タイプの生息場所を必要

する二重生活者（dual dueller）も生活できる。

近代以降拡大したモノカルチャーの農地や

樹林地とは大きく異なるこのような農地生

態系は、今後の農業の持続可能性と生物多様

性について考える上で大きな示唆を与えて

くれる。モノカルチャーが生物多様性の保全

と持続可能な利用とは相容れないことが次

第に明らかになり、ヨーロッパの農業環境政

策では、農地生態系に生け垣、草地など、農

地以外の土地利用を確保して異質性を確保

する努力がなされるようになった。また、熱

帯域におけるプランテーション開発では自

然林をある程度残すことが推奨されている。

日本の里地里山に限らず伝統的な農地生態

系は、農地以外に樹林、湿地、草地など自然

性の高い土地利用を含み、空間異質性が高

い。そのような空間異質性を考慮した指数

（SATOYAMA インデックス）を計算してみ

ると、日本を含む東アジアから東南アジアの

沿岸域・島嶼、イベリア半島の北部、スコッ

トランド、東欧、北アメリカ東部などは比較

的高い値が得られる。それに対して北アメリ

カ中央平原、インド、オーストラリアなどは

値が低くモノカルチャーの農地が広がって

いることがわかる。この指数は、日本におい

てはサシバの生息の有無、両生類の種数、お

よびイトトンボの種数と有意な正の関係を

もつことが示されている（鷲谷・角谷 未発

表）。      

 

 

   （委員 鷲谷いづみ）
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指標 20 農地生態系に生息・生育する種の個体数・分布 

指標の解説 

○農地生態系に生息・生育する野生動植物の種の個体数・分布の変化は、農地生態系

における「第 1 の危機」、「第 2 の危機」、「第 3 の危機」に関係する損失の状態

を示す指標である。 

○農地生態系における農地等の開発・改変や水質の悪化（第 1 の危機）、人間活動の

縮小（第 2 の危機）、外来種の影響（第 3 の危機）などによって、農地やその周辺

の二次林、二次草原、水路・ため池などに生息・生育する野生生物の種の個体数や

分布が減少することで、種の多様性などが損なわれる。 

 

指標別の評価 

○農地や草原等の面積の減少、農業・農法の変化にともない、農地に生息・生育する

種の分布や個体数は、長期的に減少する方向で推移したと懸念される。特に、水田、

水路、ため池など農地に関連する水辺環境を利用する一部の生物について状況の悪

化が懸念される。 

＊2（表 III-2 参照）： 分類群や種によって異なる傾向があり、損失の大きさや傾向の全体的な評価

と異なるデータがあることに特に留意が必要である。  

 

評価の理由  

＜農地等の規模の縮小や農業・農法の変化の影響＞ 

農地の規模の縮小と農業・農法の変化、水路の人工化にともなって、農地やその周

辺に生息・生育する生物種の分布の縮小、個体数の減少が進行し、近年、絶滅が危惧

されるようになった種も多い 2), 16)。例えば、水田と水路や河川を行き来するアユモド

キなどの水生動物やこれを餌とする動物 17)、水際に生息するダルマガエルなどの両生

類 18), 19), 20)、二次草原に生息・生育するオキナグサなどの植物や動物 21), 22)、ため池に

生息するゲンゴロウ類などの水生昆虫や 23)、ヒツジグサなどの水生植物の減少等が指

摘されている 24)。ため池では外来種の侵入の影響も報告されている 7)。 

水田を利用する鳥類のうちシギ・チドリ類における秋の渡りの時期の個体数は、評

価期間後半の 1975 年以降から現在にかけて減少する傾向にある（データ 20－①:図

III-8）。農法の変化、農地や水路の整備や耕作放棄地の増加がこの要因の一つとして指

摘されており、例えば、渡りの時期に採食に利用できる湿った水田の減少の影響があ

るといわれている。 

農法の一環として取り入れられた外来種が野外に定着し、拡大した場合には、もと

もと生息・生育する在来種に負の影響をもたらす可能性が指摘されている。例えば野

菜の授粉のために輸入されたセイヨウオオマルハナバチによる在来種との競合は在来

種と植物の間の生物間相互作用を妨げることが懸念されている 25), 26)。 
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水田への
依存の程度が高い種の
推定中央値
（＊青の部分は
95％信頼区間を示す）

水田への
依存の程度が低い種の
推定中央値
（＊黄色の部分は
95％信頼区間を示す）
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秋期の渡りで内陸を利用するシギ、チドリのうち、水田への依存度が高い種と低い種の Population index（1975
を 100 とした、各年の個体数指数）の傾向。Index は環境省のシギ・チドリ調査（1975-2008 年）から算出した。

また、種の分類は既存の文献によった。水田への依存度の高い種の統合指数の過去 30 年の推定増加率は

有意に負であった。 
出典：Amano T, K Koyama, H Amano, T Székely and WJ. Sutherland 未発表. 

図 III-8  秋期の渡りにおける内陸性のシギ、チドリの個体数の傾向 （データ 20－①）
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BOX9 スズメが減っている？ 

身近な鳥であるスズメが身の回り

から減っている可能性が各地で示

唆されている。スズメの個体数の

減少について、研究者が定性的な

情報と環境省の「自然環境保全基

礎調査データ」の第 2 回（1974～

1978 年）と第 6 回（1997 年～2002

年）、有害鳥獣駆除および狩猟羽

数の推移や農水省の農作物被害の

推移などの定量的な情報を用いて

全国規模での検証を行ったところ、現在のスズメの個体数は 1990 年頃と比較する

と 20%から 50%になったと推測された。また根拠となるデータは不十分であるもの

の、1960 年頃と比較した場合には 10%程度になったと推測された。スズメの減少の

背景には、営巣場所となる樹洞や木造建築の減少、空き地や草原の減少、また水田

などの農地の減少や集約化、農法の変化による稲干しの減少やコンバインの普及に

よる落ち籾の減少などといった生息環境の変化など様々な理由が挙げられており、

減少の解明には今後のさらなる研究が待たれる。 

（出典：三上修, 2009: 日本におけるスズメの個体数の減少の実態, 日本鳥学会誌, 58, 

161-170.） 

 

 

 

＜中大型哺乳類の増加・拡大等＞ 

農山村の過疎化、高齢化によって里地里山における人間活動が低下し、耕作放棄地

の増加による生息適地の拡大、狩猟者の減少や高齢化による捕獲圧の低下などにとも

なって、1980 年代以降、サル、シカやイノシシなどの中大型哺乳類の個体数が増加し

分布が拡大した。中大型哺乳類の増加・拡大は、アライグマなど侵略的外来種の定着・

拡大とともに、自然植生への影響だけではなく農業被害などの人との軋轢（あつれき）

を引き起こしている 27), 28), 29)。 

 

指標 21 農作物・家畜の多様性 

指標の解説 

○農作物・家畜の多様性は、「第 1 の危機」、「第 2 の危機」、「第 3 の危機」、「地

球温暖化の危機」に分類されないが、農地生態系における生物多様性の状態を示す

指標である。 

 
群れでとまるスズメ 
 （撮影：三上修) 
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○地域の環境特性に応じて長期にわたり栽培されてきた地方品種等の減少は、生物資

源としての農作物の種や遺伝子の多様性を損なう。 

 

指標別の評価 

○在来の地方品種等が失われたことについての直接的なデータはないが、従来わが国

で栽培されてきた一部の雑穀や野菜の地方品種等が栽培されなくなり、家畜の在来

品種は飼育されなくなっている。 

 

評価の理由  

生産性の向上や品種の単一化が図られる中で、長い期間にわたり各地域の農家で栽

培・飼育されていた農作物や家畜、家禽の地方品種等が減少してきたとされている。

例えば、伝統的な農業形態である焼畑農業によって栽培されていたアワ・ヒエなどの

雑穀の栽培は、評価期間前からその前半にかけての焼畑の減少にともなって急速にみ

られなくなった。焼畑が全国に 100km2 程度は残されていた 1950 年代には 30)、アワや

ヒエの栽培面積は数百 km2 に及んでいたが、その後 1970 年頃までに急減し、またソバ

の栽培面積も 1970 年代までに一時的に落ち込んだ（データ 21－①:図 III-9）。 

また、ウマは、古墳時代に大陸から日本に導入されたと考えられ、その後、江戸時

代まで、大きな改良を加えられることなく、農耕、運搬など役畜（えきちく）、厩肥

（きゅうひ）生産、騎馬として使われてきたとされている 31)。明治時代に入って、日

本の在来馬は西洋馬との交配が進められ、50 ほどの産地名で呼ばれていた各地の在来

馬は減少し多くは姿を消した。第二次世界大戦後は、自動車の発達と農業の機械化に

より役畜としてのウマそのものが減少したとされている 31)。ウマの飼育頭数は、2004

年には 10 万頭台を割り、2006 年には約 8.6 万頭とされている。このうち日本の在来馬

は 8 品種（与那国馬（よなぐにうま）、宮古馬（みやこうま）、トカラ馬、御崎馬（み

さきうま）、対州馬（たいしゅううま）、野間馬（のまうま）、木曽馬（きそうま）、

北海道和種が、合計で約 2,000 頭残されているだけである 31)。 

ウシは、6 世紀頃に朝鮮半島から導入されたと考えられ、その後は、主に農耕や運搬

など役畜として使われてきたとされている。明治から大正時代に、在来のウシにヨー

ロッパ産などのウシが交配され、黒毛和種などに代表される現在の「和牛」が成立し、

日本全国で飼育されるようになった 32)。現在、主に肉牛や乳牛として約 440 万頭が飼

育されている。このうち日本の在来牛は見島牛（みしまうし）と口之島牛（くちのし

まうし）の 2 品種で、それぞれ 100 頭以下が維持されているにとどまる 32)。 

近年、動物園が協力するなどして、これらの品種の保存の努力が始まっている。 
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出典：農林水産省, 作物統計、農産業振興奨励会, 2006: 雑穀品種特性表改訂版. 

図 III-9  アワ、ヒエ、ソバ（雑穀類）の作付面積の推移（データ 21－①） 

 

 

3．損失への対策 

農地においては、生物多様性の保全に資する農法を普及する取組が始まっており、

エコファーマーの認定件数も着実に増加しているが、このような取組が広く普及し、

国土の農地全体の生物多様性を大きく改善するにはまだ時間を要すると考えられる。

過疎化等にともなう担い手の減少への対策、過去に改変を受けた農地への対策はより

一層の充実が必要と考えられる。 

 

＜農地等における生息地・生育地等の規模の確保＞ 

農地は保護地域指定による保全になじみにくい面もあり、保護地域のカバー率は低

い一方で、農地法などによって農地を他用途に転用することは規制されている。 

また文化財保護法や景観法による農村景観の保全・再生・維持、農地やその周辺に

生息・生育する絶滅危惧種の一部について種の保存法などによる保護増殖が進められ

ている。近年では阿蘇の草原の再生に代表されるような、農地生態系における野生生

物の生息地・生育地やそのネットワークの確保等の取組が開始されている。 

 

＜農地における生物多様性に配慮した事業、持続可能な農業＞ 

2001 年の土地改良法改正により、圃場（ほじょう）整備などの事業実施にあたって

は環境との調和に配慮することが原則化され、他方では農薬について登録時の毒性な
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どの審査、農薬使用基準の設定などが行われるなど、部分的に生物多様性保全への配

慮が推進されているといえる。 

また、営農にあたっても、化学肥料・農薬を使用しないこと等を基本として、環境

への負荷をできる限り低減した環境保全型農業として「エコファーマー」の認定が進

められており、既に 19 万件以上のエコファーマーが認定されている。また、水田の冬

期湛水など生物多様性をより重視した農業生産の取組が始められている（BOX 10 参

照）。営農にあたっての取組が全国的に広がることが期待される一方，これらが生物

多様性保全などに果たす効果をモニタリングする必要がある。 

 

 

BOX 10 生物に優しい農業‐環境保全型農業 

環境に優しい農法を「環境保全型農業」という。より正確にいうと「農業の持つ物

質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学

肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的農業」である。その一

環として、近年、耕作を行わない冬期間の水田に水を張り、雑草を抑制することで

除草剤や化学肥料の使用を低減させる効果が期待される冬期湛水（とうきたんす

い）が各地で行われている。 

冬期湛水は別名「ふゆみずたんぼ」とも呼ばれている。水田の湿地としての機能を

保つことで、ガンカモ類、ハクチョウ類、ツル類の越冬場所や、野生個体群の復帰

を目指すトキ、コウノトリの採食場所としての役割も期待されている。研究者が茨

城県霞ケ浦沿岸の水田地帯で乾田と湛水田の鳥類の利用調査を行ったところ、乾田

には水鳥の生息は全くみられなかった一方で、湛水田では多くの水鳥とともに陸鳥

も飛来し、採食場として利用されたという結果が得られた。鳥類の利用状況の違い

は湛水による水田表面層や土壌中のイトミミズや昆虫類、ヒル類の増加に由来した

ことが示唆され、冬期湛水の鳥類の越冬環境としての水田の機能を高める効果が明

らかにされつつある。 

（出典：前田 琢, 吉田 保志子, 2009: 水田の冬期湛水がもたらす鳥類への影響, 日本鳥学誌, 

58, 55-64.） 

 

 

 

＜農地等における人間活動の維持＞ 

農地生態系においては、利用による自然環境の適度な撹乱を維持する必要があり、

生物多様性をより重視した持続可能な農業生産や、野生鳥獣の保護管理等が進められ

ている。野生鳥獣による農業被害を防止するため、人と鳥獣の棲み分けを進めるなど

の観点から鳥獣の生息環境管理や個体数調整、被害防除が総合的に取り組まれている。
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また農業や農村の活性化を目的として農地・水路などの維持管理の不足に対応できる

ように、地域の共同活動や耕作放棄地の発生防止に対する支援や農村景観の保全・形

成、自然環境の再生のための保全再生活動を行っている NGO などに対する支援などが

進められ始めている。全ての農地生態系について、かつてのような維持管理をしてい

くことは現実的ではない部分もあり、一部の二次林等を自然の遷移にゆだねることも

検討されている。 

 

＜農地生態系におけるモニタリング等＞ 

農林水産省生物多様性戦略（2007 年 7 月）は、 農林水産業の生物多様性への正負

の影響を把握するための科学的根拠に基づく指標や、関連施策を効率的に推進するた

めの生物多様性指標の開発を検討することとしており、すでに関連する研究も進めら

れている。 

また、里地に代表される農地生態系における調査・情報整備を進めるため、農林水

産省や環境省によって田んぼの生きもの調査、自然環境保全基礎調査などが実施され

ている。「モニタリングサイト 1000」事業の里地の調査サイトで継続的なデータの収

集が始められている。 
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第 3 節 都市生態系の評価 

 

本節では、評価期間中（1950 年代後半～現在）の都市生態系における生物多様性の損

失の大きさと傾向を 2 つの指標を用いて評価し、あわせて対策についても評価する。 

 

1．都市生態系における損失の評価 

○都市生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間においてやや損なわれ

ており、長期的には悪化する方向で推移している。 

○評価期間前半の高度経済成長期における農地や林地などの都市緑地の減少や河川の

水質の悪化などにより生息地・生育地の減少や質の低下がみられた（第 1 の危機）。 

○評価期間の後半には、新たな都市緑地の整備や河川等の水質の改善などが進んでお

り、こうした環境に生息・生育する一部の生物の分布が拡大している。 
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2．評価の理由 

本評価において、都市生態系における生物多様性の損失の状態を示す指標と、指標

別の評価は以下のとおりである。 

 

表 III-3 都市生態系における生物多様性の損失の状態を示す指標と評価 

 

指 標 

評 価 

長期的推移 現在の

状態と

傾向 

評価 

期間 

前半 

評価 

期間 

後半 

都市生態系の指標 

指標 22 都市緑地の規模 
 
 

 
 

  

指標 23 都市生態系に生息・生育する種

の個体数・分布 

   
 

 *1

 
注：評価期間当初（1950 年代後半）の生態系の状態を基本として評価した。 

 

凡例 

評価対象 凡 例

損失の大きさ 
損なわれていない

やや 
損なわれている 損なわれている 

大きく 
損なわれている 

   
 

 

状態の傾向 
回復 横ばい 損失 急速な損失 

 
 

   

 
注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：損失の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 
注:「＊」は、当該指標に関連する要素やデータが複数あり、全体の損失の大きさや傾向の評価と異なる傾向
を示す要素やデータが存在することに特に留意が必要であることを示す。 
＊1：指標 23 の評価参照 

 

 

指標 22 都市緑地の規模 

指標の解説 

○都市緑地は、周辺の森林生態系、農地生態系や陸水生態系などととつながって都市

の生物相を支えており、これが宅地等に転用されるなどして縮小し、分断されると、

都市生態系の質を低下させる。したがって、都市緑地の規模は、都市生態系におけ

る「第 1 の危機」に関係する損失の状態を示す指標と考えることができる。 
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指標別の評価 

○森林や農地を含む都市緑地は長期的にみて減少する傾向にあるが、近年は都市公園

などが増加しており減少の程度が緩やかになっている。 

 

評価の理由 

＜緑地の減少と分断化＞ 

評価期間を通じて都市内の山林や農地の規模は減少したが、高度経済成長期後は減

少速度が相対的に緩やかになっている傾向がある。例えば、東京都特別区では 1965 年

から 2008 年の間に約 3.4km2 の山林が減少しているが、そのうち約 1.9km2は 1965 年～

1975 年の 10 年間に減少し、残りの約 1.5km2 は 1975 年以降の約 30 年の間に減少して

いる（データ 22－①:図 III-10）。こうした傾向は、樹林地や農地などが宅地や工業・

交通用地などへの転用によって減少した一方で、都市公園等の新たな緑地が増加した

ことによる。例えば、東京都特別区の緑被率（緑で被われた面積の比率で、樹林地、

草原、農地、宅地内の緑（屋上緑化を含む）、公園の緑、街路樹など）は、1970 年代

から 1990 年代まで 20%程度で維持されてきた一方で、その構成には変化がみられる。

1974 年に対し、1998 年では草原や農地は減少し、宅地等の緑や公園は増加している（デ

ータ 22－②:巻末）。大都市圏の中心部である東京都特別区、大阪市、名古屋市につい

てみると、評価期間前半には既に都市公園の整備が進んでおり、その後も着実に増加

している（データ 22－③:図 III-10,巻末）。 
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都市公園法は 1956 年に公布、同年施行された。  

出典：東京都, 東京都統計年鑑、国土交通省, 都市公園等整備現況調査. 

図 III-10  東京都特別区の土地利用の推移 （データ 22－①、22－③） 

 

 

＜水辺環境の改変＞ 

評価期間中に、大気汚染の進行とともに、生活・産業排水等による河川の水質の悪

化、衛生害虫の発生を抑えるための化学薬品の散布や、治水を目的とした河川の暗渠

（あんきょ）化、または護岸工事の実施による水辺環境の人為的改変によって、自然

の河川や水辺環境の多くが失われたとされている 1)。 

 

指標 23 都市生態系に生息・生育する種の個体数・分布 

指標の解説 

○都市生態系に生息・生育する種の個体数・分布は、主に都市生態系における「第 1

の危機」に関係する損失の状態を示す指標である。 

○都市緑地の規模の縮小や分断化は、都市生態系に生息・生育する野生生物の種の個

体数の減少や分布の縮小などを生じさせる。 

 

指標別の評価 

○都市に生息・生育する種の個体数や分布の変化を示す長期的なデータはないが、1970

年代以降は農地などと関連した種の減少がみられる一方、都市公園等の増加や植栽

種の成長と関連した種や都市の環境に適応した種の分布の拡大がみられ、変化の方

向は一定ではない。 
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＊1（表 III-3 参照）：分類群や種によって異なる傾向があり、損失の大きさや傾向の全体的な評価

と異なるデータがあることに特に留意が必要である。 

 

評価の理由 

＜都市緑地の規模の変化等の影響＞ 

評価期間前半の高度経済成長期に都市内で進行した、宅地への転用などによる森林

や農地を含む緑地の減少、例えば屋敷林や社寺林の消失などは、これに適応できない

生物を減少させたことが示唆されている 2)。例えば、農地や草原に生息するヒバリの東

京都特別区内における 1990 年代の繁殖分布は 1970 年代と比較して縮小傾向にある（デ

ータ 23－①:図 III-11）。ただし、都市の新たな環境に適応した種の分布の拡大もみら

れ 3), 4)、例えばメジロは、1970 年代に対して、1990 年代には東京都特別区内で分布を

拡大させている（データ 23－②:図 III-12）。この背景として、都市公園の整備にとも

なう樹林の増加があるといわれている。 

その一方で特定の生物種の著しい拡大による生物相の単純化も懸念されている。一

例として、人工構造物にも営巣し、生ゴミなどを餌として利用可能な雑食性のハシブ

トガラスでは、東京都特別区における 1990 年代の繁殖分布は 1970 年代に対して大き

く拡大した（データ 23－③:巻末）。東京都は 2001 年からカラス対策を開始しており、

現在は特別区内の生息数は減少しつつある 5)。 
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1990年代

1970年代

□調査したメッシュ（1km四方）
●記録されたメッシュ（1km四方）

東京都特別区  
出典：東京都, 1998: 東京都鳥類繁殖状況調査報告書（平成 5～9 年度）、東京都, 1980: 東京都鳥類繁殖調
査報告書（昭和 48 年～昭和 53 年）. 

図 III-11  東京都におけるヒバリの分布の変化（データ 23－①） 

 

 

□調査したメッシュ（1km四方）
●記録されたメッシュ（1km四方）

1990年代

1970年代

東京都特別区
 

出典：東京都, 1998: 東京都鳥類繁殖状況調査報告書（平成 5～9 年度）、東京都, 1980: 東京都鳥類繁殖調
査報告書（昭和 48 年～昭和 53 年）. 

図 III-12  東京都におけるメジロの分布の変化（データ 23－②） 
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＜人工光と光化学スモッグ等の影響＞ 

過剰な人工光やヒートアイランド現象による生物の行動や生態系の撹乱が懸念され

ている 6)。都市の発達とともに人口の流入に対応した宅地、工業・商業用地、交通用地

の確保は土地利用を稠密化させ、例えば、街路灯や店舗から漏れる大量の人工光によ

る街路樹の紅葉・落葉の遅延、夜行性昆虫の交尾・産卵の阻害などの影響が指摘され

ている。また、建築物や自動車等からの排気や、工場などからの温排水などの排熱の

増加、緑地の減少等によって都心地域が周辺地域よりも高温になるヒートアイランド

現象は、冬季の気温上昇に寄与し 7)、南方性の生物の越冬を可能にしているとされ、新

たな生物の定着による生態系の撹乱が懸念されている 8)。 

工場の煤煙や、自動車の排ガスなどに含まれる窒素酸化物（NOx）や、揮発性有機化

合物（VOC）が大気中で紫外線を浴びると、「光化学反応」と呼ばれる化学反応を起

こし、それによって微粒子や様々な酸化性物質が発生する。酸化性物質は「光化学オ

キシダント」と呼ばれ、人の粘膜を刺激し、疾病を引き起こす 9)。都市に生息する生物

は人間と同じようにこれらの化学物質にさらされることとなり、影響への指摘がなさ

れている 10)。 

 

3．損失への対策 

都市においては、開発などにともない民有の緑地が減少する中で、都市公園内での

緑地の整備や地域指定制度に基づく緑地の保全、屋上や壁面なども活用した緑の確保

等が進められてきた。質の改善や生息地・生育地のネットワーク化の取組も始まって

おり、より一層の対策の充実が期待される。 

 

＜都市における緑地や水辺環境の保全・整備、緑化の推進＞ 

高度経済成長期後半（1960 年代後半～1970 年代前半）に、都市における風致・景観

に優れた緑地や動植物の生息地として保全すべき緑地等についての特別緑地保全地区

（当時の緑地保全地区）などの保護地域の指定が開始され、主に 1970 年代後半から推

進された。 

都市公園や国営公園など公共公益施設の緑地の整備が進められ、民有地においても

緑化地域制度や緑化施設整備計画認定制度などのもと、屋上緑化や壁面緑化などが進

められ、民間では屋上菜園などの取組も始められている。 

 中核となる緑地の保全や大規模な都市公園の整備が緑の基本計画などに基づいて行

われ、これらを結ぶ回廊としての道路や都市公園、また緩衝帯となる民有地の緑地な

どの保全を通して、「水と緑のネットワーク」の形成が推進されつつある。 

都市において身近に自然的環境とふれあうことのできる空間として、干潟や湿地な

どの水辺の保全を通しての生物の生息・生育に配慮した森づくり、水辺づくりが開始
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されており、例えば、自然再生緑地整備事業によって、生物多様性の確保に資する良

好な自然環境基盤の整備が推進されている。 

 

 

BOX 11 明治神宮の森づくり 

東京の土地利用は海外の主要都市と比較して、宅地の割合が高く（約 60％）、オー

プンエリアの割合が低い（約 15％）。都市の緑地は、豊かな生物多様性の確保、自

然とのふれあいの場、ヒートアイランド現象の緩和等の点で重要であり、その創出

に当たっては、生態系の回復に要する時間を踏まえた計画が重要である。例えば明

治神宮の森は、約 100 年前は敷地の大半が荒れ地で、林は全体の 1/5 程度だった。

造営計画に参画した林学や造園等

の専門家たちは、天然更新で繁茂す

る森の創出を基本に、この地域に本

来生育する常緑広葉樹を主林木と

して、樹種間の競争や世代交代を織

り込み、100 年前後で天然林相とな

る長期計画を立てた。現在の林相は

当初の予想の的確さを物語ってお

り、明治神宮の森が人工の森の傑作

といわれる所以である。 

 

 

 

＜大気・水質の改善等＞ 

都市部においては排ガスの規制、排水の規制によって大気と水質の改善が図られ、

実際に水質は改善の傾向にある。また近年の顕著なヒートアイランド現象に対しては

屋上緑化や壁面緑化、緑地の整備などの対応が進められている。 

 

新宿センタービルから眺める明治神宮の森 
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第 4 節 陸水生態系の評価 

 

本節では、評価期間中（1950 年代後半～現在）の陸水生態系における生物多様性の損

失の大きさと傾向を 3 つの指標を用いて評価し、あわせて対策についても評価する。 

 

1．陸水生態系における損失の評価 

○陸水生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において大きく損なわ

れており、長期的には悪化する傾向で推移している。 

○評価期間前半からの砂利採取、河川の人工化、湖沼や湿原の埋立等は、全国的な規

模で陸水生態系の規模の縮小、質の低下、連続性の低下につながった（第 1 の危機）。 

○その一方で、湖沼等の水質は、評価期間前半に悪化した可能性があるものの後半に

は改善傾向にある（第 1 の危機）。 

○現在、社会経済状況の変化によって、陸水生態系への開発・改変の圧力は低下して

いるが、継続的な影響が懸念される。これに加えて、観賞用の捕獲・採取や外来種

による影響が増大することが懸念される（第 1 の危機、第 3 の危機）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生物多様性総合評価報告書 
 

第 III 章 第 4 節 陸水生態系の評価 
139 

2．評価の理由 

 本評価において、陸水生態系における生物多様性の損失の状態を示す指標と、指標

別の評価は以下のとおりである。  

 

表 III-4 陸水生態系における生物多様性の損失の状態を示す指標と評価 

 

指 標 

評 価 

長期的推移 現在の

状態と

傾向 

評価 

期間 

前半 

評価 

期間 

後半 

陸水生態系の指標 

指標 24 陸水生態系の規模・質  
 

  

指標 25 河川・湖沼の連続性 

 

   

指標 26 陸水生態系に生息・生育する

種の個体数・分布 

   

 

注：評価期間当初（1950 年代後半）の生態系の状態を基本として評価した。 

 

凡例 

評価対象 凡 例

損失の大きさ 
損なわれていない

やや 
損なわれている 損なわれている 

大きく 
損なわれている 

   
 

 

状態の傾向 
回復 横ばい 損失 急速な損失 

 
 

   

 
注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：損失の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 

 

 

指標 24 陸水生態系の規模・質 

指標の解説 

○陸水生態系の規模・質は、主に陸水生態系における「第 1 の危機」に関係する損失

の状態を示す指標である。 

○湖沼や湿原などの埋立等の開発は、陸水生態系の規模を縮小させ、河川・湖沼など

の水質の悪化は生態系の質を低下させる。 
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○また、河岸の人工化やダム・堰などの整備は、洪水による撹乱の減少、生息場所の

劣化などにより生態系の質を低下させる。河川からの砂利採取によっても同様の損

失が生じうる。 

○同様の損失は河岸や湖岸のヨシ原等の利用の縮小（第 2 の危機）、外来種の侵入（第

3 の危機）や地球温暖化の影響（地球温暖化の危機）によっても今後顕在化する可能

性がある。 

 

指標別の評価 

○評価期間前半の高度経済成長期などに、農地や宅地等の開発を目的として埋立・干

拓などによる湿原や湖沼の改変が大幅に進んだ。 

○評価期間の前半からの砂利採取やダム・堰などの整備によって、河床が低下し、ま

た洪水にともなう撹乱の作用が抑えられるなどの複合的な要因から、河川の生態系

としての質が低下した。 

○河岸や湖岸のヨシ原などの利用や管理の縮小は生態系の質を低下させた。 

○現在、要因としての開発・改変は緩和しているが、継続的な影響が懸念される。 

 

評価の理由 

＜湿原や湖沼の埋立等＞ 

評価期間を通じて、全国の湿原の面積は減少したと考えられる。評価期間前の 1900

年前後から評価期間後半の 1990 年代までの間に、主に農地や宅地の開発に関連して全

国の湿原面積の 60%以上が消失した（データ 24－①:巻末）。特に北海道の湿原面積は、

1900 年前後の 1,772 ㎞ 2から 1990 年代までに 709 ㎞ 2へ減少し、変化量が大きい 1), 2), 3)。

わが国最大の湿原である釧路湿原においても評価期間前の 1947 年から 2000 年代まで

の間にその面積は 70%程度に縮小した（データ 24－②:巻末）。面積の縮小だけでなく、

一部の湿原では観光客の増加などによる踏みつけなど、もともと生息・生育している

種の減少や 3)、周辺環境の改変や排水工事にともなう地下水の変化による一部の湿原に

おける湿性遷移の顕在化も指摘されている 4), 5)。 

同様に湖沼においても評価期間の前半から後半初期までにその数や面積は大きく減

少した。1945 年から 1980 年代にかけて、全国では 0.01km2 以上の主な自然湖沼の面積

の 15%が干拓・埋立された（データ 24－③:巻末）。また、生活排水や工業排水、農地

などから流出する汚濁負荷が河川や湖沼、湿原に流入することによる水質の悪化、ま

た栄養塩類の増加による富栄養化の進行が報告されている 6), 7), 8), 9), 10)。例えば琵琶湖

では、流入する有機汚濁の指標である COD に着目して負荷の発生源をみると、はその

37 %が家庭や市街地から、12%が農地から、10％が工場・事業場からとされている 9)。 
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＜河床低下と撹乱頻度の減少等＞ 

特に評価期間前半の高度経済成長期には、全国的に河川における大規模な砂利採取

が行われた（データ 27－②:図 III-21）。全国の一級河川に関して、1945 年以降に記録

のある砂利採取、土砂搬出のデータを集計すると、河道外への土砂搬出の総量は約 11

億 3 千万 m3 にのぼる 11)（データ 24－④:図 III-13）。このような砂利採取や河道掘削等

によって、河床や澪筋の低下、氾濫原と流路の高さの違いが明確になるなどして河岸

の複断面化が生じた（データ 24－④:図 III-13）。著しい複断面化は河原の冠水頻度を

低下させ、流路を固定し、砂礫の移動を抑制した。同時に、評価期間の前半から、頻

発する洪水の防止、利水などの社会的要請によって、河道掘削、ダム・堰などの整備

が行われ、流況の安定化や流量調整等がされるようになり 12), 13)、出水による撹乱の頻

度や強度が抑えられた 14), 15), 16)。またダム・堰による土砂の補捉によって、下流への土

砂供給の低減等の影響があったといわれている。例えば、全国の一級河川について、

評価期間後半（過去 30 年）にダムに堆積した総土砂量を集計すると約 11 億 8 千万 m3

にのぼる 11)。これらの様々な要因が複合的に作用した結果、河原や氾濫原には細かな

土砂が堆積するとともに、植生の遷移の進行、水路から大きな段差の生じた河川敷で

は樹林化が進行した。また、河川本来の砂礫地等が減少し 14), 15), 17), 18)、河川・氾濫原の

生息地・生育地としての質を低下させたと指摘されている（コラム「河床の低下と氾

濫原の樹林化」参照）。 

このほか、河川の人工化（護岸整備や直線化等）によって、瀬や淵などの魚類の多

様な生息・生育環境が失われたと指摘されている 19), 20), 21)。 
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注 1：河床変動状況は、過去 30 年間の低水路平均河床の低下、堆積を示している。 
注 2：河道外への土砂の搬出総量は、1945 年以降の記録のある砂利採取、土砂搬出量の総量を示している。

出典：国土交通省, 2002: 流砂系マップを改変. 

図 III-13  河床の低下及び河道外への土砂の搬出 （データ 24－④） 
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コラム：河床の低下と氾濫原の樹林化  

全国の多くの川で河床が低下している。この

傾向は、国土技術政策総合研究所の資料 11) 

からも明らかである。この河床低下をもたら

した最も大きな原因は、高度経済成長期にお

ける川砂利の採取であろう。しかし、現在、

川砂利はかつてほど採取されておらず、今後

の影響としては、流域に配置されたダム（貯

水ダム、砂防・治山ダム）による土砂の捕捉

が、影響を与えると考えられる。これらのダ

ムは、細粒の土砂は下流に供給できるが、河

川や氾濫原の地形を形成する一定の粒径の

土砂は捕捉する傾向にある。土砂だけでな

く、川の流況も貯水ダムの洪水調節機能によ

って平準化されている。このため、洪水調節

ダム下流の洪水撹乱の頻度や強度は、明らか

に低下している。 

こうした河床低下・流量調節にともない、川

の澪筋（みおすじ）（低水路）は固定され、

砂州の移動も抑えられ、氾濫原はほとんど撹

乱を受けなくなる。その結果、たとえば本来、

網目状の流路を維持してきた河床が、1 本の

澪筋となり、河川と氾濫原の比高が大きくな

る。比高が大きくなると、氾濫原（高水敷）

における洪水時の水深は浅くなり、粒の細か

な土砂が堆積しやすくなる。その結果、植物

の侵入・定着を促進し、地下茎で分布を拡大

できる植物の繁茂を促す。また、河原である

砂州にも樹木が侵入し、旺盛に成長する。全

国で問題となっている外来種ハリエンジュ

も、本来河畔に生育しない樹木種であるが、

根から萌芽できる特性によって分布域を河

畔域にも拡大している。一方で、名前の前に

「カワラ」が付くカワラノギク、カワラハハ

コ、カワラバッタなど、河原特有にみられる

日本固有の生物が日本の川から姿を消して 

いる。 

同様な樹林化は、北海道の川でも起こってい

る。長野県上高地と北海道東部に隔離分布す

るケショウヤナギという種がある。この種は

頻繁に撹乱を受ける網目状に発達した流路

沿いに生育し、砂礫の谷底が広がった渓流区

間や扇状地に広く分布する。ここでは流路が

横方向に頻繁に変動することが重要である。

ケショウヤナギの発芽に適しているのは砂

礫地であるが、こうした立地は流水による撹

乱を常に受ける。流路が大きく変動すること

により、希に安定した地形面ができると母樹

まで成長できる。つまり、河川のダイナミズ

ムそのものが、ケショウヤナギが各生活ステ

ージで必要な生育環境をセットとして提供

しているといえる。また、ケショウヤナギを

含むヤナギ科植物は、５月から７月にかけて

の融雪出水が下がる時期に種子を散布する。

これは出水によって形成された裸地にいち

早く侵入し、定着するためである。 

仮にこうした流路変動や融雪出水が、河川改

修や貯水ダムによる流量調節によって抑え

られた場合、ケショウヤナギが水辺域から姿

を消し、砂州や氾濫原が樹林化することは容

易に想像できる。事実、北海道の札内川では、

ダムの影響区間において洪水による撹乱が

激減した。その結果、砂州に粒の細かな土砂

が堆積し、様々なヤナギ類のみならず、ヤチ

ダモ、ハルニレなどの遷移後期にみられる種

の稚樹も同時に定着しはじめている。これに

より、砂礫地を好むケショウヤナギの稚樹は

定着できなくなり、他の木本種による氾濫原

の樹林化が急速に進んでいる。           

（委員 中村太士）
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＜河岸もしくは湖岸植生の管理の縮小＞ 

 河岸や湖畔に生育するヨシは茅葺（かやぶき）などに利用され、ヨシ原における火

入れや刈り取りなどの人為的な撹乱は、ヨシ原等の湿性草原に生育する種や撹乱に依

存した種の存続に貢献してきたとされる。人々の生活の近代化や社会経済的な変化を

背景としたヨシ原での人間活動の縮小は、ヨシ原の質の低下や撹乱の頻度を減少させ、

多くの湿性植物の生育環境が失われたと指摘されている 22)。 

 

指標 25 河川・湖沼の連続性 

指標の解説 

○河川・湖沼の連続性は、主に陸水生態系における「第 1 の危機」に関係する損失の

状態を示す指標である。 

○河岸の人工化やダム・堰の整備、湖沼等の埋立等は、河川の上下方向の連続性、河

岸・湖岸のエコトーン（水際移行帯）の連続性もしくは流域の湖沼・湿原・農業用

の水路等との連続性を減少させる。 

 

指標別の評価 

○評価期間前半から治水上や利水上の必要により、ダム・堰等の整備が進められ、河

川の上下方向の連続性が減少した。また、河岸や湖岸の人工化の進行は、河岸の移

行帯や流域における横方向の連続性を低下させた。 

 

評価の理由 

＜ダム・堰の整備＞ 

 評価期間を通じて治水・利水の観点からダム・堰の整備が進み、河川の分断化の進

行、河川の上下流、河川と海との連続性の低下が生じた 3), 21), 23), 24), 25), 26)。例えば、治水

や利水を目的としたダムや堰などの整備が、評価期間の前半から進められた。高度経

済成長期を迎える 1950 年代からダムの竣工数が増加するとともに、総貯水容量が大き

くなり、その後も継続して整備されている（データ 25－①:図 III-14）。河川の連続性

の低下は河川を遡上（そじょう）する生物の移動や 23, 24), 26), 27)、上流から下流への土砂

移動を妨げる可能性が指摘されている 18), 28)。例えば、評価期間後半の 1980 年代に、全

国の主な 113 の河川（一級河川等）で、調査区間（河川の中下流部）のうちサクラマ

スやアユなどの遡上能力の高い魚類の遡上可能な範囲が河口から 25％未満であったの

は 14 河川（12%）、50%未満であったのは 46 河川（41%）であった。1990 年代には、

同じく 113 河川のうち 25%未満であったのは 17 河川（15%）、50%未満であったのは

46 河川（41%）であった（データ 25－②:図 III-15）。遡上可能範囲の縮小の影響は、

遡上能力の低いハゼ類などの魚類について、より懸念される 28)。 
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全国の洪水調節・農地防災、灌漑用水、発電等を目的としたダムを示す。 
注 1：再開発を含むため重複がある。 

霞ヶ浦開発、琵琶湖開発は竣工数及び総貯水量から除外した。 
竣工年が不明なダムは竣工数及び総貯水量から除外した。 

出典：国土交通省, 国土数値情報, ダムデータ.  

図 III-14 1900 年以降のダムの竣工数及び累積総貯水量の推移（注 1）（データ 25－①）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
注 1：調査対象河川は全国 112 の一級河川および浦内川（沖縄県西表島）。調査区間は原則として主要河川

の直轄区間。 
注 2：魚類の遡上可能範囲とは河口からみて最初に魚類遡上不可能な河川横断工作物があった調査区間ま 

でのことである。  
注 3：1998 年度に実施された調査のデータであるが、厳密に当該年の実態を示したものとは限らない。 
出典：環境庁, 自然環境保全基礎調査河川調査（第 5 回）.

図 III-15  1990 年代の一級河川等における魚類の遡上可能範囲（データ 25－②） 
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＜河川・湖沼の人工化による影響＞ 

河川・湖沼の水際線の人工化は、災害防止等の治水の観点に基づいて評価期間の前

半から進められた 24)。例えば、評価期間後半の 1990 年代には全国の主な河川（一級河

川等）の水際の 20%以上が人工化されており（データ 25－③:図 III-16）、全国の主な

自然の湖沼においても、1980 年代には水際線の約 30%が人工化されていた（データ 25

－④:図 III-17）。わが国最大の湖沼である琵琶湖でも 1960 年代から 1970 年代にかけて

湖岸のヨシ原の面積は大きく減少し 29)、1990 年代後半における面積は 1950 年代前半の

約 50％程度である（データ 25－⑤:巻末）。河川・湖沼の水際線の人工化は河岸や湖岸

の植物帯などのエコトーン（水際移行帯）の消失をもたらし 24), 29)、両生類や魚類の生

息場所の質を低下させる。河川と後背水域、水田や水路等との連続性の低下について

も指摘されている 3)。 
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注 1：調査対象河川は全国 112 の一級河川および浦内川（沖縄県西表島）。調査区間は原則として主要河川

の直轄区間。 
注 2：人工化とは水際線が人工構造物に接している状態を示す。 
注 3：図中の年次は調査年度を示しており、厳密に当該年の実態を示したものとは限らない。 
出典：環境庁, 自然環境保全基礎調査河川調査（第 2 回,第 3 回,第 5 回）. 

図 III-16 河川水際線の状況の推移 （データ 25－③） 
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57% 

半自然湖岸
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人工湖岸 29% 

水面

1% 

（注１）

（注２）

（注３）

 

集計解析対象は、原則として面積 0.01km2 （1ha） 以上の天然湖沼のうち主要なもの（478 湖沼）  
注 1：水際線とそれに接する陸域（水際線より 20m 以内の区域）が工作物によって人工化されていない湖岸。

注 2：水際線は自然状態を保っているが、水際線に接する陸域（水際線より 20m 以内の陸域）が人工化されて

いる湖岸。 
注 3：水際線が人工化されている湖岸。 
注 4：1991 年度に実施された調査のデータであるが、厳密に当該年の実態を示したものとは限らない。 
出典：環境庁, 自然環境保全基礎調査湖沼調査（第 4 回）. 

図 III-17  1990 年頃の主な湖沼の湖岸の改変状況（データ 25－④） 

 

 

指標 26 陸水生態系に生息・生育する種の個体数・分布 

指標の解説 

○陸水生態系に生息・生育する種の個体数・分布の変化は、主に陸水生態系における

「第 1 の危機」、「第 3 の危機」に関係する損失の状態を示す指標である。 

○河川・湖沼や湿原の開発・改変、生活・産業排水による水質の悪化、外来種の侵入

は、生物の生息地・生育地の減少や質の低下をもたらす。 

 

指標別の評価 

○評価期間の前半からの開発・改変に加えて、近年、オオクチバス・ブルーギル等の

侵略的外来種が種の多様性に大きな損失を与えている。観賞目的で在来の淡水魚類

が捕獲されることによる個体数の減少も懸念されている。 

 

評価の理由  

＜陸水生態系に生息・生育する種の現状＞ 

長期的には、陸水域の種の個体数や分布が減少し、絶滅が危惧される種が増加した。

最新の環境省レッドリストにおいて絶滅危惧種として掲載された動物 1,002 種のうち、

50％以上は生活の全てもしくは一部を淡水域に依存している。両生類の 34%、淡水魚

類の 36%が絶滅を危惧されており、他の分類群と比べてその割合が高い傾向がある（デ
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ータ 4－①:巻末）。また、少なくとも生活史の一時期を水中で生育する水生植物につ

いても43%の種が絶滅を危惧されている 30)。絶滅のおそれのある両生類ではその全て、

淡水魚類でもその約 90%の種について開発が減少要因とされており、また絶滅のおそ

れのある両生類の約 40%、淡水魚類の約 60%の種は水質悪化が減少要因とされている。

このような従来の要因に加え、近年、観賞目的の淡水魚の捕獲や、オオクチバス、ブ

ルーギルやウシガエル等の侵略的外来種の侵入が既存の生態系に大きな損失を与えて

いる可能性が報告されている（BOX 12 参照）。2000 年と 2003 年に公表されたレッド

データブックによると、絶滅のおそれのある両生類と淡水魚類の約 20～30%の種が捕

獲採取や外来種（移入種）を減少要因としていた（データ 4－⑤:図 II-7）。近年でも鑑

賞用の飼育・栽培の需要から水草・湿原植物、淡水魚類などの捕獲・採取が行われ、

一部の希少種に対する影響が懸念されている。 
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BOX 12 伊豆沼におけるオオクチバスの侵入と魚種別漁獲量の経年変化 

伊豆沼では 1990 年代にオオクチバスが確認され、今では最も多く生息する魚類に

なっている。かつて、伊豆沼にはゼニタナゴなどのタナゴ類をはじめ、ヨシノボリ

類やジュズカケハゼなどのハゼ科魚類が数多く生息していた。しかし、1996 年以

降のオオクチバスの個体数の増加にともなって、タナゴ類やモツゴなどの小型のコ

イ科魚類の漁獲量は激減した。伊豆沼が国内最大の生息地であったゼニタナゴは、

近年まったく姿がみられなくなり、メダカやジュズカケハゼでも同様に減少傾向が

みられている。オオクチバスが増加した 1996 年以降、総漁獲量は 30～40 トンか

ら約 3 分の 1 の 10 トン前後まで落ち込み、伊豆沼の漁業に深刻な影響を与えてい

る。 

（出典：高橋清孝, 小野寺毅, 熊谷明, 2001: 伊豆沼・内沼におけるオオクチバスの出現と定

置網魚種組成の変化, 宮城県水産試験研究報告, 1, 11-18.） 
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図 伊豆沼における魚種別漁獲量の経年変化 
 

 

 

＜河川の生息地・生育地としての質の低下や連続性の低下＞ 

陸水生態系の分断化や環境の変化は、そこに生息・生育する動植物の個体数や分布

に大きな変化をもたらしてきたことが指摘されている 18), 21) , 31), 32), 33)。例えば、サケ科

魚類などでは降河や遡上が阻害される可能性がある。また、止水域に適したモツゴ、

フナ類などの増加、本来生息するウグイなどの減少による水系の種組成の変化も指摘

されている 34)。河川におけるワンドやエコトーン（水際移行帯）の消失は、それらの

環境に生息するカワネズミや 35)、産卵場として依存していたイタセンパラなど様々な

種の減少をもたらしたとされている。また、ダムによる流量の調整や砂利採取は河川

に特徴的な種の生息地・生育地ともなる砂礫地の減少をもたらし 15)、アジサシ類やシ

ギ・チドリ類など河川本来の生物相に影響を及ぼすことが指摘されている 14), 36)。 
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＜湿原・湖沼の開発や富栄養化などの水質汚濁の影響＞ 

湿原・湖沼の開発や富栄養化などの水質汚濁による生物への影響は、深刻であると

されている 37)。湖沼ではタナゴ類などの淡水魚類、タヌキモ類などの水生植物、湿原

ではモウセンゴケ類、サクラソウといった湿性植物など、多くの種の個体数や分布が

減少し、絶滅を危惧されるようになった 38)。また、湖沼もしくは河川の富栄養化など

による水質の悪化は例えばアオコの大量発生をもたらし、水生生物や魚類の生息を阻

害する。水質の悪化によって高層湿原や渓流など貧栄養の環境に適応した動植物など

が減少したことも指摘されている 6), 7), 39),。例えば、透明度の高い湖沼に生育するシャ

ジクモ類は、評価期間前半の 1960年代には全国の 46湖沼で合計 31種が確認されたが、

1990 年代に、かつて生育が確認された 39 湖沼を対象として調査したところ、このうち

12 湖沼において合計 6 種しか確認されなかった（データ 26－①:図 III-18）。 
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シャジクモ（車軸藻）類は、緑色植物門車軸藻綱シャジクモ目に所属する藻類の通称で、透明度の高い湖沼に

生育する。環境省レッドリストには、絶滅（EX）4種、野生絶滅（EW）1種、絶滅危惧Ⅰ類（CR＋EN）52種、絶滅

危惧Ⅱ類（VU）1 種のシャジクモ類が絶滅危惧種として掲載されている。  
注 1：笠井文絵, 2006 を改変。カッコ内は 1964 年及び 1992-98 年の確認種を示す。 
出典：笠井文絵, 2006: 絶滅危惧種藻類の生育調査．国立環境研究所ニュース 25 巻 5 号、国立環境研究所,

冊子  “しゃじくも”  車軸藻類の保全をめざして （http://mcc.nies.go.jp/Chara2006/chara-pdf.pdf ）、環

境省,2007: 日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（藻類）.  

図 III-18 全国の湖沼におけるシャジクモの確認種数（データ 26－①） 
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＜外来種による影響＞ 

陸水生態系に生息する多くの種が減少傾向を示す一方で、1990 年以降、全国の一級

河川での魚類、底生動物、植物における外来種の確認種数は全体として増加する傾向

がみられ（データ 26－②:図 III-19）、定着、拡大が生じている事例もある 14),40)。とり

わけ、侵略的外来種として知られるオオクチバスとブルーギルは全国の河川・湖沼へ

の定着が確認されており（データ 9－④:図 II-17）、在来種の捕食などによる生態系へ

の影響や漁業被害が懸念されている 41)。このほかにも、釣り等の目的によって放流され、

またそれに混入した魚類が、各地の在来の群集構造を撹乱するといわれている。なお、

在来種ではカワウなどの個体数が急増し、漁業被害など人間活動との軋轢が生じてい

る例が指摘されている。 

 植物ではアレチウリやシナダレスズメガヤの分布の拡大が指摘されている 7), 41), 42), 44) 

（データ 9－④）。外来植物の侵入と拡大は玉石河原の環境を変化させ、カワラバッタ

やカワラノギクなどの生息地・生育地としての質を低下させるとして懸念されている
6)。 

また、一部の陸水域では、残留性の化学物質の魚類等への影響が懸念されている 14)。 
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注 1：河川水辺の国勢調査では、初期時（1990～1995）のデータが電子化されていないものが多く、生物種目

録等の整備も不十分であったため、1996 年以降と比較して使用できるデータや、対象河川数が少なくな

っている。 
注 2：国内外来種は含んでいない。 
出典：国土交通省, 2008: 河川水辺の国勢調査, 1･2･3 巡目調査結果総括検討（河川版）（生物調査）報告書.

図 III-19 一級河川における外来種の確認種数（注 1、注 2）（データ 26－②） 

 

 

3．損失への対策 

陸水域では、保護地域の指定、希少種の保護増殖、水質保全対策、自然再生、外来

種対策など多様な課題に対応するための様々な取組が進められているが、過去の改変
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や外来種の影響を受けた絶滅危惧種の状況が全国レベルで改善するなどの状況には

至っておらず、これらの取組の充実が必要と考えられる。 

 

＜陸水域における保護地域等＞ 

特に評価期間の後半には、生物多様性保全上重要な湿原や湖沼などに保護地域の指

定が進められ、河川等に生息する絶滅危惧種の一部について捕獲等の規制が進んだ。

例えば、湖沼や湿原など、水鳥等の生息地など生物多様性保全上重要な湿地について

鳥獣保護区、自然公園への指定やラムサール条約湿地への登録が進められている。源

流に近く、より自然度が高い上流域については保護地域の指定がなされているが、流

域全体、水系全体が指定されている例はいまだ少ない。 

 

＜陸水域に生息・生育する生物の保護＞ 

河川等の陸水生態系に生息・生育するイタセンパラなどの絶滅危惧種の一部につい

ては、種の保存法などによる捕獲等の規制や保護増殖が進められている。 

 

＜水質対策＞ 

主に評価期間後半から河川・湿原における富栄養化等の水質対策として、下水処理

施設の整備や工場排水の規制などが進み、窒素やリンなどについて環境基準を達成す

るための努力がなされている。 

 

＜陸水域の自然再生と河川環境に配慮した事業＞ 

1990 年代以降、河川法改正により河川管理において環境の保全が目的化された。生

態系に配慮した工法などの技術開発が進み、施工や計画・設計技術や河川管理技術の

向上等が図られ、河川が本来有している生物の生息・生育環境を保全・創出等するた

め、調査・計画・設計・施工・維持管理など河川管理の事業全般にわたる「多自然川

づくり」の取組が進められている。例えば、1991 年から「魚がのぼりやすい川づくり

推進モデル事業」が進められ、全国 19 のモデル事業河川において、ほぼ全てのモデル

事業河川で魚類の遡上可能範囲が伸び、遡上可能距離の合計は 1,249km から 2,048km

になった。 

2002 年には自然再生推進法が制定され、河川等における生態系ネットワークの形成

や自然再生などの新たな取組も始まっている。釧路湿原（釧路川）を代表として、湿

地環境の再生、蛇行河川の復元、湖岸環境の再生や礫河原の再生などを内容とする河

川・湖沼・湿原の自然再生事業が、地域住民など幅広い主体と連携して進められてい

る（BOX13,14 参照）。侵略的外来種であるオオクチバスやブルーギルなどについては、

生態系や産業への被害を及ぼしている地域で、行政や民間による防除活動が進められ

ている。 
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BOX 13 知床における河川の自然再生 

知床は、海域と陸域の相互作用による特異な生態系が評価され、世界自然遺産に登

録された。しかし、遺産登録にあたって国際自然保護連合（IUCN）からは、推薦

地域内の全ての河川工作物にサケ科魚類が自由に移動できる魚道の整備が求めら

れた。知床世界自然遺産地域科学委員会の河川工作物ワーキンググループでは、河

川の自然再生を集中的に検討してきた。世界遺産地域内の 44 河川のうち 14 河川に、

計 123 箇所の河川工作物（主に治山ダム）が

設置されており、魚類への影響評価の結果、

5河川の 31箇所は改善が必要と判断された。

サケ科魚類の移動、工作物の上・下流の河川

環境や漁場に対する負の影響、工作物の性

能、改善後の維持管理の容易さを考慮した上

で、地域ごとの河川状況に最も適した設計を

選択した。その結果、いくつかの治山ダムで

は、災害防止機能を保ちつつ、サケ科魚類の

遡上の回復と上流での産卵床の拡大が確認

されるに至った。 

 

 

 

BOX 14 多自然川づくりの取組 

建設省河川局は、1990 年に「多自然型川づくり実施要領」をとりまとめ、全国に通

達した。多自然型川づくりの総数は、1991 年度から 2002 年度までで約 28,000 箇所

に及び、その内容は、主に水際域の保全や復元を図るための個別箇所毎の対応が中

心であった。これらの中には、画一的な標準断面形で計画したり、河床や水際を単

調にしたりすることで、かえって河川環境の劣化が懸念される事例もみられた。国

土交通省は、多自然型川づくりの現状の検証と、新たな知見を踏まえた今後の方向

性を検討するため、2005 年に「多自然型川づくりレビュー委員会」を設置し、その

提言を踏まえ 2006 年に「多自然川づくり基本方針」を定めた。現在では、繁殖環

境の確保、瀬や淵、河畔林等河川空間を構成する要素への配慮、河川全体を視野に

入れた計画づくり、自然再生事業等、流域そして生活史の視点からの川づくりへと、

より広い視野からの取組も実施されている。 

 

 

 

 

 

知床の森をながれる自然河川 
（撮影：中村太士） 
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＜河川等における生態系ネットワーク＞ 

河川の上下流の連続性の確保は依然として課題であり、堰、ダム、砂防堰堤など河

川を横断する施設の改築等が実施されている。それに関連して、河川における土砂移

動などに関する技術開発など、山地から海岸まで一貫した総合的な土砂管理の取組が

始まっている。また、河川と流域（小支川、水路、池沼、水田など）をつなぐ生態系

ネットワークの確保についても検討されている。 

 

＜陸水生態系における調査・情報整備＞ 

長期的なモニタリング調査の実施によって陸水生態系における調査・情報整備が進

められている。1970 年に開始されたガンカモ類の生息調査を始め、シギ･チドリ類など

についても、継続的なデータの収集が行われている。1995 年から開始された河川水辺

の国勢調査では魚介類をはじめとした幅広い分類群で生息・生育状況が調査されてお

り、1996 年に創設された河川生態学術研究会では河川の歴史的変化と河川生態系の構

造と機能、洪水撹乱の役割、生態系修復などに関し、生態学と工学の研究者が協働し

て総合的研究を実施している。他にも自然環境保全基礎調査が定期的に行われ、2003

年から「モニタリングサイト 1000」事業の陸水域の調査サイトで継続的なデータの収

集が始められている。 
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第 5 節 沿岸・海洋生態系の評価 

 

本節では、評価期間中（1950 年代後半～現在）の沿岸・海洋生態系における生物多様

性の損失の大きさと傾向を 3 つの指標を用いて評価し、あわせて対策についても評価す

る。 

 

1．沿岸・海洋生態系における損失の評価 

○沿岸・海洋生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において大きく

損なわれており、長期的に悪化する傾向で推移している。 

○特に評価期間前半の開発や改変によって、干潟や自然海岸など一部の沿岸生態系の

規模が全国規模で大幅に縮小した（第 1 の危機）。 

○現在、社会経済状況の変化によって、沿岸域の埋立等の開発・改変の圧力は低下し

ているが、継続的な影響が懸念される。これに加えて、海岸侵食の激化や外来種の

侵入、地球温暖化の影響が新たに懸念されている（第 3 の危機、地球温暖化の危機）。 
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2．評価の理由 

本評価において、沿岸・海洋生態系における生物多様性の損失の状態を示す指標と、

指標別の評価は以下のとおりである。 

 

表 III-5 沿岸・海洋生態系における生物多様性の損失の状態を示す指標と評価 

 

指 標 

評 価 

長期的推移 現在の

状態と

傾向 

評価 

期間 

前半 

評価 

期間 

後半 

沿岸・海洋生態系

の指標 

指標 27 沿岸生態系の規模・質 

 

 
 

  

指標 28 浅海域を利用する種の個体

数・分布 

   

指標 29 有用魚種の資源の状態 

 

   
?

 

注：評価期間当初（1950 年代後半）の生態系の状態を基本として評価した。 

 

凡例 

評価対象 凡 例

損失の大きさ 
損なわれていない

やや 
損なわれている 損なわれている 

大きく 
損なわれている 

   
 

 

状態の傾向 
回復 横ばい 損失 急速な損失 

 
 

   

 
注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：損失の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 

 

 

指標 27 沿岸生態系の規模・質 

指標の解説 

○沿岸生態系の規模・質は、主に沿岸・海洋生態系における「第 1 の危機」に関係す

る損失の状態を示す指標である。 

○沿岸生態系を構成する干潟や藻場などの要素の開発・改変は、沿岸生態系の規模を

縮小させる。 
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○生活排水、産業排水等による沿岸海域の水質悪化は生態系の質を低下させる。 

○外来種の侵入（第 3 の危機）や地球温暖化（地球温暖化の危機）によっても、今後、

これらと同様の損失を生じさせる可能性がある。 

 

指標別の評価 

○評価期間前半の高度経済成長期などに、全国の浅海域において埋立等の開発や改変

が進行し、干潟、藻場、サンゴ礁、砂浜、岩礁や砂堆などの浅海域の生態系の大幅

な縮小をもたらした。 

○社会経済状況の変化により、現在、沿岸生態系に対する開発・改変の圧力は低下し

ているが、継続的な影響が懸念される。また、海岸侵食の加速や地球温暖化の影響

が懸念されている。 

 

評価の理由  

＜埋立などの開発＞ 

評価期間の前半の高度経済成長期における埋立・浚渫（しゅんせつ）、海砂利（海

砂等）の採取、人工構造物の設置などの開発・改変によって、浅海域の生態系の要素

である干潟、藻場、サンゴ礁、自然の砂浜などの規模は大幅に縮小した（データ 27－

④:表 III-6,巻末、 27－⑤:巻末、 27－⑥:表 III-6,巻末、 27－⑦:同、 27－⑧:同）。わ

が国では平地の沿岸部に人口や産業が集中しており、沿岸の生態系に環境負荷がかか

りやすいとされ 1)、高度経済成長期の 1950 年代後半から 1980 年頃まで毎年 40km2 前後

の浅海域が埋め立てられた（データ 27－①:図 III-20）。埋立面積は次第に減少し、1990

年以降は年間 10km2 前後に低下し、影響は継続しているものの、新たな損失の要因と

してはやや軽減した可能性がある。同様に、海砂利（海砂等）の採取については、1960

年代に採取量が増加し、1970 年代から 1990 年代後半までは毎年約 7,000 万 t～9,000 万

t 以上の量が採取されていた。その後、瀬戸内海では規制が進むなどして近年は全国で

年間 4,000 万 t を下回って推移しているが、それ以外の海域では現在も採取が継続して

いる（データ 27－②:図 III-21）。 
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注 1：埋立面積は、地方自治法の規定により都道府県等が公示（新たに生じた土地）するものを集計。 
出典：国土地理院, 国土面積調. 

図 III-20 浅海域の埋立面積の推移 （データ 27－①） 
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注 2：採取量は、砂利採取法や採石法に基づく認可を受けて採取された量。 
出典：経済産業省, 骨材需給表. 

図 III-21 砂利等の採取量の推移（データ 27－②） 
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＜海岸の人工化＞ 

主に評価期間の前半において高潮・津波などの災害防止等のための海岸の人工化（汀

線とそれに隣接する陸や海における人工構造物の設置）が進み、自然の海岸の規模が

縮小するとともに、海岸－海浜域－沿海域といった陸と海との連続性が低下した 2)。堤

防・護岸等が整備された海岸線の延長は、特に 1960 年代から 1970 年代にかけて急速

に増加し、現在では約 1 万 km に及び全海岸延長の約 30%を占めている（データ 27－

③:巻末）。また、汀線に人工構造物がない海岸を自然海岸とした場合、海岸の人工化

によって、その延長は、評価期間半ばに位置する 1978 年には既に全海岸延長の約 60%

に低下し、さらに 20 年後の 1998 年には約 50%に低下している。自然海岸の延長は特

に岩礁海岸よりも砂浜海岸において減少している傾向がある（データ 27－④:表 III-6,

巻末）。自然海岸が少ない地域としては瀬戸内海（中国側）、大阪湾、富山湾、伊勢

湾、東京湾などで、多いのは日本海（山陰）、三陸などである。汀線以外の後背地ま

で含めて自然の状態にある海岸はさらに少なくなっているとされている。 

 

＜干潟の縮小＞ 

干潟は、内湾に立地することが多く、開発されやすいため、主に評価期間前半の高

度経済成長期における埋立・干拓によって大幅に縮小した 3)。多くの干潟は後背地の陸

域が改変されたことを通して、海岸同様、陸と分断される傾向にある 4), 5), 6)。全国の干

潟の面積は、評価期間前の 1945 年から 1970 年代後半までの約 30 年間に 35％減少し、

その後の約 20 年間でも 1945 年比で 6％減少した（データ 27－⑤:表 III-6,巻末）。例え

ば瀬戸内海では、1945 年から 1990 年頃の間の約 50 年間で、干潟は約 210km2 から約

120km2 に半減し、東京湾では、同様の 50 年間の間に干潟の面積は約 100km2 から約

20km2 と約 80%減少した（データ 27－⑥:巻末）。 

 

＜藻場の縮小＞ 

藻場は、潮下帯にあって海草や海藻から形成され、産卵や仔稚魚の生息の場所とな

り、内湾の生物だけではなく外海の生物や時には外洋の生物にも利用されている。藻

場の分布は、北海道、青森、石川、静岡、長崎の 5 道県で全国の 50％以上を占め、特

に海草藻場の約 30％が北海道に分布する。全国的に、海草藻場は埋立等の改変や水質

汚濁などにより、また海藻藻場はこれらに加えて磯焼けなどによって大きく縮小した
7), 8)。評価期間半ばの 1970年代前半の全国の藻場面積が約 2,100km2であったのに対し、

評価期間後半の 1990 年頃には約 2,010km2 と 4%ほど減少した（データ 27－⑦:表 III-6,

巻末）。1990 年代から 2000 年代にかけて、さらに減少したと推計されている 9)。なお、

藻場の減少要因の一つとして、海水温の上昇による亜熱帯性の植食性の魚類等の冬季

の滞留が指摘されている 10)。また、一部の海域ではガラモ場の種組成が温帯性のホン
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ダワラ類から亜熱帯性のホンダワラ類へ変化しており、地球温暖化の影響が指摘され

ている。 

 

＜サンゴの減少＞ 

南西諸島等にみられるサンゴ礁の礁地内におけるサンゴ群集の面積は、1970 年代後

半から 1990 年頃までの約 15 年間に 4%ほど減少し、沖縄島では 15％が減少した（デー

タ 27－⑧:表 III-6,巻末）。また、1970 年代、南西諸島等におけるサンゴの被度はほぼ

100％であったとされるが、1990 年頃のサンゴ群集では、約 60%が被度 5%未満、約 90%

が被度 50%未満であり、全体としてサンゴの被度が低い状態であることが指摘されて

いる（データ 27－⑧:巻末）。 

このようなサンゴの規模の縮小や質の低下の要因としては、まずは埋立などの開発

が挙げられるほか 3), 11)、赤土の流入 12),13) 、その他オニヒトデの食害、サンゴの白化、

海洋の酸性化などが指摘されている。南西諸島では、評価期間の当初からサンゴ食生

物のオニヒトデが大発生した記録があるが、1970 年代から 80 年代にかけての大発生は

大きな被害を及ぼした 14)。2000 年代にも再び大発生して被害を及ぼしている（データ

27－⑨:巻末）。また、因果関係に議論はあるものの、地球温暖化との関係が指摘され

ている現象として、異常高水温等にともなうサンゴの白化が 1980 年代から確認されて

おり 15)（データ 12－②:図 II-19）、また近年ではサンゴの分布の北上などが報告され

ている 16)。海洋の酸性化により（データ 27－⑩:巻末）、炭酸カルシウムの殻や骨格を

作る貝やサンゴ、円石藻類などの生物群の生存に影響があるといわれている 17)。 

 

＜砂浜や砂堆の縮小＞ 

全国の各地で海岸侵食が進んで砂浜が縮小しており、その速度を増している。海岸

侵食の背景として、海砂利（海砂等）の採取、川砂利の採取、ダムなどの河川の整備

にともなって土砂供給が減少していること 18), 19)、陸から海に突き出た構造物などによ

って漂砂システムが変化することで砂浜環境が影響を受けたことが指摘されている 19), 

20), 21), 22), 23)。例えば全国の砂礫海岸の侵食速度は、20 世紀初頭（明治中期）から 1970

年代後半までは年間約 0.7km2 であったが、1970 年代後半から 1990 年代前半までは年

間約1.6km2であり、砂浜への影響も著しく増加した可能性がある（データ27－⑪:巻末）。

また、瀬戸内海、有明海・八代海等では、度重なる海砂利（海砂等）の採取により、

潮流によって浅瀬に形成された砂堆の多くが失われ、砂堆が縮小しているといわれて

いる。また海砂利（海砂等）の採取はアマモ場の減少に影響したとされ、海砂利（海

砂等）の採取の縮小後の水質の改善とアマモ場面積の回復の時期の一致が指摘されて

いる。その他、海砂利（海砂等）の採取の結果形成された深堀り跡は、貧酸素水塊の

発生や底生生物の生息環境の悪化の一因として指摘されている 24)。これら以外にも、
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近年は、地球温暖化による急速な海面上昇が干潟や砂浜等に影響を及ぼす可能性が新

たに懸念されている 20)。 

 

表 III-6 沿岸生態系の規模の変化（データ 27－④、27－⑤、27－⑥、27－⑦、27－⑧）

注 1：年次は調査が実施された年度等を示しており、厳密に当該年の実態を示したものとは限らない。

注 2：1978 年頃の干潟、藻場、サンゴ群集の面積は、1990 年頃の現存面積に 1978 年から 1990 年頃ま

での消滅面積を加えて算出したもの。1945 年の干潟の面積は、このようにして算出した 1978 年

頃の面積に 1945 年から 1978 年頃までの消滅面積をさらに加えて算出したもの。また 1973 年の

藻場の面積も同様。1978 年頃の自然海岸の延長については 1978-79 年度調査のデータである。 
注 3：1984 年度調査のデータである。 
注 4：干潟、藻場、サンゴ群集の面積については 1989-92 年度調査のデータ、自然海岸の延長について

は 1993 年度調査のデータである。 
注 5：いずれも 1995-96 年度調査のデータである。ただし、干潟・藻場の面積については、徳島県・兵

庫県が未調査であるため、1989-92 年度調査のデータを用いて補完してある。また、藻場の面積

については、前 2 回の調査が水深 20m までを対象としていたのに対し、水深 10m までを対象と

しているため直接的な比較はできない。 
注 6：干潟は現存する干潟で、次の要件の全てに合致するもの。①高潮線と低潮線に挟まれた干出域の

最大幅が 100m 以上あること。②大潮時の連続した干出域の面積が 0.1km2以上であること。③移

動しやすい底質（礫、砂、砂泥、泥）であること。 
注 7：自然海岸は「海岸（汀線）が人工によって改変されないで自然の状態を保持している海岸（海岸

（汀線）に人工構造物のない海岸）」をいう。なお、後背地における人工構造物の有無は問わな

い。  
注 8：括弧内の数値は基準年を 100 とした場合の変化の割合を示す指数。 
出典：環境庁, 自然環境保全基礎調査海岸調査（第 2 回,第 3 回,第 4 回）、同海辺調査海辺環境調査（第

5 回）、同干潟・藻場・サンゴ礁調査（第 2 回）、同海域生物環境調査（第 4 回）、同海辺調査

浅海域環境調査（第 5 回）. 

年次（注 1）  

生態系 

1945 年
（注 2）

1973 年
（注 2）

1978 
年頃 

（注 2）

1984 年
（注 3）

1990 
年頃 

（注 4） 

1995 
年頃 

（注 5）

 干潟の面積 （km2） （注 6） 
841

（（110000））

553 514 

（（6611）） 

496

 藻場の面積（km2）  
2,097

（（110000））

2,076 2,012 

（（9966））  

1,455

    海草藻場の面積（km2）  478 469 316 264

    海藻藻場の面積（km2）  1,587 1,578 1,561 655

 礁池内のサンゴ群集  

 の面積（km2）  

357

（（110000））

342 

（（9966）） 

 自然海岸の延長（km）（注 7）  
18,717

（（110000））

18,155 17,859 

（（9966）） 

17,414

    浜の延長（km）  9,817 9,326 9,089 8,722 

    岩礁の延長（km）  8,901 8,829 8,770 8,692 
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＜閉鎖性海域の水質の変化＞ 

内湾などの閉鎖性海域における水質は、評価期間の後半を通じてやや改善する傾向

にあるといえる。海水の富栄養化によって生じる赤潮や青潮が東京湾、伊勢湾、瀬戸

内海において発生した件数は、評価期間の後半においておおむね減少する傾向がみら

れる（データ 27－⑫:巻末）。しかし、閉鎖性海域における環境基準（BOD、COD）の

達成度は、1970 年代半ばから 90 年代にかけては改善する傾向を示したが、近年はやや

悪化する傾向で推移している（データ 27－⑬:巻末）。生活排水などで富栄養化が進行

する一方で 25)、都市部の河口域で干潟などの浄化機能を持つ生態系が減少する傾向に

あることが指摘されている 26)。地域的にはアナアオサの異常繁殖もみられている。水

質の汚濁による透明度の低下や底層水の貧酸素化、底質の還元化の進行は魚類等をへ

い死させ、底生の微細藻類等の一次生産や生物量を減少させることが懸念されている
27)。そのほかにも、沿岸に立地する施設からの温排水や汚排水が周辺に生息・生育する

生物へ与える影響が指摘されている 28), 29)。瀬戸内海、有明海など一部の海域ではノリ

の色落ち等が生じ、問題となっている場合もみられる。 

 

指標 28 浅海域を利用する種の個体数・分布 

指標の解説 

○浅海域を利用する種の個体数・分布の変化は、主に沿岸・海洋生態系における「第 1

の危機」に関係する損失の状態を示す指標である。 

○浅海域の生態系の開発・改変や生活・産業排水による水質の悪化などは、浅海域を

利用する野生生物の個体数や分布を減少・縮小させる。 

○外来種の侵入や化学物質の影響（第 3 の危機）、地球温暖化の影響（地球温暖化の

危機）によっても、今後、これらと同様の損失を生じさせる可能性がある。 

 

指標別の評価 

○評価期間の前半からの開発・改変や水質の悪化による損失に加えて、近年、海岸侵

食や地球温暖化による影響が懸念されている。 

 

評価の理由 

＜浅海域の開発や改変による影響＞ 

沿岸域の開発や改変は生態系の規模の縮小をもたらし、干潟、藻場、砂浜等を生息

地・生育地としてきたシギ・チドリ類 30)、アサリ類、ハマグリ類、カブトガニ、海浜

植物や、産卵場所として利用するウミガメ類 31), 32)、また生活史の一部分をこれらの浅

海域に依存してきた魚類などの個体数や分布に大きな影響を与えてきた 33), 34)（BOX 15

参照）。例えば、評価期間の後半 1970 年代後半から現在にかけて、秋の渡りの時期に

干潟や砂浜を利用するタイプのシギ・チドリ類の個体数は減少する傾向にある。わが
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国の干潟や砂浜の減少だけでなく、東アジアにおける繁殖地・中継地の環境の悪化が、

この背景にあると指摘されている（データ 28－①:図 III-22）。また、干潟や砂浜の環

境の悪化は、そこに生息する重要な漁業資源であるハマグリ類にも影響を与えた可能

性がある。ハマグリ類の漁獲量は 1960 年代にピークを迎えた後に急速に減り、近年で

はピーク時の 3％程度である。特に、ハマグリ類に含まれる種のうち、干潟に生息する

ハマグリは各地で絶滅が危ぶまれている（データ 28－②:図 III-23）。さらに、1980 年

代以降のアサリの漁獲量の減少についても、同様に砂浜や干潟の埋立などによる環境

悪化が指摘されている 35)。その他にも海砂利（海砂等）の採取などにともなう砂堆の

消失はイカナゴ資源の減少を招いたとされ（コラム「砂堆（さたい）の生態系）」参

照）、それがさらにアビ類の減少などに影響したといわれている。わが国の砂浜は、

アカウミガメの北太平洋個体群の唯一の産卵地として貴重である。産卵地の中心は九

州南部、最も集中するのは屋久島北西部である（データ 28－③:巻末）。 
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BOX 15 海岸動物の種類数の変化（瀬戸内海呉市の事例） 

広島沿岸呉市周辺の 6 地点で 1960 年から 1999 年までの約 40 年間に渡って浅海の海

岸動物の種数を調査した結果によると、多くの地点で 1960 年代前半から 1970 年代

前半にかけての高度経済成長期に急激な種数の減少が認められる。その後、1973 年

に瀬戸内海環境保全特別措置法が施行されると確認種数が回復傾向を示すが、すぐ

に再び減少に転じて 1990 年代半ばまで種数の減少は続いた。1990 年代半ば以降 1999

年まで種数は緩やかに回復の兆しをみせているが、依然として 1960 年代の水準には

遠く及ばない。種数の減少要因としては富栄養化や上流部の開発による土砂流入、

水質汚濁、有害化学物質の流入などが主なものと考えられている。 

（出典：藤岡義隆, 2000: 広島沿岸の生態系の変遷, 住民が見た瀬戸内海, 海をわれらの手に,

技術と人間, 81－92, pp209.） 
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主に干潟や海岸を利用
する種の推定中央値
（＊青色の部分は
95%信頼区間を示す）
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95%信頼区間を示す）
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渡りの時期に日本を通過するシギ、チドリのうち、主に海岸を利用する種と内陸を利用する種の Population 
index（1975 年を 100 とした各年の個体数指数）の傾向。Index は環境省のシギ・チドリ調査（1975-2008 年）から

算出した。  
出典：Amano T, K Koyama, H Amano, T Székely and WJ. Sutherland 未発表． 

図 III-22 秋季の渡りで日本を通過するシギ、チドリの個体数の傾向（データ 28－①）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：ハマグリ類にはハマグリ、チョウセンハマグリ、シナハマグリが含まれる。 
出典：農林水産省, 漁業・養殖業生産統計年報. 

図 III-23 ハマグリ類の漁獲量の推移（データ 28－②） 
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コラム：砂堆（さたい）の生態系  

海洋底の大半は泥底であるが、浅海域の特別

な場所にだけ、砂が堆積した場所があり、そ

のような砂の堆積地は砂堆と呼ばれる。瀬戸

内海には灘と瀬が連続し、大きな潮汐流によ

って砂が選別され、その砂は潮通しのよい瀬

の周囲に堆積して砂堆を形成した。砂堆は、

砂に潜る習性のあるイカナゴやナメクジウ

オなどの生息地である。特にイカナゴは冷水

性の魚で、瀬戸内海の食物連鎖の中核にあ

り、イカナゴの豊産が、タイなどの瀬戸内海

の水産資源の豊富さを支えていたと考えら

れている。 

瀬戸内海には、砂堆と深い関係のある３つの

生物の生息地が天然記念物に指定されてい

た。三原市幸崎町有竜島のナメクジウオ生息

地、呉市豊浜町のアビ渡来群游海面、竹原市

高崎町スナメリクジラ回游海面である。有竜

島（うりゅうとう）は砂堆そのものであり、

アビとスナメリは、イカナゴを餌とする生物

で、それらがイカナゴを追う海域では、アビ

とスナメリに混じってイカナゴやタイを漁

獲する伝統的漁法（鳥付き網代とスナメリ網

代）が存在した。砂堆と、砂堆をめぐる食物

連鎖が、いかに瀬戸内海の自然を特徴づけて

いたかがわかる。 

しかし、高度経済成長期になると、コンクリ

ートの骨材用や埋立用に、大量の海砂の採取

が始まった。こうして、1970 年代から 1990

年代にかけて、瀬戸内海の砂堆の多くが失わ

れたのである。岡山県の備讃瀬戸には数多く

の砂堆が存在したが、その多くも、この時期

に失われ、ちょうどそれと時期を同じくし

て、イカナゴの漁獲量が激減した。一方、兵

庫県の明石沖には、鹿の瀬と呼ばれる砂堆 

があった。明石漁協は鹿の瀬における海砂採

取を認めなかったため、幸いにして、この砂

堆と、この海域のイカナゴ漁は今でも健在で

あり、早春にはイカナゴの釘煮が関西圏に流

通する。 

瀬戸内海では河川からの砂の補充が遅いた

め、過剰な採取によって枯渇してしまった海

砂資源が短期間に回復する可能性はほとんど

ない。瀬戸内海に隣接する府県は、2000 年前

後までに遅ればせながら海砂採取の禁止に踏

み切り、採取はほぼ止んだ。しかし、骨材用

の砂の需要は衰えず、現在、海砂採取の中心

は九州や南西諸島に移っている。これらの海

域の砂堆は、内海ではなく、むしろ砂浜やサ

ンゴ礁の沖合に広がっている。海砂の採取の

影響は多岐にわたる。海砂採取は、特徴ある

砂堆の自然と生物多様性を直接破壊するだけ

でなく、イカナゴなどの砂堆の豊かな生物相

の喪失の影響は食物連鎖を通じて内海域全体

の生態系に波及する。また、海砂採取の際に

発生する汚濁は、海域の透明度を著しく低下

させ、底質をヘドロ化させるだけでなく、藻

場やサンゴ礁にも大きな影響を与える可能性

がある。さらに、海砂採取を行なった浚渫跡

地は、周囲からの埋め戻しが進行し、その連

鎖が海岸線の後退を導く。 

南西諸島の浅海に広がる砂堆は、十分な調

査が行なわれていないが、高い生物多様性

を擁していることは確かである。海砂はけ

っして無尽蔵の資源ではなく、砂堆の砂そ

のものが、高い生物多様性と豊かな食物連

鎖をはぐくむ場であることはいくら強調し

てもしすぎることはない。  

（委員 加藤真） 



生物多様性総合評価報告書 
 

第 III 章 第 5 節 沿岸・海洋生態系の評価 
170 

＜外来種による影響＞ 

沿岸における外来種の増加と分布の拡大が指摘されている 36), 37)。タイワンシジミな

ど、食用として意図的に持ち込まれた外来種、ムラサキイガイやサキグロタマツメタ

ガイなど船舶のバラスト水や生物の船体付着などによると思われる非意図的な導入も

知られており 37)、一部の種は侵略的外来種として分布の拡大と既存の生態系への影響

が懸念されている 36), 37)。 

 

＜化学物質による影響＞ 

分解されにくい化学物質による海洋・沿岸の生物への影響が指摘されている。例え

ば PCB など有害な化学物質が、食物連鎖を通じて高次捕食者の体内に蓄積され 38), 39), 40)、

野生動物や人に影響を及ぼすことが知られている。また船体に塗布された TBT（トリ

ブチルスズ化合物）などの化学物質が、貝類の生殖機能に影響を及ぼしているという

報告もある 41), 42)。 

 

＜地球温暖化による影響＞ 

地球温暖化による海洋・沿岸の生物への影響が懸念されている。その関係について

は議論があるものの、一部の海域では海水温の上昇による南方系の魚種の増加、海藻

の分布の南限または北限の変化など、種構成の変化が報告されている。また、大気中

の二酸化炭素の増加にともなう海水の酸性化は、石灰質の骨格を持つ貝類、サンゴな

どの海洋生物に影響をもたらすとして懸念されている。 

 

指標 29 有用魚種の資源の状態 

指標の解説 

○有用魚種の資源の状態は、沿岸・海洋生態系において主に「第 1 の危機」に関係す

る損失の状態を示す指標である。 

○生物資源として有用な魚種の生息地となる藻場・干潟などが浅海域の直接的な改変

によって縮小した場合や、回復力を上回る漁獲が行われた場合には、これらの種の

個体数の減少が生じる可能性がある。 

 

指標別の評価 

○現在、資源評価を実施している水産資源の約 40%が低位水準にある。近年、資源管

理の成功などにより増加傾向にある種もあるが、全体としては減少傾向にある種が

増えている。 

 

 

 



生物多様性総合評価報告書 
 

第 III 章 第 5 節 沿岸・海洋生態系の評価 
171 

評価の理由 

＜資源評価＞ 

わが国周辺の海洋生態系は漁業によって利用されているが、現在、わが国周辺の海

域において資源評価を実施している水産資源の約 40%が低位水準にある 43)。高位水準

にはサンマなど 13 系群が、中位水準にはマアジなど 34 系群が、低位水準にはマサバ

など 37 系群が含まれる（データ 29－①:巻末）。海水温等海洋環境の変化、沿岸域の

開発等による産卵・生育の場となる藻場・干潟の減少、一部の資源で回復力を上回る

漁獲が行われた等、様々な要因の影響が指摘されている 9)。 

 

＜海洋食物連鎖指数＞ 

 海洋食物連鎖指数（MTI: Marine trophic index）44) は、漁獲データをもとに魚種の平

均栄養段階を示すもので、生態系の完全性と生物資源の持続可能な利用の両面を表す

指標とされる。わが国の MTI は、世界平均の 3.3 に比べると高い水準にある。マイワ

シが豊漁だった 1980 年代にはいったん減少したものの、現在では半世紀前とほぼ同様

の栄養段階を示している（データ 29－②:図 III-24,巻末）。ただし、わが国ではもとも

と栄養段階の低い魚種が利用されているなど、MTI を指標として用いるには留意が必

要である。 

 

＜漁獲量の長期トレンド＞ 

 約 80 魚種について、200 海里漁業専管水域が設定された 1977 年以後の漁獲量の幾何

平均より高いものを A、半分以下のものを C、中間を B とし、各年の種数を集計し漁

獲量の長期トレンドを得た（データ 29－③:図 III-24）。減少傾向にある魚種（C）につ

いては、1970 年代までは未利用資源が多く、1987 年には未利用資源はほとんどなかっ

たが、その後は増加傾向にある（データ 29－③）。サケ類、カタクチイワシ、ブリ、

ホッケ、サワラ、ハタハタ、スズキ類、イセエビ、ホタテガイ、ウバガイなどが A の

魚種に含まれ、最近増加傾向にある。この一部は資源管理の成功と種苗生産の結果の

可能性がある。その一方で最近減少している魚種にはマイワシ、スケトウダラ、メヌ

ケ類、キチジ、ハモ、クルマエビ、タラバガニ、ハマグリ類、アサリ類、コンブ類、

テングサ類などがある。 
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海洋食物連鎖指数は上位捕食者を主に漁獲する北大西洋では乱獲の指標とされているが、日本ではもともと

栄養段階の低い魚種も利用されていたため、この指標の維持がただちに持続可能を意味するとはいえない。 
なお、FISHBASE には魚類以外のイカ類などは集約されず、この評価にも計算されていない。また、過去の漁

業は遠洋漁業が含まれていて、現在とは操業海域が異なり、本来は EEZ 内の漁獲量だけで比較すべきであ

る。 
出典：水産庁, 海面漁業魚種別漁獲量累年統計（全国）. 

図 III-24  海洋食物連鎖指数 （データ 29－②）及び漁獲量の長期トレンド （データ

29－③）  

 

 

3．損失への対策 

沿岸域を中心に、保護地域の指定、資源回復のための枠組みの構築、自然再生、水

質保全対策等が進められているが、重要な浅海域である干潟等の沿岸・海洋の保護地

域の指定などはいまだ十分ではなく、減少した漁業資源の回復に向けた取組等も引き

続き必要と考えられる。 

 

＜沿岸・海洋域における保護地域等＞ 

沿岸・海洋域については重要な海域には自然公園、鳥獣保護区、ラムサール条約湿

地などの保護地域が指定されているが、干潟をはじめ、藻場・サンゴ礁など海域のカ

バー率は陸域に比べ相対的に低い。保護地域のカバー率を高めるため、自然公園や自

然環境保全地域については海域の生物多様性の保全制度の充実、海洋基本計画に基づ

いた生物多様性の保全と持続可能な利用の手段としての海洋保護区のあり方の検討な

ど、保全の強化が図られている（BOX 16 参照）。 
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BOX 16 知床世界自然遺産地域での多利用型統合的海域管理計画 

知床世界自然遺産地域内の海域は知床国立公園の普通地域として担保されるが、漁業

に関しては、法令等に加えて、漁業者の自主的取組による水産資源の保護管理が図ら

れている。2005 年 7 月の遺産への登録の後、2007 年 12 月に海洋生態系の保全と持続

的な水産資源利用の両立を目的として知床世界自然遺産地域多利用型統合的海域管

理計画が策定された。この計画の基本方針には、漁業者の自主的管理を基調にするこ

とがあげられている。遺産地域内の海域にある知床半島羅臼側沿岸域ではスケトウダ

ラ資源の保護を目的として、1995 年から地元漁業者の経験的知見による禁漁区を自主

的に設定している。その他、自主的な減船や休漁、刺し網の網目の拡大等によりスケ

トウダラ資源の持続可能な利用を図ってきた。この取組は、漁業者による資源管理の

自主的な取組として、世界遺産条約に基づく海域管理計画の中に正式に位置づけられ

ている。 

 

 

 

＜沿岸・海洋域に生息・生育する生物の保護＞ 

沿岸・海洋に生息・生育する一部の絶滅危惧種等（海生哺乳類、海鳥類、ウミガメ

類など）については、文化財保護法、種の保存法、水産資源保護法などによって捕獲

等が規制されている。 

 

＜沿岸・海洋域の生物資源の持続可能な利用＞ 

また、生物資源として利用されている種については、評価期間前から漁業調整や水

産資源保護に観点を置いた漁業法制によって、全国あるいは地域ごとに、漁業者の自

主的管理を含めて、きめ細かに採捕等の規制等が行われてきた。1990 年代以降は、持

続可能な利用など資源管理に主眼を置いた施策が新たに講じられている。例えば 1997

年からは主要な魚種についての漁獲可能量（TAC）が設定され、2002 年からは資源回

復計画の策定によって緊急に資源回復が必要な魚種等についての漁獲努力量の削減な

どが進められるなど、資源管理の取組が推進されている。また、沖合域から公海にお

ける水産資源についても、地域漁業管理機関などの枠組みを通じて科学的根拠に基づ

く水産資源の適切な保全と持続的な利用が進められている。民間においても、生態系

や資源の持続性に配慮した方法で漁獲された水産物であることを消費者に対して示す

水産認証制度について取組が開始されている（BOX 17 参照）。 
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BOX 17 水産認証制度の普及 

水産認証制度とは持続可能で環境に配慮した漁業を認証し、認証された漁業で獲ら

れた水産物に「海のエコラベル」をつけ、ラベルのついた製品を消費者に選択して

もらうことで持続可能な漁業と水産物を普及させる取組である。MSC （Marine 

Stewardship Council; 海洋管理協議会） のロゴマークは海のエコラベルの代表的

なもののひとつである。水産認証は本来の環境面でのメリットのみならず、ブラン

ド価値の増大、食品がどこから来てどこへ行ったかわかるようにするトレーサビリ

ティの向上、企業の社会的責任に関わる認識の向上など、商業的・経済的メリット

も有することから、漁業者、水産物加工・流通企業、小売企業、そして消費者が協

同できる取組である。 

MSC の「海のエコラベル」つき製品数は 2008 年 5 月末時点で 1,554 品目あり、世

界 35 カ国で販売されている。日本では 2006 年 7 月に初めて MSC ロゴマークつき

製品が販売され、2008 年 4 月にはマークがついた製品数が 100 品に達した。また、

日本でもズワイガニとアカガレイを対象とした京都府機船底曳網漁業が 2008 年 9

月にアジアで初めての認証を取得するなど、日本でも「海のエコラベル」つき製品

は着実に浸透しつつある。 

（出典：石井幸造, 2008: MSC 認証制度-制度の概要と普及動向-. 日本水産学会誌, 74, 

1133-1138.） 

 

 

 

＜沿岸域における自然再生＞ 

沿岸の海域において自然再生が進められ、漁場環境として重要な藻場・干潟などに

ついても、保全・造成や漁業者などが担い手となった食害生物の駆除などの維持管理

活動が進められている。仙台市の蒲生干潟や三河湾等における干潟の再生、沖縄県の

石西礁湖、高知県の竜串、徳島県の竹ヶ島におけるサンゴ群集の再生、また東京湾、

大阪湾、伊勢湾、広島湾などで行われている全国海の再生プロジェクトなど、多くの

事業が行われている。 

 

＜沿岸域の生物多様性に配慮した事業等＞ 

1999 年の海岸法改正により、海岸の防護とともに海岸環境の整備と保全が位置付け

られた。海岸管理ではこうした理念に基づき、生態系や自然景観に配慮したエコ・コ

ースト事業が促進されている。 
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＜沿岸域における水質対策等＞ 

閉鎖性海域における窒素集積への対策、底泥の浚渫、覆砂等による底層環境悪化へ

の対策、化学物質蓄積への対策などが進められている。 
 

＜沿岸・海洋域におけるモニタリング等＞ 

 国内の生物や生態系の状態を把握するための自然環境保全基礎調査などによって、

沿岸生態系における調査・情報整備が進められている。「モニタリングサイト 1000」

事業では、藻場、干潟、磯、サンゴ礁、ウミガメ類の産卵海浜サイト、海鳥の集団営

巣地などの調査サイトにおいて、継続的なデータの収集が始められている。また、外

来種に対する対策として、バラスト水管理条約の発効に向けた議論が進められている。 
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第 6 節 島嶼生態系の評価 

 

本節では、評価期間中（1950 年代後半～現在）の島嶼生態系における生物多様性の損

失の大きさと傾向を 1 つの指標を用いて評価し、あわせて対策についても評価する。 

 

1．島嶼生態系における損失の評価 

○島嶼生態系の状態は現在大きく損なわれている。評価期間前半を評価する十分な資

料は存在しないが、少なくとも評価期間の後半（1970 年代後半）を通して長期的に

悪化する傾向で推移している可能性がある。 

○開発や外来種の侵入・定着によって、固有種を含む一部の種の生息地・生育地の環

境が悪化している（第 1 の危機、第 3 の危機）。 

○サンゴ礁生態系等では、地球温暖化の影響も懸念されている（地球温暖化の危機）。 

 

2．評価の理由 

本評価において、島嶼生態系における生物多様性の損失の状態を示す指標と、その評

価は以下のとおりである。 

 

表 III-7 島嶼生態系における生物多様性の損失の状態を示す指標と評価 

 

指 標 

評 価 

長期的推移 現在の

状態と

傾向 

評価 

期間 

前半 

評価 

期間 

後半 

島嶼生態系の指標 
 
指標 30 島嶼の固有種の個体数・分布

 

 
 

  
?

 

注：評価期間当初（1950 年代後半）の生態系の状態を基本として評価した。 
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凡例 

評価対象 凡 例

損失の大きさ 
損なわれていない

やや 
損なわれている 損なわれている 

大きく 
損なわれている 

   
 

 

状態の傾向 
回復 横ばい 損失 急速な損失 

 
 

   

 
注：視覚記号による表記にあたり捨象される要素があることに注意が必要である。 
注：損失の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 

 

 

指標 30 島嶼の固有種の個体数・分布 

指標の解説 

○島嶼の固有種の個体数・分布は、島嶼生態系において主に「第 1 の危機」、「第 3

の危機」に関係する損失の状態を示す指標である。 

○わが国の一部の島嶼には、その島嶼にしかみられない種（固有種）が生息・生育し

ている例が多い。開発は固有種の生息地・生育地を減少させ、侵略的外来種による

捕食・競合等は固有種の個体数を減少させる。 

 

指標別の評価 

○島嶼の固有種の個体数や分布の変化についての長期的な時系列データはないが、評

価期間後半の開発や侵略的外来種の侵入・拡大によって、島嶼に生息・生育する固

有種の多くが絶滅を危惧されている。 

 

評価の理由 

＜主な島嶼における固有種率＞ 

島嶼生態系は他の地域から隔離されて種分化が進むため、固有種が多い 1), 2)。とりわ

け、南西諸島では大陸との接続・分断を繰り返した地史を背景とし、小笠原諸島では

海洋島として長く隔離されてきた地史を背景として、それぞれ固有種の割合が高い生

物相を有している。実際、南西諸島に生息する哺乳類の 74%、爬虫類の 65%、両生類

の 77%の種（亜種を含む）が固有種であり（データ 30－①:図 III-25）、小笠原諸島に

生息・生育する陸産貝類の 94%、昆虫類の 28%、植物の 37%の種（亜種を含む）が固

有種である（データ 30－②:図 III-26）。 
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南西諸島（注 1）に生息する哺乳類・爬虫類・両生類の固有種の割合と、固有種に占める絶滅危惧種（注 2）の
割合を集計した。全国の絶滅危惧種率は、哺乳類 23％、爬虫類 32％、両生類 34％である。 
注 1：南西諸島はトカラ列島、奄美諸島、沖縄諸島、慶良間列島、宮古列島、八重山列島、大東諸島、尖閣諸

島とした。  
注 2：絶滅危惧種の割合は、南西諸島に生息する全種（亜種を含む）のうちの、絶滅種（EX）、野生絶滅種 

（EW）、絶滅危惧種（CR＋EN＋VU）の占める割合とした。  
出典：環境省, 2006: 平成 17 年度琉球諸島世界遺産候補地の重要地域調査委託業務報告書、環境省, 日 

本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト、環境庁, 1989: 緊急に保護を要する動植物の種の選
定調査. 

図 III-25  南西諸島における固有種とその絶滅危惧種の割合 （データ 30－①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小笠原諸島（注 1）に生息する陸産貝類及び昆虫類、維管束植物の固有種の割合と、固有種に占める絶滅危
惧種（注 2）の割合を集計した。  
注 1：小笠原諸島は聟島列島、父島列島、母島列島、西之島、硫黄列島とする。 
注2：絶滅危惧種の割合は、小笠原諸島に生息・生育する全種（亜種・変種を含む）のうちの、絶滅種（EX）、野

生絶滅種（EW）、絶滅危惧種（CR＋EN＋VU）の占める割合とした。 
注 3：昆虫の絶滅危惧種の割合はタマムシ科・クワガタムシ科・ハナノミ科・カミキリムシ科・トンボ類・ハナバチ

類の合計とした。 
出典：日本政府, 2010: 世界遺産一覧表記載推薦書 小笠原諸島、環境省, 日本の絶滅のおそれのある野生

生物の種のリスト.

図 III-26 小笠原諸島における固有種とその絶滅危惧種の割合（データ 30－②） 

 

昆虫類

1380種

陸産

貝類
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維管束

植物
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94%
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6%

28種
63%

161種
37%

107種
66%

54種
34%

379種
28%

1001種
72%

57種
57%

43種
74%

107種
(66%)54種

(34%)
（注３）
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固有種
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74%
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哺乳類

34種
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両生類

22種
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固有種

固有種以外 20種
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20%
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BOX 18 大陸系の遺存固有種 南西諸島のトカゲモドキ類 

南西諸島は、第三紀中新世以降の地殻変動と第四紀以降の海水準変動により、大陸

との分離・結合を繰り返して形成された。その過程で当時の生物が島嶼内に隔離さ

れ、独自の進化が進んだ。その結果、多くの遺存固有種を有する生物相が形成され

た。また、島嶼間の種分化は現在も進行中であり、新固有の種や島嶼間の亜種等が

豊富である。原始的なヤモリ類のクロイワトカゲモドキは、最近縁種がベトナムや

中国東南部にしか分布しない遺存固有種であり、かつ、徳之島と沖縄諸島の限られ

た島嶼間で 5 亜種に分化している等、大陸島の種分化の過程をよく反映している。

一方で、生息環境の悪化や密猟等の影響で個体群の生息が脅かされている。 

 

 

 

＜島嶼における直接的利用や開発・改変等の影響＞ 

評価期間中を通して、一部の島嶼では、捕獲等の直接的な利用や開発・改変によっ

て、森林・河川・浅海域などの生態系が継続的に縮小し、または質を低下させたと考

えられ、現在も影響が懸念されている。 

一部の島嶼では、評価期間の前に、ダイトウヤマガラやオガサワラカラスバトなど

複数の固有種が既に絶滅しているが 3)、それらの原因は定かではない。また、評価期間

前の 20 世紀前半を中心に、駆除や羽毛の採取といった商業目的等から、一部の島嶼に

おいてニホンアシカやアホウドリなどの海生哺乳類、鳥類等が乱獲された 3), 4)。急速に

減少した個体数はその後も回復していない 4)。 

また、島嶼の自然は、評価期間以前から地域社会によって利用されてきたが、評価

期間の後半以降に急速に森林から農地、宅地、交通用地への転用、また河川や海岸の

人工化が進められ、一部の島嶼では観光等による入域者の増加が顕著となった。南西

諸島では陸域の農地等から浅海域へと赤土が流出し、サンゴ礁や藻場などの生態系に

著しい影響を及ぼしていると指摘されている 5), 6), 7)。 

さらに、侵略的外来種の侵入や拡大は島嶼の固有種に極めて大きな影響を及ぼして

いるとされている 8)。 

 

＜島嶼の絶滅危惧種の減少要因＞ 

環境省レッドリストでは、南西諸島の固有種（亜種含む）について、哺乳類の固有

種のうち 80%、爬虫類の固有種のうち 44%、両生類の固有種のうち 47%が絶滅危惧種

として示されている（データ 30－①:図 III-25）。小笠原諸島では、陸産貝類の固有種

のうち 74％、昆虫類の固有種（タマムシ科・クワガタムシ科・ハナノミ科・カミキリ

ムシ科・トンボ類・ハナバチ類）のうち 66%、植物の固有種のうち 66%が絶滅危惧種

である（データ 30－②:図 III-26）。これらは、全国における絶滅危惧種の割合よりも、
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高い水準である（データ 4－①:巻末）。減少要因としては、南西諸島に生息する哺乳

類・爬虫類・両生類の絶滅危惧種（45 種）では「開発」が最も多く（41 種）、「移入

種（外来種）」（19 種）、「捕獲・採取」（11 種）がこれに次いでいる（データ 30

－③; 種数は亜種を含む:巻末）。もともと脆弱な島嶼生態系では、侵略的外来種の侵

入による影響は大きく、特に固有種等への影響は重大である 9), 10), 11)。南西諸島や小笠

原諸島など地史的な背景からアマミノクロウサギ、ヤンバルクイナ、アマミヤマシギ、

イシカワガエル、メグロ、ムニンツツジなど固有種の多い特異な生態系を有している

島嶼では、侵略的外来種による影響が極めて深刻になっている 10), 11), 12), 13), 14), 15)。また、

逸出・放置されたペットや家畜なども、一部の島嶼において、固有種の捕食や植生破

壊などの深刻な影響を及ぼしているとされ、南西諸島のノネコによる希少種の捕食 14), 

16), 17),、小笠原諸島におけるノヤギによる植生破壊 18)、クマネズミによる海鳥の捕食な

どが指摘されている 19)。 

 

＜地球温暖化の影響＞ 

その一方で南西諸島等のサンゴ礁生態系では、近年、白化現象の影響が著しく、議

論があるものの地球温暖化との関係が指摘されている 20)。 

 

3．損失への対策 

これまで、島嶼に生息・生育する希少種については、国内希少野生動物種指定によ

る保護や保護増殖事業、特定外来生物の防除等が積極的に進められてきており、一部

の希少種についての個体数の回復や、外来種の根絶事例等もみられているが、島嶼生

態系の脆弱性を踏まえ、島嶼生態系全体を保全するための効果的な対策の検討や既存

の対策の継続・充実が必要と考えられる。 

 

＜希少種の保護増殖＞ 

島嶼の一部では保護地域の指定がなされ、また一部の種では国内希少野生動植物種

の指定や保護増殖事業が実施されている。アホウドリを例にみると、一時は絶滅の可

能性が指摘されたが、伊豆諸島鳥島などでの生存が確認された後に営巣地の保全や新

営巣地への誘導などの積極的な保護活動が進められ、現在では個体数を回復しつつあ

る（BOX 19 参照）。 
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BOX 19 アホウドリの保護増殖の取組 

かつてアホウドリは、伊豆諸島の鳥島に無数に生息し、少なくとも 500 万羽いたので

はないかと推計されている。しかし、明治時代以降の羽毛採取を目的とした乱獲のた

めに急激に数を減らし、1950 年頃には絶滅し

たと報告された。1980 年代から始まった研究

者の保護活動や保護増殖事業により、現在で

は 2,000 羽を超えるまで個体数が回復した。現

在は、既存の繁殖地以外に新たな繁殖地を創

出することを目指して小笠原諸島聟島におい

てアホウドリの繁殖地の形成のための誘致活

動が行われている。 

 

 

＜外来種等対策＞ 

島嶼生態系は、規模が小さく、外来種の侵入、定着の抑止力となる上位捕食者を欠

いている場合もあり、環境負荷に対して特に脆弱であるとされている 11),。絶滅危惧種

が多く分布する島嶼では、種や生態系そのものに深刻な影響を及ぼすジャワマングー

ス、グリーンアノールやウシガエルなどの外来種の防除の取組が進められている（BOX 

20 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
放鳥のため鳥島から小笠原（聟島）に
運ばれてきたアホウドリの雛 
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BOX 20 小笠原諸島におけるウシガエルの根絶 

侵略的外来種のウシガエルは、小笠原諸島では父島列島の弟島のみに定着してい

た。弟島には小笠原固有のトンボ類 5 種が生息し、ウシガエル排除の必要性が高く、

環境省の事業の一環で 2004 年から防除を実施した。これまで 64 個体の成体・幼体

と多数の卵・幼生が排除された。主な生息地の鹿ノ浜では 2005 年 6 月を最後に、4

年 7 ヶ月にわたり繁殖記録がない。夜間モニタリングの結果、2006 年 7 月以降は鳴

き声が全く記録されていない。本種の変

態から成熟までの期間は 2～3 年間とさ

れ、未成熟個体が池から離れて生存して

いる可能性も小さく、弟島のウシガエル

は完全に排除されたと判断された。これ

は、国内でほとんど例のない本種の根絶

事例であり、かつ、1 つの諸島でウシガエ

ルの完全排除が達成された初めての事例

と考えられる。 カゴ罠で捕獲されたウシガエル 
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第 IV 章 評価の総括 
 

本章では、これまで示した評価を総括して、わが国における 2010 年までの生物多様

性の損失の全体像を示すとともに、これを踏まえて 2010 年以降に見込まれる生物多様

性の損失について検討し、長期的な対応の方向を示す。 

 

第 1 節 2010 年までの生物多様性の損失 

 

本節では、第 II 章と第 III 章の各節における評価を総括して、1950 年代後半から 2010

年までの生物多様性の損失を総合的に評価するとともに、これらの損失と生態系サービ

スの関係について言及する。 

 

1．2010 年までの生物多様性の損失の評価（総括） 

（1）要旨 

2010 年における生物多様性の損失の状態と、1950 年代後半から 2010 年までの損失の

要因は以下のように評価できる（表 IV-1）。 

○人間活動にともなうわが国の生物多様性の損失は全ての生態系に及んでおり、全体

的にみれば損失は今も続いている。 

○特に、陸水生態系、沿岸・海洋生態系、島嶼（とうしょ）生態系における生物多様

性の損失が大きく、現在も損失が続く傾向にある。 

○損失の要因としては、「第 1 の危機（開発・改変、直接的利用、水質汚濁）」、と

りわけ開発・改変の影響力が最も大きいが、現在、新たな損失が生じる速度はやや

緩和されている。「第 2 の危機（里地里山等の利用・管理の縮小）」は、現在なお

増大している。また、近年、「第 3 の危機（外来種、化学物質）」のうち外来種の

影響は顕著である。「地球温暖化の危機（地球温暖化による生物への影響）」は、

特に一部の脆弱な生態系で懸念される。これらに対して様々な対策が進められ、一

定の効果を上げてきたと考えられるが、間接的な要因として作用しているわが国の

社会経済の大きな変化の前には、必ずしも十分といえる効果を発揮できてはいない。 

○現在、我々が享受している物質的に豊かで便利な国民生活は、過去 50 年の国内の生

物多様性の損失と国外からの生態系サービスの供給の上に成り立ってきた。2010 年

以降も、過去の開発・改変による影響が継続すること（第 1 の危機）、里地里山な

どの利用・管理の縮小が深刻さを増していくこと（第 2 の危機）、一部の外来種の

定着・拡大が進むこと（第 3 の危機）、気温の上昇等が一層進むこと（地球温暖化

の危機）などが、さらなる損失を生じさせると予想され、間接的な要因も考慮した

対応が求められる。 
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○生態系における生物多様性の損失の状態、その要因、それらの傾向を理解すること

は、対策の優先順位を決めて、それを実行するために重要である。 

 

表 IV-1 2010 年までの生物多様性の損失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
凡例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：影響力の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないことを示す。 
注：「＊」は、当該（指標）に関連する要素やデータが複数あり、全体の影響力・損失の大きさや傾向の評
価と異なる傾向を示す要素やデータが存在することに特に留意が必要であることを示す。 
＊1：高山生態系では影響力の大きさ、現在の傾向ともに深刻である。 
＊2, ＊3：化学物質についてはやや緩和されているものの、外来種については深刻である。 

 

 損失の状態と傾向 損失の要因（影響力の大きさ）と現在の傾向 

本来の生態

系の状態か

らの損失 

1950 年代後

半の状態か

らの損失と

現在の傾向 

第 1 の 

危機 

第 2 の 

危機 

第 3 の 

危機 地球 

温暖化 

の危機 

その他 開発・改変 

直接的利用

水質汚濁 

利用・管理

の縮小 

外来種 

化学物質 

森林生態系 

   

 

   

 

 

 

農地生態系 － 

     ・農作物や家畜

の 地 方 品 種 等

の減少 

都市生態系 － 

  

－ 

   

陸水生態系 

   

 

 

 

  

沿 岸 ・ 海 洋

生態系 

   

－ 

 

 

 ・サンゴ食生物の

異常発生 

・藻場の磯焼け 

島嶼生態系 

   

－ 

   

*1

*2

*3

評価
対象 

状態 要因 

現在の損失の大きさ 損失の現在の傾向 
評価期間における影響

力の大きさ 
要因の影響力の現在

の傾向 

凡例 

損なわれて
いない 

 回復  弱い  減少 
 

やや損なわ
れている 

 横ばい  中程度  横ばい 
 

損なわれて
いる 

 損失  強い  増大 
 

大きく損な
われている 

 急速な損失  非常に強い  急速な増大 
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（2）損失の要因 

直接的な損失要因としては、「第 1 の危機」すなわち生態系の開発・改変、直接的

利用、水質汚濁、「第 2 の危機」すなわち生態系の利用・管理の縮小、「第 3 の危機」

すなわち外来種、化学物質、「地球温暖化の危機」すなわち気温の上昇等が、いずれ

も働いている。 

 

＜第 1 の危機とその間接的要因＞ 

1950 年代後半以降、わが国の生物多様性に最も大きな損失を与えたのは「第 1 の危

機」であり、とりわけ開発・改変である。 

「第 1 の危機」の背景には、1950 年代後半から 70 年代前半にかけての高度経済成長

期における社会経済の変化やそれにともなう社会的な要請が、間接的な要因として作

用している（後掲表 VI－３参照）。この時期には、総人口が年率 1～2%と急増すると

ともに、エネルギーを国外の化石燃料に依存するようになり、工業が急速に発展し、

都市へと人口が集中した。このもとに、森林生態系では大量に建材を供給し、農地生

態系や海洋生態系は効率的に食料を供給し、陸水生態系では頻発する洪水を抑え、発

電や産業・生活用水を確保し、沿岸生態系や都市生態系では宅地や工業用地を確保し、

高潮などの災害を防止することが求められた。 

こうした間接的な要因のもとに、全国的に、様々な生態系の開発・改変が進められ

た。これらの影響力は大きく、特に、陸水生態系、沿岸生態系、島嶼生態系では影響

力の程度が大きいと考えられる。 

  現在、これらの社会的要請が、経済成長と所得の向上、国外からの大量のエネルギ

ー・食料・木材の供給、住宅や産業施設の整備や社会資本の整備の進展を経てある程

度満たされた状況のもとで、「第 1 の危機」が生物多様性の損失を生じさせる速度は

やや緩和する傾向にある（後掲表 VI－３参照）。とはいえ、相対的に規模の小さな開

発や地域的な開発は依然としてみられる。また、過去の開発・改変によって失われた

生態系において、生物間や生物と環境との相互作用を回復させることは困難であり、

継続的な影響が生じることや、一定の時間が経過した後に影響が生じることが懸念さ

れる。 

  「第 1 の危機」への対策としては、評価期間中に保護地域制度が充実し、指定され

る範囲も拡大してきた。水質保全のための排出規制も進められてきた。近年は、社会

資本整備などにあたっての配慮や持続可能な農林水産業などの取組が始まっている。

これらの対策は一定の効果を上げてきたと考えられるが、間接的な要因として作用し

てきたわが国の社会経済の大きな変化の前には、必ずしも十分といえる効果を発揮で

きておらず、引き続き、生物多様性保全上重要な地域等の保全を充実させるとともに、

過去に生じた大きな損失をいかに回復するかが課題と考えられる。 
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＜第 2 の危機とその間接的要因＞ 

「第 2 の危機」は、森林生態系と農地生態系の一部に損失を与えている。1950 年代

後半から 70 年代前半にかけての高度経済成長期に始まる社会経済の変化は、「第 1 の

危機」ばかりでなく「第 2 の危機」としても作用した（後掲表 VI－３参照）。高度経

済成長期における国外の化石燃料への依存は二次林における薪炭等の利用を、農法の

変化は二次林や二次草原における採草・放牧などの利用を縮小させた。その後も食料

や木材などの需要が国外からの輸入によってまかなわれるようになるとともに、農山

村では人口が減少し高齢化が進む傾向が続いた。1980～90 年代には農林業の担い手不

足による耕作放棄が顕在化し、また人工林では間伐や下刈などの管理不足が問題とな

った。また、同時期から狩猟者数の減少と高齢化も進んでいる。 

  「第 2 の危機」は、こうした社会経済の変化を間接的な要因とする「里地里山」す

なわち集落を取り巻く二次林と人工林、農地、水路・ため池、草原などの利用の縮小

である。わが国の「里地里山」では、かつて自然林や氾濫原の一部に生息・生育して

いた生物相が、伝統的な農地、二次林、二次草原などの利用や管理による撹乱（かく

らん）に依存して存在し、生物間や生物と環境との相互作用を成り立たせていた。経

済的価値がなくなった二次林や二次草原等が積極的に他の土地利用に転換されるなど、

利用の縮小が「第 1 の危機」に転化する場合もあるが、「第 2 の危機」は、これらの

利用や管理が縮小することで、従来維持されてきた撹乱が減少し、植生の遷移などを

通じて、ある程度長い時間的なスケールで緩やかに生態系の質を低下させることであ

る。ただし、こうした利用や管理の縮小による生物多様性への影響は複雑であり、そ

の具体的な解明には今後の研究が待たれる。また、「第 2 の危機」の影響の全てが緩

やかに生じるのではなく、狩猟圧の低下などによるシカの個体数の増加・分布の拡大

が植生を荒廃させているなど、急速な損失を生じさせている場合もある。 

  こうした人の利用を縮小させた間接的な要因は現在も変わらず作用し続けており、

影響力は、現在なお緩やかに増加しているとみるべきである（後掲表 VI－３参照）。 

  「第 2 の危機」への対策としては、中大型哺乳類など鳥獣の個体数管理などが進展

しているが、自然資源の利用促進方策や地域の主体の協働の仕組みづくりなど、間接

的な要因への対策は、いまだ検討段階にある。 

 

＜第 3 の危機とその間接的要因＞ 

「第 3 の危機」の影響力、特に外来種の影響力は、近年、顕著に大きい。外来種の

問題の背景には、この 50 年間に国外との交流や貿易が飛躍的に増加したことがある（後

掲表 VI－３参照）。評価期間中には、ペットや産業用として輸入され、または貨物へ

の付着やバラスト水への混入などによって意図的・非意図的に導入された外来種が、

国内の生態系に侵入・定着し、一部の種については急速な拡大がみられた。外来種の

うち、生態系などに深刻な被害をもたらす侵略的外来種の影響力は、隔離された生態
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系である陸水生態系や島嶼生態系において特に大きく、ほとんどの生態系において、

現在も影響力は増大し続けている。 

侵略的外来種への対策は、2000 年代に、新たに生態系の被害等を防止する観点から、

輸入の規制や飼養・栽培・保管・運搬・放出の規制が導入されるなど、侵入の防止の

点で大きく進展したが、既に定着した種の防除（捕獲・採取、殺処分、被害発生の防

止措置など）については課題が指摘されている。化学物質については、既に 1970 年代

には人への影響の観点から製造・輸入・使用の規制が設けられ、状況は改善している。 

 

＜地球温暖化の危機とその間接的要因＞ 

  「地球温暖化の危機」の間接的要因は、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出であ

り、この 50 年間に排出量は増加し、現在もなお増加する傾向にある。「地球温暖化の

危機」は、当然、わが国だけでなく世界中の温室効果ガスの排出によって引き起こさ

れている。1990 年代以降も、国際的な努力に関わらず、世界の二酸化炭素排出量は引

き続き増加傾向にある。わが国の排出量も 1990 年よりも増加しており、家庭部門など

の排出の増加が目立っている。 

  地球温暖化が生物多様性の損失を引き起こす因果関係については、なお議論がある

ものの、特に、森林生態系（高山）、沿岸生態系（サンゴ礁など）、島嶼生態系で影

響力が大きいとみられる。 

  国際的な枠組みのもとに温室効果ガスの排出抑制などの緩和策が進められるととも

に、わが国においても地球温暖化の生物多様性への影響への適応策の検討が課題とさ

れている。 

 

＜生物多様性の主流化＞ 

生物多様性についての社会的認識の広がりは、損失への対策の基盤として重要であ

る。評価期間の前半から「自然保護」の観点からの社会的な認識や活動がみられ、ま

た評価期間の後半には、自然とのふれあいを希求する傾向が広く社会にみられるよう

になった。1990 年代から生物多様性の概念が制度化されたものの、いまだ生物多様性

についての認識が社会的に広がっているとはいえない。 

 

（3）各生態系における生物多様性の損失 

わが国の生物多様性の損失は全ての生態系に及んでおり、全体的にみれば損失は今

も続いている。上述の「第 1 の危機」、「第 2 の危機」、「第 3 の危機」、「地球温

暖化の危機」といった損失の要因は、それぞれが別個に影響力を及ぼすのではなく、

各生態系において複合的に作用して損失を生じさせている（表 IV-2）。 
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表 IV-2 各生態系における損失の状態の評価（第 III 章） 

生態系区分 各生態系における損失の状態の評価 

森林生態系 
 
 
 
 

 

森林生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において損なわれており、長

期的には悪化する傾向で推移している。 
○森林全体の規模に大きな変化はみられないが、人工林への転換等によって自然性の高い

森林が減少した。森林の連続性も低下している 【第 1 の危機】。 
○評価期間後半を通して、自然性の高い森林の減少速度は低下したものの、二次林や人工

林の生態系の質が低下する傾向にある 【第 2 の危機】。 
○近年、シカの個体数の増加、分布の拡大による樹木や下層植生に対する被害が顕在化し

ている。また、地球温暖化によると思われる高山植生への影響等が報告されている 【第 2 の

危機、地球温暖化の危機】。 
○現在、社会経済状況の変化によって、森林における開発や改変の圧力は低下しているが、

継続的な影響が懸念される。 

農地生態系 農地生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において損なわれており、長

期的には悪化する傾向で推移している。 
○主に評価期間前半に進んだ、宅地等の開発や農業・農法の変化によって、農地生態系の

規模の縮小や質の低下がみられた 【第 1 の危機】。 
○主に評価期間前半に進んだ草原の利用の縮小、主に評価期間後半に進んだ農地の利用

の縮小によって、農地生態系の規模の縮小や質の低下がみられた 【第 2 の危機】。 
○現在、社会経済状況の変化によって、開発・改変や農業・農法の変化による圧力は低下し

ているが、継続的な影響が懸念される。また、農地等の利用・管理の低下による影響が増大

することが懸念される。 

都市生態系 都市生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間においてやや損なわれてお

り、長期的には悪化する傾向で推移している。 
○評価期間前半の高度経済成長期における農地や林地などの都市緑地の減少や河川の水

質の悪化などにより、生息地・生育地の減少や質の低下がみられた【第 1 の危機】。 
○評価期間の後半には、新たな都市緑地の整備や河川等の水質の改善などが進んでおり、

こうした環境に生息・生育する一部の生物の分布が拡大している。 

陸水生態系 
 
 
 
 
 
 
 
 

陸水生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において大きく損なわれてお

り、長期的には悪化する傾向で推移している。 
○評価期間前半からの砂利採取、河川の人工化、湖沼や湿原の埋立等は、全国的な規模で

陸水生態系の規模の縮小、質の低下、連続性の低下につながった 【第 1 の危機】。 
○その一方で、湖沼等の水質は、評価期間前半に悪化した可能性があるもののが後半には

改善傾向にある 【第 1 の危機】。 
○現在、社会経済状況の変化によって、陸水生態系への開発・改変の圧力は低下している

が、継続的な影響が懸念される。これに加えて、観賞用の捕獲・採取や外来種による影響が

増大することが懸念される 【第 1 の危機、第 3 の危機】。 

沿岸・海洋
生態系 

沿岸・海洋生態系の状態は、1950 年代後半から現在に至る評価期間において大きく損なわれ

ており、長期的に悪化する傾向で推移している。 
○特に評価期間前半の開発や改変によって、干潟や自然海岸など一部の沿岸生態系の規模

が全国規模で大幅に縮小した 【第 1 の危機】。 
○現在、社会経済状況の変化によって、沿岸域の埋立等の開発・改変の圧力は低下している

が、継続的な影響が懸念される。これに加えて、海岸浸食の激化や外来種の侵入、地球温

暖化の影響が新たに懸念されている 【第 3 の危機、地球温暖化の危機】。 

島嶼生態系 島嶼生態系の状態は現在大きく損なわれている。評価期間前半を評価する十分な資料は存

在しないが、少なくとも評価期間の後半（1970 年代後半）を通して長期的に悪化する傾向で推

移している可能性がある。 
○開発や外来種の侵入・定着によって、固有種を含む一部の種の生息地・生育地の環境が悪

化している 【第 1 の危機、第 3 の危機】。 
○サンゴ礁生態系等では、地球温暖化の影響も懸念されている 【地球温暖化の危機】。 
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＜評価期間中の損失が特に大きい生態系＞ 

陸水生態系、沿岸・海洋生態系、島嶼生態系の 3 つの生態系における生物多様性の

損失は重大であり、現在も状態が悪化する傾向にある。これらの生態系では、従来の

「第 1 の危機」による強い影響の上に、近年、顕在化している「第 3 の危機（外来種）」

の影響等が複合的に作用している。 

  陸水生態系では、この 50 年間に進んだ湿原・湖沼の埋立、河川の砂利採取、河岸や

湖岸の人工化、ダム・堰の整備などの開発・改変により、本来の生態系の規模、質、

連続性などが大きく損なわれてきた。例えば、河床低下による礫河原の減少、河川の

上下方向・陸域と水域・氾濫原との連続性の低下などが指摘されている。特に、陸水

生態系は農地生態系の一部を構成する水田・水路・ため池などとともに水系のネット

ワークを構成して、氾濫原等にみられた生物相の維持に貢献してきた。連続性の低下

は、農地生態系を含む水系のネットワーク全体に影響を及ぼすことが懸念されている。

また、かつては工業・農業などの産業排水、家庭から出る生活排水などによる水質汚

濁（富栄養化）が大きな損失要因であったと考えられるが、対策が講じられ、現在は

改善される傾向にある。代わって、近年では、水域や水辺環境においてオオクチバス

などの侵略的外来種が全国的に著しい影響を及ぼしている。化学物質の影響は未解明

の点もあるが、少なからず懸念はある。 

  沿岸・海洋生態系では、この 50 年間に進んだ沿岸における埋立、海砂利（海砂等）

の採取、海岸の人工化などの開発・改変の影響が大きく作用した。一部の閉鎖性海域

においては、水質汚濁（富栄養化）は現在も継続しており、これに加えて海岸浸食の

加速、侵略的外来種の拡大、地球温暖化との関係が指摘される影響などによって、干

潟、藻場、サンゴ礁をはじめとする生態系の規模の縮小や質の低下が著しい。海洋に

おいても有用魚種の資源状況も良好ではない。 

  島嶼生態系は、そもそも規模が小さく脆弱性が高いため、損失要因が大きく作用し

やすい。開発等の影響に加えて、近年、南西諸島のジャワマングースや小笠原諸島の

グリーンアノールのような侵略的外来種が固有種等に及ぼす影響が著しい。南西諸島

や小笠原諸島などではいくつかの種について防除が進められており、ごく小さな島嶼

では侵略的外来種の根絶に成功した事例もある。 

 

＜評価期間中の損失が大きい生態系＞ 

  森林生態系や農地生態系も損失を受けており、これらの生態系では「第 1 の危機」

の影響とともに、「第 2 の危機」が作用している点が特徴的である。 

この 50 年間に、森林生態系においては人工林への転換等が進められ自然性の高い森

林が減少した。評価期間前からの損失まで含め、本来の森林生態系の状態からすれば、

損失は重大である。また、農地生態系でも宅地等への転用によって農地の面積が減少

するとともに農地や水路の整備によって質が低下した。これと同時に、集落を取り巻

く農地、水路・ため池、二次林と人工林、草原などのモザイクからなる「里地里山」
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の生態系が、従来から維持されてきた伝統的な利用が縮小することなどにより規模を

縮小させ、あるいは質を低下させた。また、農地生態系の一部を構成する水田・水路・

ため池などが、陸水生態系とつながって形成される水系のネットワークにおける連続

性の低下も懸念されている。 
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表 IV-3 生物多様性の損失の要因と状態の評価（第 II 章・第 III 章）に関わる主なトピック 

  評価期間

前半 
 評価期間 

後半 
 

関連する 

主な指標 1950 年代 1960 年代 1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年代 

森林生態系 
 
 
 
 
 

      1,4,15,16,17
1,4,15,16,17
15 
15 
4,7,15,17 
18 

農地生態系 
 
 
 
 
 

      1,4,19,20 
1,4,19,20 
7 
4,19,20 
19,20 
4,9,20 

都市生態系 
 

      22 
22,23 

陸水生態系 
 
 
 

 
 

     1,4,24,26 
1,4,24,25,26
1,4,24,25,26
3,4,24,26 
4,9,26 

沿岸・海洋 
生態系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1,27,28 
1,27,28 
27,28 
27,28 
27 
3,27 
27,28 
27,28 
27,28 
9,28 
29 

島嶼生態系 
 

      30 
30 

社会的背景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

凡例： 

出典：第 II 章・第 III 章の指標に関する記述とデータから作成 

自然林・二次林の伐採 

水産資源の減少傾向 

国土形成計画 

 

林業基本法 

農業基本法 土地改良法 

河川法 

海岸法 

漁業法 

自然公園法 

水産基本法 

海洋基本法 

外来生物法 

鳥獣保護法 

都市緑地法 

食料・農業・ 
農村基本法 

生物多様性 
基本法 

生物多様性
国家戦略

自然環境
保全法 

海岸法改正

河川法改正

所得倍増計画 国土利用 
計画法 

全国総合 
開発計画 

国土総合
開発法 

新全国総合
開発計画

総合保養
地域整備法

森林・林業
基本法 

データ不足 

種の保存法

自然再生 
推進法 

藻場の減少 

草原の減少 

耕作放棄地の拡大

農薬・化学肥料の使用 

海岸の人工化 

内湾等の水質汚濁

河岸・湖岸の人工化, ダム・堰の整備 

人工林の拡大 

森林病害虫の被害

シカの分布拡大 

薪炭林の植生遷移 薪炭利用の減退 

農地の減少 

農地の整備 

外来種の影響

緑地の減少 

川砂利の採取 

湖沼等の水質汚濁 

外来種の影響

湿原の減少 

干潟の減少 

沿岸の埋立 

海砂利（海砂等）の採取

海岸浸食 

サンゴの白化 

外来種の影響 

開発等

外来種の影響

影響力等の拡大・ 
高水準での継続 

影響力等の
継続 

住宅地・工業用地の拡大 

人工林の管理不足

人口減少 人口増加・都市化 

エネルギーの国外依存 

国外との交流や貿易 

サンゴ食生物の影響 
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2．わが国の生物多様性の損失と生態系サービス    

（1）要旨 

一般に、生物多様性の損失により生態系サービスの低下が生じるが、評価期間中に

は、一部の生態系サービスが重視されたことによって逆に生物多様性の損失が生じた

ことや、生態系サービスの海外依存が大幅に進んだことが目立っている。 

 

（2）生態系サービスとは何か 

生態系サービスとは、人間が生態系から受ける恵沢・便益のことである。人間の生

活は、生態系サービスに依存している。ミレニアム生態系評価は、生態系サービスを、

食料・水・木材などを供給するサービス（供給サービス）、気候・洪水・水質などを

調整するサービス（調整サービス）、レクリエーションや精神的充足感などの文化的

サービス（文化的サービス）、土壌形成・花粉媒介など他の生態系サービスの基盤と

なるサービス（基盤サービス）の 4 つに区分している。 

生物多様性は、生態系サービスが供給されるための基礎であり、わが国でも様々な

生態系がサービスを提供し、われわれの生活はそれに依存している。 

 例えば、供給サービスとしては、森林生態系は建材などとして用いられるスギやヒ

ノキなどの木材、農地生態系はコメ、野菜、果物といった農作物や畜産物などの食料、

陸水生態系や沿岸・海洋生態系は魚類や貝類などの食料を供給している。また、森林

生態系や陸水生態系は、産業用水や生活用水も供給している。調整サービスとしては、

森林生態系が大気質・気候・水の調整、土壌浸食の抑制、山地災害の防止など、農地

生態系が天敵による病害虫の抑制やハチなどの昆虫による花粉媒介などを供給してい

る。文化的サービスには、全ての生態系が関係している。わが国の多様な風土は、地

方ごとに特色のある祭りや食文化などを生み出してきた。また、昆虫採集など子ども

の遊びを通じた教育的価値や、登山、海水浴、ダイビングなどのレクリエーションも

生態系が提供している。国立公園に指定されるようなすぐれた自然の風景は、古くか

ら芸術の題材となるなど審美的な価値を提供している。もちろん、土壌形成や光合成

などに代表されるような基盤サービスも供給している。 

  生態系サービスは、社会経済上の需要に応じて供給されるものであり、時代によっ

て供給されるサービスは変化する。例えば、かつて、森林生態系等は、鳥獣の狩猟を

通じて防寒用などの毛皮等を供給していたが、現在では、こうしたサービスの供給は

縮小している。 

  ただし、ここで例示したような、わが国の生態系が供給する生態系サービスが、全

体としてどれくらいあって、どのサービスがいかに増減してきたのかについて、これ

まで包括的な評価はされていない。 
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表 IV-4 ミレニアム生態系評価における生態系サービスの区分とわが国における例 1) 

ミレニアム生態系評価が挙げるサービス わが国におけるサービスの例 
サービスを供給する 

主な生態系 
A 供給サービス 

食

糧 

農作物 コメ、野菜、果樹等の栽培 農地生態系 
家畜 肉牛・乳牛・豚・鶏等の飼育 農地生態系 
漁獲 
 

河川・湖沼や海での魚類、貝類など

の漁獲 
陸水生態系、沿岸・海

洋生態系 
水産養殖 湖沼や海での魚類、貝類などの養殖 陸水生態系、沿岸・海

洋生態系 
野生動植物産品 山菜やキノコの採取、（鳥獣の狩猟） 森林生態系など 

繊

維 

木材 スギやヒノキなどの建材 森林生態系 
綿・麻・絹 （綿花の栽培、養蚕） 農地生態系 
薪 （薪炭） 森林生態系 

遺伝子資源 （雑穀・野菜や家畜などの地方品種） 農地生態系など 
生化学物質、自然薬

品 
  

装飾品の素材 漆などの塗料、植物染料、庭の植栽 森林生態系、農地生態

系など 
淡水 河川からの産業・生活用水の取水、

水力発電 
陸水生態系、森林生態

系、農地生態系 
B 調整サービス 大気質の調整  森林生態系など 

気候の調整 森林による温室効果ガスの吸収 森林生態系 
水の調整 森林、湿原、水田などによる湛水 森林生態系、陸水生態

系、農地生態系 
土壌浸食の抑制 森林による土壌浸食の抑制 森林生態系など 
水の浄化と廃棄物の

処理 
干潟の水質浄化機能 陸水生態系、沿岸・海

洋生態系など 
疾病の予防   
病害虫の抑制 天敵による農業害虫の抑制 農地生態系など 
花粉媒介 ハチによる農作物の受粉 農地生態系など 
自然災害からの防護 森林による山地災害防止、砂浜やサ

ンゴ礁による防波 
森林生態系、沿岸・海

洋生態系 
C 文化的サービ

ス 
文化的多様性 地方ごとに特色のある祭りや食文化 全ての生態系 
精神的・宗教的価値 鎮守の森など在地の宗教 
知識体系（伝統・慣習） 農事暦 
教育的価値 子どもの昆虫採集 
インスピレーション 俳句の季語 
審美的価値 国立公園の探訪 
社会的関係 国民性・県民性 
場所の感覚 県の鳥、県の花 
文化的遺産価値 天然記念物、名勝 
レクリエーションとエコ

ツーリズム 
登山、海水浴、潮干狩り、ダイビン

グ、エコツアー 
D 基盤サービス 土壌形成 生物の相互作用による土壌の形成 全ての生態系 

光合成 植物による酸素の生産 
一次生産 生物によるエネルギーと栄養塩の同

化・蓄積 
栄養塩循環 生命に必要な栄養塩類の循環 
水循環 生命体にとって必要な水の循環 

   出典：ミレニアム生態系評価（2006）をもとに作成 
   注：カッコ内は、供給サービスのうち、現在では経済的な意味が小さくなったもの。 
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（3）生物多様性の損失と生態系サービスの低下 

既に述べたような、わが国における生物多様性の損失は、生態系サービスの供給に

関係している。生態系は生物によって動かされており、生物の働きを損なえば生態系

サービスも低下する。食物連鎖や分解のように、本来の生態系における生物の相互作

用が維持されていなければ得られない生態系サービスもある。 

また、生物多様性を損なうことになった要因が、同時に生態系サービスを低下させ

る場合がある。 

例えば、南西諸島等にみられるサンゴ礁生態系は、ダイビングやシュノーケリング

などに代表される観光・レクリエーション、魚類などの生息場所としての商業用海産

物の提供、自然の防波堤としての波浪・浸食の被害からの保護などの生態系サービス

を供給している。環境省が、いくつかの仮説に基づき限定した対象について試算した

結果によれば、わが国のサンゴ礁の生態系サービスの経済的価値は、観光・レクリエ

ーションで年間 2,399 億円、商業用海産物の提供で年間 107 億円、波浪・浸食の被害か

らの保護で年間 75～839 億円とされている 2)。現在、わが国のサンゴ礁生態系は、異常

高水温等による白化現象、オニヒトデ等のサンゴ食生物の異常発生、陸域からの土壌

の流入などによって大きな打撃を受けており、これらのサービスが十分に供給されな

くなるおそれがある。 

また、侵略的外来種は、既に述べたように様々な生態系で生物多様性の損失を引き

起こすが、そればかりでなく農林水産業などの生態系サービスに被害を及ぼす。例え

ば、外来生物法によって特定外来生物に指定されているアライグマは、捕食等によっ

て希少種を含む在来生物群集に影響を及ぼしているが、他方で、トウモロコシ、家畜

飼料、メロン、スイカ、イチゴ、養殖魚などの食害によって農業・漁業への深刻な被

害を発生させている。同じく特定外来生物のオオクチバスは、捕食や競合によって、

希少種を含む魚類、エビ類、陸生・水生昆虫などに影響を及ぼしているが、他方でア

ユやワカサギの食害など内水面漁業に対しても被害を及ぼしていることが指摘されて

いる。 

潮干狩りは、単にアサリやハマグリ等を採取するだけでなく、干潟に生息する様々

な生物とふれあい、生物多様性への認識を涵養するという教育的な価値を有している。

干潟の生物多様性の低下は、このような生態系サービスを低下させることになる。 

 

（4）生物多様性と生態系サービスとのトレードオフ 

しかし、生物多様性と生態系サービスとの関係は単純ではない。生物多様性が損な

われたとしても、ただちに生態系サービスの低下に結びつかない場合もある。例えば、

ある特定の種が絶滅によって失われることは明らかに生物多様性の損失であるが、そ

れが産業に利用されている種でもなければ、生態系サービスへの影響は顕著ではない。 
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また、生態系サービスとりわけ供給サービスを得るためには、生態系を改変したり

働きかけをしたりしなければならないことが多く、その過程で生物多様性に一定の損

失を与えることがある。すなわち、生物多様性と生態系サービスがトレードオフの関

係にある場合である。 

わが国では、評価期間中に、多様な生態系サービスの中の一部が重視されるあまり

生物多様性の損失に結びついた。1950 年代から始まる高度経済成長期の当初に、社会

経済上の必要から、国内の生態系に、様々な生態系サービス、特に供給サービスを大

量に効率的に提供することが求められた。森林生態系では、都市化にともなう住宅等

の需要に応じて建材を大量に供給することが求められ、自然性の高い森林が人工林に

転換された。農地生態系では、より効率的に食料を供給する必要から、農薬や化学肥

料が使用されるようになり、農地や水路の整備が進められた。 

これらのことによって、一部の供給サービスを提供する能力は向上したが、既に第 1

節で述べたとおり、これにともなう改変や働きかけが、生物多様性に対して「第１の

危機」として作用し、損失につながる場合があった。 

そのほか、単一種の栽培や植林など多様性の低い状況を作り出すことによって、作

物害虫の天敵の減少や、病害虫の発生リスクが高まることも知られているほか 3)、農地

や森林がモザイク状に存在することが作物などの送粉サービスの確保につながってい

る 4)という指摘もある。 

 

（5）生態系サービスの国外への依存 

生態系サービスは、必ずしも全てが国内の生態系から供給されるというわけではない。 

わが国では、歴史的に、森林生態系、農地生態系、陸水生態系、沿岸・海洋生態系

などが食料・建材・燃料などの供給サービスを担ってきた。明治時代より前は、鎖国

のもとで国外との物資のやりとりが制限され、ほぼ全ての供給サービスは国内の生態

系で調達されていた。しかし、高度経済成長期以降の社会経済の変化によって、わが

国は、多くの生態系サービスを国外に依存するようになった。 

例えば、1950 年代以降、木材の貿易自由化にともなって国外から大量の木材が安価

に供給されるようになった 5)。現在では、わが国は木材需要の約 80%を国外の森林に依

存している 5)。他方で、国内では、人工林を中心に森林蓄積量がこの 50 年間一貫して

増加することになった。 

また、1960 年代以降、食料の輸入量も増加を続け、現在では供給熱量の約 60%を国

外の農業や漁業に依存している 6)。他方で、国内では農地が減少し、1980 年代以降は

耕作放棄地の増加が問題となっている。 

エネルギーの面では、高度経済成長期が始まる 1950 年代から急速に国外の石油が供

給されるようになり（エネルギー革命）、1970 年代以降はエネルギー供給の約 80～90%

を国外に依存するようになった 7)。国内の二次林が供給していた薪炭は、1950 年代に
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は、既に石炭や水力発電のエネルギー供給量を下回っていたが、この時期に生産量が

急速に減少することになった 5), 8)。 

このように、わが国は、生態系サービスの多くを国外の生態系に依存している。森

林蓄積量の増加にみられるように、国内の生態系が供給サービスを提供するためのポ

テンシャルが増加し、または維持されていても、実際には全てが供給されているわけ

ではない。このことは、わが国の生態系の利用の縮小（第 2 の危機）として表れてい

るが、同時に、国外の生物多様性を損なってきたという指摘もある。 

生物多様性と生態系サービスの関係については、因果関係の科学的な解明やその経

済的評価など、十分に明らかになっていない部分もあり、今後の研究の進展に合わせ

て指標化やモニタリングを行うことが重要になってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1 ：一次エネルギー国内供給のうち輸入量（ペタジュール単位）。 
注 2 ：木材需給表の外材の輸入量を体積ベースで合算。 
注 3 ：食料需給表の各品目の輸入量を重量ベースで合算。 
注 4 ：食料需給表の各品目の国内生産量を重量ベースで合算。 
注 5 ：木材需給表の国産材の供給量を体積ベースで合算。 
注 6 ：木材需給表の薪炭材の供給量を体積ベースで合算。 
注 7 ：木材輸入量、木材国内生産量、薪炭国内生産量は暦年。その他は年度。 

出典：農林水産省,食料需給表、農林水産省.木材需給表、資源エネルギー庁, 総合エネルギー統計. 

図 IV-1 わが国の食料・木材・エネルギーの輸入量等の推移（1960 年を 100 とする指

数） 
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第 2 節 2010 年目標の達成状況の評価 

 

1．2010 年目標とは  

2010 年目標とは、生物多様性条約が掲げた「2010 年までに生物多様性の損失速度を

顕著に減少させる」という国際的な目標である。 

 生物多様性条約第 6 回締約国会議（2002 年）において、条約の実施を図るために生物

多様性条約戦略計画（Strategic Plan）（決議 VI/26）が採択された。この戦略計画で、生

物多様性が持続可能な開発に不可欠である一方で、加速度的に失われていることが再確

認され、2010 年目標が採択された。第 6 回締約国会議の 2 ヶ月後に開催されたヨハネス

ブルク・サミットで、この目標は各国政府及び首脳によって承認された。2004 年の第 7

回締約国会議においては、この目標の達成に向けた進捗状況を評価するための７つの分

野（Focal Area）が合意された（決議 VII/30）。7 つの分野のそれぞれについて、全体的

な生物多様性に関する 2010 年目標の下位目標として 11 の最終目標（Goal）と 21 の目標

（Target）が設定されている。 

既に、目標ごとに生物多様性の現状と推移を評価するための指標が国際的に提案され、

2010 年目標の達成状況が評価されている。生物多様性条約事務局が作成して 2010 年に

公表された地球規模生物多様性概況第 3 版（GBO3）は、21 の目標のうち地球規模で達

成されたものはなく、15 の指標のうち 9 の指標について生物多様性にとってマイナスに

推移しているとした。生物多様性への圧力の増加とその損失が続いており、2010 年目標

は地球レベルでは達成されなかったという認識が示された。 

 本節では、これら地球規模の評価を参考にして、21 の目標ごとに指標をあてはめて、

わが国の 2010 年目標の達成状況を評価した。 

2010 年目標の達成状況に対する評価の考え方 
○「2010 年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」という目標が達成された

かどうかは、21 の目標（Target）の達成度等を総合的に判断して評価する。 
○21 の目標（Target）のうち、わが国の生物多様性と社会経済の状況などから評価を行

う意義があるものについて、１つまたは複数の指標を設けて評価する。 
○目標（Target）や指標は劣化の速度そのものを表さないが、目標の達成度（○達成さ

れている、△達成は不完全である、×達成されていない）と、傾向（↗生物多様性に

とってプラス、↘生物多様性にとってマイナス、↑↓明確な傾向がない）で評価する。

○各目標の達成度は 2010 年について、傾向は目標が設定された 2002 年と目標年の 2010
年とを含めた 2000 年代について評価する。 

○各目標の達成度は、目標の解釈に含まれる全要素を満たしている場合に「達成されて

いる」とし、多くの要素を満たしている場合に「達成は不完全である」とし、多くの

要素を満たしていない場合に「達成されていない」とする。 
○生物多様性条約戦略計画に基づき国際的に定められた指標を用い、他に第 II 章・第 III
章で用いた指標やデータに適切なものがあればそれらを適用しながら簡潔に記載す

る。 
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2．わが国における 2010 年目標の達成状況の評価  

（1）2010 年目標の達成状況 

2010 年目標の達成状況を評価するに当たって、最終目標（Goal）及び目標（Target）

による枠組みに掲げたそれぞれの個別の目標（Target）ごとに、指標に基づき評価を行

った（表 IV－5）。 

  21 目標のうち 15 について評価した。目標の達成度については、2 目標を達成し、10

目標の達成が不完全であり、3 目標が達成できなかった。2000 年代の傾向については、 

6 目標についてプラス、7 目標について明確な傾向なし、1 目標についてマイナスと評

価した。 

  「生物多様性に対する脅威への取組」、「生物多様性の構成要素の保護」等の分野

の全体をみると、対策が進み、目標設定時の 2002 年よりも生物多様性の損失速度を減

少させる方向に働いているものもあるが、一方で、「持続可能な利用の促進」の分野、

最終目標の「遺伝的多様性の保全を促進する」、目標 7-1 の「気候変動に適応するため、

生物多様性の構成要素の回復力を維持・強化する」の目標などにおいては、一部で対

策が講じられているものの、指標でみる限り生物多様性の損失の傾向は止まっていな

いと考えられる。これらの点を総合的に判断すると、わが国の生物多様性の状況は、

部分的には改善しているものの、全体としての生物多様性の損失の傾向は止まってい

ない状況にあると結論できる。 

  この点を踏まえて、2010 年以降も、生物多様性の保全と持続可能な利用の実現に向

けて、継続的な状況把握と評価、新たな目標達成に向けた生物多様性の損失への対策

をさらに進めることが必要である。 
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表 IV-5 わが国の 2010 年目標の達成状況 

対象分野 
Focal 
Area 

最終目標 Goal 

2010 年目標で掲げられている

内容 
指標 

わが国における 
評価 

 
目標 

Target 目標の

達成度 
2000 年

代の傾向

生物多様
性の構成
要素の保
護 

1 生態系、生息・生育地、生物群系の生物多様性の保全を進める  

  1 - 1 
少なくとも世界の各エコリージョ
ンの 10%が効果的に保全され
ている 

保護地域の面積 
△ ↗ 

保護地域の効率的管理 

  1 - 2 
生物多様性にとって特に重要
性の高い地域が保護されてい
る 

保護地域と生物多様性の重
なり △ ↗ 

2 種の多様性の保全を促進する   

  2 - 1 
特定の分類群の種の個体数の
減少が、回復、維持、または軽
減される 

森林性鳥類の生きている地
球指数（LPI）

△ ↑↓ シギ・チドリ類個体数
その他の分類群の分布や個
体数（注１）

  2 - 2 
絶滅危惧種の現状が改善され
ている 

維管束植物の過去の絶滅頻
度（注１）

△ ↑↓ 
絶滅危惧種の減少要因（注
１）

3 遺伝的多様性の保全を促進する   

  3 - 1 

農作物、家畜及び人間が採
取・捕獲する樹木、魚類、野生
生物、その他価値ある種の遺
伝的多様性が保全され、これ
に関係する先住民や地元の知
識が維持されている

陸域の家畜種の遺伝的多様
性 × ↑↓ 

持続可能
な利用 

4 持続可能な利用及び消費を促進する   

  4 - 1 

持続的に管理されている供給
源から生物多様性を基盤とす
る製品が産出され、生産地域
が生物多様性の保全と一致し
た手法で管理されている

持続的な管理が行われてい
る認証を受けた森林の面積 × ↗ 

  4 - 2 

生物資源の非持続的な消費、
あるいはその生物多様性に影
響を与える消費が、減少してい
る 

生物学的許容漁獲量及び関
連する概念

△ ↘ 
エコロジカルフットプリント及
び関連する概念

  4 - 3 
国際的な貿易によって絶滅の
危機にさらされる野生の動植
物種がゼロである

なし（注２） － － 

生物多様
性に対す
る脅威へ
の取組 

5 生息・生育地の喪失、土地利用の変化及び劣化、非持続的な水利用を原
因とする圧力が軽減される

  

  5 - 1 
自然の生息・生育地の喪失及
び劣化の速度が減少している 

森林面積の変化

○ ↑↓ 
干潟面積の変化（注１） 
サンゴ群集面積・被度の変化 
藻場面積の変化

6 侵略的外来種からの脅威を制御する   

  6 - 1 
侵略的外来種となる可能性の
高い主要な生物種の移入経路
が制御されている

侵略的外来種 △ ↗ 

  6 - 2 

生態系、生息・生育地、種の脅
威となる主要な侵略的外来種
のための管理計画が整ってい
る 

侵略的外来種の防除（注１） △ ↗ 

目標の達成度：○達成されている、△達成は不完全である、×達成されていない 
傾向：↗生物多様性にとってプラス、↘生物多様性にとってマイナス 、↑↓明確な傾向がない 
注 1：わが国における生物多様性の状況、その保全や利用の状況、関係するデータの蓄積状況などを踏

まえ、2010 年目標が提示した指標に代えて、またはそれに追加して設定した指標。 
注 2：社会経済的視点からの十分な分析が必要であったり、評価のために必要なデータが不足していた

りするために、今回は指標の設定を見送り、今後の課題としたもの。 
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 表 IV-5 わが国の 2010 年目標の達成状況（つづき） 

対象分野 
Focal 
Area 

最終目標 Goal 

 2010 年目標で掲げられている

内容 
指標 

わが国における 
評価 

 
目標 

Target 目標の

達成度 
2000 年

代の傾向

生物多様
性に対す
る脅威へ
の取組 

7 気候変動及び汚染を原因とする生物多様性の課題に取り組む   

  7 - 1 
気候変動に適応するため、生
物多様性の構成要素の回復力
を維持・強化する

なし（注２） × － 

  7 - 2 汚染と、汚染が生物多様性に
与える影響を軽減する 

主要汚染物質の検出割合
（魚類等）（注１） ○ ↑↓ 

窒素集積

生物多様
性がもた
らす、人
類の福利
を支える
財とサー
ビスの維
持 

8 財とサービスを提供し、暮らしを支える生態系の能力を維持する   

  8 - 1 財とサービスを供給する生態
系の能力が維持されている 

海洋食物連鎖指数

△ ↑↓ 
水質
河川の分断化
森林の分断化
森林蓄積量（注１）

  8 - 2 

特に貧困層の、持続可能な生
活、地元の食料安全保障、医
療を支える生物資源が維持さ
れている 

なし（注２） － － 

伝統的知
識、工夫
及び慣行
の保護 

9 先住民や地域社会の社会文化的な多様性を維持する   

  9 - 1 
伝統的な知識、工夫及び慣行
を保護する

なし（注２） － － 

  9 - 2 

利益配分を受ける権利を含
む、伝統的な知識、工夫及び
慣行に対する先住民・地元コミ
ュニティの権利を守る

なし（注２） － － 

遺伝資源
の利用に
より生じる
利益の公
正かつ衡
平な配分
の確保 

10 遺伝資源の利用により生じる利益の公平かつ衡平な配分を保証する   

  10 - 1 
すべての遺伝資源へのアク
セスが生物多様性条約及び
関連規定に合致している

なし（注２） － － 

  10 - 2 

生物多様性条約及び関連規
定に従い、遺伝資源の商業
的利用等から生じる利益が、
資源を供給する国と公正か
つ衡平な形で配分されている

なし（注２） － － 

十分な資
源供給の
確保 

11 締約国は、本条約履行のための財政的、人的、科学的、技術的、技術工学
的な能力を向上させている

  

  11 - 1 

開発途上締約国が、本条約
に基づく自国の約束を効果的
に履行できるよう、第 20 条に
従い、新規及び追加の財源
が移転されている

生物多様性分野の政府開発
援助（ODA） △ ↑↓ 

  11 - 2 

開発途上締約国が、本条約
に基づく自国の約束を効果的
に履行できるよう、第 20 条に
従い、技術移転が行われて
いる 

生物多様性分野の技術協力 △ ↗ 

目標の達成度：○達成されている、△達成は不完全である、×達成されていない 
傾向：↗生物多様性にとってプラス、↘生物多様性にとってマイナス 、↑↓明確な傾向がない 
注１：わが国における生物多様性の状況、その保全や利用の状況、関係するデータの蓄積状況などを踏

まえ、2010 年目標が提示した指標に代えて、またはそれに追加して設定した指標。 
注２：社会経済的視点からの十分な分析が必要であったり、評価のために必要なデータが不足していた

りするために、今回は指標の設定を見送り、今後の課題としたもの。 
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（2）対象分野 生物多様性の構成要素の保護 

最終目標 1 生態系、生息・生育地、生物群系の生物多様性の保全を促進する 

目標 1-1 少なくとも世界の各エコリージョンの 10%が効果的に保全されている 

評価 

現時点で、わが国の各エコリージョン（ここでは植生自然度別の地域など）につい

て、それぞれ 10%程度が効果的に保全されていれば目標は達成されたといえる。傾向

については、2000 年代に目標達成に向けた取組が進んでいればプラスであるといえる。 

現在、主な陸域生態系において保護地域によってカバーされる面積が 10%に達して

いるが、海域では 10%に達しておらず、保護の程度も弱い。国立公園では、28 公園 71

地域の全てで、地域の関係者の参加のもとに管理計画が策定されているが、国立公園

は陸域の 6%をカバーするにとどまる。少なくとも各エコリージョンの 10%が効果的に

保全されているという目標の達成は不完全である。2000 年代の傾向はプラスであるが、

特に海域において一層の取組が必要である。 

 

指標 保護地域の面積 

現在、主な保護地域（自然環境保全地域等、自然公園、生息地等保護区、鳥獣保護

区、保護林、緑地保全地域等）は陸域全体の 17%をカバーしているが、行為制限の強

い保護地域（開発行為などにあたって国や地方公共団体の許可が必要である地域等の

こと。ここでは、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域と都道府県自然環境保全

地域の特別地区・海域特別地区、自然公園の特別地域・海域公園地区、生息地等保護

区の管理地区、鳥獣保護区の特別保護地区、森林生態系保護地域をいう。）に限ると

9%にとどまる（データ 5－②）。 

これらの保護地域によって、主な陸域生態系の 10%以上がカバーされている。森林

や草原については、自然林・自然草原・自然性の高い二次林が 29%、二次林が 14%、

人工林が 15%、二次草原が 19%である（データ 5－②）。 

海域（領海）全体でみると、これらの保護地域のカバー率は 6%にとどまり、行為制

限の強い保護地域に限ればカバー率は 1%未満である（データ 5－②）。 

2002 年から現在までの間に、これらの保護地域のうち自然公園、鳥獣保護区、保護

林、緑地保全地域等が新たに指定または拡張され、一部には海域が含まれている。 

 

指標 保護地域の効率的管理 

単に保護地域を指定して面積を拡張するばかりなく、その管理が効率的に行われて

いなければ、効果的に保全されているとはいえない。 

効率的な管理のために、保護地域ごとに地域の関係者の参加のもとに管理計画を定

めることが有用である。主な保護地域のうち、このような管理計画が策定されるのは
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一部であるが、陸域全体の 6％をカバーしている国立公園については、28 国立公園 71

地域の全てで、地方行政や関係団体の参加のもとに管理計画が定められている。 

 

目標 1-2 生物多様性にとって特に重要性の高い地域が保護されている 

評価 

生物多様性にとって特に重要性の高い地域が、その大半について、他よりも高い水

準で保護されていれば目標が達成されたといえる。2000 年代にそのような保護が拡大

していれば傾向はプラスであるといえる。 

国などが選定した重要地域は、そうでない地域に比べて保護されている割合は高い

ものの、保護が及んでいない重要地域もかなりある。現在、達成は不完全である。2000

年代には、新たな保護地域が指定されており、傾向は、わずかではあるがプラスであ

る。 

 

指標 保護地域と生物多様性の重なり 

陸域では、改変の少ない生態系（自然林、自然草原）のうち、自然林の 31%、自然

草原の 47%が、主な保護地域（自然環境保全地域等、自然公園、生息地等保護区、鳥

獣保護区、保護林、緑地保全地域等）によってカバーされ、それぞれ 22%、36%が行為

制限の強い保護地域（前掲の開発行為などにあたって国や地方公共団体の許可が必要

である地域等）でカバーされている（データ 5－②）。 

これらの主な保護地域は、維管束植物の絶滅危惧種が集中して分布する 2 次メッシ

ュ（種数の合計が上位 150 位の 2 次メッシュ）の 30%、行為制限が強い保護地域は 17％

をカバーしている。また、特定植物群落（環境省 1978 年、1988 年、2000 年）の 70%

をカバーしており、行為制限が強い保護地域は 56%をカバーしている。 

また、これらの主な保護地域は、国土の生物学的特性を維持していく上でコアとな

る生態系が成立していると考えられる地域として抽出された「重要地域」（環境省 2001

年）の 52%をカバーし、行為制限の強い保護地域は 40%をカバーしている。また、科

学的・専門的な知見に基づく湿地保全の基礎資料として抽出された「日本の重要湿地

500」（環境省 2001 年）の 29%をカバーし、行為制限の強い保護地域は 20%をカバー

している（データ 5－②）。 

主な沿岸の生態系（干潟、藻場、サンゴ礁）については、これら主な保護地域によ

るカバー率は 10%を超えるものの、行為制限の強い保護地域に限ると干潟と藻場は 6%、

サンゴ礁は 3%がカバーされているにとどまる（データ 5－②）。 

2002 年から現在までの間に新たに指定された保護地域は、これらの重要な地域の一

部を含んでいる。 
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最終目標 2 種の多様性の保全を促進する 

目標 2-1 特定の分類群における種の個体数の減少が、回復、維持、もしくは軽減されて

いる 

評価 

全国的なデータの得られる全ての分類群の個体数や分布を押し並べてみたとき、そ

れらの多くについて、データのある期間で個体数が増加しまたは分布が拡大している、

変化がない、減少・縮小の傾向に歯止めがかかっていることが明らかであれば目標は

達成されたといえる。そうした変化が 2000 年代に明らかにみられれば、傾向はプラス

であるといえる。 

全国的なデータのある分類群では、1970 年代以降、生息数が維持または回復する傾

向があるものがみられるが、やや衰退する傾向にあるものも多い。もともと顕著な衰

退の傾向はないものの、2000 年代になって回復、維持、軽減されているという証拠は

なく、目標の達成は不完全である。2000 年代以降のデータがない場合も多いが、各指

標にばらつきがあり明確な傾向があるとは考えにくい。 

 

指標 森林性鳥類の生きている地球指数（LPI） 

森林性鳥類（わが国の森林生態系に依存する 103 種の鳥類）について 1978 年に対し

1997-2002 年の分布範囲を示す「生きている地球指数（LPI）」は、わずかに減少して

いる（平均値は 94）。渡る距離が長い種や遷移初期を利用する種については減少幅が

大きいが、渡る距離が短い種や留鳥については微増している。2002 年以降の傾向につ

いては不明である（データ 17－②）。 

 

指標 シギ・チドリ類の個体数 

シギ・チドリ類は、わが国の沿岸生態系、陸水生態系、農地生態系に依存している

春季の渡り時に日本を通過する主なシギ・チドリ類の個体数指数は、1975 年から 2008

年にかけて、明確な傾向を示していない。 

他方で、秋季の渡り時に日本を通過する主なシギ・チドリ類の個体数指数は、主に

沿岸生態系の干潟や海岸を利用する種については若干減少する傾向を示している。内

陸性の種については特に増減の傾向はみられないものの、農地生態系の水田への依存

度が高い種については減少している。2000 年代についても同様の傾向である（データ

20－①、28－①）。 

 

指標 その他の種の分布や個体数 

森林生態系においては、前掲の森林性鳥類の LPI に若干の減少傾向がみられるが、

森林生態系の上位種であるヒグマ、ツキノワグマの分布は、1978 年から 2003 年の間に
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大きく拡大している。ただし、西日本の一部の地域では分布が縮小し、個体群の消滅

が懸念されている（データ 17－①）。 

都市生態系においては、例えば、東京都特別区においては、1970 年代から 1990 年代

にかけて公園緑地等に適応したとみられるメジロの分布が拡大し、農地や草原に依存

するヒバリの分布は縮小している（データ 23－①、23－②）。 

陸水生態系においては、水質の良好な湖沼に生育するシャジクモの分布は 1964 年か

ら 1992-98 年にかけて大きく減少している（データ 26－①）。 

沿岸生態系においては、干潟や砂浜に生息するハマグリ類の漁獲量は 1950 年代後半

から 1960 年代にかけて大きく減少し、その後 2000 年代にも漸減している（データ 28

－②）。 

海洋生態系については、わが国で漁獲されている約 80 魚種のうち、漁獲量が減少傾

向にある種の割合が 1980 年代以降は高まる傾向にある（データ 29－③）。 

 

目標 2-2 絶滅危惧種の現状が改善されている 

評価 

多くの絶滅危惧種について絶滅のおそれが低下する、絶滅の速度が緩やかになる、

減少の要因が弱くなるなどの傾向が、データのある期間内に明らかであれば目標は達

成されたといえる。そうした変化が 2000 年代にみられれば傾向はプラスであると評価

できる。 

維管束植物が「絶滅・野生絶滅」となった頻度は年代を追って減少しているが、「ほ

ぼ絶滅」まで含めると減少しているとはいえない。2000 年代には、高度経済成長期な

どと比べて、絶滅危惧種の最大の減少要因である開発・改変の進行速度は緩和してい

る。ただし、過去の開発の影響は継続しており、また、自然遷移や外来種などの要因

は影響力を増していると懸念される。2000 年代になって絶滅危惧種の現状が明らかに

改善しているという証拠はなく、目標の達成は不完全である。明確な傾向はみられな

い。 

 

指標 維管束植物の過去の絶滅頻度 

最新の環境省レッドリストによって維管束植物の年代別の絶滅種数をみると、1920

年以降、過去に 40 種が「絶滅・野生絶滅」、22 種が「ほぼ絶滅」であり、過去の 50

年の平均絶滅率は 8.6 種/10 年であった。確認された「絶滅・野生絶滅」の種数は 1970

年代以降は年代を追って減少しているが、「ほぼ絶滅」を含めると少なくとも 1990 年

代までは減少傾向にあるとはいえない（データ 4－③）。 
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指標 絶滅危惧種の減少要因 

環境省レッドリストが評価した脊椎動物（哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、汽水・

淡水魚類）の約 4 分の 1 の種が、維管束植物についても約 4 分の 1 の種が既に絶滅し

たか絶滅が危惧されている（データ 4－①）。 

これらの減少要因として最も大きく作用してきたのは開発であり、脊椎動物の約

90%の種で、維管束植物の約 50%の種で減少要因とされている。これらの要因は高度

経済成長期（1950 年代後半～1970 年代）などに比べれば、近年は低減している場合が

多く、また、その背景となる経済成長や人口移動も緩和している。ただし、一旦改変

された生息地・生育地の回復は容易ではない（データ 4－⑤、またデータ 1－⑥、1－

⑦、15－②、18－①、19－②、22－①、25－①、27－①、27－②、27－③を参照）。 

両生類の約 40%、汽水・淡水魚類の約 60%の種で減少要因とされている水質汚濁は、

近年、低減している（データ 4－⑤、またデータ 3－①を参照）。 

爬虫類の約 60%、汽水・淡水魚類や両生類の約 30%、維管束植物の約 20%で減少要

因とされている園芸・観賞用などの捕獲・採取については、近年低減しているという

証拠はない。維管束植物の約 30%で減少要因とされている自然遷移等は、草原、農地、

二次林等の利用が縮小する傾向は依然として続いていることから、要因として増大す

る傾向にある（データ 4－⑤、またデータ 7－①、7－②、7－③、19－④、19－⑤を参

照）。 

爬虫類の約 70%、汽水・淡水魚類の約 30%、両生類や哺乳類の約 20%で減少要因と

されている外来種については、新たな種の侵入・定着や、一部の侵略的外来種の分布

の拡大傾向を抑えられておらず、要因として増大する傾向にある（データ 4－⑤、また

データ 9－①、9－②、9－③、9－④を参照）。 

  

最終目標 3 遺伝的多様性の保全を促進する 

目標 3-1 農作物、家畜及び人間が採取・捕獲する樹木、魚類及び野生生物、その他価値

ある種の遺伝的多様性が保全され、これに関係する先住民や地元の知識が維持されて

いる 

評価 

データのある期間内で農作物や家畜等の在来品種などの種数が保たれ、または個体

数が保たれていれば、遺伝的多様性が維持されており、目標が達成されたといえる。

2000 年代に、それらの在来品種を取り巻く状況が好転し、または個体数の増加が明ら

かであれば、傾向はプラスである。 

家畜の在来品種の個体数はわずかであり、遺伝的多様性は減少したままの状態にあ

るので、目標が達成されたとはいえない。明治時代（19 世紀後半～20 世紀初頭）以降、

家畜の在来品種は減少し、現在はわずかな頭数がみられるだけになっている。多くの
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品種で保存の努力が始まったところで、いまだ回復が明らかとまではいえず、明確な

傾向はない。 

 

指標 陸域の家畜種の遺伝的多様性 

50 ほどの産地名で呼ばれていたウマの在来品種は、明治時代に西洋馬との交配によ

って、ほとんど姿を消した。ウマの飼育頭数は 2006 年には約 8.6 万頭とされており、

このうち日本の在来馬は 8 品種が合計で約 2,000 頭残されているだけである（第 III 章

第 2 節）。また、明治から大正時代には、在来のウシにヨーロッパ産の牛が交配され

た。現在、主に肉牛や乳牛として約 440 万頭が飼育されているが、このうち日本の在

来牛は見島牛と口之島牛の 2 品種で、それぞれ 100 頭以下が維持されているにとどま

る（第 III 章第 2 節）。近年、動物園が協力するなどして、これらの品種の保存の努力

が始まっている。 

 

（3）対象分野 持続可能な利用  

最終目標 4 持続可能な利用及び消費を促進する 

目標 4-1 持続的に管理されている供給源から生物多様性を基盤とする製品が産出され、

生産地域が生物多様性の保全と一致した手法で管理されている 

評価 

大半の生産地域が生物多様性の保全と一致した手法で持続的に管理されていれば、

目標は達成されたといえる。2000 年代に、その割合が高まっていれば傾向はプラスで

ある。 

わが国で認証を受けた森林の面積は、わが国の森林全体からするといまだわずかな

面積である。持続的に管理されている森林が全て認証を受けているわけではないが、

2010 年目標において定められた指標は、森林認証による持続可能な森林管理を重視し

ており、目標が達成されたとはいえない。ただし、認証が始まって以来、2000 年代を

通じて認証面積は増加しており、傾向はプラスである。 

 

指標 持続的な管理が行われている認証を受けた森林の面積 

国際的な森林認証団体である森林管理協議会（FSC）の森林管理認証（FM 認証）を

受けたわが国の森林の面積は、2003 年には約 100km2 であったが、2010 年には約

3,700km2 に増加した 1)。また、わが国独自の森林認証制度として「緑の循環」認証会議

（SGEC）が認証する森林の面積は、2005 年に約 1,800km2 が初めて認証されてから、

2010 年には約 8,200km2 まで増加した 2)。 

これらの認証面積は増加する傾向にあるが、わが国の森林面積の全体（約 25.1 万 km2

（2007 年））、植栽、下刈、間伐による施業が行われている森林の面積（約 11.3 万 km2

（2007 年））、人工林の面積（約 10.4 万 km2（2007 年））からすれば、FSC の認証面
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積は、それぞれ 1%、3%、3%、SGEC の認証面積は、それぞれ 3%、7%、8%にとどま

る。 

 

目標 4-2 生物資源の非持続的消費、あるいは生物多様性に影響を与える消費が、減少

している 

評価 

データのある期間内で生物資源の非持続的な消費や生物多様性に影響を与える消費

が明らかに減少していれば目標は達成されたといえる。2000 年代に、そのような変化

があれば、傾向はプラスである。 

生物資源の非持続的消費や生物多様性に影響を与える消費が明らかに減少したとは

いえず、目標の達成は不完全である。傾向はマイナスである。 

 

指標 生物学的許容漁獲量及び関連する概念 

わが国の主な 13 魚種（サンマ、マダイ、ホッケ、タラ、カタクチイワシ、ウルメイ

ワシ、ズワイガニ、スケトウダラ、スルメイカ、サワラ、マサバ、マアジ、マイワシ）

についての生物学的許容漁獲量は、2000 年代には約 200～250 万トンで推移している 3)。

その他の魚種も含めた、現在の日本全体の漁獲量は約 350 万トンである。 

わが国の漁獲可能量（TAC）制度によって資源管理されている 7 魚種 17 系群を含む

52 魚種 84 系群について資源評価が実施されている。現在、TAC の対象の 7 魚種 17 系

群のうち 8 系群、また資源評価の対象の 52 魚種の 84 系群のうち 37 系群について資源

量が低位とされている（データ 29－①）。 

前掲の約 80 魚種の漁獲量の傾向についてみると、減少傾向にある魚種、例えばマイ

ワシ、スケトウダラ、クルマエビなどが全魚種に占める割合は上昇している（データ

29－③）。 

 

指標 エコロジカルフットプリント及び関連する概念 

エコロジカルフットプリントは、「人類の地球に対する需要を、資源の供給と廃棄

物の吸収に必要な生物学的生産性のある陸地・海洋の面積で表したもの」で、人間の

生活がどれほど自然環境に依存しているかを示すための指標である。 

世界自然保護基金（WWF）によれば、わが国のエコロジカルフットプリント（1 人

当たり）は 1960 年頃（約 2gha）から 1970 年頃（約 4gha）にかけて急増し、その後は

2000 年代に至るまで増減を繰り返しながら微増する傾向にある 4)。 

2005 年のわが国のエコロジカルフットプリント（１人当たり）は 4.9gha であり、世

界平均の生物生産力（１人当たり）2.7gha の 1.8 倍、地球が本来持つ生産力や廃棄物の

回収能力を考慮した持続可能なレベル（1 人当たり）2.1gha の 2.3 倍に達している 4)。 
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目標 4-3 国際的な貿易によって絶滅の危機にさらされる野生の動植物種がゼロである 

本目標の達成状況を適切に評価する指標については、社会経済に係る現状分析も踏

まえた十分な検討が必要と考えられることから、指標の設定及び評価を今回は見送り、

今後の課題とした。なお、わが国が観賞用等の目的で国外の動物等を大量に輸入して

いる現状を踏まえて（データ 9－②、9－③参照）、今後の検討にあたっては、国内産

の動植物の輸出だけでなく、国外からの動植物の輸入と原産国における生息・生育状

況に着目することが期待される。 

 

（4）対象分野 生物多様性に対する脅威への取組 

最終目標 5 生息・生育地の喪失、土地利用の変化及び劣化、非持続的な水利用を原因

とする圧力が軽減される 

 

目標 5-1 自然の生息・生育地の喪失及び劣化の速度が減少している評価 

データのある期間内で、自然の生息地・生育地の喪失や劣化の速度が明らかに減少

すれば、目標は達成されたといえる。2000 年代にそのような変化があれば傾向はプラ

スであると評価できる。 

高度経済成長期（1950 年代後半～1970 年代前半）に比べると、現在、自然の生息地・

生育地の喪失・劣化をもたらす開発・改変の圧力は弱まっており、既に生態系の喪失・

劣化が大きく進んでいることもあって、その速度は明らかに減少したといえる。2000

年代については、その圧力は相対的に弱いままであるが、明らかに喪失・劣化の速度

が緩められたとまでは言えず、引き続き注意が必要な状況である。目標は達成されて

いるが、現在、明確な傾向はない。 

 

指標 森林面積の変化 

わが国の森林は国土の約 70%を占めており、森林面積は 1960 年代から現在まで 25

万 km2 程度で安定的に推移している。ただし、同じ期間に自然林・二次林が 14%減少

し、人工林は 31%増加した。この変化の大半は 1960 年代から 80 年代に生じており、

1980 年代以降の変化は緩やかである。2000 年代には明らかな傾向はみられず、安定し

ている（データ 15－①）。 

 

指標 干潟面積の変化 

わが国の干潟の面積は 1945 年には約 840km2 であったが、1978 年頃には約 550km2

に、1990 年頃には約 510km2 に減少し、約 40%の干潟が消滅した（データ 27－⑤）。

高度経済成長期（1950 年代後半～1970 年代前半）に沿岸域の改変が激しかった東京湾

では干潟面積が約 100km2 から約 20km2 に急減し、約 80%の干潟が消滅した（データ 27



生物多様性総合評価報告書 

第 IV 章 第 2 節 2010 年目標の達成状況の評価 
216 

－⑥）。2000 年代の傾向は不明であるが、埋立面積の推移からすると減少傾向は続い

たとしても急減している可能性は少ない（データ 27－①参照）。 

 

指標 サンゴ群集面積・被度の変化 

わが国のサンゴ礁域における礁池内のサンゴ群集の面積は、1978 年頃の約 360km2

から 1990 年頃の約 340km2 に減少した。1990 年頃の礁池内のサンゴ群集のほとんどが

被度 50%未満である（データ 27－⑧）。 

石西礁湖では、1990 年代後半から大規模な白化やサンゴ食生物の被害が増加し、サ

ンゴ被度は 30%～40%程度で増減しながら推移している（データ 27－⑨）。 

モニタリングサイト 1000（サンゴ礁調査）の 24 のサイトにおけるサンゴ被度は、多

くのサイトで 20%～30%程度であり、2004 年度から 2008 年度にかけて横ばいあるいは

減少する傾向にあるサイトがほとんどである 3)。 

 

指標 藻場面積の変化 

わが国の藻場（海藻藻場と海草藻場）の面積は、1973 年の約 2,100km2から 1990 年

頃の約 2,010km2 に減少した（データ 27－⑦）。その後、1990 年代から 2000 年代かけ

て、さらに減少したと推計されている 5)。 

 

最終目標 6 侵略的外来種からの脅威を制御する 

目標 6-1 侵略的外来種となる可能性の高い主要な生物種の移入経路が制御されている 

 

評価 

データのある期間で、侵略的外来種となる可能性の高い主要な種が特定され、意図

的・非意図的な導入の経路が現実に制御できるようになれば目標は達成されたといえ

る。2000 年代にそのような変化があれば、傾向はプラスである。 

外来生物法（2004 年制定）などによって、侵略的外来種の意図的な導入の経路はか

なり制御されるようになったものの、依然として侵略的外来種の侵入の圧力は増大し

ているとみられ、また非意図的な侵入について対策が不足しているなど、目標の達成

は不完全である。2000 年代に国や地方公共団体による取組が広がっており、制御の度

合いは上がっていると考えられるので、傾向はプラスである。 

 

指標 侵略的外来種 

わが国への外来昆虫と外来種子植物の定着種数は、20 世紀の間増加し続けており、

次第に速度を増している（データ 9－①）。いくつかの侵略的外来種は、1950 年代以

降、全国に分布を拡大してきた（データ 9－④）。 
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植物防疫法（1950 年制定）や感染症予防法（1998 年制定）等に加え、2004 年には外

来生物法が制定され、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす、または、

そのおそれのある外来種（特定外来生物）の輸入、飼養・栽培・保管・運搬、譲渡し

等、野外への放出などが禁止されるようになった。既に国内で問題となっている種や、

国外で問題を引き起こしたことがある種などを中心に、各分類群から 97 種類が特定外

来生物として指定されており、新たな侵略的外来種となり得る種が意図的に導入され

る経路は制御されるようになった（データ 11－①）。 

1990 年代から、生きている動物や観賞用の魚の輸入量は増加ないし横ばいの傾向に

あるが、2000 年代には哺乳類や爬虫類など一部の分類群で減少する傾向にある。 

地方公共団体でも、1990 年代から内水面漁業に被害を及ぼすオオクチバスの移植が

規制されるようになり、2000 年代になって、外来種のリストを作成したり、条例によ

って外来種を野外に放出することなどを規制する例が増えてきている。ただし、貨物

への付着や船舶のバラスト水への対策など、非意図的な侵入に対しては、いまだ有効

な対策が講じられていない。 

 

目標 6-2 生態系、生息・生育地もしくは種の脅威となる主要な侵略的外来種のための

管理計画が整っている 

評価 

データのある期間に、生態系、生息地・生育地、種の脅威を防ぐ観点から、主要な

侵略的外来種を管理するための実効的な計画が策定され、現に管理の効果を上げてい

れば目標は達成されたといえる。2000 年代にそうした変化があれば、傾向はプラスで

ある。 

2000 年代になってから、一部の侵略的外来種について防除計画が立案され、防除が

実施されている。ただし、侵略的外来種の分布拡大を抑えるという点では、島嶼部を

除き必ずしも顕著な成果が挙がっているわけではない。目標の達成は不完全であるも

のの、傾向はプラスである。 

 

指標 外来種の防除 

2000 年代には、既に定着した侵略的外来種の防除（捕獲・採取、殺処分、被害発生

の防止措置など）が外来生物法や一部の地方公共団体の条例に定められるようになり、

アライグマやジャワマングースなど一部の侵略的外来種については国や地方公共団体

による防除計画の立案、防除技術のマニュアルの整備、防除の実施などの対応が進ん

でいる（データ 11－②参照）。 

オオクチバスなどの防除については、地方公共団体や民間団体が中心となって取組

が進んでいる。一部の絶滅危惧種が生息・生育する島嶼等においては、国による防除

の取組が行われている。例えば、2000 年代になって、南西諸島の沖縄島や奄美大島で



生物多様性総合評価報告書 

第 IV 章 第 2 節 2010 年目標の達成状況の評価 
218 

はジャワマングースの個体数を大幅に減少させており、小笠原諸島ではウシガエルの

根絶に成功した。 

このように、島嶼の場合や分布の限られた種の場合には、計画的な防除によって、

根絶や個体数の抑制に成功した例があるが、本土部などで定着した侵略的外来種の分

布拡大を抑えることは容易でないとされており、今後も様々な主体の継続した取組を

要する。 

 

最終目標 7 気候変動及び汚染を原因とする生物多様性の課題に取り組む 

目標 7-1 気候変動に適応するため、生物多様性の構成要素の回復力を維持・強化する 

評価 

データのある期間に、気候変動の生物多様性への影響に対する適応策が策定され、

実施され、ある程度の効果を上げていれば目標は達成されたといえる。わが国では気

候変動への適応策を検討している途上であり、目標は達成できていない。 

 

指標（なし） 

今後、政府によって気候変動の適応指針が取りまとめられる予定であり、適応策の

運用例も少ない。これを踏まえて、現時点では、本目標に対応する指標の設定につい

ては今後検討すべき課題とし、取組の現状を踏まえて目標の評価を行った。 

 

目標 7-2 汚染と、汚染が生物多様性に与える影響を軽減する 

評価 

データのある期間に、窒素による水質汚濁や難分解性の化学物質による汚染による

生物への影響が明らかに軽減されていれば、目標は達成できたといえる。2000 年代に

こうした変化がみられれば、傾向はプラスであるといえる。 

汚染とその生物多様性への影響は、懸念される点や不明点は残っているものの明ら

かに軽減されており、目標は達成されている。2000 年代の傾向は総じて横ばいである。 

 

指標 窒素蓄積 

窒素は水域の富栄養化の原因となる。わが国の全国の湖沼における全窒素濃度は、

1980 年代半ば以降、約 0.6mg/l で横ばいの傾向にある（データ 3－①）。海域における

全窒素濃度は、1990 年代半ば以降、約 0.03～0.05mg/l から急速に減少し、2000 年代に

は約 0.01mg/l～0.02mg/l で安定的に推移している（データ 3－①）。 

 

指標 主要汚染物質の検出割合（魚類等） 

主要汚染物質（PCB、DDT、HCH、ディルドリン、HCB、TBT）は、1970 年代～90

年代にかけて化審法等の法令により製造・使用が規制され、現在も対策が拡充されて
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いる。これらの化学物質が魚類等から検出された割合は、1970 年代後半または 80 年代

半ば以降、いずれも全般に減少する傾向にある。2000 年代も横ばいないし減少する傾

向にある（データ 10－①）。 

 

（5）対象分野 生物多様性がもたらす、人類の福祉を支える財とサービスの維持  

最終目標 8 財とサービスを提供し、暮らしを支える生態系の能力を維持する 

目標 8-1 財とサービスを供給する生態系の能力が維持されている 

評価 

データのある期間に、生態系サービスを供給している主要な生態系が、生態系サー

ビスの供給のための能力（潜在的な能力を含む）を保っているのが明らかであれば、

目標は達成されたといえる。2000 年代に能力を保っていれば、または回復していれば、

傾向はプラスと評価できる。 

2010 年目標の指標は、生態系サービスを供給する能力としての指標であり、一般的

な生態系の健全性に近い指標となっている。沿岸・海洋生態系については、有効性は

限られるものの、海洋食物連鎖指数は相対的に高い水準にある。陸水生態系や沿岸生

態系の水質は、高度経済成長期と比べれば改善されていると考えられるが、2000 年代

の傾向は横ばいである。河川の分断化は進行している。森林生態系については、かつ

て分断化が進行したものの現在は緩やかになっていると思われる。2010 年目標におけ

るこれらの指標でみると、悪化の傾向はやや緩やかになっているともいえるが、わが

国の特殊性や生態系サービスの種類による評価のばらつきなどがあり、必ずしもこれ

らの指標で生態系サービスの供給能力が十分表現されているかどうか疑問である。な

お、2010 年目標が示す指標とは別に森林蓄積量を指標とすると、一貫して増加してい

る。これらを総合的に考えて、2000 年代には、財とサービスを供給する生態系の能力

を保っているのが明らかであるとまではいえず、目標の達成は不完全である。2000 年

代については各指標にばらつきがあり明確な傾向はない。 

 

指標 海洋食物連鎖指数 

海洋食物連鎖指数（MTI）は、漁獲データをもとに魚種の平均栄養段階を示すもので、

わが国の数値は世界平均の 3.3 に比べて高い水準にある。2000 年代には横ばいで推移

している（データ 29－②）。 

既に述べたとおり、わが国ではこの指標の有効性は限られる。すなわち 1980 年代の

数値の減少がマイワシの資源変動の影響であるように、わが国ではもともと栄養段階

の低い魚種も利用されているため、この指標の維持が生態系サービスの供給能力を示

すわけではない。また、情報源である FishBase には、わが国で多く利用されているイ

カ類などの情報が欠けている。 
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指標 水質 

河川における全窒素濃度は、前述のとおり 1980 年代から横ばいであるが、全リン濃

度は緩やかに減少する傾向にある（データ 3－①）。 

海域における全窒素濃度は、前述のとおり 1990 年代半ばから改善し、2000 年代には

横ばいで推移している。全リン濃度も同じ傾向である（データ 3－①）。内湾・内海な

どの閉鎖性海域における環境基準達成度は、1970 年代から 80 年代にかけて一部で改善

したが、1990 年代以降、2000 年代にかけて、やや悪化する傾向にある（データ 27－⑬）。 

 

指標 河川の分断化 

1990 年代後半において、全国の主な 113 河川のうち、調査区間（河川の中下流部）

のうち魚類が遡上可能な範囲が河口から 25％未満であったのは 17 河川（15%）、50%

未満であったのは 46 河川（41%）であった（データ 25－②）。 

1950 年代から継続的に、河川におけるダムの竣工数が増加するとともに、総貯水量

が大きくなった。この傾向は、2000 年代にも継続している（データ 25－①）。 

 

指標 森林の分断化 

現在、西日本を中心に森林が他の土地利用によって分断されている。脊梁山脈にそ

って連続性の比較的高い森林があり、農地や市街地によって分断された森林がこれを

取り巻いている。本指標の 2000 年代の傾向についてはデータがないが、森林を分断す

る開発・改変の圧力は低下している（データ 16－①）。 

 

指標 森林蓄積量 

森林蓄積量は、データのある 1960 年代から現在まで、人工林を中心に一貫して増加

している。1966 年には約 18.9 億 m3 であったが、2002 年には約 40.4 億 m3、2007 年に

は約 44.3 億 m3に増加しており、2000 年代にもこの傾向が続いている（データ 18－①）。 

 

目標 8-2 特に貧困層の、持続可能な生活、地元の食料安全保障、医療を支える生物

資源が維持されている 

本目標は発展途上国などを想定して設定されたものであるが、わが国の経済活動な

どが間接的に影響している可能性もある。このため、わが国の達成状況を適切に評価

する指標については、社会経済に係る現状分析も踏まえた十分な検討が必要と考えら

れることから、指標の設定および評価を今回は見送り、今後の課題とした。 
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（6）対象分野 伝統的知識、工夫及び慣行の保護 

最終目標 9 先住民や地域社会の社会文化的な多様性を維持する 

目標 9-1 伝統的知識、工夫及び慣行を保護する 

本目標は主として生物資源を有する発展途上国などを想定して設定されたものであ

るが、国内的にも重要な点を含んでいる。ただし、今回の検討では十分な指標開発に

至らなかったため、指標の設定および評価を今回は見送り、今後の課題とした。 

 

目標 9-2 利益配分を受ける権利を含む、伝統的な知識、工夫及び慣行に関する先住民

や地元コミュニティの権利を守る 

本目標は生物資源を有する発展途上国などを想定して設定されたものである。ただ

し、わが国の経済活動などが間接的に影響している可能性もある。このため、わが国

の達成状況を適切に評価する指標については、社会経済に係る現状分析も踏まえた十

分な検討が必要と考えられることから、指標の設定および評価を今回は見送り、今後

の課題とした。 

 

（7）対象分野 遺伝資源の利用により生じる利益の公正で衡平な配分の確保  

最終目標 10 遺伝資源の利用により生じる利益の公正かつ衡平な配分を保証する 

目標 10-1 全ての遺伝資源へのアクセスが生物多様性条約及び関連規定に合致してい

る。 

本目標は、遺伝子資源に富む発展途上国と先進国の経済活動に対して設定された指

標である。既に日本企業でも、熱帯諸国における遺伝資源の利用協定を前提とした活

動がみられるが、いまだこうした活動についてのデータは限られている。したがって、

達成状況を適切に評価する指標の設定や評価を今回は見送り、今後の課題とした。 

 

目標 10-2 遺伝資源の商業的利用等から生じる利益が、資源を供給する国と公正かつ

衡平な形で配分されている 

本目標は、遺伝資源に富む発展途上国と先進国の経済活動に対して設定された指標

である。既に日本企業でも、熱帯諸国における遺伝資源の商業的利用がみられるが、

いまだ、その公正かつ衡平な配分を確保するための取組についてのデータは限られて

いる。したがって、達成状況を適切に評価する指標の設定や評価を今回は見送り、今

後の課題とした。 
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（8）対象分野 十分な資源供給の確保  

最終目標 11 締約国は、本条約履行のための財政的、人的、科学的、技術的、技術工学

的な能力を向上させている。 

目標 11-1 開発途上締約国が、本条約に基づく自国の約束を効果的に履行できるよう、

第 20 条に従い、新規及び追加の財源が移転されている。 

評価 

条約第 20 条に定めがあるように、政府開発援助などによって、新規及び、追加の財

源が移転されていなければ達成したとはいえない。 

わが国の環境分野における政府開発援助の金額は、このうち 3 分の 1 程度の割合を

生物多様性分野が占めているが、2000 年代には横ばいの傾向にある。新たな、追加的

な資金源が移されたとはいえず、目標の達成は不完全である。 

 

指標 生物多様性分野の政府開発援助 

わが国の環境分野における政府開発援助の金額は、1990 年代を通じて増加する傾向

にあり、その後、年間 3,000 億円～4,000 億円程度で、横ばいで推移している。2003 年

から 2005 年の環境 ODA のうち、生物多様性関係が 160 百万ドル（24%）、生物圏の

保護の関係が 77 百万ドル（11%）であった（データ 14－①）。 

 

目標 11-2 開発途上締約国が、本条約に基づく自国の約束を効果的に履行できるよう、

第 20 条に従い、技術移転が行われている 

 

評価 

生物多様性に関わる技術の移転が、開発途上締約国が自国の約束を効果的に履行で

きる程度に行われていれば、目標は達成したといえる。2000 年代に技術の移転が増加

していれば傾向はプラスである。 

わが国は、近年、年間 70～80 件程度の技術協力プロジェクトを、世界の各地域にお

いて実施しているが、明らかに、開発途上締約国が自国の約束を効果的に履行できる

程度であるとまでは言えず、目標の達成は不完全である。2000 年代において、わが国

は生物多様性分野における技術協力を拡充しており、傾向はプラスである。 

 

指標 生物多様性分野の技術協力プロジェクト 

わが国は、生物多様性分野における技術協力を拡充してきた。国際協力機構（JICA）

による生物多様性分野の技術協力プロジェクトの実施件数は、2000 年代前半には年間

30 件程度であったが、後半には年間 70～80 件程度で推移している。2000 年代におけ

る技術協力プロジェクトの対象国は、東南アジア、中南米、アフリカなど 79 カ国であ

る（データ 14－③）。
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第 3 節 2010 年以降の生物多様性の損失への対応 

 

1．2010 年以降の生物多様性の損失 

2010 年 10 月の生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）では、ポスト 2010 年目

標が設定される見込みである。これに先立ち、わが国は、2010 年 1 月に COP10 で議論

されるポスト 2010 年目標日本提案を提出した。また、これをもとに、生物多様性国家

戦略 2010 において、2050 年を達成年とする中長期目標、2020 年を達成年とする短期目

標を定めた。 

＜中長期目標（2050 年）＞ 

○人と自然の共生を国土レベル、地域レベルで広く実現させ、わが国の生物多様性の状

態を現状以上に豊かなものとするとともに、人類が享受する生態系サービスの恩恵を

持続的に拡大させる。 

＜短期目標（2020 年）＞ 

○生物多様性の損失を止めるために、2020 年までに、 

①わが国の生物多様性の状況を科学的知見に基づき分析・把握する。生物多様性の保全

に向けた活動を拡大し、地域に固有の動植物や生態系を地域の特性に応じて保全する

とともに、生態系ネットワークの形成を通じて国土レベルの生物多様性を維持・回復

する。 

 とりわけわが国に生息・生育する種に絶滅のおそれが新たに生じないようにすると同

時に、現に絶滅の危機に瀕した種の個体数や生息・生育環境の維持・回復を図る。 

②生物多様性を減少させない方法を構築し、世代を超えて、国土や自然資源の持続可能

な利用を行う。 

③生態系サービスの恩恵に対する理解を社会に浸透させる。生物多様性の保全と持続可

能な利用を、地球規模から身近な市民生活のレベルまでのさまざまな社会経済活動の

中に組み込み（生物多様性の主流化）、多様な主体により新たな活動が実践される。

 

この目標を達成していくためには、日本の社会環境、自然環境の将来動向を予測し、

問題の解決のためのさまざまな取組を総合的に推進し、社会経済活動に生物多様性の保

全と持続可能な利用の視点を内部化させていくことが必要である。 

日本は海外の木材や農産物、水産物などの生物資源、化石燃料や鉱物資源などの天然

資源に大きく依存しており、わが国の消費行動や経済活動のあり方は世界の生物多様性

に大きく関わっている。この認識に立って、日本だけでなく世界各国が、2050 年までに

生物多様性の状態を今以上に豊かなものとするためには、他の国々の生物多様性に配慮

した持続可能な資源利用の実現に協力し、併せて国内資源の一層の活用を図るなど、地

球規模のつながりを認識し広域的な視点を持って国内外の取組を進めることが重要で

ある。 
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＜現在想定されている将来の変化＞ 

このような時間的スケールで考える場合、将来、わが国の社会条件や自然条件がある

程度変化することを想定しなければならない。 

日本の将来人口は、国立社会保障・人口問題研究所の中位推計によると 2005 年から

2020年までに 4％減少し、75歳以上の人口は 1.6倍と大幅に増加すると推定されている。

さらに 2005 年と 2050 年で比較すると、人口総数は 4 分の 3 以下に、75 歳以上の人口は

倍以上になるという近代社会がまったく経験したことのない、急速な人口減少と高齢化

の進展が予測されている。 

気温については、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 4 次報告書では、環境

の保全と経済の発展が地球規模で両立している社会を想定した場合、2100 年に最良の予

測値でも世界平均で 1.8℃上昇するとしている。今後 20 年間では、10 年あたり 0.2℃の

上昇が予測されている。 

 また、エネルギー需要の変化やエネルギー源に関する技術革新等によって、エネル

ギーコスト等に大きな変化が生じることも考えられる。 

 

＜2010 年以降の損失の検討＞ 

第 1 節で示したように、2010 年までの生物多様性の損失は、全ての生態系にわたって

おり、全体的にみれば損失は今も続いている。損失は、「第 1 の危機」をはじめとする

直接的要因と、その背景にある社会経済上の変化などの間接的要因によって引き起こさ

れている。また、第 2 節で示したように、わが国において、2010 年目標の評価からして

も、わが国の生物多様性の状況は、部分的には改善しているものの、全体としての生物

多様性の損失の傾向は止まっているとはいえない状況にある。 

これらを踏まえると、今後、生物多様性の損失を緩和するために様々な主体が行動し

ていくにあたり、生物多様性国家戦略 2010 の中長期目標の目標年次である 2050 年頃を

めどに、現在想定されている将来の社会条件や自然条件の推移を前提とした場合に予想

される生物多様性の損失と、これらの損失に対応するため必要とされる対策について検

討しておく必要がある。 

本節の検討の要旨は以下のとおりである。 

○「第 1 の危機」については、人口減少、低成長、住宅・産業施設や社会資本の充足

などを前提に、開発・改変の速度はさらに低下するが、過去に行われた開発・改変

の影響は継続すると見込まれる。自然再生などによって全国的・地域的な生態系ネ

ットワークを形成するなど、過去の損失を回復することが重要な課題となる。 

○「第 2 の危機」については、農山村の人口減少と高齢化の進行にともなって、里地

里山などの管理・利用の不足が深刻さの度合いを増すと見込まれるため、地域の合 

意形成を基礎として生物資源の持続可能な利用を図ることが重要である。また、中
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大型哺乳類の個体数増加・分布拡大が急速に進むことが見込まれる。 

○「第 3 の危機」については、意図的・非意図的な外来種の侵入・定着・拡大の傾向

は継続すると見込まれる。新たな侵入の予防と既に定着した種の防除の重点化・技

術開発が重要な課題となる。 

○「地球温暖化の危機」については、高山やサンゴ礁などの脆弱な生態系で不可逆的

な影響が生じる可能性がある。地球温暖化による生物多様性への影響に対する適応

策を早期に具体化し、実施することが課題となる。 

○なお、この際特に留意しておくべき点として、生態系の変化は、時に不可逆的な変

化として生じることが挙げられる。地域的に、このような状況に差し掛かっている

と考えられるものもある（各項に具体的に記述した）。 

○生物多様性の損失を緩和するためには「生物多様性の主流化」が重要であり、国や

地方公共団体の政策だけでなく社会の全ての主体の行動を促す必要がある。例えば、

地域社会において自らの地域における生物多様性のあり方についての合意形成がな

されることが期待される。 

 

2．第 1 の危機に関する損失と対応 

＜開発・改変速度の緩和と過去の損失の回復＞ 

本評価において、この 50 年間の宅地や工業用地等の整備、埋立などの開発、社会資

本の整備が、わが国の生物多様性に大きな影響を与えてきたことが改めて確認できた。

また、この背景には、高度経済成長期以降のエネルギーの国外依存の進展、急速な工業

化、都市への人口集中などによる社会経済上の要請があったことがわかった。 

既に、現在、こうした社会的要請はある程度満たされており、これらの開発・改変の

速度は緩やかになっている。急激な人口の減少のもと、現在のような年率 3%未満の低

成長、食料・木材・エネルギーの国外への依存を前提にすると、2050 年に向けて、これ

らの間接的な要因が再び影響力を増すとは考えにくく、高度経済成長期等のピーク時と

比べると開発・改変の速度は著しく低下すると考えられる。宅地や工業用地の整備、埋

立などの開発、社会資本の整備は減少するとともに、その方向性は、人口構成や産業立

地を踏まえて都市と農村の関係を再構築するなど、既存のインフラを創り換えていくこ

とに重点が置かれていくだろう。この場合、自然林や自然海岸等の自然性の高い地域を

新たに改変することは少なくなると考えられる。ただし、過去の開発・改変によって失

われた生態系においては影響が継続し、また改変から一定の時間が経過した後で種の減

少等の具体的な影響が生じることが懸念される。 

こうした間接的な要因の変化を踏まえると、引き続き、生物多様性保全上重要な地域

等において保護地域などによる新たな開発・改変の抑制を図るとともに、過去の開発・

改変による生物多様性の損失の回復をいかに図っていくのかが大きな課題となる。自然

再生や事業の実施時の配慮にあたっての技術的な検討が求められるとともに、国土的・
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地域的視点に立ったグランドデザインに基づき、必要性が低下した社会資本等を活用し

ながら様々なスケールで生態系ネットワークを構築していくことが重要である。 

ただし、国外からの食料・木材・エネルギー等の供給が減少した場合には、国内の生

物資源の利用が進むことが考えられるため、新たな持続可能な利用の形が検討課題とな

るだろう。 

 

＜既存の住宅・産業施設や社会資本の維持・更新のための資源採取等と影響評価＞ 

また、一方で、既存の住宅・産業施設や社会資本の維持や更新のために必要となる原

料の調達、廃棄物の処理等による影響は継続すると考えられる。特に、砂利の採取につ

いては、砂堆周辺の海域等からの採取が現在も一定の規模で継続しているが、今後何十

年も現在と同規模で継続することは、これらの生態系を利用する海洋生物等に対して、

不可逆的な影響を与えるおそれがある。 

このように、資源の廃棄・採取にともなう生態系への影響など、現在の影響が今後継

続する可能性があり、かつ生態系の回復力を損なうおそれが大きい社会経済活動につい

ては、重点的な状況把握と影響評価を継続的に実施し、影響が大きいと考えられる場合

は、影響を回避するための代替的手法や技術開発等を早急に検討・実施していくことが

必要となるだろう。 

 

＜既存の対策の充実が求められる生態系＞ 

沿岸・海洋生態系については、近年、海洋基本法が制定されるなど、生物多様性の保

全と持続可能な利用の充実が求められている。藻場・干潟・サンゴ礁など内海を含む浅

海域や自然海岸においては、開発・改変に加えて侵略的外来種、海岸浸食、地球温暖化

などが複合的に作用して不可逆的な変化を及ぼすおそれがあり、モニタリングや、自然

再生の技術的な検討など予防的な対策が求められる。また、わが国の沿岸海域は、長期

的に漁業者の共同体によって利用されてきたことから、漁業等の利用と両立する海洋保

護区の検討などが重要となる。なお、自然海岸については、内湾などで、海と陸が自然

のまま連続して残されている場所は、国内にごくわずかしかないといわれており、この

ような場所の高潮帯や潮間帯の自然は小規模な開発や水質汚濁であっても失われてし

まう可能性があるため、留意が必要である。 

陸水生態系については、河川における連続性の低下や河床低下などが不可逆な変化を

引き起こす可能性があり、モニタリングの充実、自然再生の技術的な検討、その他予防

的な対策が必要である。また、陸水生態系等の中には、湧水、温泉、地下水、洞窟、石

灰岩地帯などの小規模な生息地・生育地が含まれており、特有の生物多様性が存在して

いる。これらは、いまだ十分把握されておらず、開発・改変によって失われないよう留

意が必要である。 

 



生物多様性総合評価報告書 

第 IV 章 第 3 節 2010 年以降の生物多様性の損失への対応 
228 

＜その他＞ 

野生動物の直接的な利用については、陸域では狩猟者の減少などによってさらに縮小

するものと考えられるが、海域においては資源管理の一層の充実が求められる。水質汚

濁は、これまで改善される方向にあったが、国外からの食料や飼料の輸入などにともな

って大量の窒素が蓄積している状況を、なお注視する必要がある。 

 

3．第 2 の危機に関する損失と対応 

＜過疎化・高齢化と生物資源の利用・管理の促進等＞ 

急速な人口の減少と過疎化・高齢化の進展、長距離移動など社会経済活動のエネルギ

ーコストの変化等にともない、インフラの再編や都市と地方の関係の再構築が避けられ

ない課題となる。こうした間接的な要因を踏まえると、里地里山など農地生態系や森林

生態系の一部を構成する農地・二次草原・二次林・人工林などにおいて生物資源が一層

利用されなくなることが考えられ、その影響については今後の研究を待つ部分も多いが、

「第 2 の危機」は深刻さの度合いを増すことが懸念される。 

二次林については、かつてのような明るい林床を維持する管理を全ての場所において

行っていくことなどはますます困難になっていき、キンラン、ギフチョウなど里地里山

の撹乱された環境に依存する種の生息・生育環境が失われる。また、二次草原について

は、採草・放牧などで利用するための経済的価値が失われ、二次草原に依存する氷河期

の遺存的な植物種や、草地を採餌場として利用するイヌワシなどのさらなる減少を招く

おそれもある。さらに、人工林については、十分な管理ができない面積が拡大し、森林

による土砂流出防止や斜面崩壊防止の機能などが低下するなどして、急速で不可逆的な

変化を引き起こすことが懸念される。 

まず、損失の要因そのものに対応するためには、社会的な合意のもとに里地里山等に

おける生物資源の利用を促進することが求められる。規制的手法によって生物資源の利

用の促進を図ることには限りがあり、伝統的に行われてきた地域共同体の自主的な資源

管理の仕組みを参考にしながら、地域の合意形成を基礎として対応することが重要であ

る。こうした SATOYAMA イニシアティブでも示された考え方のもとに、社会的なイン

センティブを確保していくため、里山バイオマスをエネルギー資源として活用するなど

新たな利用を進める、都市住民や企業など多様な主体の参加を促す、地域の活動のため

の技術的なノウハウを蓄積して提供するなど、取組の具体化が期待される。 

また、都市と地方との関係の再構築を見据え、国土的・地域的視点に立ったグランド

デザインのもとに、必要性が低下した社会資本等を活用しながら様々なスケールで生態

系ネットワークを構築していくことが重要である。これにあたっては、二次林に手を加

えて、管理に人手がかからない自然林に積極的に移行させていくことなども検討が必要

であろう。また、二次林や二次草原などにおいて、撹乱された環境に依存する動植物を
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保全する必要がある場合などには、人口分布なども考慮しながら、重点的に管理できる

場所を絞ってコストを投入していくことなども考えなければならない。  

なお、国外からの食料・木材・エネルギー等の供給が減少した場合には、国内の生物

資源の利用が進むことが考えられるため、新たな持続可能な利用の形が検討課題となる

だろう。 

 

＜中大型哺乳類の個体数増加・分布拡大と広域的な個体数管理＞ 

捕獲圧の低下に歯止めがかからない場合、中大型哺乳類の個体数が増加し、分布の拡

大が一層進み、農林業被害が増加することなどにより人との軋轢が激しくなるばかりで

なく、森林生態系の質を低下させることが考えられる。とりわけ、シカの個体数増加・

分布拡大による森林植生の破壊は劇的に進む可能性があり、わが国の森林生態系に急速

で不可逆的な変化を引き起こすことが懸念される。 

都道府県をまたぐ広域的な視点から、行動圏の大きさ、生息状況、繁殖力、季節移動

の有無、地域個体群の長期的な動向を管理した鳥獣の個体群管理が求められる。また、

狩猟者等の捕獲の担い手を育成するなど、野生鳥獣の保護管理を担う人材の育成を進め

る必要がある。 

 

4．第 3 の危機に関する損失と対応 

現在のような、国際的な人や物の移動がさかんな状態を前提とした場合、外来種の意

図的・非意図的な導入やその後の定着・拡大は依然として懸念される。既に、わが国に

侵入・定着している侵略的外来種についても、新たに分布を拡大して生態系に大きな影

響を及ぼすようになる可能性がある。特に、気温の上昇により、生息・生育適地の範囲

が広がる外来種については、定着・拡大のリスクは一層高まることになる。特に、陸水

生態系や島嶼生態系などの隔離された生態系においては、侵略的外来種によって急速で

不可逆的な変化が生じる懸念がある。 

侵略的外来種の防除、とりわけ一旦定着して分布を拡大した侵略的外来種を封じ込め

たり根絶したりするためのコストは非常に高い。このため、監視体制の強化等によって、

新たな定着を未然に防止する体制をより充実することが望まれる。また、既に定着した

外来種については、その影響評価が進み、防除の優先度が高いものについて、重点的な

防除が行われ、また、効果的・効率的な防除について新たな技術開発が進められること

が期待される。 

 

5．地球温暖化の危機に関する損失と対応 

今後、予測されているような気温の上昇が進むのにともない、既に一部で事例が確認

されている生物の分布、個体数、フェノロジーなどの変化が広範に生じ、これによって

様々な生態系における生物間の相互作用や生物と環境との相互作用が変化することが



生物多様性総合評価報告書 

第 IV 章 第 3 節 2010 年以降の生物多様性の損失への対応 
230 

懸念される。とりわけ、高山帯やサンゴ礁の生態系など、地球温暖化に対して脆弱な生

態系では、急速で不可逆的な変化が生じるおそれがある。 

このため、地球温暖化による生物多様性への影響に対する適応策を早期に具体化し、

実施することが課題となる。地球温暖化による環境変化を早期に発見し、現実的な対策

を迅速に講じるためには、特に地球温暖化による影響を受けやすい生態系におけるモニ

タリング体制の充実、強化が必要となる。このため、モニタリングサイト 1000 の推進

や、市民参加型のモニタリング等を含む、さまざまな関係者によるモニタリングの実施

や情報共有のあり方の検討等、環境変化を重点的に監視していくための体制構築や監視

サイトの設定が重要である。 

 

6．不可逆的な変化による影響 

通常は、生物多様性の損失は徐々に進行するものであり、そのため生態系が有する回

復力への期待のもと、対策を講じる余地が残されていると考えられがちである。しかし、

ある閾値を超えると生態系が急速な変化を起こしたり、不可逆的な変化が生じるような

場合があると考えられている。 

このような「転換点（tipping point）」等として議論されている変化は、わが国の生物

多様性に取り返しのつかない損失を与える可能性があり、それを事前にとらえることは、

将来の損失への対策を講じる上で重要である。しかし、転換点は、ほぼ確実に起こると

予想される事であるが、現在の科学では、その発生を正確に予測することは困難とされ

ている。 

そこで、既に述べたような、この 50 年間で進行しつつある損失のうち、こうした不

可逆的な変化を起こす可能性があると考えられるものを再度例示する（表 IV-6）。これ

らの損失については、特に注意深いモニタリングや不確実性に対応するための順応的な

管理が求められる。 

 

表 IV-6 不可逆的な変化を引き起こすおそれのある損失の例 

生態系区分 損失の例 

森林生態系 

 

 

高山帯への地球温暖化の影響 
人工林の管理不足による斜面崩壊等の影響 
シカの個体数増加・分布拡大による森林植生の破壊の影響 

陸水生態系 

 

河川における連続性の低下や河床低下の影響 
河川・湖沼等における侵略的外来種の影響 
湖沼における地球温暖化の影響 

沿岸・海洋生態系

 

沿岸生態系への開発・改変などの複合的な影響（海砂利採取を含む）

サンゴ礁への地球温暖化の影響 

島嶼生態系 島嶼における侵略的外来種の影響 
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7．生物多様性の主流化 

現在、生物多様性の認知度はわずかに上昇しているとはいえ、生物多様性の損失につ

いての認識は広がっていない。こうした認識が社会的に共有されないまま、将来にわた

って損失が進んでいく可能性は否定できない。 

このため、中長期的に、「生物多様性の主流化」を図ることが重要である。これは、

単に生物多様性の重要性を普及啓発することではない。国や地方公共団体に限らず、民

間も含めた社会の全ての主体が、その損失を緩和するための具体的な対策や行動をとり、

そのための人的・物的な資源が社会的に供給されるようにするという試みである。 

「生物多様性の主流化」にあたっては地域的な合意形成が重要である。生物多様性は

地域ごとに固有なものであり、地域が主体となった対応がふさわしい場合も多い。現在、

生物多様性地域戦略の策定などが都道府県や政令指定都市を中心に始まっているが、さ

らに、地域の自然に近い市町村や集落などの地域社会において、自らの地域の生物多様

性のあり方についての合意形成がなされることが重要である。 

また、「生物多様性の主流化」のための一つのアプローチは、生物多様性や生態系サ

ービスの経済的な価値を認識できるようにすることである。これによって、行政や地域

社会だけでなく、生物多様性を利用して製品やサービスを生産する企業や消費者など多

様な主体が、その保全と持続可能な利用のための行動を行えるようになる。さらに進ん

で、近年は、生物多様性オフセットや生物多様性バンキングのような、生物多様性や生

態系サービスを市場メカニズムに取り込んで取引することで保全と持続可能な利用を

図ろうとする試みも提唱されている。 
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図 IV-2 2010 年以降の生物多様性の損失への対応 

長期的な対応の方向 

○保護地域などによって新た

な開発・改変の抑制を図る

とともに、過去の大きな損

失を回復 

・自然再生や事業実施時の

配慮に関する技術的検討 

・全国・地域の様々なスケ

ールでの生態系ネットワ

ークの構築 

○影響評価、影響の回避や修

復の手法・技術の開発  

○沿岸・海洋の保全、小規模

でも重要な生息地・生育地

の保全 など 

○モニタリング体制の強化と

脆弱性の評価 

○適応策の具体化と実施  

 

現在想定されている

将来の変化 

懸念される生物多様性の損失 

 

第 1の危機による損失 

開発・改変の速度はさらに低下

するが、過去に行われた開発・

改変の影響は継続 

既存の住宅・産業施設・社会資

本の維持・更新のための原料採

取等の開発・改変が継続 

不可逆的な変化のおそれ（例）

○河川の連続性の低下の影響

○河床低下の影響 

○沿岸生態系における開発・

改変などの複合的な影響 

○地域の合意形成に基づく持

続可能な利用・管理の促進  

・里山バイオマスなど新た

な利用方法の模索 

・都市住民や企業など多様

な主体の参加の促進  

○一部の二次林の自然林への

積極的な移行  

○重点的に管理できる場所を

絞ってコストを投入 

○広域的な視点からの鳥獣の

個体群管理 

○移動の制限の継続 

○新たな侵入の予防と既に定

着した種の防除の重点化 

○防除の技術開発  

 

第 2の危機による損失 

里地里山の管理・利用はさらに

低下して影響が深刻化 

中大型哺乳類の個体数増加・分

布拡大が加速 

不可逆的な変化のおそれ（例）

○人工林の管理不足による斜

面崩壊等の影響 

○シカによる森林植生の破壊

の影響 

第 3の危機による損失 

非意図的なものを含む外来種の

侵入機会・既に定着した種の分

布拡大の傾向はある程度継続 

不可逆的な変化のおそれ（例）

○湖沼や島嶼の侵略的外来種

の影響 

地球温暖化の危機による損失 

脆弱な生態系では不可逆的な影

響が生じるおそれ 

不可逆的な変化のおそれ（例）

○サンゴ礁・高山植生への影響

 

農山村の過疎化・

高齢化のさらなる

進行 

捕獲圧の低下 

 

食料・木材・エネ

ルギーの国外依存 

宅地・工業用地、

社会資本等の充足 

人口減少 

低成長 

○
不
可
逆
的
な
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
継
続
・
充
実
と
予
防
的
な
対
策
の
充
実 

 

気温上昇等の傾向

が継続 

 

国際的な人や物の

移動がさかんな状

態が継続 



生物多様性総合評価報告書 

第 V 章 今後の課題 
233 

第 V 章 今後の課題 
 

生物多様性総合評価は、本来、生物多様性の損失を緩和・回復する具体的な行動を促

すために、生物多様性の損失状況の観測と、損失を緩和するための目標設定や具体的な

行動とを仲立ちするという役割を有している（図 V-1）。 

すなわち、行政機関、全国各地の研究者や NGO などが行っている生物多様性の観測

の結果を総合的に分析して、科学的な観点から損失の要因や状態を評価する。その評価

の結果を示すことで、主に国や地方公共団体が行う目標の設定や、多様な主体が行う具

体的な行動（行政施策、企業等の事業者や NGO による活動など）に重点の置きどころ

を示す。 

今回の生物多様性総合評価は、全国的なスケールで生物多様性の損失を包括的に評価

しようとする初めての試みであり、いまだ十分な評価からは遠いが、今後、こうした役

割を果たすことが一層期待される。 

本章では、このために各主体に関わる課題を認識しておきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 V-1 生物多様性総合評価の役割 
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（研究者） 

具体的な行動 

（国・地方公共団体、事業者、研究者、NGO、国民
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わが国の生物多様性の損失の緩和・回復 

インプット 

（第 1 節） 

アウトプット
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第 1 節 観測からのインプットにかかる課題 

 

生物多様性総合評価は、生物およびその変化に関連する分野における既存のデータと

専門的な知見を収集・集約することによって行われる。したがって、科学的な基盤、す

なわち観測を担う研究者、NGO、国や地方公共団体が有するデータ・知見が、円滑に反

映されていくことが重要である。観測の結果として評価に盛り込まれるデータや知見の

質と量を向上させていくことが求められる。 

 

1．生物多様性に関する観測の充実 

わが国は生物分野の情報や人材に恵まれており、既に生物多様性に関する多くの研

究成果が蓄積されている。また、従来から国土管理や農林水産業の分野において統計

的な情報が整備されている。また、1970 年代頃からは自然環境保全基礎調査が実施さ

れ、近年全国的なモニタリング体制が確立されるなど、自然環境の観点からの調査も

行われるようになり、結果が蓄積されている。 

特に、良質な時系列データや広域をカバーするデータは、指標の判断材料に用いる

ことが容易であり、今後の生物多様性総合評価に不可欠であるが、生物に直接的に関

係するデータは必ずしも多くなく、あるいは精度の面で、ただちに評価に活用できな

い場合があった。 

また、特に、種に関連するデータ（目録、分布・個体数など）は十分でなかった。

このために、今回の評価は生態系についてのデータを中心に構成することになったが、

種の多様性を保全するためには、個々の種に直接関連するデータの充実が求められる。 

こうした点に留意して、生物分野の研究者や NGO が、継続的に生物多様性の観測を

行っていくことが期待される。国や地方公共団体は、これらを支援して、広域的なデ

ータの整備に努めることが重要である。また、環境分野以外の行政や産業統計等にお

いても、生物多様性の観点からの情報が集められることが期待される。 

 

2．データの公開性・利用の容易さの向上 

観測によって生物多様性の状態を示すデータが蓄積されていても、そのデータが非

公開であったり、公開されていても利用しにくい形であったりすることによって、た

だちに評価に活用できない場合があった。もちろん、必要な制約（絶滅危惧種に関す

る情報など）は維持されなければならないが、利用のコストが過大であれば、指標の

判断材料に用いることは難しい。とりわけ、国や地方公共団体など行政機関は、自ら

が管理するデータについて、容易に利用できる形で公開しておくことが求められる。 
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3．要因や対策まで含めたデータの提示 

観測によって生物多様性の状態を示すデータが蓄積されていても、生物多様性の状

態が示されているだけで、生物多様性の損失という観点から評価を実施するにあたり、

どのように解釈するかの判断が難しい場合があった。生物の状態だけでなく、その変

化等の要因や必要な対策まで含む情報があることによって、具体的な対策や行動を示

すことが容易になる。 

 

4．生態系サービスや「転換点」についての知見の充実 

生態系サービスや生態系の「転換点」について評価を示すことは、多様な主体の具

体的な取組を行うにあたっての意思決定や合意形成のために重要である。このように、

評価にあたってのニーズが高いにもかかわらず、現時点では、わが国の生態系サービ

スの状況や、いくつかの生態系において懸念される「転換点」に関する知見は十分で

はない。現在、研究が進展しているところであり、今後これらの分野の知見が充実す

ることが期待される。 

 

5．損失の大きな生態系などの観測の重点化 

生物多様性総合評価は、各主体の具体的な行動を促すために、現時点で入手できる

最善の既存データの範囲で概括的な評価を行うものである。したがって、評価におい

て、これまでの損失が大きいと評価された生態系や、今後の損失の拡大が懸念される

と評価された生態系については、新たに、対策を講じるための基礎となるデータを重

点的に充実させる必要がある。例えば、沿岸・海洋生態系の豊かさはわが国の自然環

境を特色付けるものであるが、沿岸・海洋の生物多様性に関するデータはいまだ不足

している。また、温暖化の影響が顕著に表れる高山帯などの生態系の変化の状況を把

握するため継続的に調査を実施する必要がある。 
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第 2 節 目標設定へのアウトプットにかかる課題 

 

今後、国や地方公共団体などが中心となり、生物多様性の損失を緩和するための計画

や行動の目標を設定することが期待される。生物多様性総合評価は、こうした目標の設

定と達成に資するものであり、このため、今後は以下の点を強化することが課題である。 

 

1．ポスト 2010 年目標との関係づけ 

2010 年 10 月に開催される生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）では、国際

的な行動目標として「ポスト 2010 年目標」が設定される見込みである。わが国は、2010

年 1 月に、この目標に関する提案を行ったところであり、新たに設定される「ポスト

2010 年目標」は、生物多様性基本法や生物多様性国家戦略などを通じて、わが国にお

ける生物多様性の損失を緩和するための行動の目標となりうるものである。 

今後の生物多様性総合評価は、ポスト 2010 年目標との関係を強くし、科学的知見の

充実や目標との対応の明確化などの観点から現在の指標をより充実させることを含め、

多様な主体に対して、より具体的な行動を促すものとなることが望ましい。 

 

2．評価の空間的スケールの重層化  

生物多様性の損失は、地球温暖化のような国際的なスケールの要因から個別の地域

における開発や生産活動まで、数多くの間接的・直接的な要因が重層となって引き起

こされる。それらの要因に効果的に働きかけられる主体も、国際社会、国や地方の行

政、NGO・企業などの団体、地域社会など重層的であり、要因への対策は様々な空間

的スケールで講じていく必要がある。したがって、生物多様性の評価も、このような

様々なスケールで重層的に実施することが重要であり、それぞれのスケールに適した

指標を案出して、運用していくことが期待される。 

今後の生物多様性総合評価は、生物多様性基本法が定める生物多様性地域戦略の立

案・実施に資するような地方スケールの評価や、アジア太平洋地域などの国際的なレ

ベルでの評価と、情報を共有し、これらの実施に資することが期待される。 
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生物多様性の損失を緩和するためには「生物多様性の主流化」が必要であり、一般の

国民、事業者、NGO、研究者、国・地方公共団体など多様な主体が、行動の必要性を理

解し、具体的な行動を始めるよう求められている。生物多様性総合評価は、こうした多

様な主体が行動するにあたっての重点の置きどころを示すものであり、このため、今後

は以下の点を強化することが課題である。 

 

1．国民等への普及啓発 

生物多様性総合評価が、損失を緩和するための具体的な行動につながるためには、

一般の国民、事業者、NGO、研究者、学校、地方公共団体などに対して評価の結果を

効果的に伝え、行動の必要性の認識を広げることが不可欠である（表 V-1）。 

また、そもそも生物多様性は地域に固有のものであり、保全や利用の仕方も地域に

よる違いが大きく、対策も地域ごとに異なる。損失を緩和するための行動の基盤とし

て、自らの地域の生物多様性のあり方について地域的な合意が形成されることが期待

される。 

このために、生物多様性総合評価に関わる研究者や評価のユーザーである行政など

が、積極的に評価の結果を普及していくことが必要である。その際には、評価結果に

とどまらず、評価の方法や情報源に関する情報を公開し、生物多様性地域戦略の策定

や地域独自の評価等を支援することで、地域的な合意の形成を促すことが期待される。 

 

 

表 V-1 生物多様性総合評価を踏まえて各主体に求められる行動  

 損失を緩和するための具体的な行動（例） 

国 評価を踏まえて調査や施策を重点化するとともに、全国スケールで

目標を示して生物多様性の損失を緩和するための行動を促す。 

地方公共団体 地域的なスケールで生物多様性を評価し、生物多様性地域戦略など

の施策の立案に生かす。 

研究者・NGO 生物多様性の観測の充実や、生態系サービスや「転換点」について

の知見の集積などを通じて評価に関与・貢献する。 
事業者 自らの経済活動が生物多様性に与える影響を把握、評価して、影響

を軽減する方策を考える。 
国民 

 

自らの地域の生物多様性のあり方について地域的な合意形成と行動

に関わる。 
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2．生物多様性に関する評価の地図化 

生物多様性は地域的な差異の大きな対象であり、またその損失要因の性質や程度が

全国で共通するわけではないので、損失を緩和するために必要な行動も地域によって

異なる。このため、どの地域において、どのような要因でどの程度の損失が生じてい

るのかを評価することが求められる。今回の生物多様性総合評価では、全国スケール

の時系列の評価を重視したために、地域的な差異への考慮が十分ではなかった面があ

る。 

今後、損失を緩和する各主体の具体的な行動を促すために、生物多様性の評価を地

域レベルの空間情報として整備（地図化）していくことが重要である。 

 

3．生態系サービスの評価 

生態系サービスについて評価を示すことは、多様な主体の具体的な取組を行うにあ

たっての意思決定や合意形成のために重要である。今回の生物多様性総合評価では、

生物多様性の損失の要因や状態の評価を重視したために、わが国における生態系サー

ビスの全体についての評価は不十分であった。 

ミレニアム生態系評価をフォローするため、国連大学高等研究所などが中心となっ

て進めている「里山里海サブ・グローバルアセスメント」（SGA）や、生態系サービ

スの定量的評価に関する研究など最新の成果を取り入れて、わが国における生態系サ

ービスの評価を充実させる必要がある。 

 

4．行動の選択肢の提示 

生物多様性総合評価には、将来にわたって生物多様性の損失を緩和するために、国・

地方公共団体、研究者・NGO、企業等の事業者、一般の国民など多様な主体に対して

将来の行動の選択肢を提示し、行動の費用と効果をわかりやすく示すことで、意思決

定や合意形成を促すことが期待される。今回の生物多様性総合評価は、過去の生物多

様性の損失の要因と状態に関する評価に重点を置いたことや、対策オプションと効果

などに関する研究が十分に進んでいないことなどにより、こうした側面を十分に示す

ことができなかった。 

今後、幅広い分野の専門家の知見を集約するなどにより、生態系サービスの評価を

充実する、シナリオ分析を行う、既存の対策を総合的にとらえて方向性を検討する、

民間も含めて主体別にとるべき行動や対策を示すなど、行動の選択肢を提示する機能

をより強化する必要がある。また、生物多様性の経済的な評価についてドイツ政府が

中心となって進めている「生態系と生物多様性の経済学（TEEB: The economics of 

ecosystems & biodiversity）」などの結果を踏まえて、行動や政策の選択肢を示すことを

検討する必要がある。 
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巻末資料 1 有識者アンケートの結果 

 

1．アンケートの目的と概要 

過去約 50 年間（第二次世界大戦後～現在）において、我が国の生物多様性の危機をもた

らしたと考えられる主要な人間活動による負の要因を整理することを目的として、国内の

生物分野における有識者に対し、郵送によるアンケートを実施した（2008 年度に実施）。 

回答は、影響要因一覧（下記）から主要な要因と考えるものを番号で 5 個まで選び、そ

れを挙げた理由を具体的な事例を挙げて自由記述する形式とした。 

影響要因一覧 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

森林伐採 

人工林への転換 

湖沼・河川・湿原の開発 

沿岸の開発 

草地の開発 

都市開発 

ゴルフ場・スキー場の造成 

観光開発 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

道路建設 

ダム建設 

園芸・観賞・薬用の捕獲採取 

狩猟・漁獲 

森林の管理放棄 

草地の管理放棄 

耕作放棄 

狩猟圧の低下 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

動物による食害 

外来生物の影響 

農薬・化学物質による汚染 

水質汚濁 

窒素の蓄積 

地球温暖化 

その他 

  注：影響要因は、環境省レッドデータブックにおける「減少要因」の項目を基本として設定したもの。 

 

2．アンケート対象者 

 本検討委員会の委員のほか、下記の環境省関連の検討会、及び生物分野における国内主

要学術団体の自然保護関連委員・役員等、計 581 名を対象とした。 

  

右の環境省関連検討

会の委員等 

絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会、同分科会 

自然環境保全基礎調査検討会植生分科会、同植生調査作業部会 

鳥類標識調査検討会 

重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイ

ト 1000）検討会、同分科会 

右の生物分野におけ

る国内主要学術団体

の自然保護関連委

員・役員等 

日本生態学会、日本森林学会、日本草地学会、日本陸水学会、

日本海洋学会、日本動物分類学会、日本植物分類学会、日本哺

乳類学会、日本鳥学会、日本爬虫両棲類学会、日本魚類学会、

日本昆虫学会、日本ベントス学会、日本植物学会 
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3．アンケート結果 

 アンケートの有効回答数は 213 件で回収率は 36.7％であった。アンケート結果の内 2 件

は影響要因を 5 個より多く選択したことから集計から除外した。また、5 個以内の回答であ

り、1 項目が複数分野にまたがる場合はそれぞれカウントした。なお、1 人あたりの平均要

因回答数は 4.6 件であった。挙げられた影響要因の回答数を集計し、自由記述による回答の

主な内容を整理した。 
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※その他の内容は次頁の自由記述を参照。 

図 影響要因別の回答数 
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表 自由記述における回答の主な内容（例） 

危機 
番

号 
影響要因 回答数 回答の主な内容（例） 

第 1の

危機 

1 森林伐採 62 ○第 2次大戦後、人工林に転換するため、全国でブナな

ど広葉樹の自然林が減少。 

○森林性の動植物のほか、河川環境にも影響。 

 2 人工林への転

換 

60 ○1950～1970年代頃の拡大造林により、林相、生物相が

単純なスギ・ヒノキの人工林が大幅に増加。 

 3 湖沼・河川・湿

原の開発 

111 ○河川の直線化、コンクリートによる護岸工事などの結

果、水際の環境が単純化。 

○第 2次大戦後、沿岸域の低湿地や陸域の湿原が農用

地などに転換。 

 4 沿岸の開発 88 ○1960年代頃からの埋立・干拓、港湾の建設などによっ

て多くの干潟や藻場が消失。 

○海岸工作物や道路の設置による生息・生育環境の変

化、海陸の分断。 

○砂堆などからの海砂利の採取。 

 5 草地の開発 14 ○宅地、農地、人工草地などへの転換。 

 6 都市開発 38 ○都市周辺の二次林、湿地、草地、水田などの宅地・工

場用地への転換。 

○都市周辺のニュータウン整備等による丘陵地の開発。 

 7 ゴルフ場・スキ

ー場の造成 

33 ○ゴルフ場の開発による丘陵地の森林等の改変。 

○ゴルフ場からの農薬・肥料の流出による陸水域への影

響。 

 8 観光開発 10 ○登山道や遊歩道の整備による周辺への影響。 

 9 道路建設 47 ○森林、海岸、水系などの分断。 

○野生動物の移動の阻害、ロードキル。 

○道路を通じて外来種が拡散。 

 10 ダム建設 60 ○ダムや河口堰の建設による河川の分断と回遊性の生物

の移動の阻害。 

○水量・水温・濁度の変化、土砂供給の変化。 

 11 園芸・観賞・薬

用の捕獲採取 

39 ○1980年代頃からの園芸ブームにより、盗掘によってラン

科植物などが減少。 

○一部の爬虫類や昆虫類などでマニアの捕獲によると思

われる減少。 

 12 狩猟・漁獲 12 ○過度の漁獲、特定種への選択的漁獲・混獲、種苗放流

などで生物群集構造が大きく変化。 

 20 水質汚濁 42 ○1950～60年代頃から 90年代頃まで、工業・家庭排水な

どにより、湖沼や沿岸・内湾が富栄養化したことによる影

響。 

  21 窒素の蓄積 9 （おおむね、「20水質汚濁」の富栄養化の回答と重複） 
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表 自由記述における回答の主な内容（例）つづき 

危機 
番

号 
影響要因 回答数 回答の主な内容（例） 

第 2の

危機 

13 森林の管理放

棄 

45 ○1960年代頃からの人工林・二次林の管理放棄による遷

移の進行。特に里山林で生物相が単純化。 

○クマ等の住宅地への進入。 

 14 草地の管理放

棄 

32 ○1960～70年代頃から、山地や農地周辺の二次草原（カ

ヤ場など）の管理が減退し、草原性の動植物が減少。 

○二次草原の人工草地への改変。 

 15 耕作放棄 25 ○1970年代頃からの耕作放棄、特に山間部の水田の耕

作放棄によって、両生類・昆虫類などの動植物が減少。 

 16 狩猟圧の低下 14 ○大型捕食者の減少と狩猟圧の低下による、シカの急激

な増加。 

  17 動物による食

害 

33 ○シカの急激な増加により、一部の山岳などの地域で植

生の被害が顕著。 

○中大型哺乳類による農地の食害。 

○魚類やウニ等の藻場食害による磯焼け。オニヒトデ等に

よるサンゴ食害。 

第 3の

危機 

18 外来生物の影

響 

80 ○ペット・園芸、産業利用などのために持ち込まれた外来

生物の捕食・競合・交雑などによる影響。 

○特に陸水域や島嶼部で影響が顕著。 

  19 農薬・化学物

質による汚染 

46 ○特に 1950～80年代頃の農薬（主に除草剤）による水田

等の動植物の激減。近年は改善の兆し。 

○農薬・化学物質の生物への蓄積。 

注 1 農薬の直接的な影響は第 1の危機とした。 

地球温

暖化の

危機 

22 地球温暖化 27 ○陸域・海域における高緯度・高標高地への生物の分布

拡大。 

○高山帯、サンゴ礁、藻場やそこに生息・生育する動植物

への影響。 

 23 その他 44 ○圃場整備による水田の乾田化、水路のコンクリート化、

用排水分離などにより、両生類、淡水魚類、水生植物な

どに影響。 

注 2 「その他」のほとんどは圃場整備関係。 
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巻末資料 2 生物多様性総合評価報告書骨子（案）有識者意見照会の

結果 

 

1．意見照会の目的と概要 

 生物多様性総合評価報告書骨子（案）について、評価に関する記述の妥当性、評価の根

拠となるデータとしてより適切なものの有無等について科学的・専門的立場からの意見を

得るために、国内の生物分野の有識者に対し郵送による意見照会を実施した（2009 年度実

施）。 

 回答は、該当頁・行・項目名等を挙げて意見とその理由を記述する自由記述方式で実施

した。 

 

2．意見照会対象者 

下記の環境省関連の検討会、及び生物分野における国内主要学術団体の自然保護関連委

員・役員等、計 208 名を対象とした1。 

 

表 意見照会の対象者 

右の環境省関連検

討会の委員等 
絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会、同分科会 
自然環境保全基礎調査検討会植生分科会、同植生調査作業部会 
鳥類標識調査検討会 
重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイト

1000）検討会、同分科会 
右の生物分野にお

ける国内主要学術

団体の自然保護関

連委員・役員等 

日本生態学会、日本森林学会、日本草地学会、日本陸水学会、日本海

洋学会、日本動物分類学会、日本植物分類学会、日本哺乳類学会、日

本鳥学会、日本爬虫両棲類学会、日本魚類学会、日本昆虫学会、日本

ベントス学会、日本植物学会 

 

3．意見照会結果 

意見照会の有効回答者数は 51 名で、回収率は 24.5％であった。のべ 404 件の意見が得ら

れ、それらを「章・節レベル」ごと、「評価の指標別」に整理して、評価報告書作成の参考

にした。 

 

 

 

                                                  
1 平成 21 年度に実施した、「生物多様性の危機をもたらした要因に関する有識者アンケート」の対象者 581
人のうち、回答のあった 208 人を対象とした。 
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巻末資料 3 生物多様性総合評価報告書に用いたデータの引用文献 

データ
No.

データ名 引用文献

国土交通省，土地白書．
農林水産省，森林資源現況調査．
農林水産省，耕地及び作付面積統計．
農林水産省，土地利用基盤整備基本調査．
国土交通省，土地白書．
農林水産省，森林資源現況調査．
農林水産省，耕地及び作付面積統計．
農林水産省，土地利用基盤整備基本調査．
農林水産省，農用地建設業務統計調査．

1-③ 改変の少ない植生の分布 環境庁，第5回自然環境保全基礎調査自然環境情報GISデータ．
1-④ 20世紀初頭から1980年代

までの土地利用の変化
氷見山幸夫，LUIS(Land Use Information System)．

環境庁，第2-3回自然環境保全基礎調査自然環境情報GISデータ．

環境庁，第5回自然環境保全基礎調査自然環境情報GISデータ．
1-⑥ 農地から宅地・工場用地などへ

の転用面積（人為かい廃面積）
の推移

農林水産省，耕地及び作付面積統計．

1-⑦ 林地からの都市的土地利用への
転換面積の推移（目的別用途）

国土交通省，土地白書．

林野庁，鳥獣関係統計．
環境庁，鳥獣関係統計．
環境省，鳥獣関係統計．

3-① 湖沼・海域における全窒素濃度
および全リン濃度の推移

環境省，2009：平成20年度公共用水域水質測定結果．

田林雄，2009：近代化以降の人間活動が河川水質に与える影響，東京大学東京大学大学院新領域創成科学研
究科，学位論文．
Tabayashi Y. and Yamamuro M.，2009: Changes in the impact of anthropogenic effects on river
water quality during the last 50 years in Japan, Wetlands Ecology and Management,17(4), 409-415.
環境省，2007:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（哺乳類）．
環境省，2006:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（鳥類）．
環境省，2006:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（両生類）．
環境省，2007:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（汽水・淡水魚類）．
環境省，2007:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（昆虫類）．
環境省，2007:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（植物Ⅰ 維管束植物）．
環境省，2002：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－1（哺乳類）．
環境省，2002：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－2（鳥類）．
環境庁，2000：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－3（爬虫類・両生類）．
環境省，2003：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－4（汽水・淡水魚類）．
環境省，2006：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－5（昆虫類）．
環境省，2006：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－7（クモ形類・甲殻類
等）．
環境省，2007:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（哺乳類）．
環境省，2006:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（鳥類）．
環境省，2006:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（両生類）．
環境省，2007:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（汽水・淡水魚類）．
環境省，2007:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（昆虫類）．
環境省，2006:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（甲殻類）．
環境省，2006:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（クモ形類・多足類等）．

4-③ 年代別の絶滅種数(維管束植物) Taku Fujita, Makoto Ogawa, Teruo Katsuyama, Yasuro Kadono,Nobumitsu Kawakubo, Shunsuke Serizawa,
Hideki Takahashi, Masayuki Takamiya, Shinji Fujii, Hiroyuki Matsuda, Kazuo Muneda, Masatsugu
Yokota, Koji Yonekura, Tetsukazu Yahara,未発表．

4-④ 絶滅種、野生絶滅種の年代と種
名（維管束植物）

Taku Fujita, Makoto Ogawa, Teruo Katsuyama, Yasuro Kadono,Nobumitsu Kawakubo, Shunsuke Serizawa,
Hideki Takahashi, Masayuki Takamiya, Shinji Fujii, Hiroyuki Matsuda, Kazuo Muneda, Masatsugu
Yokota, Koji Yonekura, Tetsukazu Yahara,未発表．
環境省，2002：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－1（哺乳類）．
環境庁，2000：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－3（爬虫類・両生類）．
環境省，2003：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－4（汽水・淡水魚類）．
環境庁，2000：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－8（植物Ⅰ 維管束植
物）．
環境省，2002：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－1（哺乳類）．
環境省，2002：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－2（鳥類）．
環境庁，2000：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－3（爬虫類・両生類）．
環境省，2003：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－4（汽水・淡水魚類）．
環境省，2006：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－5（昆虫類）．
環境省，2006：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－7（クモ形類・甲殻類
等）．

4-⑦ レッドデータブック掲載種（維
菅束植物）の都道府県別種数

環境庁，2000：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－8（植物Ⅰ 維管束植
物）．

4-⑧ 日本の干潟環境に悪影響を及ぼ
している主な要因とそれぞれの
干潟環境における相対的重要度

世界自然保護基金日本委員会，1996：WWF Japan science report，日本における干潟海岸とそこに生息する
底生生物の現状，3，181pp．

大気経由の窒素の影響3-②

1980年代から1990年代までの土
地利用の変化

2-① 狩猟者数の推移

4-⑥

生物分類群ごとの絶滅危惧種の
減少要因

4-② 絶滅種、野生絶滅種の年代と種
名（動物）

分類群ごとの絶滅種・野生絶滅
種・絶滅危惧種の割合

4-①

4-⑤

1-① 土地利用の推移

1-② 陸域における生態系の規模等

絶滅種、野生絶滅種の絶滅要因

1-⑤
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データ
No.

データ名 引用文献

環境省資料．
林野庁資料．
国土交通省資料．
環境省資料．
国土交通省，国土数値情報．
環境省資料．
国土交通省，国土数値情報．
環境省資料．

文化庁資料．

6-② 都道府県版レッドリスト・レッ
ドデータブックと希少種条例を
作成・制定した都道府県数の推
移

各都道府県の公表資料．

総務省，日本長期統計総覧．
総務省，日本の長期統計系列．

7-② 牛の使役目的の変化 農林水産省農林水産技術会議事務局昭和農業技術発達史編纂委員会，1995：昭和農業技術発達史〈第4巻〉
畜産編・蚕糸編，農文協．

7-③ 耕作放棄地面積の推移 農林水産省，農業センサス累年統計書．
7-④ 国土に占める里地里山メッシュ

割合の推移
環境省，2003：平成14年度里地自然の保全方策策定調査報告書．

8-① 特定鳥獣保護管理計画の策定数
の推移

環境省資料．

森本信生・桐谷圭治，1995：日本の外来昆虫相，農業環境技術研究所報告，12，87-120．
桐谷圭治，2000：世界を席捲する侵入昆虫，インセクタリゥム，37(8)，226-227．
渡邉修，2007：飼料畑における外来雑草の侵入実態と分布，信州大学農学部紀要，43(1・2)．

9-② 海外から輸入される「生きてい
る動物」等の輸入量の推移

財務省貿易月表．

9-③ 海外から輸入される「生きてい
る動物」の近年の輸入数の推移

財務省貿易月表．

金子陽春，若林務，1998：つり人ノベルズ．
国土交通省，河川水辺の国勢調査．
淀太我・井口恵一朗，2004：バス問題の経緯と背景水研センター研報，第12号，10－24．
環境庁，鳥獣関係統計．
環境省，鳥獣関係統計．

9-④
参考

アライグマの捕獲数の推移 環境省，第7回自然環境保全基礎調査種の多様性調査（アライグマ生息情報収集）業務報告書(平成18年
度)．

10-① 主要汚染物質の検出状況の経年
推移（魚類・貝類）

環境省資料（化学物質環境実態調査）．

11-① 特定外来生物、未判定外来生物
及び要注意外来生物の種類数

環境省資料．

11-② 都道府県の防除の確認件数 環境省資料．

12-② 石西礁湖におけるサンゴの白化
と温度の関係

Okamoto M, S Nojima and Y Furushima, 2007: Temperature environments during coral bleaching
events in Sekisei Lagoon, Bulletin of the Japanese Society of Fisheries Oceanography, 71 (2),
112-121. ほか
増沢武弘，光田準，田中正人，名取俊樹，渡邊定元，2005：北海道アポイ岳の高山植物群落－カンラン岩土
壌における植物群落の遷移‐，日本生態学会誌，55，85－89．
渡邊定元，2001：アポイ岳超塩基性岩フロラの45年間(1954－1999) の変化，地球環境研究，3，25-48．

12-④ ナガサキアゲハの分布の変化 北原正彦，2008：チョウ類の分布域拡大現象と地球温暖化，昆虫と自然，43(4)，19-23．
12-⑤ タイワンウチワヤンマの分布の

変化
青木典司，2000：記録からみた国内におけるタイワンウチワヤンマの分布拡大の様相．TOMBO，XLII，47-
50.
藤崎憲治，2007：生きものの暮らしが変わるとき，自然保護，499，6-7．
Junichi YUKAWA, Keizi KIRITANI, Naohisa GYOUTOKU, Nami UECHI, Daisuke YAMAGUCHI and Satoshi
KAMITANI, 2007: Distribution range shift of two allied species, Nezara viridula and N. antennata
(Hemiptera: Pentatomidae), in Japan, possibly due to global warming. Appl. Entomol. Zool. 42
(2), 205–215.
各都道府県農業試験場等資料．

12-⑦ 福岡県筑前海沿岸の魚類相の変
化

西田高志，中園明信，及川信，松井誠一，2005：近年の海水温上昇による筑前海沿岸魚類相の変化，九州大
学大学院農学研究院学芸雑誌，60(2)，187-201．

12-⑧ 越冬期におけるコハクチョウの
全国の個体数の変化

樋口広芳，小池重人, 繁田真由美, 2009：温暖化が生物季節、分布、個体数に与える影響，地球環境，
14(2)，189-198．

12-⑨ ソメイヨシノの開花日の変化と
気温との関係

樋口広芳，小池重人, 繁田真由美, 2009：温暖化が生物季節、分布、個体数に与える影響，地球環境，
14(2)，189-198．

12-⑩ コムクドリの産卵時期の変化 Koike, S and H, Higuchi,2002：Long-term trends in the egg-laying date and clutch size of Red-
cheeked Starlings Sturnia philippensis.IBIS, 144(1),150-152.

大島慶一郎，中野渡拓也，若土正曉，2006：温暖化の高感度域オホーツク海 北太平洋へのインパクト，低
温科学，65，67-75．

12-⑥

12-① オホーツク海の海氷の減少

アポイ岳の高山植物の減少12-③

薪炭の生産量

9-① 外来昆虫・外来雑草の侵入・定
着種数の変化

6-①

7-①

ミナミアオカメムシの分布の変
化

5-③

各生態系の保護地域カバー率
注：行為制限の強度別

「種指定天然記念物」と「国内
希少野生動植物種」の指定数の
推移

5-②

侵略的外来種の分布の拡大9-④

各生態系の保護地域カバー率
（指定主体別）

5-① 主な保護地域の面積の推移
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データ
No.

データ名 引用文献

新・生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果（第2回）（平成16年9月13日生物多様性国家戦略関係省庁連
絡会議決定）．
内閣府大臣官房政府広報室，2009：環境問題に関する世論調査．
OECD/DAC資料

OECD/DAC・CRSオンラインデータベース

Conservation International 資料．
FCPF資料．
世界銀行資料．

14-③ 国際協力機構（JICA）による生
物多様性分野の技術協力プロ
ジェクトの地域別件数

財団法人自然環境研究センター，2010：CBD COP10に向けた生物多様性分野の協力事例の分析と事業展開の
検討（プロジェクト研究）報告書．

林野庁，森林資源現況調査．
林野庁，林野面積累年統計．
総務省統計局，日本長期統計総覧．
林野庁，森林・林業統計要覧．
環境庁，1985：第2回自然環境保全基礎調査動物分布調査報告書（哺乳類）(昭和55年/全国版)．
環境省，2004：第6回自然環境保全基礎調査哺乳類分布調査報告書(平成16年)．
林野庁，鳥獣関係統計．
環境庁，鳥獣関係統計．
環境省，鳥獣関係統計．

15-④ マツクイムシ被害量（被害材
積）

林野庁資料
URL http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/sesakusyoukai/mamoru/1.html

16-① 森林の分断状況 林野庁，2009：森林資源調査データによる動態変化解析事業報告書．
環境庁，1985：第2回自然環境保全基礎調査動物分布調査報告書（哺乳類）(昭和55年/全国版)．

環境省，2004：第6回自然環境保全基礎調査哺乳類分布調査報告書(平成16年)．
17-② 「生きている地球指数」(LPI：

Living Planet Index)1978年に
対する1997-2002年の鳥類の分
布範囲の変化

Yamaura Y., Amano T., Mitsuda Y., Taki H. and Okabe K 2009: Does land-use change affect
biodiversity dynamics at macroecological scale? A case study of birds over the past 20 years in
Japan, Animal Conservation, 12, 110-119.

18-① 森林蓄積量（天然林・人工林）
の推移

林野庁，森林資源現況調査．

18-② 針葉樹・広葉樹別国内素材生産
量と用材自給率

農林水産省，木材需給報告書．

FAO STAT．
URL: http://faostat.fao.org/
林野庁，森林資源現況調査．
林野庁，木材需給表．

19-① 耕地面積の推移 農林水産省，耕地及び作付面積統計．
農林水産省，土地利用基盤整備基本調査．
農林水産省，農用地建設業務統計調査．
財団法人農林水産業生産性向上会議，日本農業基礎統計．
日本植物防疫協会，農薬要覧．
農林水産省，ポケット肥料要覧．
農林水産省，2003：林業センサス累計統計書（昭和35年～平成12年）．
農林水産省，農林業センサス．
内田和子，2003：海青社，日本のため池　防災と環境保全，270pp．
農林水産省農地局資源課，1955：ため池台帳，718pp．
農林水産省構造改善局地域計画課，1991：長期要防災事業量調査Ⅳため池台帳（全国集計編），625pp．

20-① 秋期の渡りにおける内陸性のシ
ギ、チドリの個体数の傾向

Tatsuya Amano, Kazuo Koyama, Hitoha Amano, Tamás Székely and William J. Sutherland，未発表．

農林水産省，作物統計．
農産業振興奨励会，2006：雑穀品種特性表改訂版．

22-① 東京都特別区の土地利用の推移 東京都，1966～2008：東京都統計年鑑．
22-② 東京都特別区の緑被率の推移 東京都，2004：環境白書．
22-③ 都市公園の面積の推移 国土交通省，都市公園等整備現況調査．

東京都，1998：東京都鳥類繁殖状況調査報告書（平成5～9年度）．

東京都，1980：東京都鳥類繁殖調査報告書（昭和48年～昭和53年）．

東京都，1998：東京都鳥類繁殖状況調査報告書（平成5～9年度）．

東京都，1980：東京都鳥類繁殖調査報告書（昭和48年～昭和53年）．

Ueta, M., R. Kurosawa, S. Hamao, H. Kawachi and H. Higuchi,2003：Population Change of Jungle
Crows in Tokyo. Global Environmental Research, 7(2), 131-137.
東京都，1998：東京都鳥類繁殖状況調査報告書（平成5～9年度）．

東京都，1980：東京都鳥類繁殖調査報告書（昭和48年～昭和53年）．

24-① 明治大正時代から現在の湿原面
積の変化

国土地理院，湖沼湿原調査．
URL http://www1.gsi.go.jp/geowww/lake/chousahoukokusho.html

24-② 釧路湿原の湿原面積の変化 環境省釧路湿原再生プロジェクトデータセンターホームページ．
http://kushiro.env.gr.jp/saisei/

24-③ 主要湖沼における干拓・埋立面
積

環境庁，第3回自然環境保全基礎調査湖沼調査報告書(昭和62年/全国版)

24-④ 河床の低下及び河道外への土砂
の搬出

国土交通省，2002：流砂系マップ．

23-②

19-③

アワ、ヒエ、ソバ（雑穀類）の
作付面積の推移

ヒグマ・ツキノワグマの分布変
化

17-①

東京都におけるメジロの分布の
変化

14-②

世界と日本の森林面積の変化18-③

水田整備面積及び水田整備率の
推移

森林面積（天然林・人工林）の
推移

15-①

13-① 生物多様性の認知度

14-① 日本の環境分野におけるODA金
額の推移と生物多様性関係の占
める割合

生物多様性の保全に関連する基
金等へ日本の拠出割合

21-①

23-① 東京都におけるヒバリの分布の
変化

森林以外の草生地（野草地）の
面積

農薬・化学肥料の生産量の推移

19-④

東京都におけるハシブトガラス
の分布の変化

23-③

19-②

19-⑤

15-② 人工造林面積の推移

15-③ ニホンジカの分布変化と捕獲数
の推移

全国のため池数の変化
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データ
No.

データ名 引用文献

25-① 1900年以降のダムの竣工数及び
累積総貯水量の推移

国土交通省，国土数値情報，ダムデータ．

環境庁，1981：第2回自然環境保全基礎調査陸水域関係調査報告書(河川)(昭和56年/全国版)．
環境庁，1987：第3回自然環境保全基礎調査河川調査報告書(昭和62年/全国版).
環境庁，2000：第5回自然環境保全基礎調査河川調査報告書（平成12年）.

25-④ 1990年頃の主な湖沼の湖岸の改
変状況

環境庁，1993：第4回自然環境保全基礎調査湖沼調査報告書（平成5年/ 全国版）．

25-⑤ 琵琶湖のヨシ群落の面積の変化 滋賀県水産課，2000：マザーレイク計画．
笠井文絵，2006：絶滅危惧種藻類の生育調査，国立環境研究所ニュース，25巻5号．
国立環境研究所ホームページ，冊子  “しゃじくも”  車軸藻類の保全をめざして．
環境省，2007:日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（藻類）．

26-② 一級河川における外来種の確認
種数

国土交通省，2008：河川水辺の国勢調査，1･2･3巡目調査結果総括検討（河川版）（生物調査）報告．

27-① 浅海域の埋立面積の推移 国土地理院，国土面積調．
27-② 砂利等の採取量の推移 経済産業省，骨材需給表．
27-③ 堤防・護岸等の延長及びその割

合
国土交通省，海岸統計．

環境庁，1981：第2回自然環境保全基礎調査海域調査報告書，海岸調査，海域環境調査，干潟・藻場・サン
ゴ礁分布調査（昭和56年/全国版）．
環境庁，1985：第3回自然環境保全基礎調査，海岸調査報告書（昭和60 年/全国版）．
環境庁，1994：第4回自然環境保全基礎調査，海岸調査報告書（平成6年/全国版）．
環境庁，1998：第5回自然環境保全基礎調査，海辺調査 総合報告書(平成10年)．
環境庁，1981：第2回自然環境保全基礎調査海域調査報告書，海岸調査，海域環境調査，干潟・藻場・サン
ゴ礁分布調査（昭和56年/全国版）．
環境庁，1994：第4回自然環境保全基礎調査，海域生物環境調査報告書，第1巻干潟（平成6年）．
環境庁，1998：第5回自然環境保全基礎調査海辺調査，総合報告書(平成10年)．
環境庁，1981：第2回自然環境保全基礎調査海域調査報告書，海岸調査，海域環境調査，干潟・藻場・サン
ゴ礁分布調査（昭和56年/全国版）．
環境庁，1994：第4回自然環境保全基礎調査，海域生物環境調査報告書，第1巻干潟（平成6年）．
環境庁，1981：第2回自然環境保全基礎調査海域調査報告書，海岸調査，海域環境調査，干潟・藻場・サン
ゴ礁分布調査（昭和56年/全国版）．
環境庁，1994：第4回自然環境保全基礎調査，海域生物環境調査報告書，第2巻藻場（平成6年）．
環境庁，1998：第5回自然環境保全基礎調査海辺調査，総合報告書(平成10年)．
環境庁，1981：第2回自然環境保全基礎調査海域調査報告書，海岸調査，海域環境調査，干潟・藻場・サン
ゴ礁分布調査（昭和56年/全国版）．
環境庁，1994：第4回自然環境保全基礎調査，海域生物環境調査報告書，第3巻サンゴ礁（平成6年）．

27-⑨ 石西礁湖におけるサンゴ被度の
変化の事例

環境省資料．

Ishii et al., 2008; 2nd International Symposium on the Ocean in a High-CO2 World．

環境省地球環境研究総合推進費（F-083），平成20年度報告書．

27-⑪ 砂浜の浸食速度の変化 国土交通省資料．
27-⑫ 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海にお

ける赤潮・青潮の発生件数
環境省資料．

27-⑬ 閉鎖性海域における環境基準
（BOD又はCOD）の達成度

環境省，公共用水域水質測定結果．

28-① 秋季の渡りで日本を通過するシ
ギ、チドリの個体数の傾向

Tatsuya Amano, Kazuo Koyama, Hitoha Amano, Tamás Székely and William J. Sutherland，未発表．

28-② ハマグリ類の漁獲量の推移 農林水産省，漁業・養殖業生産統計年報．
29-① 我が国周辺水域の漁業資源評価 水産庁・（独）水産総合研究センター，我が国周辺水域の漁業資源評価．
29-② 漁獲量と海洋食物連鎖指数

(MTI)
水産庁：海面漁業魚種別漁獲量累年統計（全国）．

29-③ 漁獲量の長期トレンド 水産庁：海面漁業魚種別漁獲量累年統計（全国）．
環境省，2006：平成17年度琉球諸島世界遺産候補地の重要地域調査委託業務報告書．
環境省，2006：日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（両生類）．
環境省，2006：日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（爬虫類）．
環境省，2007：日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（哺乳類）．
環境庁，1989：緊急に保護を要する動植物の種の選定調査．
日本政府，2010：世界遺産一覧表記載推薦書　小笠原諸島．
環境省，2007：日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（陸産貝類）．
環境省，2007：日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（昆虫類）．
環境省，2007：日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（植物Ⅰ維管束植物）．
環境省，2002：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－1（哺乳類）．
環境庁，2000：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－3（爬虫類・両生類）．

干潟面積の推移

環境庁，2000：第5回自然環境保全基礎調査河川調査報告書（平成12年）．25-②

25-③ 河川水際線の状況の推移

26-① 全国の湖沼におけるシャジクモ
の確認種数

30-① 南西諸島における固有種
とその絶滅危惧種の割合

小笠原諸島における固有種とそ
の絶滅危惧種の割合

東経137度線に沿った冬季の表
面海水中の水素イオン濃度
（pH）の長期変化

27-⑩

自然・半自然・人工海岸の延長
の推移

27-④

1990年代の一級河川等における
魚類の遡上可能範囲

30-③ 南西諸島における絶滅危惧種の
減少要因

サンゴ群集面積の推移とサンゴ
被度

27-⑧

30-②

藻場面積の推移27-⑦

27-⑥ 東京湾及び瀬戸内海の干潟面積
の推移

27-⑤
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巻末資料 4  生物多様性総合評価報告書で用いたデータ 

 

 本報告書で評価に用いたデータの一部は、本文中（第 II 章、第 III 章）に図表として掲

載した。ここでは、本文中に図表として掲載しなかったデータと、他のデータと組み合わ

せて図表化したデータを示す。 

 なお、図版に近接して示す必要がある場合を除き、原則として各データの出典は示して

いない。出典については、巻末資料３を参照されたい。 

 
データ 1-③ 改変の少ない植生の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※人為的な改変の少ない植生（植生自然度 9（自然林）、10（自然草原））のメッシュの分布を示した。

自然度 9・10 
の占める割合 該当の都道府県 

40%～  北海道・沖縄県  

20～30%  山形県・富山県・鹿児島
県

10～20%  

青森県・秋田県・宮城県
岩手県・福島県・新潟県 
長野県・岐阜県・群馬県
山梨県・石川県・宮崎県 
（合計 12）  

0～10%  その他  
（合計 30）  

データ 1-④ 20 世紀初頭から 1980 年代までの土地利用の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各時代の国土地理院の 5 万分 1 地形図に基づくデータにより、長期的な土地利用の変化を示した。 

  
土地利用変化の面積 

1900→1985 1950→1985 
その他→その他 325 321
その他→森林 328 195
その他→都市 13 10
その他→農地 62 40
森林→その他 70 74
森林→森林 2275 2409
森林→都市 34 25
森林→農地 197 154
都市→その他 0 0
都市→森林 0 1
都市→都市 10 39
都市→農地 3 7
農地→その他 11 11
農地→森林 72 70
農地→都市 85 68
農地→農地 397 457

単位：百 km2 
都 市：道路、鉄道、都市･集落、学校、役所、寺院、

神社  
農 地：乾田、水田、沼田、畑・空地･牧草地、桑畑、

茶畑、果樹園、その他：樹木畑、苗木畑  
森 林：広葉樹、針葉樹林、竹林、混交樹林  
その他：草地、荒地、はい松地、砂礫地、湿地、独立

樹、河川、湖、沼、海、しの地、ゴルフ場、
枯れ木、三椏、塩田、シュロ科樹木  

参考 1900 年（明治期）-1985 年（昭和末期）の土地利用変化 



巻末資料 4 

 

 
データ 1-⑤  
1980 年代から 1990 年代までの土地利用の変化 

データ 1-⑥ 農地から宅地・工場用地などへの転用面積

（人為かい廃面積）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：括弧内の数字は植生自然度を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 1：人為かい廃は、宅地・工場・建設用地、道路・鉄道・河川・水路・敷地

への転用や耕作放棄 

データ 1-⑦ 林地からの都市的土地利用への転換面積の

推移（目的別用途） 
データ 3-② 大気経由の窒素の影響  

 

 

※主に 1950 年代に採水された日本全国約 225 河川の中・下流域の水質データ

と、2003 年に全国 1278 地点で採水された渓流域の水質データとを比較した

もの。採水地が異なることから、日本全国を 8 地域に分け、1950 年代の中・

下流域と現在の渓流域との硝酸態窒素濃度の地域平均を比較。 
出典：田林雄，2009：近代化以降の人間活動が河川水質に与える影響，東京

大学東京大学大学院新領域創成科学研究科，学位論文． 
      Tabayashi Y. and Yamamuro M.，2009: Changes in the impact of 

anthropogenic effects on river water quality during the last 50 years 
in Japan, Wetlands Ecology and Management,17(4), 409-415. 

データ 4-①  

分類群ごとの絶滅種・野生絶滅種・絶滅危惧種の割合 
データ 4-⑥ 絶滅種、野生絶滅種の絶滅要因 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
※ここでは、評価対象種に占める、絶滅（EX）、野生絶滅（EW）、絶滅危惧
I 類（CR＋EN）、絶滅危惧 II 類（VU）の割合を示す。 
注 1：評価対象種数が既知種数に近く、評価対象種についての調査が比較的

進んでいる分類群について示した。 
注 2：カッコ内は評価対象種数。亜種を含む。 

 

 

 

 

 

 
※環境省，改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物（哺乳類、鳥類、爬虫類、
両生類、汽水・淡水魚類、昆虫類、甲殻類、クモ形類多足類等、維管束植物）
をもとに、絶滅種、野生絶滅種の絶滅要因を大きく「開発」「水質汚濁（農薬
を含む）」「採取・捕獲」「自然遷移」「外来種（移入種）」などに区分し、集計
した。 
注 1：森林伐採、湖沼開発、河川開発、海岸開発、湿地開発、草原開発、 

石炭採掘、ゴルフ場、スキー場、土地造成、道路工事、ダム建設を含む
注 2：水質汚濁、農薬汚染を含む 
注 3：園芸採取・鑑賞用捕獲、薬用採取、その他不法採取などを含む 
注 4：管理放棄、遷移進行・植生変化を含む 
注 5：捕食者侵入、帰化競合、異種交雑・放流を含む 
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データ 4-⑦ レッドデータブック掲載種（維菅束植物）

の都道府県別種数 

データ 4-⑧ 日本の干潟環境に悪影響を及ぼしている主

な要因とそれぞれの干潟環境における相対的重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 1：種数は EX・EW・CR・EN・VU の合計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：内湾や河口の水辺で、潮の干満の影響を受ける潮間帯上部から潮上帯に

かけて形成される。 
注 2：河川が海に注ぎ込む河口域。 
注 3：干潮時に出現する、植物で覆われて潮間帯。 
注 4：干潟の海側にある、大潮の干潮時にも干上がらない場所。 
注 5：亜熱帯の海域の潮間帯にマングローブ湿地。 
注 6：サンゴ礁が発達し、その内側にある広大な浅い海域。 

データ 5-③ 各生態系の保護地域カバー率（指定主体別） データ 7-② 牛の使役目的の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：重複する場合は国指定とした。 

                    
 
 

データ 7-④ 国土に占める里地里山メッシュ割合の推移  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考 里地里山 2 次メッシュの分布 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（自然度8,9,10）

二次林（自然度7）

人工林（自然度6）

二次草原（自然度4,5）

農耕地（自然度2,3）

市街地（自然度1）

開放水域（99内水面）

陸域全体

海域（概ね12海里内）

全体（海域含む）

重要湿地500

干潟調査地域

藻場調査地域

サンゴ調査地域

国指定の保護地域 都道府県指定の保護地域 保護地域外

自然林・自然草原

自然性の高い二次林

注 1：年次は調査が実施された年度等を示しており、「1973 年」は 1973 年度の調査
データ、「1987 年」は、1983-1986 年度の調査データ、「1998 年」は 1994-1998
年度のデータである。 

注 2：里地里山は、農地のほか、二次草原、農地周辺の農用林、水路・ため池などが
モザイク状に入り組む生態系である。2 次メッシュ内で、植生自然度 7・8（二
次林）が半分以上を占め、なおかつ植生自然度 2・3（農地）4・5（二次草原
を含むメッシュを「里地里山メッシュ」と定義している（環境省）。 
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（注2）

干潟

（注3）

潮下帯

（注4）

マング
ローブ
（注5）

海草帯

（注6）

埋め立て ＋＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋

人工護岸 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋

富栄養化 ＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋

汚染 ＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋

赤土の流入 ＋ ＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋＋

港湾の建設・浚渫 ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋

河口堰の建設 ＋ ＋＋＋ ＋

海砂の搬入 ＋ ＋ ＋

干潟の過剰な利用 ＋ ＋

帰化生物の侵入 ＋ ＋ ＋
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データ 9-① 外来昆虫・外来雑草の侵入・定着種数の変化 データ 9-④参考 アライグマの捕獲数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：侵入昆虫数 311 種の内、侵入年データ 
のある 231 件について作図 

                
 
 
 

データ 11-② 都道府県の防除の確認件数 データ 12-① オホーツク海の海氷の減少  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：外来生物法により、地方公共団体は、その行う特定外来生物の防除で、
公示された事項に適合するものについて、主務大臣のその旨の確認を受ける
ことができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※オホーツク海の海氷面積とその風上での地上気温の年々変動。 
注 1：衛星観測によるオホーツク海全域の 2 月の海氷面積偏差（1979-2003 年）

を灰色実線で、ユーラシア大陸極東域（50°-65°N，110°-140°E）
における秋・冬（10-3 月）の地上気温偏差（1950-2005 年）を黒実線で
示す。黒破線は気温偏差の線形トレンド成分。気温データは Jones によ
るデータセット。気温偏差の軸は左端に示す。海氷面積偏差の軸は右端
に示しており、符号は上下逆。 

出典：大島慶一郎 ，中野渡拓也，若土正曉，2006：温暖化の高感度域オホー
ツク海： 北太平洋へのインパクト，低温科学，65，67-75． 

データ 12-③ アポイ岳の高山植物の減少  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
※アポイ岳では、ハイマツとキタゴヨウの木本植物の侵入によって、高山植物の生育範囲は急速に狭められている。 
出典：渡邊定元，2001：アポイ岳超塩基性岩フロラの 45 年間(1954－1999)の変化，地球環境研究，3，25-48． 

1959年当時のアポイ岳高山帯 1988年当時のアポイ岳高山帯
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図　　　日本に侵入した昆虫種数の過去100年間の推移
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大学農学部紀要，43(1・2)． 



巻末資料 4 

 

 
データ 12-④ ナガサキアゲハの分布の変化 データ 12-⑤ タイワンウチワヤンマの分布の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
出典：北原正彦，2008：チョウ類の分布域拡大現象と地球温暖化，昆虫と

自然，43(4)，19-23 を改変. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：青木典司，2000．記録からみた国内におけるタイワンウチワヤンマの

分布拡大の様相．TOMBO，XLII，47-50 を改変. 

データ 12-⑥ ミナミアオカメムシの分布の変化 
                              
出典：藤崎憲治，2007：生きものの暮らしが変わるとき，自然保護，499，6-7． 

Junichi YUKAWA, Keizi KIRITANI, Naohisa GYOUTOKU, Nami UECHI, Daisuke YAMAGUCHI and Satoshi KAMITANI, 2007: Distribution range shift of two 
allied species, Nezara viridula and N. antennata (Hemiptera: Pentatomidae), in Japan, possibly due to global warming. Appl. Entomol. Zool. 42 (2), 205–215. 
各都道府県農業試験場等資料． 

データ 12-⑦ 福岡県筑前海沿岸の魚類相の変化 
データ 12-⑧  

越冬期におけるコハクチョウの全国の個体数の変化 
 

 
※南方系魚種は主に亜熱帯区から熱帯区まで分布する種、温帯性魚種は暖
温帯区を中心に分布する、広域分布魚種とは 2 区分にまたがる広い分布域
を持つ種とし、これら 3 群の構成比を各年代別で比較したもの。 
 
出典：西田高志，中園明信，及川信，松井誠一，2005：近年の海水温上昇

による筑前海沿岸魚類相の変化，九州大学大学院農学研究院学芸雑
誌，60(2)，187-201． 

 
1957-1964

年
1986-1996

年 
2001-2004

年

温帯性種（種） 104 127 110 

広域分布種（種） 18 22 19 

南方系種（種） 46 95 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：樋口広芳，小池重人, 繁田真由美, 2009：温暖化が生物季節、分布、個

体数に与える影響，地球環境，14(2)，189-198． 
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データ 12-⑩ コムクドリの産卵時期の変化   データ 15-④ マツクイムシ被害量（被害材積）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※新潟市におけるコムクドリの平均初卵日の経年変化。 
注 1：平均初卵日とは毎年の各繁殖例の産卵開始日に基づく平均。4 月 1 日

を 1 とした日数で示してある。 
出典：Koike, S and H, Higuchi,2002：Long-term trends in the egg-laying 

date and clutch size of Red-cheeked Starlings Sturnia 
philippensis.IBIS, 144(1),150-152.(We acknowledge permission to 
reproduce this figure by the British Ornithologists' Union.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 全国のマツクイムシの被害材積の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 民有林におけるマツクイムシ被害量の地域別割合の推移 

データ 17-① ヒグマ・ツキノワグマの分布変化 データ 18-① 森林蓄積量（天然林・人工林）の推移 
                                
 
注 1：年次は調査が実施された年度等を示しており、厳密に当該年に実施し

たものとは限らない。「1978 年」は 1978 年度の調査データ、「2003 年」
は、2000-2004 年度の調査データである。 

 
 
 

データ 18-②  

針葉樹・広葉樹別国内素材生産量と用材自給率 
データ 18-③ 世界と日本の森林面積の変化  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100.00  99.85  99.70  99.67 

80

85

90

95

100

105

1990 1995 2000 2005

森
林

面
積

の
変

化
（1

99
0
年

を
1

00
と

す
る

指
数

）

(年)

日本

世界

アフリカ

南アメリカ

東南アジア

地方別のヒグマ・ツキノワグマの  
分布メッシュ数の変化（5km メッシュ） 

1978年 2003年 増減
北海道 1,962 2,224 262
東北 1,495 1,787 292
関東 316 355 39
中部 1,407 1,638 231
近畿 294 400 106
中国 249 299 50
四国 28 32 4
九州・沖縄 0 0 0

5,751 6,735 984

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

用
材

自
給

率
（
%
）

輸
入

量
・
生

産
量

（
千

m
3 ）

(年)

広葉樹

針葉樹

木材輸入量

用材自給率

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1980 1985 1990 1995 2000 2005

東北

関東

北陸・東山

東海

近畿

中国

四国

九州

0

50

100

150

200

250

300

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

被
害

材
積

（万
m3

）

1,329 1,414 1,388 1,430 1,502 1,540 1,591 1,702 1,780

558
665 798

1,054
1,361

1,598
1,892

2,338
2,651

1,887
2,079 2,186

2,484

2,862
3,138

3,483

4,040

4,432

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1966 1971 1976 1981 1986 1990 1995 2002 2007

森
林

蓄
積

量
（
百

万
m

3
）

（年）

人工林 天然林、その他



巻末資料 4 

 

 
データ 19-① 耕地面積の推移   データ 19-② 水田整備面積及び水田整備率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：標準区画とは 30a 程度以上の区画、大区画とは 1ha 程度以上の区画。 
出典：農林水産省，土地利用基盤整備基本調査，農用地建設業務統計調査．

データ 19-④ 森林以外の草生地（野草地）の面積 データ 19-⑤ 全国のため池数の変化  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：森林以外の土地で野草地（永年牧草地、退化牧草地、耕作放棄した土

地で野草地化した土地を含む）、かん木類が繁茂している土地をいう。
河川敷、けい畔、ていとう（堤塘）、道路敷、ゴルフ場等は草生してい
ても含めない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：1952～54 年の調査では沖縄県のため池は含まれていない。1989 年の沖

縄県のため池の数は 75 個である。 
注 2：受益面積 5ha は農林水産省農地局資源課（1955）による調査の実施区分。
 

指標 22-② 東京都特別区の緑被率の推移 指標 22-③ 都市公園の面積の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：ここでいう緑被率は、特別区における緑で被われた土地の面積のその

地域全体の面積に占める割合。樹林地、草地、農地、宅地内の緑（屋上
緑化を含む）、公園の緑、街路樹などを含むが、河川の水面は含まない。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都市公園法 1956 年（昭和 31 年）公布、同年施行  
出典：国土交通省，都市公園等整備現況調査． 
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データ 23-③  

東京都におけるハシブトガラスの分布の変化 
データ 24-① 明治大正時代から現在の湿原面積の変化  

 
 

●繁殖が確認されたメッシュ 
■両方の期間ともに現地調査

を実施したメッシュ 
■両方の期間ともにアンケー

ト調査を実施したメッシュ 

 

 

 

 

 
出典：Ueta, M., R. Kurosawa, S. Hamao, H. Kawachi and H. Higuchi, 

2003：Population Change of Jungle Crows in Tokyo. Global 
Environmental Research, 7(2), 131-137. 
東京都，1998：東京都鳥類繁殖状況調査報告書（平成 5～9 年度）． 
東京都，1980：東京都鳥類繁殖調査報告書（昭和 48 年～昭和 53 年）．
 

 

データ 24-② 釧路湿原の湿原面積の変化  データ 24-③ 主要湖沼における干拓・埋立面積 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：環境省釧路湿原再生プロジェクトデータセンターホームページ． 

http://kushiro.env.gr.jp/saisei/ 

                      
注 1：1945 年～1985 年に何らかの形で干拓・埋立てが行われた干潟・湖沼の

面積と調査対象数に占める割合。調査対象は、原則として面積 1ha 以上
の天然湖沼のうち主要な 484 湖沼において実施。 

データ 25-⑤ 琵琶湖のヨシ群落の面積の変化  データ 27-③ 堤防・護岸等の延長及びその割合  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：ここで「堤防・護岸等の延長」としたのは海岸保全施設（堤防、護岸な

ど）、鉄道護岸、道路護岸、飛行場の延長。なお 1960 年度は所管重複分
を差し引いていない値。 

干拓・

埋立面積

344km2

(14.5%)

それ以外

の面積, 

2036km2

(85.5%)

0

50

100

150

200

250

300

1947年 1970年代 2000年代

km2

0

1

2

3

1953年 1992年

ヨ
シ

群
落

面
積

（
km

2）

4841 

10353 

18.7 
24.9  26.0  28.4  27.5  28.2  28.9  29.5  29.7  29.5 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004

海
岸

総
延

長
に

対
す

る
割

合
(%

)

堤
防

・
護

岸
等

の
延

長
(k
m
)

(年度)

堤防・護岸等の延長

海岸総延長に対する割合

709 

1772 

112 

339 

1290 

0  500  1000  1500  2000  2500 

1975～
1997

1886～
1924

（km2）

北海道 その他の都府県 消失



巻末資料 4 

 

 
データ 27-④ 自然・半自然・人工海岸の延長の推移  データ 27-⑤ 干潟面積の推移  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：自然海岸は「海岸(汀線)が人工によって改変されないで自然の状態を

保持している海岸(海岸(汀線)に人工構造物のない海岸)」をいう。なお、
後背地における人工構造物の有無は問わない。  

注 2：半自然海岸は「道路、護岸、テトラポット等の人工構築物で海岸(汀線)
の一部に人工が加えられているが、潮間帯においては自然の状態を保
持している海岸(海岸(汀線)に人工構築物がない場合でも海域に護岸堤
等の構築物がある場合は、半自然海岸とする。)」をいう。  

注 3：人工海岸は「港湾・埋立・俊諜・干拓等により著しく人工的につくら
れた海岸等、潮間帯に人工構築物がある海岸」をいう。 

注 4：年次は調査が実施された年度等を示しており、厳密に当該年の実態を
示したものとは限らない。「1978 年」は 1978-1979 年度の調査データ、
「1984 年」は 1984 年度の調査データ、「1990 年頃」は 1993 年度の調
査データ、「1995 年頃」は 1995-1996 年度の調査データである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：1978 年頃の面積は 1990 年頃の面積に 1990 年頃時点の消滅面積を足した

値。1945年の面積は上記で算出した 1978年頃の面積に、1945年から 1978
年頃までの消滅面積を加えて算出したもの。 

注 2：ここでいう干潟は、現存する干潟で、次の要件の全てに合致するもの。
①高潮線と低潮線に挟まれた干出域の最大幅が 100m 以上あること。 
②大潮時の連続した干出域の面積が 1ha 以上であること。 
③移動しやすい底質（礫、砂、砂泥、泥）であること。 

注 3：年次は調査が実施された年度等を示しており、厳密に当該年の実態を示
したものとは限らない。「1990 年頃」は、1989-1992 年度の調査データ、
「1995 年頃」は、1995-1996 年度の調査データである。 

注 4：1995 年頃の徳島県・兵庫県が未調査であるため、1990 年頃のデータを
用いて補完してある。 

データ 27-⑥ 東京湾及び瀬戸内海の干潟面積の推移  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：1978 年頃の面積は 1990 年頃の面積に 1990 年頃時点の消滅面積を足した値。1945 年の面積は上記で算出した 1978 年頃の面積に、1945 年から 1978 年

頃までの消滅面積を加えて算出したもの。 
注 2：瀬戸内海は、周防灘西 、周防灘東、伊予灘西、別府湾、豊後水道 、伊予灘東、広島湾、安芸湾、備後灘、 燧灘、備讃瀬戸西、備讃瀬戸東、播磨灘北 、

播磨灘南、 大阪湾北、大阪湾南、紀伊水道西の各海域の数値を合計。 
注 3：年次は調査が実施された年度等を示しており、厳密に当該年の実態を示したものとは限らない。「1990 年頃」は、1989-1992 年度の調査データである。

データ 27-⑦ 藻場面積の推移  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：海草藻場及び海藻藻場の面積は全体の面積にそれぞれの割合をかけて算出した。  
注 2：1995 年頃の徳島県・兵庫県が未調査であるため、1990 年頃のデータを用いて補完してある。 
注 3：1978 年頃の面積は 1990 年頃の面積に 1990 年頃時点の消滅面積を足した値。  
注 4：1973 年の面積は上記で算出した 1978 年頃の面積に、1978 年頃時点の消滅面積を足した値。 
注 5：「その他・不明」は、調査時に指定された藻場タイプ（アマモ場、コンブ場、ガラモ場等）に当てはまらない海草・海藻類を示す。また、1998 年頃で

は複数の藻場タイプが 1 カ所に含まれるものも「その他・不明」に含む。 
注 6：年次は調査が実施された年度等を示しており、厳密に当該年の実態を示したものとは限らない。「1990 年頃」は 1989-1992 年度の調査データ、「1995 年

頃」は、1995-1996 年度の調査データである。 
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データ 27-⑧ サンゴ群集面積の推移とサンゴ被度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 礁池内におけるサンゴ群集面積の推移（1978 年頃－1990 年頃） 
第 4 回自然環境保全基礎調査（1990 年頃）において確認された現存するサンゴ礁の総面積は 96,497ha であった。また、礁池内のサンゴ群集面積は 34,642ha
で第 2 回自然環境保全基礎調査（1978 年頃）以降 1,512ha のサンゴ礁が消滅した。 
注 1：円グラフの大きさがサンゴ礁の面積を示す。黒部分が消滅したサンゴ礁を示す。 
注 2：1978 年頃の面積は 1990 年頃の面積に 1990 年頃時点の報告書の消滅面積を足した値。 
注 3：年次は調査が実施された年度等を示しており、厳密に当該年の実態を示したものとは限らない。「1990 年頃」は、1989-1992 年度の調査データである。

データ 27-⑨ 石西礁湖におけるサンゴ被度の変化の事

例 

データ 27-⑩ 東経 137 度線に沿った冬季の表面海水中の

水素イオン濃度（pH）の長期変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二酸化炭素濃度や全炭酸濃度をもとに、経度帯ごとに表面海水中の水素イオン
濃度を計算したもの。 
出典：Ishii et al., 2008; 2nd International Symposium on the Ocean in a 

High-CO2 World． 
環境省地球環境研究総合推進費（F-083），平成 20 年度報告書． 
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データ 27-⑪ 砂浜の侵食速度の変化   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

データ 27-⑫ 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海における赤潮・

青潮の発生件数  

データ 27-⑬  

閉鎖性海域における環境基準（BOD 又は COD）の達成度
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1：達成状況の評価：BOD 又は COD については、類型指定水域の水質を代

表する地点として設定された環境基準点のすべてにおいて、年間の日平
均値の 75％値が環境基準を満足する場合に、当該類型指定水域で環境基
準が達成されたものと評価する。
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データ 29-① 我が国周辺水域の漁業資源評価 データ 29-② 漁獲量と海洋食物連鎖指数（MTI） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1:過去 20 年以上にわたる資源量（及び漁獲量）の推移に加え、最大持続

生産量等の指標を考慮して「高位、中位、低位」の 3 段階に区分してい
る。 

注 2：系群は 1 つの魚種の中で、産卵場、産卵期、回遊経路など生活史の一
部あるいは全部が他と区別される群。 

注 3：対象魚種 52 魚種 84 系群の平成 21 年度資源評価。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
注 1：このデータは上位捕食者を主に漁獲する北大西洋では乱獲の指標とされ

ているが、日本ではもともと栄養段階の低い魚種も利用されていたため、
この指標の維持がただちに持続可能を意味するとはいえない。 

注 2：FISHBASE には魚類以外のイカ類などは集約されず、この評価にも計算
されていない。また、過去の漁業は遠洋漁業が含まれていて、現在とは
操業海域が異なり、本来は EEZ 内の漁獲量だけで比較すべきである。 

データ 30-③ 南西諸島における絶滅危惧種の減少要因  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※南西諸島（注 1）に生息する哺乳類・爬虫類・両生類の絶滅危惧種（注 2）につき、減少要因を大きく「開発」「水質汚濁（農薬を含む）」「採取・捕獲」「自
然遷移」「外来種（移入種）」に区分し、該当する種数（亜種を含む）を集計した。島嶼に分布する絶滅危惧種のうち、レッドリストの改訂で新たに追加され
た種等は減少要因が明示されていないため、集計に含めていない。 
注 1 ここではトカラ列島、奄美諸島、沖諸諸島、慶良間列島、宮古列島、八重山列島、大東諸島、尖閣諸島をいう。  
注 2 ここでは絶滅種（EX）、野生絶滅種（EW）、絶滅危惧種（CR＋EN＋VU）をいう。 
注 3：島嶼に分布する絶滅危惧種のうち、レッドリストの改訂で新たに追加された種等は減少要因が明示されていないため、集計に含めていない。 
注 4：森林伐採、湖沼開発、河川開発、海岸開発、湿地開発、草原開発、石炭採掘、ゴルフ場、スキー場、土地造成、道路工事、ダム建設を含む  
注 5： 水質汚濁、農薬汚染を含む  
注 6： 園芸採取・観賞用捕獲、薬用採取、その他不法採取などを含む  
注 7： 管理放棄、遷移進行・植生変化 を含む  
注 8： 捕食者侵入、帰化競合、異種交雑・放流を含む 
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